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開 会 式
日 時

会 場

10月30日（木）13：30〜 13：50

市民会館崇城大学ホール



開 会 式
10月30日（木）13：30〜 13：50

◆開会挨拶
熊本市長　幸山　政史

◆来賓祝辞
厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長　水谷　忠由

◆来賓祝辞
熊本県知事　蒲島　郁夫

◆来賓祝辞
熊本市議会副議長　鈴木　　弘
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開会挨拶

熊本市長　幸山　政史

　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介のありまし

た熊本市長の幸山と申します。

　第15回介護保険推進全国サミットinくまもとの開

催に当たりまして、主催者といたしまして一言ご挨拶

を申し上げます。

　まずは、本日はようこそ、この熊本市にお越しい

ただきました。紹介があったかもしれませんが、中

学生たちのジュニアヘルパー、これは毎年夏休みの

時期に開催される中学生による子ども議会で提案さ

れたもので、もう四、五年になりまして、ただいま

活動の様子を報告してもらいましたけれども、その

ジュニアヘルパーたちも含め74万市民を代表する形

で、心から歓迎のご挨拶を申し上げたいと存じます。

　今回、全国から約1,400名という多数の皆様方に

ご参加をいただきまして、このような全国規模の大

会が熊本市で開催できますことを大変うれしく存じ

ます。改めて、ご来熊いただいた全ての皆様方に心

から歓迎の意を申し上げます。

　また、後ほどご紹介もあろうかと思いますが、厚

生労働省から水谷室長様、あるいは蒲島熊本県知

事、鈴木市議会副議長など多くのご来賓の皆様方

にもご出席をいただいております。花を添えていた

だきましたことに重ねて感謝申し上げます。まことに

ありがとうございました。

　さて、ご案内のとおり、我が国の高齢者福祉でご

ざいますけれども、介護保険制度が平成12年に施

行され、以来、行政がサービスを決める形から、利

用者みずからがさまざまなサービスの中から自分に

合ったもの選ぶという形へと転換いたしておりまし

て、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みの

中で充実が図られてきました。しかしながら、ご案

内のとおり、超高齢社会がさらに進展しているとこ

ろでありまして、最近では、消滅可能性都市といっ

た言葉もよく聞くようになったわけであります。その

ような中で、医療、介護などの社会保障給付費の

増加が想定もされておりますが、いかにして持続可

能な社会保障制度を確立していくのかが、私どもに

とりまして大きな課題となっています。

　このような中で、国の動きとして今、医療、介護

制度の一体的な改革が本格的に進められようとして

います。介護保険制度につきましても、全国一律の

予防給付から地域の実情に応じた新しい総合事業

への移行が示されるなど、市町村にはそれぞれの

創意工夫による地域包括ケアシステムの構築が求め

られているところであります。

　熊本市の話を少しご紹介させていただきたいと思

います。平成20年と平成22年に３町と合併いたして

おりまして、人口70万を超え、平成24年４月に政令

指定都市に移行いたしております。東西南北、中央

と五つの区役所が設置されたわけでありますけれど

も、区役所ごとに市民、地域団体、行政が協働で

まちづくりビジョンも策定いたしており、区のまちづ

くりを進めています。また、よりきめ細かにというこ

とで、小学校区ごとの健康まちづくりの活動も始め

ているところであります。このような地域の力を取り

込んでまいりますことで、本市の特性や実情に合っ

た地域包括ケアシステムの構築を図っているところ

であります。

　南砺市の田中市長もお見えでございますが、昨

年、南砺市さんから「転ばぬ先の杖」をお預かりし

たところであります。私ども熊本市で開催しますこの

サミットでは、「これからの「地域包括ケア」が目指

すものとは　～誰もがいつまでも自分らしく生きる

ために～」をテーマに開催させていただきます。少

子高齢社会を踏まえ、介護予防、生活支援のあり

方、看取りのあるべき姿、認知症対策など、喫緊の

課題につきまして皆様方とともに考え、議論を深め

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

7

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



ますとともに、全国に発信をしてまいりますことで、

介護保険制度のさらなる発展に結びつけていけるも

のと大いに期待しているところでございます。

　先ほど冒頭に、一部講師の変更のアナウンスなど

もございましたけれども、ご協力いただきます講師

の皆様方、あるいは分科会、パネルディスカッショ

ン、それぞれにご協力いただきます皆様方に対しま

して、何とぞよろしくお願い申し上げる次第でござい

ます。

　さて、本市は、先ほどご紹介いたしましたように

合併し、政令指定都市に移行いたしておりますけれ

ども、そのような大都市ではございますが、74万都

市あるいは100万都市圏の全てが地下水で賄われて

いるという大変自然豊かな都市でもございます。す

ぐ近くに熊本城がございますし、もう少し足を伸ば

しますと水前寺公園などもございます。もう少し時

間のあられる方は阿蘇や天草などの県内の観光地

にもぜひこれを機会に足をお運びいただければ大変

幸いに存ずる次第でございます。

　今日、明日２日間、皆様方のご協力を何とぞよろ

しくお願い申し上げます。

　最後になりましたけれども、本サミットの開催に

当たりまして多大なるご協力を賜りました厚生労働

省はじめ、関係機関の皆様方に厚く御礼を申し上

げますとともに、この大会が私どもにとりまして実り

多き大会となりますことを心から願いまして、主催者

としての挨拶にかえさせていただきたいと存じます。

本日はまことにありがとうございました。（拍手）

来賓祝辞
　水谷　忠由

　厚生労働省認知症・虐待防止対策推進室長の水

谷と申します。本日、厚生労働大臣公務のため出席

がかないませんでしたので、厚生労働大臣からの祝

辞を代読させていただきます。

　今日、第15回介護保険推進全国サミットinくまも

とが、「これからの「地域包括ケア」が目指すものと

は　～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～」

のテーマで開催されることを心からお喜び申し上げ

ます。また、サミットの主催者である熊本市と、開

催に当たりご尽力いただいた第15回介護保険推進

全国サミットinくまもと実行委員会に対して心から

敬意を表します。

　現在、日本の高齢化率は25％に達しており、今

後、2025年には、いわゆる団塊の世代が75歳以上

となるなど、ますます高齢化が進んでいきます。ま

た、ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦だけの世帯

の増加、都市部での急速な高齢化、認知症高齢者

の増加に対しても適切に対応していくことが求めら

れています。

　こうした状況のもと、厚生労働省では、できる限

り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、地方自治体や関係者

の皆様とともに、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステ

ムの構築に取り組んでいます。

　そのための施策として、本年６月に成立した医療

介護総合確保推進法に基づく介護保険法の改正、

来年度の予算編成や介護報酬改定などにより、在

宅サービスの充実・強化、在宅医療と介護の連携の

強化、認知症施策の推進などに取り組んでいます。

　このサミットには厚生労働省の担当職員も出席し

て、シンポジウムや分科会が行われますので、活発

な意見交換が行われ、実りある２日間となるよう期

待しています。また、その内容については、今後、

施策を検討する際に大いに参考にさせていただきた

いと思います。

　最後になりましたが、大会の成功と、お集まりの

皆様のご健勝、ご活躍をお祈りいたしまして私の祝

辞といたします。

　平成26年10月30日。厚生労働大臣　塩崎恭久。

（拍手）

厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室長
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来賓祝辞
熊本県知事　蒲島　郁夫

　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきま

した熊本県知事の蒲島です。第15回介護保険推進

全国サミットinくまもとが、かくも盛大に開催されま

すことを心からお喜び申し上げます。そして、熊本

県民180万人を代表して心から歓迎いたします。

　どのくらい歓迎しているかといいますと、多分、

皆様はくまモンに会われたと思いますけれども、私

もくまモンも超多忙でありまして、その両方が歓迎す

るくらいということで、それは、とても重要な会議

だと県が認識しているからであります。ぜひ、その

歓迎の気持ちをあらわしたいと思います。

　私は、最初の知事選で当選した６年半前に四つ

のマニフェストを掲げました。四つの大目標ですけ

れども、そのうちの一つが、長寿をおそれない社会

をつくりたいというものでした。どういうことかと言

いますと、皆、年寄りになると認知症になったときに

自分がどう行動しているのかをおそれます。それで、

長寿をおそれない社会をつくりたいというのがマニ

フェストの一番重要な目的でもありました。

　それで、三つの面で、長寿をおそれない社会を構

築してきました。一つは制度面、二つ目はハード面、

そして三つ目がソフト面であります。

　第１の制度面としては、認知症医療体制を基幹型

認知症疾患医療センターと地域拠点型センターの２

層構造にした、「熊本モデル」と呼ばれる制度をつ

くりました。現在はそれをかかりつけ医等を含む３

層構造にまで伸ばして、さらに手厚い制度づくりを

行っています。

　第２のハード面としては、特別養護老人ホームな

どのハードを整備して、１期目の４年間で4,500床ほ

ど増床しました。

　そして、何よりも大事なのは、第３のソフト面では

ないかなと私は思っています。ソフト面は認知症サ

ポーターの制度づくりをしました。私が知事になっ

たときに、知事としては初めて認知症のサポーター

になりました。それ以来、連続５年間、熊本が認知

症サポーターの、人口比で言うと全国１位です。そ

して、熊本県民の９人に１人が認知症サポーターに

なっています。これはとても誇るべき数字だと思い

ます。

　この認知症サポーターは、認知症の方々に接して、

その人たちを大事にしたいという気持ちがとてもあり

ます。その人たちの活動がさらに活性化し、ソフト面

においても、ハード面においても、制度面において

も、認知症の対策を行っていきたいと思っています。

　知事になって２期目、もう２年半になりますか、

２期目のマニフェストには、これまでの「長寿をおそ

れない社会」から「長寿を楽しむ社会」にしようと

いうことで、今、長寿を楽しむ社会に向けての取り

組みを行っています。

　私が、長寿をおそれない社会、また、長寿を楽

しむ社会を実現しようと思ったかの大きな理由は、

私の母親にあります。母は戦後満州から引き揚げ

てきて随分と苦労しました。95歳で亡くなりました。

認知症で、最後のほうは特別養護老人ホームに入っ

ていたのですけれども、介護保険のおかげ、特別

養護老人ホームのおかげ、そしてスタッフの優しさ

で最後はとても幸せな生活だったと思います。

　私が知事になる１年前に亡くなりまして、最後まで

子供に対する孝行を見せてくれたなと。私が知事に

なった後で自分が亡くなると、葬式が大変だろうか

らということだったのだと思っています。

　その母親の老後を見て、全ての国民、全ての県民

が、同じような長寿を楽しむ社会をつくることが政

治家としての私の役割ではないかなと思っています。

　今日はたくさんの介護保険にかかわる方々が来て

おられますけれども、皆さんの力が必要です。介護
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保険、それからハード、ソフト、制度、全てが必要

なんです。それを「熊本モデル」として今やっており

ますけれども、全国全ての人がそれを享受できるよ

うな社会をつくっていきたいと思っております。

　知事として最後にお願いです。1,400人から1,500

人の方々が全国から皆さん来ておられますけれど

も、今、熊本はとても元気です。先ほど市長が

おっしゃったように、まずは新幹線が全線開業

し、そして熊本市が政令市になりました。それを後

押しするように、くまモンが大活躍しています。日

銀がくまモンに関する経済的効果を調査しましたが、

２年間でくまモンが熊本県に与えた経済効果が何と

1,244億円。すごい金額です。そのような元気さを

ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。熊本

市もすばらしいし、阿蘇も天草もあります。皆さん自

身の目で、熊本の元気なところ、それから、あらゆ

るところにくまモンのマークがありますので、もう熊

本県と言うよりもくまモン県と言った方が早いかもし

れませんが、ぜひ皆さんにそれを体感していただき

たいなと思っています。

　最後になりましたけれども、このサミットが大成

功でありますように、そして今日ご参加の皆様方の

ご健勝をお祈りして、私の知事の挨拶とさせていた

だきます。ようこそ熊本にいらっしゃいました。

（拍手）

来賓祝辞
熊本市議会副議長　鈴木　　弘

　皆さん、こんにちは。熊本市議会副議長の鈴木

弘です。本日は、熊本市議会をはじめ、多くの議会

議員の皆さんが参加されていると伺っておりますが、

熊本市が開催でございますので、代表して一言、歓

迎のご挨拶を申し上げます。

　本日は県外からも多くの行政、介護、医療関係者、

関係団体の方々にお越しいただいていると伺ってい

ます。ようこそ熊本へおいでいただきました。心より

歓迎を申し上げます。また、15回目となる本サミット

には県下から多くの関係者も出席されています。あ

わせて心から歓迎申し上げます。

　さて、介護保険推進全国サミットは、平成12年の

介護保険導入以来、毎年、各都市で開催され、熊

本市での開催で15回目を迎えることができました。

そうした中、今回の熊本サミットのテーマは、先ほ

ど幸山市長の方からもありましたが、「これからの

「地域包括ケア」が目指すものとは」となっておりま

す。また、サブテーマに、「誰もがいつまでも自分ら

しく生きるために」が掲げられています。介護保険

制度がなぜできたのか、私は、その精神が、この「誰

もがいつまでも自分らしく生きるために」というサブ

テーマに集約されていると思っております。

　介護保険が導入される以前に、私は欧州の導入

状況を調査・視察してまいりました。国によって運

用の範囲や負担方法などまちまちでしたが、共通し

ている点がありました。それは、高齢者の生活を社

会全体で支えていこうという考え方です。こうした、

社会や地域で支え合うという方法は日本が得意とす

る分野だ、日本らしいシステムができれば定着する

のではないか、このように感じ、視察から帰ってき

たことを記憶しております。

　以来十数年、介護保険制度は日本社会に定着し

つつも、過重な保険、利用料負担、さらには介護

従事者の負担の増加など、新たな課題も提起される

ようになってきています。

　そうした中、国によって新たに打ち出されたのが

地域包括ケアシステムの構築であります。この問題

を真正面から捉えようと、今回の熊本サミットでは、

先ほど述べたようにテーマとして「これからの「地域

包括ケア」が目指すもの」を掲げています。

　本日、明日と２日間かけて行われる分科会などの

議論を通して、誰もがいつまでも自分らしく生きるた
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めに、地域包括ケアシステムの構築、推進の意義や

果たすべき役割、さらに課題等について共通認識

が生まれることを期待しております。

　最後になりますが、この２日間、文化と自然あふ

れる熊本市、そして熊本県の魅力に、少しでもご参

加の皆さんが触れていただければと望みつつ、本サ

ミットの準備に当たってくださった実行委員会や関

係者の皆様に感謝申し上げ、お祝いの言葉といたし

ます。

　介護保険推進全国サミットinくまもとの開催、ほ

んとうにおめでとうございます。

　以上でございます。（拍手）
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基 調 講 演
日 時

会 場

10月30日（木）13：50〜 15：00

市民会館崇城大学ホール

地方創生と介護保険

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局長代理　佐村　知子　氏

講　師



基 調 講 演
10月30日（木）13：50〜 15：00

講　師

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局長代理　佐村　知子　氏
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　皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいた

します。私は、今ご紹介に預かりました、まち・ひ

と・しごと創生本部で、皆様方にも多分、なじみ深

い山崎史郎さんとご一緒して、まち・ひと・しごと創

生という人口減少問題に取り組んでおります。

　先にいろいろ申し上げてしまいますと、私は霞が

関の役所の中でいえば総務省の出身です。介護保

険に関しましては私は、平成14年から18年まで、京

都で副知事をやっておりましたときに、導入後の介

護保険が、どうやってそれぞれ市町村に定着するか

にかかわってまいりました。

　それから、個人的に言うと、母がこのところずっ

と介護保険のお世話になっております。在宅で１か

ら２ぐらいでいろいろな方に支援してもらいながら、

ひとり暮らしをしていましたが、最近、包括ケアシス

テムで導入されたケアつき住宅に移りました。この

サービスはこういうものかなと実感をしながら利用さ

せていただいているところです。

　本来この場には、皆様方に大変なじみ深い山崎さ

んがお伺いするということで、本人も随分前から楽

しみにしていたのですけれども、ちょうど今、国会

の最中で、私どものところと大変かかわりの深い法

案が審議にかかっております。それで先週、山崎さ

んとご相談して、どうしても山崎さんが行けないとい

うことで、私が来ることになりました。そこをお許し

いただいて、最近の取り組みなどをお話ししたいと

思います。

　タイトルは「地方創生と介護保険」としているの

ですけれども、今日この後、介護保険のいろいろ

な論点がたくさん出てまいりますので、お手元の資

料の中には介護保険関係の資料を入れてございませ

ん。それで冒頭、これからお話しすることに関して、

山崎さんからお預かりしてきたことも交えながら、お

話ししたいことの全体のまとめにもなりますけれど

も、ご紹介したいと思います。

　介護保険制度はご存じのとおり、平成12年に創

設されまして、15年が経過しております。この間、

この介護保険の推進の全国サミットも15回の開催と

なってきていると承知しています。今日、この場に

お集まりの方々は、介護保険制度をほんとうによく

ご理解なさり、ここまで引っ張ってきてくれた方々だ

と山崎さんからも伺っておりますし、介護保険制度

が国民の老後をしっかり支える制度として定着し、

今日まで来たのも、皆様方のたゆまぬご尽力のおか

げであると思っております。厚く感謝申し上げたいと

思います。

　今日、この後、「少子高齢社会の到来」というテー

マで講演したいと思っております。申し上げたとお

り、介護保険制度の詳しい議論は後で、ほんとうに

すばらしい講師の方々がお集まりになられております

し、分科会で行われると思いますから、冒頭ここで

は全体を私どものほうで趣旨を申し上げた上で、地

域を大きく変えようとしている少子高齢化という日本

がのみ込まれている大きな動きについてご説明した

いと思っております。特に人口減少について詳しく

お話ししたいと思っています。

　実は少子化問題については、1.57ショック以来、

厚生労働者でもエンゼルプランなど幾たびか取り組

みはなされてきているのですけれども、人口減少問

題という形になると、総体、非常に手強い問題であ

ることと、非常にセンシティブな問題を含むという

ことで、なかなか今まで徹底した取り組みができな

かったというか、やってこなかったという反省もござ

います。そういうことも含めて、今しっかり取り組も

うとし始めておりますことについてお話ししていきま

す。人口減少の動向についても後からお話ししたい

と思っております。人口の大きな変動は、今後、地

域あるいは自治体における介護保険制度の運用に

も大きな影響を与えるものでありますので、どうぞ
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しっかりご理解いただけたらと思っております。

　人口減少問題がどういう形で地域や自治体に影

響を与えるかですが、一言でいうと、人口減少問題

は地方と都市部とでは全く様相が異なっているとい

うことで、一律の対応ではなく、それぞれ対応が必

要になってくるということかと思います。この後出て

まいりますけれども、多くの地方では、これからは

もう高齢者が増えることがない段階に達しておりま

す。もちろん高齢化を考えるときには率と数があり

ますけれども、ご実感されているとおり、高齢者の

数が増えることがない段階に達してきています。そ

れどころではなく、中には高齢者が減ってくるという

ところも出てきます。

　介護保険制度の担当者のこれまでの感覚でいく

と、高齢者が減るというのは、にわかにはぴんとこ

ない、理解しがたいのですけれども、日本の多くの

町村部はもうそういう段階に入っています。ある程

度規模の大きい地方都市も、いずれそういう状況に

なってきます。そうすると、介護サービスが余ってく

る事態になってくるということです。既に県庁所在地

の中でもそういう事態になっているところもございま

す。

　そして人口減少がさらに進むと、高齢者や障害

者、あるいは保育などの従来の縦割りで、専門性

を持ついろいろなサービス・施設が、そういう形で

やっていたのではそれぞれの事業所の運営ができな

くなる、あるいは効率が非常に悪くなるという可能

性も高いということです。

　それで、現在、私どもでは、中山間地などで高齢

者も障害者も対象にした多世代交流、あるいは多機

能型といった小さな拠点をつくっていくことについて

議論しております。これは、机上の話ではなく、高

知県で実際に地域で考えられ展開している「あった

かふれあいセンター」、もしかしたらごらんになった

方、あるいは関係の方もおられるかもしれませんが、

そういうものをモデルにした共生型の施設です。

　介護保険制度の中でも、小規模多機能拠点の整

備が推進されていますけれども、この拠点は、ここ

ではまだ高齢者サービスの中での多機能ですけれ

ども、人口減少が進んでくれば高齢者以外も対象

に入れる多機能型が進むことになるとも考えられま

す。

　一方、首都圏をはじめとする大都市は、これから

いよいよ高齢社会の荒波をもろに受けます。今まで

戦後に人口移動の波があるのですが、首都圏あた

りにたくさん流れ込んできた働き手の方々が高齢と

なり、そういう方々を受けとめる首都圏が、これか

らいよいよ高齢社会の荒波をもろに受ける段階に来

るということです。多くの地方は、介護サービスの

整備に苦しんで、ようやくこの問題を乗り越えてこら

れたのだと承知していますけれども、大都市はこれ

からが正念場になってきます。地方と異なって、多

様な方々を受け入れるために近郊にたくさん団地が

できていますが、それが老朽化したり、高齢化した

り、空き家になったり、そういった問題も抱え、ま

た単身世帯なども多く、人々が孤立化するという都

市特有の問題も抱えています。

　こういった問題を乗り越えるには、これまで地方

の皆様方が培ってきた経験と知恵だけではなく、大

都市の孤立・無縁という社会を前提とした課題の解

決が要求されることになります。それは血縁を超え

た地縁社会を新たにつくっていく、一遍壊れたもの、

失われかけているものをつくっていくという作業に

ほかなりません。

　高齢者は、いつかは１人では生きていけない段階

を迎えるわけですけれども、そういった覚悟を皆が

持って、そして逆に、他の人々を支えるという役割と

意識を持たなければ、高齢社会は乗り越えられませ

ん。

　実は、山崎さんあたりが介護保険サービスをつ

くったときには、これから高齢化をしていって、介護

というかなりの方が遭遇する問題について、それを

社会で支えるということで、難しい言葉で言えば「介

護の社会化」に取り組んできたわけですけれども、

その介護の社会化は、これから先は、社会全体が、

みずからが、あるいは高齢化していく問題など介護

を受けとめるような、「社会全体の介護化」にまで

行き着くのではないかと考えています。
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　そういった中、地域でともに生きていくという共

生社会を実現していくことが、当たり前のような、し

かし大変難しいような気もするのですけれども、ど

うしても考えていかなくてはいけない問題になってき

ます。そういうことを皆で考え、受けとめるときに、

共生社会を実現していく取り組みになるだろうと思っ

ております。

　そういうことをまず、今日これからの話の前に冒

頭申し上げて、これからは、今それぞれ申し上げた

話について、日本の人口減少がどう進展するか、原

因は何か、それぞれどういう地域がどういう段階に

あるのかをご説明していきたいと思っております。

　たまたま資料の一番初めに「熊本県の年齢階層

別人口の将来推計」というものを持ってきておりま

す。この左と右のグラフで何を私たちは読み取るの

か、あるいは読み取れるのかをまず申し上げたいと

思います。

　左のグラフは、2010年の国勢調査の人口に基づ

いてつくったもので、女性、男性、それから世代別

の人口です。そして、右は2040年の推計に基づく人

口の構図です。今から30年で高齢化していくわけで

すけれども、まず、この一番上の65歳以上の部分

のここと、足元の15歳未満の部分あたりのところを

両方見比べると少子高齢化が見てとれます。ですか

ら、少子化対策や高齢化の対策を、まずは大変だ

ということで、講じてくるわけです。

　そしてここ数年、生産年齢人口と言われる15歳以

上から64歳までが、人口全体の中の６割ぐらいから

５割ちょっとに減ってくる、いわゆる働き手が減って

くるという問題があって、これが日本社会の活力に

かかわると言われてきています。それで、何とか日

本社会の活力を維持するためにということで、ここ

に注目をして今、例えば若干定年を延長して、もう

少し長く高齢者が働けるようにする、あるいは、ま

だ女性の労働力率が若干余裕があるので女性が

もっと働く社会にする、あるいは少し極端な場合、

外国人の問題など、そういうことがいろいろ検討さ

れたり話題に上ったりしています。

　以上のようなことが、従来この二つのグラフを見

て語られることだったのですけれども、消滅自治体

ということで、あちこちに非常に大きなインパクトを

与えた日本創成会議の増田さんのレポートというも

のもがありました。そのレポートでは、実は20歳か

ら39歳の女性の人口が左と右を比べたときに、かな

り減っている、やせ細っていることに注目したんで

す。特に地方において、若年の女性の人口、20歳

から39歳という子供を産むことができる女性の人口

が減少している、それに着目をした上で、自治体に

よっては今後消滅してしまうということで実名を挙げ

て警鐘を鳴らしたわけです。このあたりのところが

最近、人口減少社会で話題になりました。

　それでは次に、日本の将来の人口はどうなってい

くのでしょうかということで、将来人口動向の資料

をお示しします。日本は人口減少社会に入っている

のですが、一律にそうだとは言えなくて、それぞれ

世代ごとに異なる動きで進むということが言えます。

　まず、第１段階として、日本は高齢者の人口が増

加していく時期、例えば団塊の世代とその後の団塊

ジュニアという塊の大きな人口の部分が高齢化して

いくところですので、日本の将来人口は、まず高齢

人口が増加していく時期というのがあります。

　それから第２段階として、その後、高齢人口が維

持、または減少する、横ばいになる時期が到来しま

す。

　そしてその後、今度は高齢人口さえも減少する時

期になります。

　このように大きくは分けられます。もちろんその前

に、全体で高齢人口よりもうちょっと若いところの人

口はずっと減少しているということです。
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　ですから、下のグラフをごらんいただくと、この

一番上の黒線が高齢人口で、赤線が年少人口、青

線が生産年齢人口、点線が総人口ですが、つまり

日本の今の総人口は横ばいからちょっと減り始めて

おり、まだ高齢人口は増え続けて、2040年ぐらいま

では65歳以上の人口が増え続けるということです。

その他の人口は減っているのですけれども、高齢人

口が引っ張ってくれて、日本の人口は見かけ上は横

ばいから微減ぐらいの状況です。

　その後、高齢人口も横ばいになってくると、食い

とめるものがなく、日本の人口は減少局面に入りま

す。高齢人口が減り始めると、今度はつるべ落とし

に人口が減っていきます。

　将来人口推計で、こういうフェーズをたどっていく

ということで、日本全体の人口はこのように大きく分

けられます。

　日本全体で見るとそうなのですけれども、地域

によっては、皆さんおわかりのように将来人口動向

の減少段階は大きく異なってきます。団塊の世代と

かいろいろな人口がどっと流れ込んできた都市部で

は、先ほどの中で言うと、第１段階の、年少人口や

生産年齢人口が減っているんですが、高齢者が人

口増で引っ張っている段階ですけれども、例えば人

口５万人以下の地方都市などは第２段階になってい

て、特に過疎地域ではもう高齢者も減ってきていま

すので、第３段階に突入してきています。ということ

で、日本のそれぞれの地域で、自分のところの人口

動向がどういう局面にあるかは、大きくマクロで見

るのと、それぞれで見るのとでは、かなり様相が異

なっているということを我々は知っておく必要があり

ます。

　そして、これは当たり前の話ですけれども、人

口減少問題と高齢化問題について、人口減少問題

と少子化問題について、これは何が違うかという

と、人口減少問題の場合の目的、狙い、ターゲット

は、人口の減少が最低限下げどまって増えていくこ

とです。例えば夫婦２人で子供が2.1人ぐらいいると、

100％結婚するとすれば人口は下げどまり、横ばい

になるわけです。しかし結婚されない方もおられる

ので、10人おられたら10人中結婚されるのが六、七

組ぐらいだとすると、お子さんが２人から３人の方が

たくさんおられるのが大体人口が下げどまるという

イメージです。ですから、出生率の改善が早ければ

早いほど、常識的に、将来の安定人口が大きくなる

ということです。そして、出生率が早く下げどまる

と、年齢ごとの人口のバランスが回復し、高齢者の

ボリュームが大きくなったときに、それを支える世代

も少し増えていて、だから人口減少問題の解決は高

齢化問題の解決にもつながると、そういう非常に常

識的なことになります。

　それで、次に人口減少の要因ですけれども、従

来、何となく、人口減少の問題を出生率という形で

漠然と考えてきた気がするのですが、この前の日本

創成会議で提起されたり、最近、分析されているの

ですが、人口減少の要因は出生率の問題のほかに、

もう一つ別の問題があるのではないか、つまり東京

一極集中と言われる都市の集中の問題も考える必要

があるのではないかと言われています。

　三大都市圏、特に東京の出生率は極めて低いで

す。東京が1.13で、２番が京都、３番が奈良とかで

すか。そのわりに名古屋などの愛知県は少しまだ平

均並みですけれども、三大都市圏、特に東京の出

生率は非常に低いんです。そして、地方からの三大

都市圏への若者の流出と低出生率が人口減少に拍

車をかけていると考えられます。

　例えば、皆さん方の市町村に関して、人口が減る

というのは、亡くなる方がおられる、あるいは子供

が生まれる数が少なくなる、よそに出ていく、これ
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がいろいろ変動する要因ですけれども、日本の場

合、諸外国に比べて地方から都市圏に行く、三大

都市に集中する人口が多いです。ところが三大都市

は、日本全体は先ほどの人口を維持する出生率2.1

だとして、実は日本で一番出生率が高い沖縄でも

平均1.94ぐらいなんです。日本全体は、出生率から

いくと若干まだ低目の出生率のゾーンに全体入って

いるんですが、その中で平均が1.4ぐらいですから、

それより高いところと低いところがあって、都市部は

平均よりもずっと低いところが多いんです。そうする

と、地方のそこそこ人口がまだ低い中で、そこそこ

生まれるところから、子供さんが生まれなくて出生

率が低いところに人が移動していて、そこで仮に子

供さんが生まれるにしても非常に出生率が低いと。

そして地方は、人が都市部に出ていって、なおかつ

出生率もそれほど高くない。ということで両方拍車

がかかって人口が減ってきているのが日本の今の状

況です。

　次に、日本の出生数・出生率推移という資料をご

らんいただきたいと思います。グラフの横軸が昭和

22年から平成25年までずっと年次をとってあります。

縦軸が子供の生まれた数です。実は昭和22年には

子供は270万人ぐらい生まれているんですが、直近

の平成25年は100万人ちょっとです。もしかしたら平

成26年は100万人を切るかもしれないと言われてい

ます。出生率で見ると、合計特殊出生率がこの折れ

線グラフでは、2005年ぐらいで何となく底を打って、

下げどまったかのように見えるのですが、まだ1.26

から1.4ちょっとぐらい、また来年下がるかもしれな

いので、ぼちぼちという感じです。

　日本の出生数を見ると、グラフのここが第１次ベ

ビーブームです。ここで生まれた方、団塊の世代と

言われる方々が、次の山のところでお子さんを生ん

でということで第２次ベビーブーム、そしてそこから

二十四、五年を足すと、ここでちょうど子供さんが

生まれて少し山があるということになるのですが、

ごらんいただくと山がないでしょう？　だから、第３

次ベビーブームが来なくて、このあたりからずっと日

本の出生数が減ってきているんです。このままずっ

と推移をしていくと、今後、子供を持つ可能性があ

る若い世代の人口はずっと減っていくことが今確実

な状況になっています。

　それで、出生率の低下に関して、なぜ低下してい

るかですが、何となくおわかりになるように、一つ

は未婚率が上昇していること、また、夫婦が持つ

子供の数が減少していることがあります。未婚率は

1970年代以降、大体男女ともに上昇しています。そ

れにもう一つ、晩婚化というか結婚する年齢が少し

シフトして、ちょっと歳をとって結婚される例が増え

ています。その二つがあるのですが、特に晩婚化

の問題に関していうと、体力的にもいろいろなこと

でお子さんを持つことができる年齢は限られている

ので、晩婚化は結果的に、２人目、３人目の子供

を持つというのがなかなか難しいこともあったりしま

す。このように未婚率の上昇と晩婚化が日本の子供

さんの数が減っていくことに大きな影響を与えてい

ると言われてます。

　それから、結婚した夫婦の子供の数は1990年以

降ずっと減っています。かつては2.2ぐらいで、安

定人口を保つぐらいの水準だったのですけれども、

2010年には1.96ということで、２を下回って、今ずっ

と右肩下がりという状況にあります。

　なぜ未婚率が上がっているのかですが、これは男

女で若干状況が違います。若年者、特に若い男性

に関しては、圧倒的に、今、雇用が不安定で、正

規雇用の職につけないことが結婚できないのが大き

な理由です。男性自身も家庭を養えるぐらいの収入

がないと結婚できないと思っている方が多いし、女

性の方も結構いろいろな自治体で婚活が盛んです

けれども、一定の収入を持った方でないとと思われ

ているみたいで、どうしても男性の雇用が安定しな

いことが男性側の未婚率、自分で結婚する動機に

も、選ばれる動機にも、両方に影響してきています。

　資料のグラフのここが若い人の失業率で、非正規

雇用割合の推移、ここは就労形態別の配偶者のい

る割合ですが、見事に正規雇用から無業まで、こ

ういう形になっています。非正規雇用と正規雇用の

場合の１人当たりの平均給与の差にははっきりした
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ものがあって、愕然とします。正規と非正規の処遇

の差をなくしていくことも、もちろん大事ですけれど

も、安定した職につけることが当面、人口問題から

も大事だということが見てとれます。

　次に、女性の場合ですが、女性の就労と出生率

に関して、かつては女の人が仕事を持つとなかなか

子供さんが生まれにくいということもあったのですけ

れども、最近の諸外国の例や日本の各県の例を見

ていても、どうも仕事を持っている女性が結婚した

り、子供さんを持ったりする割合が高くなっていま

す。子供に教育費とかいろいろなことにお金がかか

るので、ちゃんと仕事をしていきながら継続的収入

があるほうが結果的にいいのかなとか、いろいろな

原因があるかとは思います。

　ただ、日本の女の人は、グラフの横軸が年齢で、

縦軸が労働力率ですけれども、結婚したりお子さん

が生まれたりするときに一旦仕事をやめて、仕事を

やめた後はなかなか正規に就けません。仕事には戻

るのですが、非正規の職に就く例も多く、「Ｍ字カー

ブ」を描いていると言われます。女性が就業をして

働き続けていけるような、例えば育児休業をとれた

り短時間勤務をとれたりする環境があれば、家庭の

経済が安定しますから、子供を育て、家庭をちゃん

と営んでいくという意味でも、結構大事なことだろう

なということが見てとれます。

　では、諸外国の出生率がどうなっているかという

ことで、線がぐしゃぐしゃして見にくくて恐縮なんで

すけれども、この黒い折れ線は日本ですが、この

ぐっと引っ込んだところは丙午の年に当たります。こ

のようにちょっとでこぼこありますけれども、大体

ずっと右肩下がりで来て、少し下げどまりになってき

ています。日本と同じようなグループはというと、ド

イツ、イタリアというグループ、あと、韓国と東アジ

アの国々がいずれもわりに低いところに属していま

す。そして、このあたりの大体今２に寄っているの

がアメリカ、スウェーデン、フランス、イギリスなど

の先進諸国の幾つかの国々です。これらの国々も一

時期下がったのですけれども、いろいろな政策を講

じることで、少し今、出生率が回復基調に戻ってい

るということです。

　ですから、いろいろな政策をとっていく、努力を

すると、出生率は回復できるし、日本はまだそこま

で至っていない、何となく底を打ったんで少し芽が

あるんですけれども、そういうことがこれから見て

とれます。

　次に、先ほどまだあまりたくさん理想の子供数を

持てないという話を申し上げたのですが、理想の子

供数を持たない理由として最も多いのが、子育てや

教育にお金がかかるというものです。ここがやはり

一番大きい。それからもう一つ無視できない理由と

して、高年齢で産むのが嫌だからというのがあるん

です。こういう理由がなぜ最近増えてきているのか

というと、やはり晩婚化してきて、３人目とかを考え

たりすると年齢が高くなるし、いろいろなことを考え

たりするということがここに反映されているのかなと

も思います。そういうことが見てとれます。

　ただ、日本の場合には、この次の資料に出てき

ますが、未婚だけど結婚しようという意思を持って

いらっしゃる方がまだ相当いて、夫婦の理想予定の

子供数として２人以上という方が結構まだ多いです。

これは我々がまたこれから政策を打とうとするとこ

ろのよりどころです。結婚しないと子供が生まれな

いというわけでは必ずしもないですけれども、日本

の場合、結婚する前に生まれる子供がすごく少なく

て、結婚してから子供が生まれるというのが諸外国

と比べてもはっきりしています。それは社会の倫理

かもしれないし、諸外国では宗教上などの理由かも

しれないですけれども、日本の場合にはまだ、結婚

してから子供が生まれるのが非常に一般的です。

　そう見ていきますと、未婚の方々の結婚する意思

ということで、男女ともに、いずれ結婚するつもりだ

と答えた割合は９割程度まだあるんです。

　それから、夫婦が理想の子供数と考えているの

は2.5人前後です。だから、２人持ちたい、３人持

ちたいという夫婦の方が半々で、拮抗しているとい

うことです。実際、予定する子供数、未婚者の希

望子供数は少し下がっているようには見えますけれ

ども、こういう希望をきちんと叶えていこうとするこ
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とで、まだ政府の対策は決して十分ではないのです

が、日本の人口の減少問題にはまだ対策ができるん

だ、そういう対策を打っていくことで回復が可能じゃ

ないかと、私どもも期待を持って施策に取り組んで

いこうてしています。

　そう私どもだけが思っているだけではなくて、次

の資料の世界各国の出生率の回復可能性というも

ので見ますと、ＯＥＣＤによる出生率の回復シミュ

レーションだと、日本の場合、今、合計特殊出生率

1.4ぐらいなんですけれども、例えば育児費用の直

接軽減、あるいは育児休業、保育の拡充といった、

現物給付や現金給付といった施策をパッケージする

ことによって、目標とする２ぐらいまでは回復ができ

ると評価してくれています。

　かなり政策をとっている国、先ほどドイツは低い

と申し上げましたけれども、そういう国は、この段

階でなかなか回復可能性は低いと言われていますか

ら、日本の場合にはまだ、必ずしも十分ではないこ

とは若干不名誉なことですけれども、そういう政策

をきちんととっていくことによって、まだ希望があり、

回復の余地があると言っていただいているので、私

どもはできるだけ早く、こういうことに取り組んでい

く必要があると考えて今取り組もうとしています。

　それから、人口減少のもう一つの要因の人口移

動ですけれども、先ほど申し上げたように３回、地

方から東京への人口の流れがありました。１回はオ

イルショックのとき、２回目がバブル期、３回目が

2000年代です。このグラフをごらんいただくと、東

京圏は2010年から2011年、東日本大震災のときに

首都直下型の地震と言われたりして東京圏に入って

くる人口が一時期減ったんですけれども、それから

また少し回復し、2013年には2011年以上に東京圏

への転入が超過になっています。そしてその裏返し

で、他の道県は結局、転出になっているということ

です。名古屋圏、大阪圏で見てもちょぼちょぼです

から、ほとんど東京一極集中ということです。

　それで、東京圏への転入という問題でもう一つ看

過できないのがこの人口の内訳です。ブルーの線

が15歳から19歳の年齢の転入です。それから、グ

リーンのゾーンが20歳から24歳です。ブルーはおわ

かりですね。進学のときに東京の大学に来るという

ことです。それから、グリーンは、地元の大学を出

たけれども、その後プラスオンですから20歳から24

歳、例えば地元の専門学校、高専、大学に入られ

て、その方々が就職のときに東京に来られていると

いうものです。女性の場合、結婚でという方もおら

れるかもしれませんけれども大半はおそらく就職で

しょう。大卒の就職のときと大学の進学時の転入が

非常に大きく、そこへきちんと対策を講じていかな

いといけないということです。

　東京圏に人口が集中することは、企業の側から

見ると、いろいろなものがワンストップになっている

し、いろいろな方と簡単に近くで顔を合わせられる

ので、メリットはあったりするんですけれども、過度

の人口の集中により、個人生活の面から見ると、通

勤時間が長かったり、住宅の問題、あるいは子育

てをして働こうとしても待機児童が多かったりと、都

市特有のいろいろな問題を抱えています。

　それからもう一つは東京圏の高齢化の問題なんで

すが、それよりも皆さんたちの観点からすれば、先

ほど冒頭に山崎さんのメモの中で申し上げたんです

けれども、今後、人口が流入して三大都市圏の高

齢化が急速に進むことが非常に大きな問題だろう

と言われています。この資料は2010年から2040年、

東京周辺の75歳以上の人口の増減率ですが、赤の

ところが100％以上、つまり東京を取り囲む三多摩、

東京の23区以外の埼玉とか千葉とかはぐるっと真っ

赤になっているのが見てとれるでしょう。こういう東

京の近郊が2010年から2040年にかけて75歳以上の

人口の伸びが特に激しいです。千葉県の西側、埼

玉県の東側、それから中央部、神奈川県の県北部

は2010年から2040年にかけて75歳以上の人口が

100％以上増加することになります。

　実は、75歳以上の人口は、多くの都道府県では

2025年ころまでに急速に上昇し、その後は緩やか

な上昇に転じます。47都道府県のうち34道府県では

2030年ごろがピークになり、その後若干減り始めま

す。それから2035年にピークになるのがその他９県
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ぐらいあります。ところが、2040年がピークになる

ところがあるんです。それが、人口がいろいろ増え

ているところ、入ってきているところで、沖縄、東京、

神奈川、滋賀県です。これらは今の推計で言うと75

歳以上人口が2040年がピークになると言われていま

す。そういうところで、結局、こういった問題に対し

てどうやって対応していくのかが非常に大きな課題

になってくるわけです。

　次は、では、東京圏に住んでいる人はどのように

考えているのかということで、私どもが今度、地方

創生の取り組みを始めるときにインターネットを使っ

てアンケートをしました。そんなにサンプルが多くな

いので、どこまで厳密に正確なものかというのはあ

りますが、いろいろなアンケートの結果を見てもそう

変わらないので、大体この程度かと思うんですけれ

ども、東京在住の方の４割、関東圏以外からの在

住者に関しては５割が、今後地方への移住を予定ま

たは検討したいと、具体的にであれ漠然とであれ、

考えています。そして、移住に際しての不安は、こ

れは当たり前だと思うのですけれども、雇用、日常

生活・交通の不便を挙げています。そのようなこと

がアンケートで見てとれました。

　次の地方への移住希望は、移住をやっているセン

ターがそこに相談に来た方へのアンケートをまとめ

たもので、これもどれぐらいのものか、ちょっとお

遊びですけれども、ただ、注目すべきは、2009年１

年間に800件ぐらいの相談件数しかなかったのが、

2013年で1,650件ですか、この四、五年で倍ぐらい

の相談件数になってきていることです。有楽町の交

通会館の中にあるＮＰＯ法人のふるさと回帰支援セ

ンターに来られているものでもそれぐらいで、それほ

どこの間で関心が高まっているんです。

　熊本に印をつけてきたのは、このように順位も変

動しているということで、各県がワンストップでいろ

いろな情報提供に取り組むと、結構関心持っている

人が多いので、ここに行ってみたいといった関心値

が随分変わってくることを示したかったからです。

　それで、今いろいろ申し上げたのですけれども、

人口の問題に関して、大きく国全体、マクロで見る

ことももちろん大事ですけれども、それぞれの人口

がどういうふうに移動していたり、生まれていった

り、どうなっているかという問題は地域で見ると、

それも都道府県ではなく市町村単位で見ると随分違

います。例えば、日本全国で見ると首都圏・都市圏

と地方とでは違うように、熊本の周辺で見ると、熊

本市とその周辺の地域ということになって、おそらく

周辺部から熊本市に出てこられているだろうと思い

ます。それぞれの県で中心へ中心へという流れがあ

るんですね。東京や大阪への大きな流れがあって、

それぞれの県の中ではより便利なほう、中心のほ

うに流れがあると実感されていると思うんです。で

すから、それぞれの地域の中で、人口が出生率や

死亡による自然増減と人口が引越ししたり就職のた

め出ていったりの社会増減と言いますけれども、両

方の影響度が違ってきます。今回、資料ではたま

たま北海道と京都を挙げていますけれども、表の

横の行が出生率が増えると人口が増えるということ

で、縦の段が出生率が増えても出生率を一定にした

場合、人口が出ていかないと増えるかというもので、

それ縦と横を見ていくというもので、少し難しいんで

すけれども、北海道の場合、どちらかというと左に

固まってるということは、出生率が増えることの影響

よりも、人口が流れ出ないことによって人口が減る

ことがとまる効果が大きいということになります。つ

まり、社会増減の影響度が大きいということになり

ます。京都は先ほど申し上げたように比較的都市な

のと出生率が低いので、出生率が回復することによ

る影響が大きいところが比較的多いということにな

ります。

　これは府県で見たものですけど、それぞれの市町

村で見るとまた事情が違うわけです。そういうこと

が見てとれます。熊本は両方ともという感じですか

ね。

　そういった人口減少問題を対応するために、私ど

ものほうに、まち・ひと・しごと創生本部をつくれと

いうことになってできましたということです。

　今日、山崎史郎が忙しいのは、まち・ひと・しご

と創生法案を今の国会で議論しているからなんです
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けれども、これは何かというと、私どもの本部は閣

議決定という法律に基づかない形でつくられてるの

ですけれども、それを今度法律に基づくものにしよ

うとしているんです。法律に基づくものにしようとす

るというのは、どういうことかというと、この問題に

政府として法律の改正をしてしっかり取り組むぞと

いうことで、人口減少問題は時間のかかる問題なの

で、我 と々しては決意を持って今年１年で終わりにせ

ず、あるいは来年そこそこで終わりにせずに頑張っ

て取り組むぞということを法律に書き込んだというこ

とです。

　ですから、この法案の中には、法律で本部をつく

るということだったり、例えばデータに基づく人口の

将来展望をした上で、国として戦略を立てる、そし

て地域にもとういことで、国は義務ですが、地方は

都道府県や市町村にそれぞれ人口の動向を見ていき

ながら、自分のところのデータを見てもらってそして

地域の人口減少対策の戦略を立ててもらうというこ

とを書いています。

　ちょっと従来の法律と違うところは、市町村には、

この総合戦略に関してぜひ努力をしてつくってくださ

いという努力義務でお願いしているところです。普

通は、市町村にはできたらやってくださいねというと

ころが多いのですが、今度は努力しなさいと。なぜ

かというと、人口の問題は都道府県ではなくて、住

民基本台帳人口とかを近くで持っていたり、あるい

は身近な人がどこかに行くとか人口の流れが非常に

よくわかるのは県ではなくて市町村だからです。そ

のため市町村にしっかり取り組んでもらいたいという

法律になっています。

　そして、資料に検討項目を書いていますが、これ

はもう少し具体的なものがこれから近々出る予定で

すけれども、大きな流れでいうと、東京一極集中な

ので地方に人の流れをつくろうと。地方から東京に

流れてくる一方的な流れではなく、もちろん地方から

人材供給してもらうことは、引き続き地方が活気が

あればお願いしたんですけれども、集中し過ぎた人

口が地方へ行く流れをつくろう。そのために地方に

仕事をつくって安心して働いて結婚できるようにしよ

う。それから若い世代は、まだ結婚や子供を持ち

たいという希望があるから、そういった希望をかな

えていこう。出生率の問題は、年配の方は産めよ増

やせよとか言われるので、ある意味押しつけられた

ようにとられる方も結構あるんですが、先ほど申し

上げたように、今、結婚したい、落ちついた家庭を

持ちたい、子供を育てたいという希望を、日本の中

でまだたくさんの方が持っておられるんです。それ

が実現できていないということなので、我 と々しては

従来の取り組みが不十分だと虚心坦懐に認めて取り

組んでいくことが必要なんじゃないか、それが希望

をかなえることと人口減少問題解決につながるので

はないか、そういうことです。

　そして、資料の４つ目ですけれども、時代に合っ

た地域をつくり、安心な暮らしを守る。これには多

分２つの意味があって、人口減少問題に取り組むと

しても、例えば今、人口出生率が上がっても、それ

がきいてくるのは20年か30年後ですよね。つまり、

それまでの間は人口が減少する状況は続きます。で

すから、将来を見越した問題と、それまでの間に

我々が今やらなくてはいけないことと両方ある。そ

うすると、「時代に合った地域」というのは、今の

ように縦割りで、いろいろな機能を持った施設がば

らばらにあると、人口が減ってくる局面では無駄が

あったり、どうしてもサービスがうまく提供できな

かったりする。だから、地域の変化の状況に応じて、

今あるサービスをコンパクトにまとめることもいるの

ではないか。ですから、山崎さんは、先ほど言った

ように、多機能型とかを考える必要があるだろうと。
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それから、従来のもので時代に合わなかったものを

見直すとそういうことがありますということが一方で

あります。

　それからもう一つは、地域と地域が連携するとい

うことで、これも同じようなことですけれども、例え

ば総務省の定住自立圏とかも、いろいろなこと言っ

たりしますが、一つの地域の中で、いろいろな都市

の規模があるので、教育から病院から働き口から

全部の機能を持つのはなかなか難しい場合もあるか

もしれない。そうすると、近隣のかかわりの深いと

ころが連携をすることによって、「ここは病院を受け

もとう」「ここは教育環境を受け持とう」「ここは働

き口を」といったことで、それぞれがいろいろな形

で連携をしていきながら、その地域全体で、合併と

いった方法ではなく、それぞれが自立した市町村の

ままで人口をその地域の中で食いとめて、地域で皆

が安心して暮らしていけるような取り組みというのを

しっかり考えていったらどうだろうと。

　そういう五つの枠でこれから考えていくということ

を言っています。福祉の関係で言うと二つの局面か

ら大事です。

　まず介護サービスというのは、地域の中の雇用

は、第１産業の農林水産業だったり、地域の魅力

を生かす観光だったり、それからもう一つ、公営の

バスだったり介護サービスだったり、サービス業に

係るところが多いので、これからの高齢社会に当面

向かう中では介護のサービスは地域の中の雇用とい

う面でも非常に大きいだろうと思います。ですから、

地域に仕事をつくって安心して働けるようにするとい

う意味では、介護の分野というのは、サービス産業

医療福祉と書かれていますが、こういったものの基

盤強化していきながら地域の雇用という面で非常に

大事な産業であろうということが一つの観点です。

　それからもう一つ、もちろん子育てとかの中でも

大事ですけれども、時代に合った地域をつくり、安

心な暮らしを守るという意味でも、安心な暮らしを

サポートすると意味でも介護分野のサービスとても

大事なものです。

　先ほど高知の例を申し上げたんですが、中山間

地域等の地域のきずなの中では小さな拠点におけ

る生活サービス支援ということで、高知の「あった

かふれあいセンター」のように、人が集まるところで

いろいろなサービスをワンストップで提供できるとこ

ろ、高齢の方も出てこられたりしながら、みんなで

確かめ合うとか、それらも含めて大事な生活サービ

ス支援の拠点になるだろうと思います。

　それからもう一つ、大都市圏における高齢者医療

介護対策ということで、先ほど申し上げたとおり大

都市圏においてこれから高齢者問題が非常に大き

くなってきますので、介護の対策も大都市だけでは

解決できません。地域、地方をどういうふうに巻き

込んでいくかということ含めてこの分野で非常に皆

さん方のところの介護に関する課題なり、期待なり、

役割なりは大きいだろうと思います。ですから、こ

の分野とこの分野というのは、これから非常にいろ

いろ議論がなされたり、また、いろいろな工夫がな

されていくところではないかなと思っています。

　最後は、いろいろな地方の意見を聞いていますと

いうことですね。要は、先ほど申し上げたように、

先ほど国会では法案の関係が審議中と申し上げた

んですけれども、以上申し上げたようにこういう状

況ですので、私どもの国と地方とが一丸となって人

口減少問題にしっかり取り組んでいかなくてはいけ

ない、それで危機感を持って、日本創成会議の例

の増田レポート以降、首長さん方も大変、問題意識

を持って取り組む方が多いので、しっかりと手を携

えてやっていきたいと思っています。

　ほんとうは、地方がそれぞれにいろいろなことを

考えて、私どもにどんどんぶつけてこられてからなん

ですけれども、当面すぐやらなくてはいけないもの

もあったりするので、我々もできることはどんどん取

り組んでいきたいと思っています。皆さん方の、介

護分野はじめ、それぞれかかわる分野で、今日い

ろいろ申し上げたのですが、人口減少の将来を見据

えて必要な取り組みをしっかり行っていただいて、ま

た、ご提言をどしどしいただければなと思っており

ます。どうもありがとうございました。（拍手）
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第１分科会
日 時

会 場

10月30日（木）15：30〜 17：30

熊本交通センターホテル

介護予防・生活支援
～脳卒中予防から今後の介護予防を考える～

国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部部長　川越　雅弘　氏

厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　氏

京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授　今中　雄一　氏

熊本市民病院首席診療部長・神経内科部長　橋本洋一郎　氏

社会福祉法人夢のみずうみ村理事長　藤原　　茂　氏

コーディネーター

オブザーバー

パネリスト



第１分科会
10月30日（木）15：30〜 17：30

コーディネーター

国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部部長　川越　雅弘　氏

パネリスト

京都大学大学院医学研究科医療経済学分野教授　今中　雄一　氏

熊本市民病院首席診療部長・神経内科部長　橋本洋一郎　氏

社会福祉法人夢のみずうみ村理事長　藤原　　茂　氏

オブザーバー

厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　氏
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川越：皆さん、こんにちは。座長を務めさせていた

だきます国立社会保障・人口問題研究所の川越と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。

　今日はどのような形で進行を行っていくのか。約

２時間弱になりますけれども、初めに４名の方と、

迫井課長にも急遽お話しいただくことになりました

ので、私も含めて５名の方々からそれぞれのテーマ

ごとに講演をいただきたいと思います。お一人12分

で、迫井課長は少し短目になるかと思いますが、初

めにパネリストからの報告をいただきます。その後、

討論ということで、約50分強ですけれども、四つぐ

らいのテーマについて議論を深めていきたいと思い

ます。

　四つとは何かというと、一つは、地域における医

療・介護提供体制をどうつくり込むのかという話。

二つ目が、退院前後での治療ないしリハ、看護、こ

の継続性をどうやって確保するのかという問題点。

三つ目が、再発予防の強化をどうやって図っていく

のか。四つ目が、生活機能の低下をいかに防ぐか、

ないしは、生活機能をいかに高めていくのか。この

４点について議論を深めていきたいと思っておりま

す。

　そもそも地域包括ケアにおける急性期との連携が

なぜ必要かというと、地域包括ケアというのは、五

つの構成要素で成り立っています。医療と介護と生

活支援、そして中心となる住宅、そして介護予防と

いうことになります。なぜ、急性期医療と地域包括

ケアが関連するのかというと、医療の中で実は非常

に重要なテーマというのは、もともと地域でずっと

生活された方が、その地域で継続して生活が続け

られるようにどう支援するのかということなんです。

その方々が病気を発症されて病院に入院される。し

かしながら、その後はまたもとの生活に戻っていた

だく。それをできるだけ円滑に進めようということ

で、数年前から円滑な退院支援を実現しようという

政策が打たれています。ですから、急性期医療と

地域包括ケアにおける在宅生活の継続性の確保と

いうのは、非常に関連した話です。

　それと、医療だけではなくて、その後のケアの方々

との連携も非常に重要になりますので、医療職と介

護職の連携、この二つが重要テーマになるというこ

とで、この二つのことを、脳卒中をターゲットにして

議論を深めていきたいと考えております。

　では、私も含めて５名になりますけれども、パネ

リストの方々からご報告をいただきたいと思います。

順番は、今中先生、そして橋本先生、そして私、

その後、藤原先生、そして迫井課長という形で進め

させていただきたいと思います。

　それでは、今中先生からは「質の可視化から地域

システムの協創へ」ということでご講演をいただき

たいと思います。先生、よろしくお願いいたします。

今中：京都大学の今中です。どうぞよろしくお願い

いたします。

　私は、京都大学の医療経済学分野というところ

におりますけれども、医療・介護の経済性を見るに

は、医療の質がきちんと見えないといけないという

ことをモットーに研究しております。

　皆さん、ご存じのように、若い人口と高齢者の人

口がものすごく変わってまいります。今の健康保険
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制度ができた1961年のころは、比率が、ここにあり

ますように１対９ぐらいだったのが、今は１対２ぐら

いになっていまして、それが、１対1.2ぐらいになっ

ている。こういう中で、新しい医療・介護の仕組み

をつくっていかないといけないわけでございます。国

も多くの借金を抱える中、ほんとうにできるのかと

いうのが問題で、今後、疾病予防、介護予防はま

すます重要になってくるんですけれども、今、ここ

にたくさんの公費が投入されているわけです。社会

保険、介護保険以外にたくさんの税金も投入されて

いるので大変革が必要なわけですが、その一つの

鍵となるのが、医療・介護の中身を見えるようにし

ていくことだと思っております。そして、医療・介護

の提供者や市民や行政、いろいろな立場の人が協

力してつくっていかないとしようがない状況になって

いると思います。

　今、老人保健課長でいらっしゃる迫井先生が貢献

されて、医療界でＤＰＣデータというのが導入されて

います。これは脳卒中ではなくて心不全ですけれど

も、そういうデータを使うと、病院ごとに死亡率が

ものすごく違うことが、実際にデータで見えるように

なるわけです。

　例えば、１％ぐらいの死亡率の病院もあれば、

20％ぐらいの病院もあって、この黒丸一つ一つが、

病院の実際の死亡率をあらわしております。実際に

来る患者さんも、実は全然違うわけです。病院によっ

て、高齢者でリスクの高い患者さんが多い病院もあ

れば、若い人が多い病院もある。日本でも、世界トッ

プクラスの精度で、そういうリスクを調整して比較で

きるように、今、なっております。いろいろな医療

の質について、名前を出して、自分の病院はどれぐ

らいの値ですよというのを公表することで、かなり

質が改善される傾向があります。

　例えば、これは、急性心筋梗塞でアスピリンを処

方したほうがいいというガイドラインに沿っている割

合を、病院１本ずつ棒グラフにしたものです。一般

的には高いほうがいいんですけれども、病院の名前

を出して公表していこうかと考えています。

　ちょっと見えますけれども、棒の下に長目の文字

があるところは自分の病院名を出したところで、短

いところは病院名を出していないところなんですが、

半分ぐらいの病院が名前を公表しようとしています。

今ネットでは、これと同じものできちんとフルネーム

で病院名が載っているものがありますけれども、こ

れをやると、低くても「来年よくするから、うちはい

いんだ。今の低いうちから出そう」という病院も結

構たくさんあって、ごらんになってわかるように、高

いところだけが病院名を出しているわけではありま

せん。皆、頑張っておられて、１年後にはこのよう

に低かったところもばんと一挙に上がります。

　実は、こういうデータは、病院名を伏せて何年も

前から病院に返していたんですけれども、何も動か

なかったんです。公表しようということになった途端

にばんと上がりました。こういうデータがだんだんと

整えられていて、スタート時点で、ここにいらっしゃ

る迫井先生がかなり頑張られて導入された仕組み

が、かなり今効いてきております。

　このように国レベルでいろいろなレセプトのデー

タベースがだんだん使えるようになってきますと、今

後は地域ごとにいろいろな手法を出していこうと。

ようやく脳梗塞の話になりましたけれども、これは

一つの点が一つの二次医療圏の値を示しています。

例えば脳梗塞でｔ‐ＰＡ治療を受けたほうが、どっ

ちかというといいほうが多いんですが、4.5時間以内

にｔ‐ＰＡ治療を受けられると、詰まった血栓が溶

けて脳が回復しやすい。ただ出血も実際はあり得る

わけですけれども。

　きちんとｔ‐ＰＡの治療を受けるためには、救急

システムもよくないといけないし、病院もしっかり

と対応できないといけないわけです。その割合が、

10％以上の患者さんがｔ‐ＰＡを受けられる地域も

あれば、１％ぐらいとかゼロ％に近いような地域も

あります。これはかなり大きな差があります。

　それで入院をして、脳梗塞で入院したら普通リハ

ビリが受けられると思いますけれども、実は受けら

れない場合も結構あります。それもまた地域で見て

みますと、３日以内の早期リハビリテーションの割

合を縦軸に出すと５割ぐらいのところから８割ぐらい
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で、かなり、ばらついております。これが摂食・嚥

下リハビリとかになってくると、もっと差が広がりま

す。かなり医療の格差が大きいことがわかってきて

いますけれども、まだ二次医療圏は名前つきでは出

していません。

　そういうのを市町村ごとに、例えばガイドラインに

沿った治療をなされている割合を大ざっぱに出すと、

このように20％から70％までかなり地域で違うわけ

ですね。医師やナースの数が地域ごとに違うことは

何となく感じますけれども、医療内容はそれぞれの

先生方がベストを尽くされているので、そんなに変

わらないはずなんですが、やはりたくさん人がいる

ところはいろいろなことがやりやすいというのがあっ

て、かなり違いが出てまいります。このあたり、地

域差のグラフです。

　介護保険のデータも、実は医療よりもよく整備さ

れておりまして、使えるわけですが、市町村での１

人当たりの地域密着型サービスを数字で出してみる

と、このように違います。地域密着型サービス、夜

間訪問介護とかデイサービスとかグループホームと

か、非常に重要なサポート機能が少ないところは、

その分、施設ケアが多くなっていまして、１人当たり

が使っている介護保険の量はそんなに変わらないん

ですけれども、こういう新し目のサービスはものすご

く差があります。訪問リハビリもかなり差があります。

　こういう中で、医療側では、ある程度、拠点化

をする、例えばドクターが多く集まると成績がよくな

るとか、死亡率も下がる傾向がある。そうしますと、

どのように地図上に病院のやっていることをプロット

して、どうやって拠点と連携をつくっていくかという

ことがだんだん考えやすくなってきます。実際に拠

点化したときにアクセスの不公平が生じるかもしれ

ないので、そのあたりをシミュレーションして大丈夫

かどうかを見ることもできるようになります。

　今後、どうやって拠点をつくって連携を図ってい

くかが重要になってくるわけですけれども、医療の

中身をこうやって地域ごとに出していきますと、医師

一人の腕とか介護士一人の腕、ナース一人の腕とい

うよりも、地域力みたいなものがすごくかかわってく

る状況が見えます。そのうちの一つとして、経済的

な地域力みたいなものも現実的には効いてきている

のではないか。市町村ごとの財政依存度、どれだけ

役所経済に地域のＧＤＰが頼っているかです。

　大きなまちでは、役所の活動がＧＤＰの10％ぐら

いしか占めないんですけれども、田舎のほうに行く

と、四、五十％は役所絡みのお金しか動いていない

という地域もあるわけで、そういうところでは、医

療・介護もどうしても弱い。これは京都府ですけれ

ども、この黒いところは財政依存度が高いところで

す。そういうところはどうしても医療も介護もちょっ

と弱いという状況があります。

　医療・介護をよくしていこうということを考えます

と、もちろん医療者も介護者も頑張らなくてはいけ

ないんですけれども、行政とか地域の経済産業と

か、あと「人 」々と書いていますけれども、2007年、

2008年ごろまで診療報酬のマイナス改定がしばらく

続いていた終わりのころ、ほんとうに医療制度が苦

しくなってきたころには、次 と々地域で医療崩壊的

なことが起きていって、そこで市民による病院を守

る会というのがたくさんできます。普通、病院が市

民を守るんですけれども、逆に市民が病院を守らな

いといけないようなまちが結構出てきて、そういうと

ころでドクターを引きとめたり呼んできたりして、医

療を復活させたということもございました。そういう

力に頼っていてはいけないんですけれども、そうい

う力も結構重要になってくるわけでございます。

　このあたりは当たり前のことしか書いていないの

で飛ばしますけれども、社会的にいろいろな協働

をしないといけないんですが、実際にどんなことか

といいますと、今、やりかけていること、やってい

ること、例えば、専門医がどのように遠隔の地域を

サポートするか、そのときにＩＣＴなり情報システム

をどうやって導入するか、拠点とネットワーク化をど

のように図っていくか。また、市民側での医療の使

い方とか介護の使い方というのが非常に重要ですの

で、そこで例えばお互いの間に信頼関係がなくなる

と、コミュニケーションもいろいろなやりとりも非常

にやりにくくなって、余計に医療・介護もコスト高に
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なります。そういうことも考えていかないといけなく

て、例えば脳梗塞を早く発見して、早く救急車を呼

んで病院に運ばないとｔ‐ＰＡ治療を受けられませ

ん。

　この「ＦＡＳＴ」というのをご存じでない方は今

日ちょっと覚えておいていただければと思いますが、

脳梗塞に限らず、脳卒中を発見するときに、顔がゆ

がんでいるとか、腕が上がらないとか、言葉がおか

しい、こういうのは脳梗塞、脳出血も含めて脳卒中

のサインです。

　これは国立循環器病研究センターの専門の先生

方が監修されてつくった漫画です。こういうツールを

使って、そういうサインがあったらすぐ――「Ｔｉｍ

ｅ」は時間ですね、――すぐ救急車を呼んで、病

院に連れていこうと。そこでちゅうちょする必要は

ないわけです。救急車を呼ぶとｔ‐ＰＡを受けられ

る確率も４倍ぐらい上がるというデータが出ておりま

す。

　こういうところでも市民の力は必要になってきます

し、皆さんご存じの認知症サポーターは今全国で

500万人になっています。小学生、中学生も認知症

サポーターになって、家に帰って、おじいさん、お

ばあさんのケアをする中で、子供の親が子供の姿を

見て学ぶということも結構あるようです。このような

形で、国民総力戦で頑張っていく必要があるのでは

ないでしょうか。

　そのときに、先ほど、地域ごとの医療や介護の現

状を数字で見せたらすぐ成績が上がったという例が

ありましたけれども、やはり数字で見えるようにして

いくことが重要なのではないか、そして、いろいろ

な立場の方々で協力して、みんなで医療・介護シス

テムをつくっていかないといけないのではないかと

思います。

　時間をオーバーしてごめんなさい。以上でござい

ます。（拍手）

川越：今中先生、ありがとうございました。

　こういう形で、実は、医療のほうからも質をどう

やって評価していくのかという議論、ないしは検討

などが数年前から行われておりまして、徐々に、医

療のほうで質をどう見ていくか、それを周囲に見せ

ていくかが動いています。介護の世界にもいずれそ

うなります。今、介護サービスの質の評価も検討会

で議論されています。後で迫井課長に、少しその点

に触れていただこうかと思っておりますが、そういう

質の問題も含めた形、それと医療・介護サービスに

対して住民の目線ないしは住民の協力を入れていく

というところも非常に重要だというお話だったかと思

います。

　では、引き続きまして、橋本先生から、熊本県で

取り組まれている脳卒中の連携の話や脳卒中の再

発予防をいかに進めていくのかという話についてご

講演いただきたいと思います。

　それでは、先生、よろしくお願いいたします。

橋本：地域完結型の脳卒中診療態勢。ここに「態勢」

という文字をあえて使っているのは、ないのでつくっ

てきたことをあらわしたかったんです。能動的につく

らないとないんですよね。どこにもないわけですか

ら、つくらないといけないということになります。

　これはちょっと出しにくいんですけれども、桜島

をモデルにスライドをつくってもらいました。生活習

慣の乱れがあって、一部の方がメタボになって、高

血圧、糖尿病、脂質異常症になって、一部の方が

心房細動になって、それで脳卒中を起こす。

　32年前の研修２年目のときに、脳卒中を急性心筋

梗塞並みに治療したいという思いで、脳卒中を専門

とする神経内科になると決めたんですけれども、な

かなかうまくいかない。一方で死ねなくなりました

から、寝たきりの方が数多く発生するということで、
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リハビリ病院との後方連携をしっかり構築して、そ

れで救急を成り立たせることにしました。今一番力

を入れていますのは、かかりつけ医の先生たちとの

前方連携による予防です。

　こういうデータがあります。脳卒中初回発作後の

平均余命7.5年、５年生存50％。がんより悪いかも

しれません。大体、急性期は２週間です。３週間以

上急性期病院にいたら「経過が悪いと思ってくださ

い」とはっきり言います。３週間以上いる患者さん

は経過が悪いんです。

　大体うちは、平均２週間で一、二％の方が脳梗塞

で亡くなられて、４割が自宅、６割が回復期に行き

ます。回復期に行ったら、大体平均３カ月リハビリ

やって、７割が在宅、３割が帰れないというか、脳

梗塞で２割弱が３カ月から半年以降になりますと病

院か施設、トータル８割以上が在宅に行きます。在

宅で残った人生を送るという、この維持期、生活期

がずっと長いわけです。急性期と回復期だけスポッ

トが当たってきたわけですけれども、一番大切な維

持期、生活期をしっかりしないといけないということ

です。

　「熊本の仕組みはいいですね」と言われるんです

けれども、「いいですね」と言う前に、とんでもな

い状況があったわけです。私が21年半前に熊本市

民病院に赴任したときの、熊本における脳卒中急性

期医療の問題点です。

　「一つの施設に多くの脳卒中患者が集まらないた

め大きなチームが組めない零細な診療態勢」「脳卒

中専門医、特に内科医が少ない」。熊本市は当時60

万都市でしたけれども、日赤に５人、済生会に５人

の脳外科の先生がいて、市民病院に神経内科が２

人、脳外科１人、中央病院に神経内科１人。この

60万都市の公的病院に神経内科と脳外科が十数人

しかいない、非常に零細な状況だったんですね。

　一方、「病院完結型」。「そろそろ転院しませんか」

というと、「追い出すんですか。もうちょっと置いて

おいてください」と。「治してください」と誰も言わ

ないですね。治るとは思っていないんですね。だら

だらおられるものですから、急性期医療ベッドが不

足して救急車を断る。かかりつけ医の先生からの紹

介を断る。脳卒中で一番重要なのは発症当日なんで

す。発症当日と翌日の朝までが全てを決めてしまい

ます。あとはリハビリとナーシングケア。発症当日に

受けられないということは、非常に私たち、急性期

医療はつらいわけです。

　一方、「脳卒中専門施設にリハ専門医がいない、

リハスタッフが少ないことから十分な急性期リハが

行われていない」。実は、私が赴任した当初、「ベッ

ドサイドリハをしてくれ」とリハ部長に言いにいった

ら、「そんな暇はない。リハ室におろせ」と言われ

たんです。リハ室におろせるような人は急性期病院

にいる必要はなくて回復期に行けばいいわけです。

今は私がリハ部長なので、何でも可ということです

ね。そういうことがあるものですから、「救急部、

集中治療部、脳神経外科、神経内科、リハビリテー

ション科、循環器内科などの多くの科を持ち、多

数の脳卒中患者を24時間いつでも断らずに受け入れ

て、かつ、高度先進医療を提供できる急性期脳卒

中治療施設が少ない」。運がよかったら入れるでは

困るわけですよ。

　急性期とリハビリの専門病院の連携がうまくいき

ません。熊本は、肥後の引き倒し、出るくいは打た

れるという、非常に環境の厳しいところでやらない

といけなくて、お互いに不満がある。（笑）不満が

あって文句を言うとけんかになりますから、文句を

言わずにデータを出しましょうということで、1994年

に話し合いをして、1995年から、急性期病院の神

経内科、脳神経外科、リハビリテーション科の先生

たちとともに、脳血管疾患の障害を考える会を始め

ました。

　掲げたことが一つあります。患者・家族の満足度

向上とともに、私たち医療従事者の満足度も向上し

ないといけない。私たちが満足できない連携はやっ

ぱりだめなんですね。それと、リハビリ病院が言っ

てくれたことが非常にうれしかったです。「急性期病

院が救急車を断らなくていいように頑張ります」が

一つ、もう一つは「リハの切り捨てを絶対しない」。

この二つをリハ病院は非常に頑張ってくれています。
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　これは、急性期病院のアウトカムです。済生会熊

本病院は、病院と神経内科の在院日数が一緒です。

20年前にこういう病院はまずなかったんですね。大

体、神経内科の在院日数は30とか60だったのが、

12日ぐらいになっている。

　これは、うちの病院の神経内科です。私が赴任

したのが30日のころですけれども、神経内科の在院

日数が病院全体より短い。「そんなにあくせくして何

で在院日数を減らすんだ」と院内からもよく言われま

したけれども、断らないために私たちがしっかりベッ

ドをあけて、ベッドコントロールをすることで入院も

増えていくということです。

　リハ病院のアウトカムです。これは熊本回生会病

院のデータで、平成４年当時は発症から43.5日か

かってリハ病院に転院していたのが、平成７年に連

携の会を始めて、平成８年は28.1、平成10年――

16年前には23.5で、１カ月以内にほとんどの患者さ

んがリハ病院に入院できていた。

　アウトカムに差がないんですけれども、実は、早

くリハ病院に行くと、リハ病院の在院日数が短くな

るんです。これは、結構ほかの地域でも検証して

くれました。これはリハ領域での笑い話なんですけ

れども、泳いでいるイカがスルメになって、そのス

ルメがリハ病院に来てもスルメだよねと。一、二カ

月、二、三カ月急性期病院に寝かされて廃用になっ

て、それがリハ病院に来ても、廃用とるので精いっ

ぱい。熊本では、急性期リハをきちんとやって、廃

用になる前に、２週間とか10日、長くても３週間以

内にリハ病院に行きます。本来のリハビリだけいい

ので、リハ病院の在院日数も非常に減るということ

で、急性期病院が断らなくて、かつリハ病院も断ら

なくていいので、いい急性期医療ができて、いいリ

ハビリが受けられるということになります。

　これがうまくいくと、患者家族満足度も高まるし、

私たち医療従事者の満足度も高まりますけれども、

もっと満足度が高かったのは病院の経営者なんで

す。在院日数が減るともうかる。すごくリハ病院がも

うかって、すごい病棟が数多くできました。

　急性期14日、回復期90日、維持期180日です。

　これは2005年の「日経ヘルスケア」の６月号に載

りました。これが私の考えているネットワークの形な

んですが、病院の実名が出ちゃったんですね。ある

リハ病院の事務長さんが「先生、「日経ヘルスケア」

見ました。うちの病院の名前が載っていません。う

ちは、ほかですか」と言われたら、「そうですね」

としか言いようがないですね。（笑）連携の会に来

てほしいわけです。

　リハ病院に電話１本で１週間というのを20年前に

言ったら総スカン食らいましたけれども、大体2000

年には電話１本で１週間で転院できる仕組みができ

たので、急性期病院が非常に疲弊しているときに、

早く電話をすると早くとってくれる。これによって急

性期病院が患者を断らなくて済むようになりました。

　実は、皆さん方が一番困っているのは回復期と維

持期の連携なんですね。ここがすごく大変で、2003

年に整形外科疾患も含めて回復・維持期ケアを考え

る会が動き出しました。2007年に地域連携パスを動

かす、熊本脳卒中地域連携ネットワーク――Ｋ－Ｓ

ＴＲＥＡＭが立ち上がって、2008年に在宅ドクター

ネットが動き出します。

　急性期から回復期に、回復期から維持期にいろ

いろ言うと押しつけになるので、下流から上流に物

を言っていく仕組みをつくっていって、それで地域

全体の連携をよくしようと。熊本市とその周辺の100

万のエリアで連携をやっているんですけれども、広

域過ぎて大変なんですね。地域包括ケアシステムが

ここにどう乗ってくるのかというのが非常に読めない

ところがあります。ただ、当初、連携の会が200名

規模だったんですけれども、地域連携パスと言った

だけで、500名から700名人が集まるようになりまし

た。先ほどの熊本市民会館を１年前にとって年３回、

これは場所が違いますけれども、500名から700名

で２時間から３時間、みんなで協議していく。そう

いう場ができるようになったわけですね。

　熊本県の回復期リハ病棟は、人口当たりの病床

数が全国６番目か７番目に多いです。

　これは地域連携パスです。急性期、回復期、最

初から在宅までつくりました。リハの継続と治療の
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継続、この二つの継続が担保できなければ連携で

きません。

　一方、地域連携パスというのは、医療従事者が

連携するための手段です。患者さんにパス渡したっ

てわからないんです。患者さんたちに自己管理をし

てもらおうということで、「くまモンの脳卒中ノート」

というのをつくりました。「くまモンの認知症ノート」

もできているんですけれども、こっちの脳卒中ノート

のほうが、くまモンがちょっとでかいです。（笑）こ

れは、「くまモン」と「脳卒中」で検索していただき

ますと、ＰＤＦファイルでダウンロードできます。く

まモン以外のイラストは全部使っていいということに

なっていますので、使っていただければと思います。

　初めて補助金をもらいました。熊本のネットワー

クづくりがうまくいった一つのポイントは、ボラン

ティアでやった、補助金ゼロだったということです。

地域にある医療資源をただ結びつけただけなんで

す。それぞれで違うので、熊本のまねをしてください

とは言いません。地域にある医療資源を有効活用す

るということで、急性期病院の私たち少ない神経内

科医は医療ができたということです。

　このアウトカム設定は再入院の防止で、実は再入

院は、再発よりも転倒・骨折、肺炎のほうが多いん

です。トータルとしてしっかり再入院を防止しよう、

高次脳機能障害もありますよと。これは生活維持期

ですね。「できてるのに　家に帰れば　要介護」「歩

き過ぎ　あちこち痛くて　再入院」（笑）、在宅リハ

ビリの生活目標として「太らない、転ばない、閉じ

こもらない」、こんなのを書いて患者さんたちに渡し

ています。

　リハビリテーションの継続性は地域全体で取り組

みがなされているんですね。なぜか。リハビリして

くれと言われますから、せざるを得ない。もういい

んじゃないんですか。

　一方、治療の継続はどうなんでしょうか。脳梗塞

を１回起こしますと、１年で10％、10年で50％、年

間５～10％の再発を背負って一生、生きていかない

といけないんです。急性期のたった２週間でこうい

う再発予防戦略を立てて、退院か転院していくわけ

です。

　当院のデータです。びっくりしました。脳梗塞の

１回目の再発の４割、２回目の再発の４割が再発予

防の抗血栓薬をやめて再発しているんですね。患者

さんたちは脳梗塞という恐怖体験を味わっているか

ら飲んでくれているものと思ったら、やめてしまうん

です。不思議です。

　ドイツのデータを見ました。ドイツ脳卒中データバ

ンクです。脳梗塞を起こして１年後に、こんなに減っ

ていくんですね。スウェーデンは２年間でもっと減り

ます。アメリカのレジストリーでも、３カ月たつと４

人に１人は薬を減らすかやめている。多くは「お医

者さんがやめていいと言ったからやめた」と答えて

いるんですね。「先生、この血液ばさらさらにする

薬ば飲むと、ちょっと打つとあざができますけど、や

めてよかですか」と聞かれたときに、「そうね」と言っ

たらだめなんですよ。「そうね」と言ったらやめてい

いということになります。「しっかり先生と相談してく

ださい」ということになります。

　脳卒中協会のインターネット調査です。脳梗塞患

者の５人に１人が自己判断で通院を中止、４人に１

人が薬剤の服用を中断もしくは中止、３人に１人が

生涯服用の必要性を理解していない。それぞれの

薬剤の要因、患者の要因、医療者の要因、三つの

要因に対して地域全体で取り組まないといけない。

　最後のスライドです。「お薬は勝手にやめずに相

談を」「１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後

に薬」「抗血栓薬　勝手にやめれば　悔い残る」で、

地域全体で脳卒中再発予防のための治療継続、ア

ドヒアランス対策を練らないといけません。

　最近、「医者に殺されない47の心得」を読んで、

薬やめて脳梗塞になる方が出てきているんですね。

（笑）たまったもんじゃないですよ。あの先生、やっ

と退官されましたけれども、退官した途端テレビに

いっぱい出て、どうにかしないといけないなと思い

ます。

　どうもご清聴ありがとうございました。（拍手）

川越：引き続きまして私から。今、入院中の問題と

かいう話がずっとありました。病院と病院の間の連
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携をどうするのかという話がずっとありました。私の

ほうは何かというと、病院と在宅をつなぐときの一

つのキーポイントになるのが退院支援なんですね。

退院支援と退院後のマネジメントが実際どうなって

いるのか。要は、仕組みはあるんですけれども、そ

の仕組みがうまく機能しているのかどうか、そこが

問題だということで現状分析をしましたので、幾つ

かデータをご紹介します。

　まず、退院を取り巻く環境の変化を少しご紹介し

ます。よく高齢者の問題は75歳以上という話になる

んですけれども、2010年の各年齢階級の人口を100

としたときに、これから人口はどう変わっていくのか

というと、０歳から14歳の人口とか15 ～ 64歳の人口

はどんどん減っていきます。15歳から64歳の人口は

1995年ぐらいから減ってきています。実はずっと若

い世代の人口は減っているんです。

　では高齢者はどうかというと、65 ～ 74歳の前期

の高齢者と呼ばれる方は、2015年ぐらいまでしか増

えなくて、あとはほぼ現状推移です。75歳以上が後

期高齢者ですけれども、ここは75 ～ 84歳と85歳以

上を分ける必要があって、75 ～ 84歳はどうかという

と2025年まで1.4倍に増えます。なぜかというと、団

塊の世代が75歳になるのが2025年。ですから、こ

こまでは75 ～ 84歳の人口は増えますが、実は、そ

の後はそれほど増えないというか、減っていくんで

す。問題は85歳以上です。2025年には現在の85歳

以上が1.9倍に増えます。これは全国平均の話です。

さらに2035年まで増え続けて、2.7倍に増えていま

す。

　ですから、実は、後期高齢者の問題というよりも、

介護を必要とされる方を考えていただくと、85歳以

上の方の半分が介護保険を使っています。ですか

ら、要は、多くの人が介護保険を使い、ほとんどの

方は外来通院ないし訪問治療を受けておられる。そ

ういった後期高齢者ないしは85歳以上高齢者が今

後増えていくから、医療と介護の連携や、医療・介

護以外の生活支援サービスを充実させようという話

で、地域包括ケアのシステムをつくろうという話に

なっています。

　ただ、85歳以上の人口は、現在の全ての人口の

３％程度なんです。３％程度しかいない方々が、入

院患者のどれぐらいを占めているかというと、現在、

2011年時点のデータで、入院患者さんの現時点で

67％、３人にお二人が65歳以上、入院患者の半分

が現時点で75歳以上です。そして人口の３％しかい

ない85歳以上が、入院患者の22％を占めています。

それだけ入院リスクが高いということになります。

　問題は、ここの入院リスクが高い85歳以上が今後

どんどん増えていくわけですから、本来はベッドを

増やすという話になるんですけれども、そこをもし

増やさないとしたらどういう対策をとるかというと、

在院日数を短くして医療ニーズが高い方にできるだ

け早期に対応していこうと考えていく。そうなると、

急性期の医療提供体制を強化しなければいけない

ので、７対１看護が入ったり、急性期リハの強化を

しようという動きが出ている、そういう流れにあると

いうことです。

　では、退院支援マネジメントの現状と課題を、退

院事例の分析から少しご紹介します。これはケアマ

ネジャーを対象とした調査なので、要介護高齢者で

自宅退院をした人を調査対象としています。その方

はどこから退院してきたかというと、一般病床から

73％なんです。なぜかというと、一般病床は約90万

床あって、ベッドの回転が17日、18日ぐらいなんで

す。回復期リハ病床は７万床ぐらいあって、平均で

70日ぐらいの回転なんですね。明らかに一般病床の

回転が多いんです。ですから、要介護高齢者の退

院を見ると、７割近くは一般病床から直接在宅退院

で、これが多いということになります。

　では、どういう疾患の方が多いかというと、急性

期病床から退院される方で一番多いのは肺炎で、２

番目が心疾患です。そういう内部障害の方々がトッ

プを占めていて、３位は悪性腫瘍という状況でした。

実はこの肺炎、心疾患、要介護高齢者ですけれど

も、七、八割の方は要介護高齢者が肺炎を起こし

て入院、ないしは要介護者高齢者が心疾患を起こ

して入院という状況にありました。回復期リハの場

合は病型が決まっていますから、脳卒中系と骨折系
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の方が非常に多かった。

　では、ケアマネジャーの方はどういう方々から情

報収集しているかというと、症状・病状のことに関し

ても病院の看護師から聞いています。ＡＤＬはどう

かというと、リハ室までわざわざ行かない方が多い

んです。病棟に行って患者さんに会って、看護師さ

んに症状・病状のことを聞いて、あわせてＡＤＬの

ことを聞くんですね。症状・病状のことも、ＡＤＬ

のことも、基本的に看護師さんに聞くということにな

ります。ですから病院のケアマネジャーとつながる

キーパーソンは看護師です。

　それと、退院前訪問指導という点数がここについ

て、できるだけ退院前に自宅を訪問して家の状況を

見て、退院後の計画をつくることが重要になります

けれども、実際に要介護高齢者で急性期一般病床

から自宅退院したケースで退院前訪問指導が行われ

ている割合は１割程度。ということは、９割程度は

自宅状況を踏まえたことがなかなかできにくい。忙

しいですから、なかなか自宅を複数人で訪問できて

いないという状況にあるわけです。

　一番重要なのは、病院関係者と退院後の対応を

される在宅関係者が一堂に会するのが退院前ケアカ

ンファレンスですね。大事なのは、そこに誰が参加

しているかなんです。サービスは、そこにかかわっ

ている職種によってかなり決まってしまいます。

　一般病床の場合は、病院の退院調整部門ないし

病棟の看護師さんが中心となって、かつＭＳＷの方

が退院調整にかかわりますから、そこが中心です。

では、病院のＰＴ・ＯＴはというと、要は看護師さ

んから声をかけられると参加するということなんで

す。だから逆に言うと、看護師さんが要介護高齢者

の自宅退院、でも肺炎の方で入って、肺炎治療が終

わったから退院というときに、廃用性機能低下なの

で、この人はリハの人にも見てもらおうという意識が

ないと、声をかけないということなんです。だから、

仕組みの問題ではなくて、これは意識の問題ではな

いかという気がします。

　逆に、回復期リハはどうかというと、病院のＰＴ・

ＯＴ・ＳＴです。多くの場合、この３職種が配置さ

れているので、リハ職が前面に結構出てきます。そ

うなると、少し看護職は引きぎみになります。そうな

ると、脳卒中系の方が多かったですけれども、退院

後に意外と訪問看護が入らないということになりま

す。

　リハ職はＡＤＬに関心が行き、看護師は再発予

防などに目が行きます。だから、急性期から退院す

るケースにおいては、訪問看護師をこのカンファレ

ンスに３割ぐらい呼んでいます。要は、看護継続性

を図ろうとするわけです。ところが、廃用性機能低

下の意識がないので、在宅のＰＴ・ＯＴはほとんど

呼ばれない。病院のＰＴがそこに入らないとなると、

これでどうやってリハが入るのかという話になってき

ます。

　要は、サービス決定プロセスというのは重要で、

そこに誰が加入しているかというのが非常に重要だ

ということです。

　それと、私は事例検討会の司会とかにちょっと

入っているんですけれども、ケアマネさんが、よく

解決すべき課題として――マネジメントに重要なの

は課題なんですけれども、脳梗塞退院事例だと、

自宅で入浴ができない、転倒リスクが高いとか、再

発に対する不安が強いので「再発予防」と書かれる

んです。結構書かれます。

　では、再発予防に向けて何をしているかというと、

「定期的に通院しているかどうかを確認します」「服

薬状況の確認を行います」で終わります。なぜかと

いうと、生活習慣のところの問題点などは医療職が

やってくれるものだと思っているんです。だから、ケ

ア職ないしは福祉系が多いケアマネジャーの方は、

自分らができる守備範囲である通院確認と服薬管

理だけをやっている。服薬管理もきちんと飲めてい

るかではなくて、おそらく量をきちんと飲んでいるか

の部分しか見ていません。多分、飲み方まで見てい

るわけではないということです。

　私はケアマネジャーと一緒に仕事していますから、

「脳梗塞の再発予防をしようとしたんだよね。だとし

たら、誰がやるかは別にして、一体何をしなければ

いけないか、もう一遍振り返りましょうよ」とお話し
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します。そうすると、高血圧、糖尿病、心房細動と

か脂質異常症などの再発の原因となる病気の管理を

しなければいけないということになる。何でこれを

思ったかというと、脳梗塞の方の退院のときに、ケ

アマネさんに「どのタイプの脳梗塞だったの」と質問

すると、ほとんどの方が答えられないんです。なぜか

というと、先ほどの通院管理と薬を飲んでいるかの

管理だけするのであれば、なぜその人が脳梗塞を起

こしたかの原因を知る必要がなくて、知らなくてはい

けないという意識が薄いということです。そこら辺は

逆に医療職が補っていかなくてはいけません。

　逆に、薬を飲んでいるかというところで、外来通

院して５分ぐらいの診察のときに、「じゃあ、薬をき

ちんと飲んでる」とお医者さんが聞くと、患者さんが

「きちんと飲んでいます」と答える。会話は一応成り

立っているんですけれども、お互い言っている「きち

んと」というのは全然意味が違うわけですね。一応

成り立っているので、何となく流れてしまうんですけ

れども、そうではなくて、きちんと飲んでいるかを

確認できるのはケア職であったり、その方々から情

報を集めるケアマネジャーということになるので、そ

こが「きちんと飲んでいる」の意味を理解し、なお

かつ、きちんと飲まなかったら何が起こるかという

ことを知っておく必要があります。

　そういったことを整理して、ケアマネジャーさんと

半年ぐらいかけていろいろ議論して、まずはこんな

ことをしようねとチェックリストをつくったわけです。

例えば、以前発症した脳卒中のタイプは知ろうよと。

原因が残ったままになっているわけで、また起こす

可能性があるわけです。これは転倒も同じです。転

倒を起こした方はまた転倒を起こす可能性が高いん

です。もともとリスクがあるわけですから、そこを何

とかきちんと押さる意味で、脳卒中のタイプは知っ

ておこうねと。高血圧、糖尿病、心房細動。心房

細動は知っているけれども、不整脈と脳梗塞の関

係は知らないんです。だから、心房細動のことだけ

を教えても、つながらないんです。脳梗塞の再発予

防をするという観点から何をしなければいけないか

で議論をしていかないと、全然深まらないことにな

ります。だから、医療知識だけつけても、ケアマネ

ジャーのマネジメントはよくならないと思います。

　これは最後です。今後どうなるかというと、在院

日数が短くなっていきます。そうすると、早期からの

退院支援計画が求められますから、実は入院時の

連携がとても重要なんです。入院時の生活情報をい

かに病院が獲得して、なおかつ退院した後に、どう

していけば、どういう条件が整えば、この人はサー

ビスや支援を受けながら在宅生活ができるかという

情報をいかに病院側が持って在宅系の方 と々連携を

とるかというのがすごく重要です。

　病院がだんだん短くなってくると、入院中の看護

やリハで何をやるかという、優先順位決めがすごく

重要になってきて、それ以外のところは訪問看護師

とつなぐ、在宅系のリハ職とつなぐことによって役

割分担をしていく。つまり、日中の看護師さんが準

夜帯の看護師さんとかに申し送りをするのと同じよ

うに、病院の看護師さんが訪問看護師さんに申し送

りをするという世界を地域の中でつくっていく、そう

いうことが求められるということです。

　連携では、病院専門職はとても強みを持っていま

す。医学的な観察レベルが高くて、今後この人がど

うなるかというイメージが湧くわけです。ところが、

ケア系――私は専門職ではありませんけれども、こ

の人が今後どうなるかという体験がないので、イメー

ジがつかないんです。だから、この人はこんなこと

を起こしたら多分こうなるよと言われると、すごくイ

メージできて、それがわかった上で対処するのと、

わからなくて対処するのは全然意味が違う。そこを

ぜひ専門職の方には教えていただければなという気

がいたします。

　以上で、私の退院支援のところとマネジメントの

問題点の整理についてを終わらせていただきます。

（拍手）

　では、引き続き、生活期におけるリハビリテーショ

ンにすごくかかわっておられます藤原さん、作業療

法士の方です。通常の心身機能ないしは歩行訓練

を中心としたリハビリテーションでは全くありませ

ん。ＩＣＦの考え方を重視されて、ＩＣＦの考え方の
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中で、特に活動と参加に焦点を当てて、そこへのア

プローチをされた上で、結果として心身機能の向上、

要介護度の改善につなげている方です。

　では、藤原さん、よろしくお願いいたします。

藤原：これがうちのデイサービスの朝の風景です。皆

さんが思っておられるデイサービスとどこが違うかと

いいますと、お祭りをやっている、縁日をやっている

というイメージですね。この右の上、転倒のリスク

がたくさんあるとおっしゃる方は山ほどいらっしゃい

ます。左側のこれは、プログラムを自分で選んでい

ます。多くの施設は集団同時一斉方式で、全員が同

じことをやるんですが、うちは一人一人みんな違うん

です。なぜかというと、今日いろいろと脳卒中の話

が出ていますが、全ては、本人がどうしたいかとい

う意思をどれだけ具体的に引き出すかということが、

高齢者だろうが誰だろうが、全ての人間にとって重

要だと考えているからです。意思をどう引き出すか、

そのためにこうやって具体的なメニューがあって、一

人一人違うんです。

　この二つを見てください。どこかの縁日で駄菓子

を買うようなイメージでしょう。これなんかわくわく

しませんか。いろいろなメニューがあるんです。す

てきでしょう。メニューの中には「何もしない」とい

うメニューもあるんです。（笑）男の人向けに「気分

次第」とかね。そういうメニューがあって、みんな

自分で選ぶんです。要は、全ては意思をどう引き出

すか、それが基本です。

　さて、私どもは通所介護なんですが、要介護度

が改善するんです。デイサービスで自立をしないよう

なデイはやめたほうがいい。そういうデイはおかし

い。全介助、過介護で、どんどん、どんどんできる

能力を奪うような介護をしているようなデイは、この

世からなくなればいいと思っています。厳しいことを

言っています。

　できないことにはさっと手を出す。これは足し算

の介護。できるんであれば、さっと手を引いて、そ

ばで見守る。引き算の介護。そうやって自立を引き

出す。よくなるのは当たり前なんです。うちは、それ

でどんどんよくなっていっています。だから、デイは

よくなるのが当たり前。

　ところがです。一番の問題は、自立をした先で

す。先ほど出ていた橋本先生の資料にもあったと思

いますが、出た後、家でそれを実行しているかどう

かです。家でやっていない。これはいろいろありま

すけれども、例えば、金銭の管理とかは別にして、

移乗をやっていないとか、それから立ち上がるとか、

この辺の基本的なこととか、ある程度できることを

やっていない。詳しいことはいいですが、要は、自

立した後、自宅で実行していない。それをどのよう

に実行していくかが、これからの介護保険の在宅

介護の大きな課題だと僕は思っています。訪問介護

みたいなものが大きな課題だと思っています。

　これはうちの施設です。できるから、みんな見守っ

ていますね。洋服の前、後ろと。これが普通のデイ

だとすばやく着がえます。ぱっぱっと着せて、脱が

せて、「一丁上がり。はい、次」とやるのが多くのデ

イです。そんなことをやっていたらだめです。待つん

です。見守るんです。時間をかけるんです。袖に自

分の手を入れる。これは自分でできる。これはでき

ない。じゃあ、ぱっと手伝うというふうです。施設

で何とかできるようになったら、自宅でうまくいかな

いかということを発想します。先ほどのように自宅で

できないということなら、なじみの人間関係を持っ

ている通所施設の職員がそのまま家に行けというこ

とで、我が施設は自宅に行くわけです。

　一方、今日は片麻痺がテーマです。この片麻痺の

方は、こうやって自分で階段を上ったりおりたりして

いかれます。この方は私の患者さんでして、片麻痺
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になったから人生終わりだと３度自殺未遂をされた

方ですが、今、片手の料理教室で何でも料理をつ

くっている料理の師範です。うちの利用者さん、脳

卒中の後遺症の方々の料理教室の先生役を彼女が

やっています。

　布団のカバーをとって洗ってまたつける。自由に

できます。完全片麻痺です。いいですか。ところが

「できないことは何かないですか」と聞くと、彼女い

わく「一つだけあります。右手がかゆいからといって

左手でかくことができない」。それ以外にできないこ

とは何もないんです。

　「不便だけれども、生活に支障がない」、リハビ

リテーションの定義をこうしろと僕は生活期のリハの

中で訴えています。不便があっても生活に支障がな

くなればいいんです。彼女をはじめ、うちにお見え

になっている方は、ほとんどがそういう方です。体

が不便だけれども、生活に支障がないんです。

　回復期のリハの中でいくと、機能の回復を延 と々

考えていこうというのが普通です。発症したら機能

の回復をどうやって果たすか。でも、先ほどの彼女

の例のように、機能は回復しなくても、生活上、何

の不便もないという回復があるんです。これが生活

の回復を果たすんです。

　さらに、彼女は、私と一緒になって全国に講演し

て歩いて、脳卒中になった人たちに「諦めんなよ。

こんなすてきな人生があるのよ」とおっしゃる。彼

女の名言です。「脳卒中になったから、すてきな人

生」とおっしゃいます。すごいでしょう。そういう役

割や居場所や出番がある。そういう人生の回復を果

たす。三つの回復があるんです。

　ところが、世の中には一番売れているリハビリ漬

けという漬物があるんです。（笑）京都の漬物よりも

リハビリ漬けという漬物がたくさん売れている。私

が訪問介護に入ったときの漬物です。

　おじいさん、ここでおしっことうんちをする。お

しっこだけはできるけれども、うんちはここまではっ

ていって、このドアをあけて、中のドアをあけて、

水道でもって立ち上がって、中に入って、汽車式便

所――お尻を反対側に向けてやるんです。いざって

いる途中で「おーい」と母屋で奥さんを呼ぶ。奥さ

んが来るのがおくれたら、立ち上がったところでう

んちまみれで、奥さんが来たら、奥さんの手をぶん

殴って、「おまえが来るのが遅いからだ」と怒る。も

う無理だから、「リハビリの先生、お願いだから、

もう無理だと言ってください。リハビリの先生が言う

ことなら聞くんじゃない。ここでおしっこもうんちも

やってくれたら、私が介助しますから」ということで

行きました。

　私は移動には、いざりが一番楽だと思います。少

しでも素早く行けて、外が見えるようにベッドの向き

を変えました。ドアの前にビール箱を置いて、マッ

トを敷いて、床から立ち上がりができるようにして、

水道を使わないようにしました。中のドアは、狭い

ところで体をかわすのが大変だからと思って、外し

てカーテンを取りつけました。それで、こうやってト

イレまでいざっていって、台に腰かけて、うんちをし

て戻るということを２回やりました。

　私は１時間40分かけました。７人の訪問に行くと

きの最初の方でしたから、急いで次に行かなくては

いけない。「さあ、失礼します」と出かけようとして、

ご本人たちは「めでたし、めでたし。これでうまくい

くわ」と思ったとき、このおじいさんが「あのう、今

日はリハビリはないんですか」と言いました。

　このおじいさんがおっしゃるリハビリって何です

か。白い洋服を来たセラピストが来て、ベッドの上

で腰を上げたりおろしたり、立ち上がったり浮き上

がったり、ストレッチ、ＲＭエクササイズ、可動域

の訓練をやり、ベッドの周りをちょっと歩き、家の中

を歩き、よしんば縁側をちょっと歩く、そういう20

分のリハビリがリハビリだという。こういう心身機

能のリハビリを延 と々生活期においてもやり続ける、

これが今、日本で一番売れている漬物です。リハビ

リ漬けという漬物です。これをやめなくてはいかん

というのが私の言い分です。要するに、こういう心

身機能を鍛えるパワーリハビリ、それが悪いとは言

いません。いいです。でも、こうやって、パンをつくっ

たり、園芸をしたり、粘土をこねたり、こういうほう

が生きがいにつながっていくんです。だから、リハ
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ビリ漬けよりも、生きがい漬けと言っています。

　心身機能を鍛えるリハビリは回復期には当然やら

なくてはいけません。急性期は当然やります。それ

を延 と々「いつまでやるのか」と言って大声を出して

います。生活行為を直接行うんです。食べるとか、

パンをつくるとか、園芸をするとか、そういう生活

行為を直接やるところには心身機能が当然ついて回

るんです。機能の回復がついて回ります。そういう

生活行為の回復をやっていけば機能はついて回る、

それが生活期のリハビリだと言っています。

　その最たるものが、宅配ビリテーションです。私

どもは訪問をやっていますので、朝、家から来て、

夕方に家に帰るわけです。お土産を持って帰らんと

だめです。お土産は、まず、生活の体験です。どう

やって爪を切るか。こうやって爪の切り方を覚えて帰

ります。その覚え方を職員、利用者、みんなが学習

します。家電製品のパソコンだ、ポットだ、電子レ

ンジだ、その使い方を覚えます。やり方。料理のレ

シピだとか、物を運ぶときに台車で運べば簡単に運

べるとか。脳卒中の人だったら何でも運べます。

　一番大事なのは、うちの施設は「バリアアリー施

設」ですから、施設の中でバリアを克服する方法を

覚えたら、家でも地域でもどこでもできる、自信を

持って帰ることができるということです。

　もう一つは、自宅でいろいろなものをつくったり

する。園芸は最たるものです。うちは種から苗でつ

くりますので、苗を家に持って帰って、家の庭づくり

をする。パンをつくって持って帰る。手工芸の商品

などをつくって持って帰る。家の暮らしを豊かにす

るんです。デイサービスというのは日帰りだから、一

番在宅に密着した施設です。その施設が獲得した

ＡＤＬを自宅でしっかりと展開できるようにしてはど

うかということを、私は言っています。だから、デイ

の職員はそのまま訪問に行ったほうがいいというの

が私の言い分です。

　それから、家庭、家族の介護の限界を上げる。

そのためには、デイに家族が来てもらいます。家族

参観日といって、「ああ、このくらいできているの

か」という実態をしっかり見ると、家でいろいろでき

るんです。要は、サービス間の調整です。いろいろ

サービスはあります。だけれども、別々の事業所か

らサービスを受けるよりは、デイの職員が動いたほう

が早い。残念ながら、ケアマネジャーさんのケアプ

ランは、私はどうも納得いかない。発想が不十分。

レベルが低い。大きな声で言いましたよ。受けて立

ちます。（笑）

　この中で、必要なサービスが複数提供されるかと

いうと、残念ながら的確でない。私は通所介護の

サービスをもっと増やしたほうがいい、通所介護の

能力を増やしたほうがいいと思っています。夜間の

生活、夜間帯のＡＤＬの実態を一番見られるのはナ

イトデイとかお泊りデイとかで、そのときに夜間帯の

デイの様子が見られる。それから、家の実態を援

助する上で、自宅に訪問していく。要は、訪問介護

や訪問リハとかは、通所介護の機能として持ったほ

うがより効果的である。ということは、この包括の

中で、通所介護の機能をもっと広げるべきであると

思っています。うちだけが目立つような実態ではい

かん。どこもこういうことができるようになるような

発想の転換が必要であると思って、私の大声の話は

終わります。（拍手）

川越：ありがとうございました。

　今までの話を受けて、プラス、迫井課長は老人

保健課長で、介護報酬改定ないしは介護保険に関

連したさまざまな制度見直しにかかわっておられま

すので、急遽、国の動きを少し紹介したいというこ

とで、ご発表いただくことになりました。迫井課長

から、幾つかの視点についてご報告をいただきたい

と思います。よろしくお願いします。

迫井：ご紹介いただきました現在、老人保健課長を

拝命しております迫井と申します。

　役所の人間がプレゼン資料をつくるということに

なると、大概ぎりぎりに出して事務局に迷惑をかけ

るというパターンで、多分、資料のセットの中にあ

ります別刷りの資料、これは全部厚労省の役人のも

のでございまして、まことに申しわけないと思います。

（笑）今日はどんなお話をされるのかということを実

はあまり事前にわかっておりませんで、現場で作戦
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をつくるということで、急遽今の二、三十分でつくっ

たスライドです。申しわけございません、お手元に

ありませんし、ちょっと前の方しか見えないかもしれ

ませんが、前に座っておられた方の特権ということ

でお許しください。

　それから、基本的に公式の資料を使っております

が、わかりやすくするために線を入れたりしていま

す。「これ、オフィシャルな資料じゃないじゃないか」

と言われることも結構あるので、あらかじめ申し上

げておきますが、わかりやすく説明するためにちょっ

と手を加えております。その点はご了承ください。

　この絵は何度もごらんになったことがあると思い

ます。ちなみに、これは別冊の明日予定しておりま

す三浦老健局長の資料の１枚目にあります、地域

包括ケアシステムの絵です。あまり時間もないので、

今日申し上げておきたいのは、地域包括ケアシステ

ムというのは、ものすごく広まっていて、一般の方も

知るようになってきた。ところが、よく、医師会とか

市町村の方々が、「迫井さん、で、私たちは一体何

をすればいいんですか」と言われます。この図はわ

かっている、と言われる。

　申し上げたいのはこういう話なんですね。それぞ

れの構成要素があるんですが、これは概念でしか

ないんです。概念なので、基本的にそれぞれの地

域で何ができるか、何があるのか、何がないのかと

いうのを考えていただきたいということなんです。そ

のときに、大きく分けて、実は二つの内容が入って

います。

　これは私が勝手に入れているんですが、上半分

にあるのが医療・介護、それから住まいを中心に

提供するサービスです。これはいわゆるプロフェッ

ショナルサービスで、介護の専門職、医療の専門職

が提供します。ところが、先ほどの話にもありまし

たし、それから今回制度改正をしましたが、地域力

で、地域でしっかり支えていこうじゃないかというコ

ミュニティーづくり、これがブルーの丸のところです。

　つまり、この二つの制度を動かして、主にプロ

フェッショナルサービスのところは、サービス自体は

介護報酬事業者様、プロのサービスを評価すると

いう形をとりつつ、その橋渡しをするのが、今日話

があると聞いていますが、在宅医療と介護の連携を

何とかうまくやっていただきたい。その音頭をとるの

は、コミュニティーを実際にデザインする立場にある

市町村の方なんですよということなんです。

　１点目は、済みません、これは文字ばっかりなん

ですけれども、今お話ししていることを大体文字に

しているだけなんですが、基本的にはご当地システ

ムをつくってください、ご当地システムが必要なんで

すという話です。ポイントとしては、今から介護保

険の事業計画や医療計画などを順次自治体につくっ

ていただくことになります。特に、後でご説明しま

すが、今回制度を変えた大きな内容の一つが在宅

医療と介護の連携を推進するための事業を全部の

市町村でやってください、お願いしますということを

言っています。

　これに対して、市町村の方々のご意見として、か

なりハードルが高い、なかなか難しいというご指摘

をいただいているのも事実です。市町村はなかなか

医療機関の許認可とか行政とかの経験がない――

政令市などの大きなところは別ですけれども、そう

いう経験がないところが多いので、なかなか戸惑い

も大きいと思いますが、在宅医療・介護連携をする

のに絶対必要です。今回、そういった事業を制度化

していますので、明らかに大きく世の中が変わって

いくのではないか。そこで、今日お伝えしたいのは

三つ、３ステップで進めていただけないかというお

話です。

　第１段階として、地域で実際に体制をつくってほ

しい。第２段階として、一体的な提供体制をつくっ
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ていってほしい。これが連携事業のコアになってく

ると思います。もう一つは、地域づくりにそれを反

映させて、地域づくりそのものとして統合してほしい

ということです。

　１点目なんですが、在宅医療・介護の連携の基

盤部分の構築が必要です。それには、最も地域の

自治体の方々の得意とする、住民の方々、利用者の

方々に対して確実に情報を提供していく必要がある。

ところが、さっきの話なんですが、自治体さん、特

に市町村さんは、必ずしも医療機関とのおつき合い

がない、あるいは医師会さんとのおつき合いもそん

なにないというケースが現時点では多いと思います。

そこで、医師会の力、あるいは地域の看護協会さん

も含めた医療コミュニティーと連携をして地域の状

況をマッピング等で明らかにしてもらえないかという

ことも含めて、こういった事業を――ちょっと見づら

いと思いますけれども、これは実はお手元の、同じ

く三浦老健局長が明日予定をしております資料の30

ページのところに、絵はないですが、内容的は全部

書いてあります。絵をつけたほうがわかりやすいか

なと思って絵をつけています。これは偶然なんです

けれども、地域の医療、福祉資源の把握及び活用

というところは、実は、我 と々しては熊本市が先進

的な取り組みをされていると認識をしていまして、そ

の例をちょっと書いています。

　これはあくまでもイメージですが、こういった取り

組みをやっていただきたいというのが、まず最初の

ステップです。特に、研修を含めた多職種連携を

やっていただきたいというのが、一つのポイントに

なっています。

　そういった基盤づくり、基本的なネットワークを

構築する中で、次のステップとしては、いよいよネッ

トワークが動くような形にしていく必要がある。ここ

で絶対にご留意いただきたいのが、二つの局面があ

るということです。

　これは、冒頭お見せした地域包括ケアの概念図

の右半分なんです。ですが、ごらんのとおり、医療

は実際問題としてリアリティーにやや欠けている図

だと思います。それをもう少し書いたのがこちらで

す。これは一体改革の議論の中で出てきた資料で、

公式の資料の一つではあるんですけれども、医療

はもっと階層化といいますか、役割分担、機能分化

しているので、急性期の医療、あるいは回復リハビ

リ、こういった医療があります。最もご留意いただ

きたいのは、エリアが違うということです。

　地域包括ケアのエリアは、大体、中学校区とか市

町村を中心とするエリアです。そうすると、そこに

必ず大学病院とか高度の医療機関があるとは限りま

せん。ですから、地域を越えた医療とのネットワー

クを考えなくてはいけないので、二つの局面がある。

大きな医療の連携をするような広いエリアの話と、

それからコミュニティーの中で連携をつくっていくと

いう話、この二つは明らかに異質ではありますが、

非常に重要なんです。熊本はこれをうまくやっておら

れるというのが私の認識でして、こういったことを意

識してやっていくためには、どうしてもハブといいま

すか、中心的な中継基地というか、そういう機能が

必要で、これが在宅医療・介護連携の機能になり

ます。

　イメージを描いたこの絵も、明日の三浦老健局長

の31ページにあります。これはよくお示しをしている

図ですが、関係者がそういった連携を支援する体

制を構築してほしいという話です。

　３ステップ目、最後ですが、そういう形のネット

ワークをつくりつつ、最終的には、地域づくりなん

です。市町村がこれが最も重要だと認識をされてお

りますし、その中の一つの大きな柱になり得るとい

うことです。

　言われた話ですけれども、地域包括ケアシステ

ムというのは、結局地方分権の試金石であり、そう

いった地域づくりをするのは市町村にとって非常に

重要です。特に、最近、自然災害が多いですが、

災害とか危機管理において非常に重要な役割を果

たし得る。例えば、災害弱者の高齢者の方々がどこ

でどういうふうにお住まいになっている、ハザード

マップがどうなっている、こういったことはまさに地

域包括ケアシステムづくりと連動する話なので、そう

いったことをぜひやっていただきたい。
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　これがどうして医療・介護のコミュニティーと関

係するかというと、地域ケア推進会議、地域ケアの

個別の会議ではなくて、推進会議のような施策の議

論にぜひ結びつけていただければ、医療・介護の

コミュニティーとまちづくりが連動できるのではない

か。これはかなり先の話かもしれませんが、ある意

味、夢を持って取り組んでいただきたいという話で

す。

　もう１点、生活支援リハビリテーションの話は、

さっきの藤原さんの話とかなり符合していまして、コ

ミュニティーづくりの話です。お伝えしたいのは、藤

原さんは言葉としては激しく表現されましたけれど

も、我 と々問題意識がすごく共通している部分があ

ります。リハビリテーションの実態について、終了し

ているか継続しているかの数字を見ますと、ずっと

続いているんです。これは公開の資料です。

　それからリハビリの内容を見ましても、心身機能、

身体機能に重点を置いていて、活動とか参加とか社

会への復帰とか、そういった活動の実態は薄いんで

すね。我々の問題意識としては、これはＩＣＦの概

念を整理しているんですけれども、心身機能へのア

プローチはもちろん重要なんですが、最終的には活

動とか参加とか、そういう社会の生活、実態の生活

に目を向けなくてはいけないのではないか。

　実は、さっき藤原さんがプレゼンされたお手元の

厚い冊子だと41ページに、「すてきな人生に向かって

上がっていく」という図があると思うんですが、全

く別々につくっているにもかかわらず、それとこの図

はすごくよく似ているんです。申し上げたいのは、課

題意識としては同じで、リハビリをどうより効果的に

実施していくべきなのか、特に生活期のリハビリに

ついて大きな問題意識を持っているということです。

　最後はまとめですが、１点目の在宅医療・介護連

携というのは、あえて川上、川下という言い方をする

と、これはあまりいい表現ではないかもしれません

が、コミュニティーにとってみると、急性期からの患

者さんが地域に流れてきますので、逆に言うと、急

性期回復の理解が不可欠です。そういったことは総

力戦であり、皆さん職種が重要なんですが、介護と

医療の橋渡しし得る非常に重要な職種の方をあえて

申し上げれば、地域の看護師、保健師さんが非常

に重要な役割を担うことになると思っていますので、

特に市町村の保健師さんにぜひ頑張ってほしいと

思っています。

　それから２点目の生活期のリハビリテーションに

ついては、藤原さんがしっかりおっしゃいましたの

で、この点は後ほど議論できればと思います。

　済みません、時間をいただきました。ご清聴あり

がとうございました。（拍手）

川越：ありがとうございました。厚労省の方としては、

何をしたいかという思いが非常に伝わってくる講演

ではなかったかと思います。（笑）一応、私も厚労

省の人間ですけれども。済みません。

　では、四つぐらいの討論をこれから進めていきた

いと思います。初めに言いましたけれども、１点目

として、医療提供体制や介護提供体制の構築に向

けての話をしていきたいと思います。

　今、熊本県では医療・介護提供体制がさまざま

な形で進められてきたというお話を橋本先生からい

ただきましたけれども、提供体制をつくり込んでい

く、連携体制をつくり込んでいく流れの中で、どう

いったところを特に工夫されたのか、どういうところ

で困られたのかというところを少し教えていただけ

ればと思います。

橋本：私は急性期しか知らないので、何で急性期病

院の言うことをリハ病院は聞いてくれないんだと。私

たちは24時間救急をやっているわけです。ほんとう

に大変な中、夜中も呼び出されます。で、患者さん

が２週間ぐらいで落ちついたら、あと電話１本でリ

ハの適応がある人をとってくれますよねと言ったら、

そんなのはできないと。

　転院前受診というのが20年前にあったんですね。

１回病院に行って、診察して、予約しましたと戻っ

てきて１カ月待つとかですね。そういうことで、な

かなか私たち急性期病院の話が通用しない。一方

で、ＭＲＳＡはだめ、気管切開はだめ、胃ろうはだ

めとか、文句ばっかり言われるんですね。人工呼吸

器がついている患者もとってほしいわけです。実際、
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20年前から転院させていました。

　何で私たちの言うことを聞いてくれないんだろうと

いうところで、ほんとうにかみ合わないんですよね。

文句を言うとけんかになるのが熊本なので、ですか

ら連携の会で文句を言わずにデータを出して要望し

ましょうと。途中でわかったことは、要するに、連

携している相手は自分とは土俵が違っていて、自分

の土俵に乗せようとしても乗らないので、相手の土

俵も知らないといけないということです。そこで私た

ちは、私たちがお休みの土曜日に、リハ病院を全部

見学に行きました。「あ、全然違うことを考えてやっ

ているんだ」ということがわかりました。

　私たちが見ているものは病気、障害なんです。リ

ハ病院が見ているのは、障害や活動制限なんです

ね。ターゲットが違う、見ているものが違う、やっ

ているものが違う、だから議論がかみ合わないとい

うのがよくわかって、最初はほんとうにリハ病院の人

たちは何を考えているのかなと、本音で言いますと、

非常に不信感というか、不安というか、そういうの

がありましたけれども、途中で見に行くことによっ

て、少しわかってきました。

　それと、これは、どこかで妥協していかざるを得

ない。妥協の産物が連携なんです。そう思って、最

初のころは大いに譲歩して、妥協して、そのうちに、

できればここまでしてほしいと、少しずつ時間をか

けて構築していくことが必要で、一気にわっとやっ

たらだめなんですね。

　2000年に回復期リハ病棟と介護保険が認可され

たときに、熊本はほぼネットワークができ上がってい

ましたので、そういう中で、「こうやります」ではな

くて、「熊本ではこうやっています」という話を全国

ですると、「熊本のまねはできんよね」と言われたか

ら、まねは無理ですよと。私たちは問題点があって、

それをクリアするために非常に激しいバトルをやりな

がら構築してきたので、地域にある医療資源をどう

結びつけるかというところから始めたらどうですかと

いうことをよく言っていました。見ているものが違う

ので、うまくいくはずがないですね。それがわかる

のに数年かかりました。

川越：ありがとうございました。病院と病院の間のと

ころはまだお互いの感覚が近い部分はあるんですけ

れども、在宅系の方 と々つなぐところはどうですか。

橋本：はっきり言ってよくわかりません。（笑）

　急性期病院の神経内科で脳卒中をやっているの

は、今は少し増えてきましたけれども、今でも少な

くて、私もリハ専門医なんですが、少しでも障害が

残りそうな人は直接おうちに返すなと。リハ病院に

丸投げをして、リハビリしながら在宅の準備をする

と。急性期病院はそこまでの余力がないということ

だったので、リハ病院丸投げ方式を私は考えたんで

す。それしかないと。それをやることによって、急

性期病院から電話１本でぽんぽん行くようになった

おかげで、実は、急性期から在宅に行くという流れ

が熊本では非常に弱い。脳卒中の丸投げ方式をほ

かのグループが全部まねしちゃったんですね。

　リハ目的での転院をお願いしますとか言ってリハ

病院に電話をすれば、リハ病院側が適用ないけれ

ども、いつもお世話になっているからと仕方なくとっ

てくれるということですね。

　途中で起こってきたことは、回復期と維持期の連

携の会が始まったところで――これは難しいんです

よね。回復期でとことんリハビリやって、おうちに帰

れない方、おいしくない患者さんたちを、老健とか

療養病棟などの次のステップに回す、あるいは在宅

に持っていくと、非常に苦労します。

　会が始まったときに、熊本のリハの先生は偉くて、

先生がここのところを理解しないと熊本のイメージ

がつくれないでしょうということで、皆さん方が、医

療と介護の連携をやるときに必ず急性期病院のオピ

ニオンリーダーを連れ出してもらうことにして、その

先生の都合のいい日に会合をするんです。当初は数

百人規模の会を僕の都合のいい日にやってくれてい

ました。先生に来てもらって少しでも理解してもらわ

ないといけないと。私は、経験はしていないんだけ

れども、みんなの議論の中で、回復期から維持期、

在宅に行くところの大変さはよくわかっています。

　ですから、急性期病院のスタッフにどれだけイ

メージを皆さん方が植えつけられるかというのが、
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今後の地域包括ケアシステムの、先ほどの広域の病

院まで加えたところの仕組みづくりにおいて非常に

重要なんだろうと思っています。

　まだ、私は個人的には地域包括ケアシステムのイ

メージはでき上がりません。勉強中です。

川越：ありがとうございます。今のお話の中で、要

は、お互いの専門職同士、ケア系も含めてですけれ

ども、実は相手のことをよく知らない。何を知らな

いかというと、価値観とか関心領域とか、得意・不

得手をお互いが実は知らない。そこを縦割りでやっ

てしまうと、つながりが悪いところが絶対出てくるの

で、退院支援のところがうまくいかない、こういう

話になってしまいます。

　こういったお互いの仕事、要は、病院側の人は在

宅のことを知らないということになりますね。多くの

方は病院で働かれて在宅に来られますから。お互い

のことをいかに知って、多職種協働につなげていく

かというところが、結構重要なんです。

　ほとんどが、看護系の方も病院で働かれて訪問

看護に来られる。リハ系の方も、実は病院勤務を

ずっと経験されて在宅なんです。だから医療機関で

働かれる方はほとんど在宅を知りません。知らない

方が退院調整をするわけなんです。これは非常に矛

盾する部分があるんです。だから、ほんとうは在宅

系をつないでいくことがすごく大事なんですけれど

も、迫井課長のほうで、その辺の仕組みとか、こう

いうふうにやったらいいのではないかというのがもし

あればお願いします。もちろん個人的な感想で結構

です。

迫井：これは核心部分だと私は思います。多職種連

携という言葉は美しいんですが、ずっと連携、連携

と言い続けていて実現できていないという実態を、

皆さんがどう感じるかという。大体皆さん、思って

はおられるんだと思うんです。

　例えば、今日の話にも一部出たと思いますが、介

護の関係者、特にケアマネさんは介護福祉系のバッ

クグラウンドを持っている方は多くなってきています

ので、医療系のサービスを組み込もうとしますと、

ケアマネさんの理解、またケアマネさんというより、

実はケアマネさんが利用者さんや家族さんとお話を

する中で、いかに必要なのか、何のためにやるのか

ということを共有できていればいいんですが、なか

なかそこがうまくいっていない。そうすると、高いか

ら使いたくないとか、これは私でできるからいいよ

という話になってしまう。

　そこでケアマネさんと、特に医療職の方との問題

意識をいかにシェアするかというのがポイントだと思

います。そこが食わず嫌いというか、お互いの壁を

うまく乗り越える方法がなかなか見つからない中で、

お互いがお互い、表現は悪いですが悪口を言うとい

うか、医療の関係の職種は「ケアマネさんはわかっ

てくれない」と言うし、ケアマネさんにしてみれば「忙

しい」と言われたり、専門用語をがんがん言われて

「わかってない」と言われたりという、その繰り返し

でずっと来ているという実態がある。しかも、介護

保険制度をつくってからずっと言われているというこ

となんですね。

　ぼちぼち悪口というか、お互いが「わからない」

と言うのをやめませんかと。どうすれば、そこがい

けるんだという話を、介護給付費分科会で介護報酬

の議論をしていますが、そこでも委員の方々が、ぼ

ちぼち「わからない」とか「理解がない」とか「忙

しい」という話をやめませんか、どうすれば、そう

いうことができるんだということを考えようじゃない

かと言っています。ですから、私、この話は核心部

分だと思いますし、工夫をしていきましょうという話

だと思います。

　先ほどの橋本先生の話を私がそうだなと思ったの

は、ゼロベースというか、１回リセットして見に行こ

うと、相手のことを知ろうというふうに、虚心坦懐

にいかに持っていけるかというのが鍵で、熊本の先

行ってそういうことなんだなと感じました。

川越：ありがとうございました。

　提供体制の中で、仕組みをどうつくるかの話とか

量をどう確保するかという話もあるんですけれども、

もう一つ、質をどうするのかという話があります。今、

医療・介護のデータをどんどん出していって、見え

る化をしようという動きが一方であって、その中で、
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今中先生から、今日は、医療に関する質の見せ方、

ないしはそれを見てもらって病院さんに自分の立ち

位置、ないしはレベルがほかと比べてどうなのかを

知ってもらうという話がありました。そのデータは、

自分のところをどう変えていくか、要は自己研さん、

自己改革をどうするかのためにあるんですね。比較

をして、うちがどうのこうのという話ではなくて。そ

ういう今の動きとか、どういうふうにすればもっと

医療の質を高められるのか、医療の標準化を図れ

るかというところについて、お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

今中：医療のパフォーマンスなり介護のパフォーマン

スをどういうレベルで出すかというときに、例えば、

医師個人ごととかもあり得るし、病院ごととかもあ

るし、あと、地域ごとというのが今後あると思いま

す。そうなったときに、まだ実際に動いていないの

でちょっとわかりませんけれども、病院などでドク

ターごとに出しても、ばらけるというか、私がよかっ

たらあの人は悪くてもいいというか、あまり協調が生

まれないかもしれませんが、病院レベルで、あるい

は診療科レベルで数値がある程度出て、ほかのとこ

ろはもうちょっとよくやっているなというのが見えた

りすると、もう一回自分たちがやっていることを見直

して、また前に行こうかということが起きます。

　単純なことでは、例えば、手術前の予防的な抗

生剤投与は、ほんとうは手術する１時間以内に投与

したほうがいいんですけれども、それを皆今まで

やっていなかったんです。そんな面倒くさいことやる

かという感じだったんですけれども、ガイドラインに

そういうことがきちんと載って、ある病院でやって

いることがわかると、またそういうのを比べ出すと、

一挙にばーっと普及したりします。そのときには病院

ごととか診療科ごとにチームで取り組んでいるんだ

ろうと思います。

　今後は、地域の医療とか介護という経営主体が

違う人たち同士が、どうやって協調するのかが問題

だと思います。今は個人レベルでのコミュニケーショ

ンとか連携というのももちろん施設間であるわけで

すけれども、施設なり法人ごとの役割分担とか、協

働を進めないといけなくなってきたときに、例えば

我々の地域では地域連携パスがあまりにもできてな

いとかいうのが数字で出てきますので、そういうも

のが地域ごとに出てくると、連携して前進するのに

いい面も結構あるのではないかと思っております。

　そのときに、高いから安心とか、低いからあそこ

はだめだという、レッテルづけかラベルづけかちょっ

とわからないですけれども、変な意味での批判をす

るのはよくないんですが、数字はどうせいいかげん

なもので、実態をあらわしてないと思って、ある程

度気楽に構えつつ、我々のところはまだできていな

いなとか、もっとやっているところがあるなとか数字

を見ながらやったほうが、連携も進むのではないか

と思っています。

　ただ、実際にどこまで、市町村ごととか二次医

療圏ごとの数字を出していいのかというのはあって、

我々が「出しましょうか」と言うと結構嫌がられます。

今、京都府でも府や市町村の人と話しているんです

けれども、ぜひ出してほしい、見たいとおっしゃる

前向きの方もいれば、そんなものを出されたら困る

という方もいて、結局出すことに関する責任者が誰

もいなくなって、何かあったら僕のせいにされそうな

状況です。（笑）来年いないかもしれないですけれ

ども、そうならないようにちょっと頑張っていきたい

と思います。

　そういうネガティブなパワーも一方であるんです

けれども、一旦そういうのが出だして、なれてくると、

そういうものだと思って進んでいくのではないのかな

と思っております。誰が犠牲になるかはともかく、時
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間の問題で進んでいくのではないかなと思っており

ます。

川越：ありがとうございます。今の話をお聞きになっ

て、橋本先生、いかがですか。

橋本：おもしろくて、例えば、熊本の地域連携パス

は、最初は紙ベースだったのを今はデジタルで集め

ていて、１万7,000例ぐらいのデータがあるんです。

そうすると、どの急性期病院に入院したらどうなる

かとか、どのリハ病院に入れたらどうなるかとか、

ＡＢＣＤＥとか、ほんとうにコンピューターをいじる

のが好きな人は、それでデータが出せるんです。う

ち、Ａかな、Ｂかなとか、どきどきするんです。

　そういうことは僕なんかには教えてくれるんです

けれども、ちょっと頑張らなくてはいけないとか、

各病院でこれだけばらつくとまずいよねというデータ

については、身内だけ知っておいて、そういうデー

タで自分たちの弱いところを知るというのが重要な

のではないかと思います。それが地域全体のマスと

して、例えば福岡市と熊本市の違いとか、京都市と

熊本市の違いとか、そういうデータが出てくるとい

いと思います。

　すごくおもしろかったのが、くも膜下出血の悉皆

調査というのが全国六つぐらいの都市でやられて、

一番悪かったのが京都市だったんです。これを京都

大学の先生がデータをまとめたら、京都市の医師会

から総スカンをくらって、何で京都が一番悪いデー

タを出すんだと。京都市の場合は、くも膜下出血を

手術できない病院が救急車でとっていたんです。二

次搬送するからアウトカムが落ちるんです。そうい

うデータがあることによって、京都市の救急は、く

も膜下出血の疑いのある人を24時間受け入れて、手

術ができる施設に途中で変更したんです。そのよう

に医療の質が担保できるようになるので、ネガティ

ブを逆にポジティブに変えることができるということ

で、データを出していかないといけないんです。

　例えば、自分が住んでいるところは危ないのか危

なくないのかわかっているだけで、地震が来たら逃

げる準備ができるのと一緒ですよね。あと、昔は薬

の副作用を書いて渡していたら患者さんから不安が

られたけれども、今は当たり前になっていますよね。

そういうのを見て自分たちで判断していくことができ

ますから、少しずつデータを出して、自分たちの医

療を変えていく。

　それと、医療は全てＩＣＴに乗せるという話になっ

ていますから、そのうち介護も乗っけて、その仕組

みづくりを世界に売っていこうというのが国の戦略み

たいです。今は実際的にＤＰＣでデータは出ちゃい

ますから、そういう中でデータを吸い上げられていっ

て、マスデータ、ビッグデータとして、今から私たち

のやっていることが評価される時代になるという前

提で考えておかないといけないのではないかと思い

ます。

川越：絡んでもう一つ質問ですけれども、そのデー

タの公表ないし分析については、要は今は研究者が

やっていて、それが表に出て、結構大変な目に遭う

こともあるんですけれども、最終的には誰がやるべ

きなのか、やったほうがいいのか、これはいかがで

しょうか。

橋本：熊本のレベルは、年３回、地域連携パスの

会議を熊本市民会館で500名か700名でやります

が、実は急性期病院１病院と連携している病院を

３グループに分けて、年に１回解析をさせるんです

ね。解析をして、それで熊本のデータはこれで、例

えば日本リハビリテーション病院・施設協会のデー

タと比較するとこうだ、熊本のいいところはこうだし、

全国平均と比べてこの辺ちょっとおかしいよねとか、

そういうのもみんなに提示していく。病院間の比較

は、Ａ病院がどこというのは伝えずに、そういうの

を示していく。論文を書くときにも、それを発表す

る際、ＡＢＣＤのように、どの病院かわからないよ

うな匿名化したデータとして出していくという形で今

やっています。

　実は、2007年に地域連携パスを動かし始めて、

大腿骨頚部骨折が保険点数になったときに、リハビ

リが３カ月に削られたんです、地域連携パスが点数

をとれるようになって。大腿骨頚部骨折のパスの失

敗を絶対脳卒中パスでやらないようにということで、

熊本のパスをつくるのに１年かかって、皆さん方、全
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国に迷惑がかからないように非常にみんなで考えま

した。そして、厚生労働省に悪用されないようにと

か、患者さん家族に悪用されないようにとか、しば

らく論文を書かない。なぜか。データをとり始める

と、経過のいい人のデータだけが先に行っちゃって、

１年、２年たってやっとおうちに帰る人たちのデータ

が出てこないんです。二、三年は論文を書かないと

いう約束で、最近、一生懸命そのマスデータで論文

を書き始めているという話で、総説しか書かなかっ

た時代があります。注意が必要だと思います。何か

データを出すときに、初期はいいデータしか出てこ

ないので、ネガティブデータが出るころまで我慢す

る必要があると思います。

川越：ありがとうございました。医療の質の話だっ

たんですけれども、介護の部分でも今サービスの質

の評価の議論がされておりますので、迫井課長から

今の動向と方向性を少しだけお話しいただきたいと

思います。

迫井：介護サービスの質をどう評価していくのかとい

うのは、これも古くて新しい問題と言ったほうがい

いかもしれませんが、特にここ数年一貫した議論、

課題だと考えています。

　取り組みとしては、近年の改定で、報酬をどう重

点的につけていくのか、どうサービスの評価をして

いくのかという、これは医療も共通ですけれども、

どちらかというと、何人配置をしたというような、プ

ロセスとかストラクチャーですね。典型的な例とし

て、７対１看護というのがよく出てくると思いますが、

人員を配置すると、当然、投入資源が増えるので、

報酬を高く設定するというのが、わりとオーソドック

スなアプローチではあるんですが、結局それが必要

度とか、得られた成果、アウトカムに連動している

のか、していないのかというのが、必ずしも明確で

はないということで、サービスそのものをいかに質

的評価をするのかというのが一貫したテーマになっ

ていて、介護の分は特に難しいんだろうと思うんで

すね。客観的な指標がなかなか得られにくい。

　そこで、可能な限り客観的に評価をする方法とし

て、アセスメントの項目であるとか、評価をする手

法について、これは正直に申し上げて、医療は比較

的、関係者の共通の理解あるいは共通の目標として

合意形成しやすいのですが、介護の場合には生活

そのものですから、価値観もかかわりますので、ど

うしても難しいです。ですから、あまり乱暴なことを

しますとよくない影響が現場に出てきますので、我々

としては非常に慎重にしながらも、かつ、やはり着

実に進めていく必要があると思っています。

　どちらかというと、ある人がこう言っているからこ

の方式がいいんだとか、いやいや、こっちのほうが

私はいいと思っているんだという水かけ論ではなく、

ある程度前提が共有できて、ある程度客観的な評

価ができることを目指していきたい。それは、介護

にしてもそうですし、藤原さんにもお力添えをいた

だいて、現場のデータをいただきながら進めていこ

うとしています。

川越：ありがとうございます。

　現場として、藤原さんのところは、利用者さんに

対して、いろいろなサービス、ケアを提供されてい

る中で、やった結果をきちんとこういうふうに自分の

ところで評価していこうという方針があると思います

が、その辺のお話をお聞かせください。

藤原：うちは今まで８年間ぐらいデータをとって分析

してきたというのがあるんですが、ただ、今、一連

のお話を伺った中で、医療の現場で結構分析されて

いる情報が、一番生活期に行っているうちの介護の

現場には来ない。例えば、認定審査会の情報なん

かもケアマネジャーから来るかと思いきや、主治医

の意見書の内容すら来ない。

　それから実態の中で、例えば、私たちは自宅での

ＡＤＬの情報が、プログラムを開始する段階で欲し

い。でもそれがケアマネから来ない。それから、体

のリスクとか、ドクターのリスクとかいうことが書い

てある場合もたまにあるけれども、書いてないこと

が多い。まして、身体のリスクとか、歩かせてはい

けないとか書いてあって、でも、実際来たら、本人

は歩いておられる。どういう認識でそういうリスク

が載っているのか。主治医の意見書からケアマネに

行って、うちに来る間に、ご本人が何週間かたって
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いる間に自立しておられるとかあるんです。

　もう一つ欲しいのは、家族の意識です。家族が

どういう思いでおられるか。例えば、私どもはみん

な、すぐ移動の自立を図るようなアプローチをやっ

て、歩行器で来られても、うちでは歩くようになるん

です。ところが、歩けるようになって「歩けるよ」と

言ったら、突然、家族からの「歩かせないでくださ

いと言ったのに、なぜ歩かせるのか」というクレー

ムが、ケアマネから来るんです。

　そういう実態が典型例です。典型例といったら

一つしかないか。とんでもない。たくさんある。結

局、最先端の私たちの現場まで情報を共有化する。

僕は主治医の意見書なんていうのは、きちんとここ

までつながっていいのではないかと思うんですけれ

ども、何でケアマネでストップするのか。あの辺は

ちょっと制度を変えていかないといけないけれども、

隣に迫井さんがおられるからちょうどいいなと思って

います。

　もう一つは、施設が独自のケアプランをつくらな

くてはいけないということです。今回も8.27の改正

で強くおっしゃっていますが、そのとおりで、今は

多くの施設はケアマネがつくったプランをそのまま横

流しにして、それを施設のケアプランにしているとこ

ろがすごく多い。要するに、評価をするという視点

がケアは欠けている。評価をしようとするときの意

識が弱い。

　私どもは評価するために、３カ月おきにモニタリ

ングし、評価をしていきます。基本動作とＡＤＬと

ＩＡＤＬの22項目は最低とっているんだけれども、

じゃあ、その22項目をとったことがうちで行っている

メニュー、プログラムとほんとうにフィットしている

のかどうか。

　例えば、医療であるならば、心筋梗塞とか心臓

に対する医療、アプローチは、数字も含めて具体的

にある。ところが、生活行為でパンツをうまく脱い

で便をふくということを的確にやるための評価。評

価はＡＤＬの評価でできるんだけれども、そのため

の資料、アプローチというか、訓練はというと、直

接生活行為をやることしかない。その直接生活行為

をやれるのが我々通所介護で、病院の訓練室では、

シミュレーション訓練はできるけれども、直接訓練

はできない。だから、先の医療法の改正で、ベッド

サイドで直接ＡＤＬの訓練をやりなさいということが

定められたけれども、在宅と病院とは少し違うから、

やり切れていない。ならば、もっと我々のデイの中

で、直接的な訓練をやっていく必要がある。その評

価をやるためには、情報がきちんと流れてくる必要

があるんです。

　もう一つは、さっき見ていただいたように、さっ

き川越さんがおっしゃったイメージの伝達を我々は

行っています。要するに、どんなに麻痺があっても

生活に支障がない状態というのが、脳卒中の場合

はあるんです。うちではたくさん例があります。さっ

き見ていただいた方もそうです。障害はどんなに重

度であっても、生活に支障がない。できることは結

構ある。そういう状態のゴールイメージを啓蒙して

いくということです。全職種、職員が、医療、医師

も含め、急性期から回復期、生活期まで全部含め

て、脳卒中の場合のイメージを共有する。心身機能、

活動、参加のうち参加レベルの、いわゆる人生の回

復と私が申し上げている、そこのレベルのイメージ

を共有していく。僕は脳卒中のリハの中で、介護も

医療も、それが基本的に大事だろうということを今

感じたことと、あとは、さっきから何度も言う情報

の共有、これが大事だと思います。

川越：今の話はケアマネジャーの方がつくるケアプラ

ンですね。全体のサービスの全体像の計画をつくる

ケアプランがあって、本来はそれを受けて、共通で

サービス担当者会議の中でサービスを提供する人と

ケアマネジャーが一緒に話をして、この人の課題は

ここですよねとみんなで共有して、それを解決する

ために、長期目標はここだけれども、当面短期目標

としてここまでいきましょうねと合意をして、それぞ

れが何をするかを決めて、個別援助計画をつくると

いうのがマネジメントの世界なんです。

　介護保険の世界というのは、そういうケアプラン

と個別援助計画をセットにして生活機能向上を図

ろうという仕組みにもかかわらず、なぜかケアマネ
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ジャーのところに力点が当たり過ぎていて、個別援

助計画は機能しているのかというところが、実は今

少し問題視されているし、ケアプラン特別援助計画

の目標が同じ方向を向いているのか、同じイメージ

を持ち得ているのかというところが、実は今問われ

ているかと思います。

　このあたり、迫井さん、今、どういう居宅サービ

スが求められているのかという議論がありますよね。

今日、居宅系の人も多いので。

迫井：これは長い長い取り組みで考えていく必要が

あるのかもしれません。３年に１度の改定で、一気

にということはなかなか難しいんです。というのは、

現場が実際にあって、サービスも提供されていて、

事業所も運営していますので。ただ、問題提起をし

ているのは、居宅サービスには、訪問介護、通所

介護、訪問リハ、通所リハ、いろいろあります。訪

問看護もそうですね。改めて皆さんに見ていただけ

ればわかられると思いますが、基本的に目指すとこ

ろは同じだし、基本的に向くべき、注ぐべき視点は

すごく共通しています。

　もともとサービスを創設した時点で、ある程度、

サービスの提供をできるところと、なかなか難しい

中山間があって、サービスごとに、あえて申し上げ

れば、分断したといいますか、サービスごとの報酬

体系であり、サービスごとの事業所体系になってい

ます。実態としてそれを、何と言うんでしょう、一体

的に、総合的に提供していくという目が必ず必要で、

そういうふうな視点で少しずつ整理をしていく。整

理という言い方はよくないかもしれません。統合して

いくという流れだろうと思います。ですから、報酬

の体系も、例えば、デイケアとデイサービスの違い

がわからないという話はずっと言われていますよね。

　リハビリなんかも、本来ですと、短時間である程

度セラピー自体は済むはずですが、実際問題はか

なりお預かり的なデイサービス的な機能も担った上

でやっておられるわけです。これはニーズがあるか

らだと思います。同様にデイサービスだってニーズが

あるから機能訓練特化型みたいな話になっていて、

機能訓練に重点を置こうとする動きもあります。

　これらは別々のサービスというよりは、共通の機

能って何なんだと、何を求めるんだということをはっ

きりさせた上で、例えば、リハビリテーションがしっ

かり医学の管理のもとでやられるのであれば、そこ

の違いは何なのかと。あるいは、リハ職の方々が中

心となって機能訓練を行うということであれば、そ

の違いは何なのか、何に重点を置くのか。そういう、

それぞれのいいところ、それぞれの特徴をしっかり

評価をしていくという流れが必要で、これは少し時

間がかかると思いますが、そういう体系的な評価

が、ある意味、無駄の排除にもつながりますし、よ

り効果的なサービスの提供につながるのではないか

と理解しています。

川越：ありがとうございます。今、リハビリテーショ

ンの話が少し出てきましたので、もう少しリハビリ

テーションについて深く入っていきたいと思います。

　今、医療保険で提供されているリハビリテーショ

ンと、介護保険下におけるリハビリテーションが、

どういう守備範囲なのか、何を目指すリハビリなの

かという議論になっています。そうした中で、本来

は介護保険が始まったときに、生活機能というＩＣＦ

の概念が入って、今までは心身機能が低下して、活

動低下を引き起こし、社会参加を阻害しているとい

う流れで障害を捉えていたのを、そうではなく、包

括概念として捉え直しましょうというのが打ち出され

て、ＩＣＦが入ってきたわけですね。ところが、やっ

ていることが、まだまだ心身機能から入っている。

この辺のＩＣＦがリハのほうでなかなか普及しない

のはなぜなのかを、まずは、藤原さんに先にお話を

聞きたいと思います。

藤原：私はリハビリテーションの中には、いわゆる医

学モデルとしてのリハビリと、私が言うところの生活

リハモデルがあると考えています。その生活リハモ

デルについて、どうも専門職の領域ではないように

思い込んでいる作業療法士がいるというのが実に情

けない。私は作業療法士ですので、僕は彼らのこと

をぼろくそに言ってもいいと思っていて、ＯＴを放棄

しろといつもうるさく協会で言っているんですけれど

も、要するに、生活リハをきちんと見ていく、生活

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

49

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



行為を見るということが専門職の仕事ではないとい

う錯覚に陥っているＯＴがいるのではないか。そう

ではないんです。

　医学モデルは当然医療行為としてリハビリをやっ

ていくということが当然ある。それは心身機能のリ

ハとして当然ある。だけれども、回復期以降、参加

というレベルになったら生活リハなんです。それは

生活行為力という具体的な生活行為で、それをどう

やってつくっていくかという視点が、新たなリハでは

なくて、当然のリハのゴールとして最初からある。リ

ハビリテーションというのは最初からそういう捉え方

にもかかわらず、医療中心、医学モデル中心で、残

念ながら、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴも含めて発展してきた

から、どうもこうなっているけれども、その視点を

変えていく教育をやっていかない限り、だめだと思

います。でも、今はチャンスだと思います。

川越：ありがとうございました。では、リハ専門医

の橋本先生。

橋本：私自身は、ステージごとで比重は違うんだけ

れども、心身機能、活動、参加、この三つの階層

の中で、機能障害に対するリハビリと、活動制限に

対するリハビリと、参加制約に対するリハビリとい

う、三つの視点で考えていきながら、この人のステー

ジは、特に維持期、生活期は参加制約に対するリ

ハビリが中心になるはずなので、そういう視点で藤

原さん的な視点でリハビリを提供していかないとい

けない。機能障害に対するリハビリをやっても意味

がないんです。１年たって廃用手は治りようがない

ので、治す努力をするよりも参加制約のほうに持っ

ていくという視点で、皆さん方にＩＣＦの考え方を少

し意識していただくといいのかなと私は思っていま

す。

　それと、医療保険でやるか介護保険でやるかの

ところで一番困るのが、介護保険になった途端に量

が極端に減ってしまうという、制度上の大きな問題

があるんですよね。私たちは、医療保険も介護保険

も、保険料を払っているのに、リハビリになったら、

基本的にどちらかでどこかで介護保険にシフトしな

いといけない。そこで、すとんと落ちてしまうという

制度の問題があって、評価をして、必要な人には介

護保険でもそれなりのリハビリ、特に、参加制約に

対してのリハビリをもうちょっと提供できるような仕

組みを提供する。その辺のところは私たちの努力不

足なのかなと思っています。

川越：ありがとうございました。

　藤原さん、もう一つだけ質問させてください。先

ほど打ち合わせのときに、急性期の脳卒中を発症さ

れた方が、回復期ではなくて、直接、藤原さんのと

ころのデイサービスに来られる方が最近非常に増え

てきたという話だったんですけれども、その辺をお

願いします。

藤原：まず、デイサービスに片麻痺、今日の話のよう

な脳卒中の方が多いデイか。うちは多いんです。高

齢者のところに、２号被保険者がデイサービスにた

くさん見えるようなデイがもっと増えればいいと思っ

ているんです。うちは今すごく多いんです。それが

一つです。

　うちは小学校のある先生が、回復期リハで一生

懸命リハをやっていた。そのとき、校長から職業復

帰しないかと声をかけられた。ところが、彼は機能

訓練をやっていたので、小学校の先生なんだけれど

も、実際に子供に教えるとか、教壇に立って動くと

か、子供がわーっと来たときに動き回るとか、砂場

で何かやるとか、そういうようなことを何も経験して

いないから、自信がないと言って拒否した。

　そしてうちに来た。うちに来て、まず彼がやった

のは園芸サークルの班長として、ほかの片麻痺の人

などに土からおこして苗をつくって家に持って帰ると

いうリーダーをおやりになった。それから紙すきを

皆さんに教えた。それからパンをつくったり、料理

をつくって持って帰ったりするリーダーを生活の中で

いろいろやって、縦横無尽に動き回る生活行為、具

体的な生活行為体験をデイでやった。

　で、７カ月後、再度校長から、どうですか、もう

一度現場復帰してやりませんかと言われて、彼が、

自信が出てきたからやってみようかなと言ったから、

私は背中を押しました。現に彼は小学校に復帰され

て53歳、小学校の教諭をやって、月に１回だけ、な
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いしは２カ月に１回ぐらい、うちにひょこっと、ちょっ

と気分転換に来るということをやっています。

　あのまま回復期にいたらどうでしょう。まだ機能

訓練漬けだったか、やめていたかです。だから、直

接な生活行為をやるというリハビリの場所、場面が

必要で、僕は通所はその典型的なところだと思って

います。それが僕の言い分です。

川越：ありがとうございます。

　そうなると、医療保険から介護保険のリハのつな

ぎの量的な急減の部分をどうスムーズにするかとい

う話と、そこの方法論とか目的とかを誰かうまく説

明する人がどうしても要るのではないか。それにつ

いてリスクの部分も含めて評価をするとなると、お

医者さんの出番に私はなるのではないかと思うんで

すが、橋本先生、いかがですか。

橋本：回復期リハ病棟というのは、参加制約をどう

にかクリアして、できれば、そこから直接に職場復

帰をするということが必要なので、麻痺があっても

車の運転はできますので、車の運転ができるのかで

きないのかとか、本来であれば、そういうところま

で考えた上で、セットアップするのが回復期だと考

えます。

　昔、急性期病院が在院日数を減らされたとき、も

うけるために回復期をついでにつくった病院が多く

て、僕はあれが非常に嫌だったんです。回復期に手

を出したら在宅支援をやる、社会復帰をさせるとい

うところで、熊本で考えたのは、急性期は急性期に

特化して、回復期と維持期がワンセットになって在

宅と社会復帰をさせていくという形のほうがうまくい

くはずだということで、そういう形でやっています。

　ただ、医師会の先生たちが批判されたのは、「リ

ハ病院は回復期でもうけて、維持期でもうけて、二

度おいしい。かかりつけ医には戻ってこない。おま

えがどうにか言え」ということでした。それで一時

期、主治医はかかりつけ医なので退院したら必ずか

かりつけ医に戻してください、そのかかりつけ医に

診てもらいながら、在宅での支援をサポートすると

いう仕組みを強く訴えました。そうしないと囲い込

みが行われるんですね。

　京都の囲い込み方式とか有名なんですけれども、

ある法人に入ったらその中でぐるぐる回ってしまう。

熊本も、ある法人に入ってしまうとその中で完結し

て、かかりつけ医に戻ってこないという批判がすごく

されたので、最終的にはかかりつけ医が主治医であ

るというのが前提に、患者さんたちの社会復帰を目

指していくことも非常に重要ではないかと思っていま

す。

川越：ありがとうございます。

　では、最後のテーマですけれども、あと５分ぐら

いしかありませんので、簡単に進めます。再発の予

防をどうしていくのかというところで、一般住民向け

の普及の部分とケア職の方への普及の部分、患者さ

んの指導の部分、そういった幾つかの側面がある

と思うんですけれども、そのあたりを今後どう強化

していけばいいのかということについて、今中先生、

お考えがあれば教えていただきたいと思います。

今中：特に何も考えてはなかったんですけれども。

（笑）再発予防も含めて、小学校、中学校への教育

というのは結構大事なのではないか。

　今、保健体育は―全然関係ないこと言ってごめ

んなさい。保健体育は体育の先生が教えるとかいう

のがありますけれども、そうではなくて、医療とか

介護、あるいは障害、例えば脳卒中でどういう障害

になって、どういう生活ができますよとか、デイサー

ビスではどんなことがありますよとかいうことを学ん

だり、あるいはそこに手伝いに行ったりして、医療・

介護になじんで、うまく使ったり、それに貢献すると

いうことを経験していると、医療の使い方、介護の

使い方が上手になったり、あるいは予防せないかん

なというのも身にしみてわかったりできるのではない

か。そういう根本があるといろいろなことがうまくい

くのではないかと思っています。

川越：ありがとうございます。

　先ほど開始のときに、ここではない、別のところ

で、ジュニアヘルパーの話を藤原さんと一緒に聞い

ていて、涙しそうにされていたんですが、もし脳卒

中になって、片麻痺が残ったとしても、こういう世

界があるんだというところとか、そういう姿を見せて
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いくのがすごく大事な気がするのですが、いかがで

しょう。

藤原：うちには脳卒中教室という、脳卒中の人がほ

かの高齢者の人に話す機会があるんです。うちはＰ

ＴＡというプログラムです。当事者が当事者に伝え

るというプログラムです。だから、脳卒中の人が「あ

んた、こうなっちゃだめよ」とか、唾飛ばしてしゃ

べっている。それを当事者が聞く。だから、ピアケ

アという形の教育の場面がうちのデイではあります。

それを再発予防という意味でやっています。

　それから、今のジュニアヘルパー、感動しました

ね。隣の村田幸子さんも泣いていましたけれども、

ああいう子供たち、中学生が、高齢者のところに率

直に飛び込んでいこうという姿勢がすごいし、言葉

が、中にはちょっと見ている子もいたけれども、見

ないであれだけ自分の言葉として表現する子供たち

がこれから出てくるということで、僕はこの業界はま

だまだ捨てたものではないなと思いました。

　今、このケアの現場に来る人たちは少ないけれど

も、ああいう子たちがどんどん出てくるように、あの

制度を全国に広げていくといいなと思いました。僕

は今日初めてこれを知って、早目に会場に入って大も

うけしました。あれを全国に広げたらどうですかね。

どうでしょうか。ぜひよろしくお願いします。（笑）

川越：迫井さんはまだ見えていなかったので、後で

ご紹介します。

　ほぼ17時半という時間になりましたので、少しだ

け最後にまとめさせていただきます。

　今日の話はいろいろあったんですけれども、結果

的に個別のマネジメントをどうするのかと、地域課

題を解決するためのマネジメントをどうするのかとい

う、大きく二つの話がありました。

　生活期においては一体利用者さんは何を望んでお

られるのかというところ、何に困っているのか、そ

れをどうしたいのかというところを引き出して、それ

を阻害している要員を１個１個を潰していくというの

がケアでありリハビリテーションだと私は思っていま

す。個別マネジメントにおいては、生活期のそうい

うケアとリハビリテーションが連動してやっていく。

どの部分はどこまでできるのかという見立ての部分

とかはリハ職にやってもらって、それを繰り返し行う

のはケア職の方なので、この二つの職種が連動しな

いと問題解決につながらない。

　ただし、一方で年齢も高く、医療リスクもお持ち

なので、そういうリスク評価をきちんとしながら必

要なケアを提供するということになってくると、必

然として主治医の先生との連携をしなければならな

い。なおかつ、主治医機能を強化するという話にな

れば、当然主治医の先生はリスク評価をきちんとで

きることが要件に多分なってくるのではないか。こう

いうことが、今日、話としてあったかと思います。

　もう一つの地域のマネジメントですけれども、平

成27年から全ての市町村が地域ケア個別会議と地

域ケア推進会議と呼ばれる二つの会議を設けること

になります。地域ケアの推進会議は、地域における

さまざまな課題を皆で見せ合って、何が地域の課題

かを出して、じゃあ、誰がどうやって解決するという

ことを議論する場です。だから、場は国が用意して

いるんです。あとはその場の中でどううまく動かすか

という話になります。課題が急性期との連携になる

と、その関係する課題を解決するメンバーの中に当

然病院の関係者が入ってくるという話になるし、要

は、課題によって解決に必要なメンバーが変わって

しまうんです。例えば、在宅系であると狭いエリア

の話になりますし、急性期の話だと少し広域の話に

なる。だから、エリアの大きさは変わってくるんです

けれども、課題を解決するんだということは共通で

す。そのために必要なメンバーが誰かということで、

メンバーを人選していく。

　それと、生活期を担っている側から主体的にかか

わっていって、逆にそこに医療系の方に入ってもら

う。つまり、医療系から物事を決めていく流れから、

生活を見ている側の問題提起によって変えていくと

いう流れ、要は、上下ではなくて、実は横だという

話にもう一遍構築し直すのが地域包括ケアの中では

大事なのではないかということで、この第一分科会

を閉めさせていただければと思います。（拍手）
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第２分科会
日 時

会 場

10月30日（木）15：30〜 17：30

市民会館崇城大学ホール

看取りのあるべき姿
～あなたはどこで最期を迎えますか～

朝日新聞横浜総局記者　佐藤　　陽　氏

厚生労働省医政局地域医療計画課在宅医療推進室長　佐々木昌弘　氏

熊本赤十字病院救急科部長　奥本　克己　氏

特別養護老人ホームグリーンヒル泉・横浜ケアマネジャー　小山　輝幸　氏

ＮＰＯ法人老いと病いの文化研究所われもこう代表　竹熊　千晶　氏

コーディネーター

オブザーバー

パネリスト



第２分科会
10月30日（木）15：30〜 17：30

コーディネーター

朝日新聞横浜総局記者　佐藤　　陽　氏

パネリスト

熊本赤十字病院救急科部長　奥本　克己　氏

特別養護老人ホームグリーンヒル泉・横浜ケアマネジャー　小山　輝幸　氏

ＮＰＯ法人老いと病いの文化研究所われもこう代表　竹熊　千晶　氏

オブザーバー

厚生労働省医政局地域医療計画課在宅医療推進室長　佐々木昌弘　氏
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佐藤：朝日新聞の横浜総局の記者で佐藤と申しま

す。今日はよろしくお願いいたします。

　私がなぜ横浜からわざわざ来て、ここに座ってい

るのかといいますと、資料集にもつけましたが、去

年の11月からずっと在宅医療とか看取りの連載を１

年ぐらいやっていまして、それでこういった大役を仰

せつかりました。時間も２時間と限られているので、

早速始めさせていただきます。

　ここにいらっしゃっている方は皆さんご存じかと思

うのですが、団塊世代が75歳以上になる2025年問

題というのが言われていまして、そのときにはほとん

どの病院のベッド数は不足していて、在宅とか特養

での看取りを広げていかないといけないという状況

だと思います。今日は「看取りのあるべき姿～あなた

はどこで最期を迎えますか～」というタイトルです

けれども、今ごろになってですが、「看取りのあるべ

き姿」というのは、何か一つ正解があるというもの

ではなくて、人それぞれの価値観によって決まるも

のだと思うんです。だから、今日の議論のメーンは、

いかに地域での看取りを広げていくか。病院以外の

自宅や施設、ホームホスピスとか、そういうところ

で看取りを広げていくにはどうしたらいいのかという

ことを皆さんと一緒に考える分科会にしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　それでは、お三方の発表に入らせていただく前

に、皆さんの発表にもかかわりますので、参考まで

に皆様がどういった関係の方か、手を挙げていただ

きたいと思います。

　まず、介護施設関係の方、手を挙げてください。

（該当者挙手）

佐藤：ありがとうございます。

　いわゆる在宅医療とか、訪問介護ステーションな

ど、医療機関関係の方。

（該当者挙手）

佐藤：ありがとうございます。

　それと、行政、自治体の関係の方。

（該当者挙手）

佐藤：ありがとうございます。

　あとはそれ以外の方ですね。わかりました。こう

いう状況を一つ参考にしていただければと思います。

　それでは奥本先生、トップバッターでよろしくお願

いいたします。

奥本：皆さん、こんにちは。私は、熊本市内にあり

ます熊本赤十字病院の救命救急センターで働いてお

ります医師の奥本といいます。熊本県の方はおわか

りだと思いますが、熊本市内には三つの救命救急セ

ンターがありまして、その一つが私どもの施設です。

　今日は、ほかの方 と々の議論がかみ合うかどうか

というのを、私自身最初から心配していました。と

いうのは、安らかな最期とか看取りという言葉の対

極にあるようなところが我々の職場だと思われてい

ると思いますし、中には「救急に運ばれるのは最悪

だ」「最期はそこでは看取られたくない」というよう

なお気持ちが多いと思いますので、実情我々がどう

いうふうにやっているかというところをお話ししたい

と思います。

　救急車で運ばれてくる患者さんというのは、お子

さんからお年寄りまでさまざまですけれども、今日
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は「看取り」というところがテーマですので、その中

でもいよいよそういう時期が近づいてきつつある方

――ご高齢の方が、何らかの急変でそういったふう

に運ばれてしまうということはどういったことなのか

を、ご存じの方も多いかと思いますけれどももう一

度確認ということで、私の立場からお話をさせてい

ただきたいと思います。

　まずは、高齢者の救急搬送は非常に増加してい

ると皆さん思われると思います。私も実際そう思っ

ていました。私はこの熊本に来て９年になりますが、

９年前と比べますと高齢者がものすごく増えている

というふうに思いましたので、実際に調べてみまし

た。過去５年間の私どもの施設に運ばれてくる65歳

以上と65歳未満の方の割合を見てみると、実はほぼ

横ばいなんです。救急搬送の数そのものが増えてい

ますので、当然それぞれの世代の数は増えているん

ですけれども、全体に占めるご高齢者の割合という

のは意外と横ばいだということがわかりました。こ

れが何を意味するのか私はわかりませんけれども、

地域で見ていただいているという方も意外と多いの

かもしれないなと思いました。

　今日は皆様に、救急車を呼んだらどうなるかとい

うこと、救急病院に運ばれるとどうなるかというこ

と、こういうことをふだん心がけていただきたいなと

いうことなど、三つか四つお話ししたいと思います。

　まず、救急車を呼ぶということですけれども、お

そらく近い将来こういうふうなときが訪れようとして

いる方であっても、何らかの急変をすると救急車を

呼んでしまう。これは当然です。我々同僚の救急医

でさえも、患者さんにはいつも「こんなことで救急

車を呼んじゃいけない」と言っておきながら、自分

の家族が同じようなことになると救急車を呼んでし

まうというようなことも実際にあるわけですね。で

すから、呼ぶということは、非常によくわかります。

一度呼んで病院で何らかの治療をして症状が改善し

たというふうな経過をたどっている人であると、次に

同じように急変すると、もしかしたらまたもとに戻る

のではないかというような症状改善の期待感がある

のではないかなと思うんですね。あとは、実際この

まま亡くなってしまうのではないかというような不安

感が強いというのが実情ではないかなと思います。

　呼ばれた救急隊の活動のコンセプトは、皆さんご

存じかもしれませんし、ご存じでない方はこれを知っ

ておいていただかないと困りますが、全力投球です。

呼ばれたからには、絶対にためらいは許されないと

いうことです。皆さんが呼ばなければ何も起きませ

ん。ところが、救急車を一旦呼んでしまうと、彼ら

は全力投球です。リビングウイルと言われているよう

なものがもしその場にあったとしても、それに関し

て彼らは一切話を聞きません。なおかつ、ご家族が

「いや、ちょっと呼んでしまったけれども、この人は

そういう状態じゃないです。もうお帰りください」と

言っても、それは許されません。

　これはなぜかと言いますと、適切な処置をしな

かったことによる賠償責任と、家族の意に反したこ

とをしたことによる慰謝料、これを比較したときに

前者のほうが重いからです。ですから、基本的には

手おくれにしてはいけないというコンセプトもありま

すが、そういったこともあって、救急隊というのは

呼ばれたからには全力投球、必ず運ぶ、心肺蘇生

をするというのが大前提になっているんです。

　それに対して、我々はそういう時期が近づいてい

るんだろうなと思われる方が運ばれてきた場合には

ためらいます。ですが、実はためらってはいけない

という気持ちもあります。この人は全力投球、この

人は違うというふうに分けてしまうと、本当に全力

投球しないといけない方が手おくれになってしまう

からです。ただ、病院に来たときに、先ほど言って

いたリビングウイルと言われるようなものが提示され

たり、ご家族の意志がはっきりしていた場合には、

我々はそれ以上のことはしないことが多いです。

　今回は、重篤な事案で運ばれてきたという前提

で救命処置を取り上げていますけれども、この中で

特に人工呼吸は、皆さんもご存じのように、一旦つ

けると外せない。これは今の日本では絶対外せませ

ん。ですから、我々はそれ以外の処置は比較的何

のためらいもなくしますけれども、人工呼吸に関し

ては、ご家族が来る可能性があるのであれば、必
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ずそれを待つというのが我々の施設の方針です。と

ころが、都会型の救命センターなどでは、こういっ

たことはほとんど考慮せずに、自動的に人工呼吸を

どんとつけるということになるので、都会の救命セン

ターに行くと、ご高齢の方が人工呼吸につながれて、

ずっと集中治療室を占めているというような光景が

あるのが実情です。

　ただ、皆さんに誤解していただきたくないのは、

ＤＮＡＲ――積極的な蘇生を試みないということ

は、イコールその患者さんに対して何もしないという

ことではありません。何らかの急変をしてもその方

に意識があれば、当然何らかの苦痛などを訴えて病

院に来られるわけなので、蘇生行為は試みなくても、

その方の症状を取るような治療はやるべきというの

が、救命病院のスタンスになります。

　そして、実際に病院に運ばれてきたけれども、そ

の治療のかいなく亡くなるという方は多いです。我々

の考えですけれども、これはそういう意図でやって

いるわけではありませんが、こういう急変というのは

どのご家族にとってもかなりびっくりするイベントで

すので、いわゆる延命処置と言われるかもしれませ

んが、その病院に家族全員が駆けつけるまではしっ

かりそういう処置を行う。そして、ご家族が集まっ

たときに皆さんの前でお看取りをしてあげるというの

は、意外とご家族の満足度は高い。ご本人の満足

度が高いかどうかはわかりませんが、ご家族には感

謝されるというのが我々の実感です。

　ただ、救命センターに運ばれてくる、特に心肺停

止の患者さんというのは、ほとんどが一見さんです。

我々のところのかかりつけの方ももちろんいますけ

れども、ほかの施設、もしくはほかの病院でかかっ

ていた方が運ばれてくるということが多いです。

　ほぼ全例ですけれども、おそらく内因性の病気

で亡くなったとわかっていても、亡くなった後にＣＴ

を撮ります。これは亡くなっていますので保険適用

はありません。ですから、ご家族の実費になります。

お金の話をするわけではないんですけれども、そう

いうのが現状です。

　なおかつ、熊本県の場合はほぼ全例、警察によ

る検死が行われます。つまり、我々の病院のかかり

つけでない方が来られた場合には、警察を呼んで、

ご遺体を確認していただいてという作業が必ず入り

ます。これは県によって大分違うと思います。私は

以前沖縄にいましたが、沖縄ではそういったことを

ほとんどしたという経験がないんですけれども、熊

本はかなり厳格にやっているというのが実情です。

　最後ですけれども、日ごろからの備えといいます

か、急変というのはいつでも起こり得ますので、ご

家族の間で、またご本人の意識があればもちろんご

本人も含めて、急変時にどうするか、ご本人がどう

したいのかというふうなご家族の意見をまとめておく

のはすごく大事なことです。

　カリフォルニアの娘症候群とか、カリフォルニアの

親戚とかいう言葉を聞かれた方もおられるかもしれ

ませんが、我々はいつもこれを気にして、この方に

カリフォルニアの娘はいないのかという話をします。

これはどういうことかというと、ふだんは全然病院

にも来ないのに、いざ何かあったときにだけ出てき

て、何やっているんだと後からクレームじみたことを

言ってくるのがこのカリフォルニアの娘です。熊本で

いうと、東京とか大阪の大都会に住んでいる親戚が

後からやってくるということです。だから、こういう

人も含めて意見をまとめてくださいという話を伝えて

います。

　かかりつけ医との連携もそうです。そういった意

向を踏まえて、何かあったときどうするのかという医

療的なアドバイスをしていただくのがこの方ですの

で、どういうふうに連携をとっていくのかというのは

考えないといけないでしょう。

　お薬は、特に我々のように一見さんが来られる病

院では、ものすごく大事です。この方が何の病気を

持っていて、今どういう薬を飲んでいるのかという

のを明確に示していただけるご家族というのは、私

どもの経験上ほとんどいません。ですから、できれ

ばふだんお元気なときに、こういったものを紙１枚

にでもいいですからまとめておいて、何かあったとき

にはこれを病院に持っていくということも、治療をす

るときにはすごく大事になってきますので、少し念頭
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に置いていただきたいと思います。

　一応15分という持ち時間なのでこれで終わります

が、今日私がお話したところは、救急車を呼ぶとい

うことはどういうことなのか。全力投球で、決して

妥協はしませんということですね。これを覚えてお

いてください。そして、救急病院に運ばれることは

当然望まれない治療をされる可能性もあります。た

だ、我 と々しては、急変時にそういう受け入れの時

間を与えてあげると、比較的受け入れられていると

いう実感があります。病院で亡くなると、実際には

ＣＴを撮ったり、警察が来たりというような、ふだん

ご自宅や施設でお看取りしたときにはないようなこと

があるということも知っていただきたい。一般市民

の方にこういったことを教育するというのも大事かも

しれません。あとは、日ごろからの備えとして、今

言いましたように、皆さんで意見を統一するというこ

とと、かかりつけ医との連携ですね。あと、その後

の治療につなげるというところまでいくのであれば、

持病やお薬の内容を把握するだけではなく、それを

記載しておいていただくとすごくありがたいです。「何

となく血圧が高いと言われていたような、どうのこう

の……」というような感じでは、なかなか治療に結

びつかないこともありますので、具体的に記載して

おくというのも非常に大切だと思います。

　以上です。ありがとうございました。（拍手）

佐藤：奥本さん、時間厳守をありがとうございます。

　救急というとどうしても、看取りという点から考え

ると、ちょっと言葉が悪いですが、悪というか、救

急に運ぶことに対してネガティブなイメージがありま

すが、家族が受け入れる時間をつくるという意味に

おいてはポジティブな面もあるということが印象に

残りました。

　それでは、小山さん、次にお願いいたします。

小山：横浜から参りました、グリーンヒル泉・横浜

で施設ケアマネジャーをしております小山と申しま

す。よろしくお願いいたします。奥本先生が非常

にきれいに15分でまとめられたので、かなりプレッ

シャーとなっていますけれども、時間が足りなくなる

といけないので、早速進めていきたいと思います。

　まず、地域包括ケアという言葉が、皆さんの中で

非常に大きくなってきたときに、脱施設化や脱病院

化という形で、施設と在宅というのが反対のベクト

ル、相反するものというイメージの風潮が若干出て

きたかなと思っています。でも、実際、特養のホス

ピス機能としてのポテンシャルを考えたら、実はそう

ではないのではないかと。相反するものではなくて、

お互い補完し合えるものではないかということを今

回は皆さんにお伝えしたく、発表させていただきま

す。

　特養等の看取りが増えれば、数としては、ほか

のところでの看取りの数が減るのかもしれないです

が、ただ、質の部分では、特養の看取りの質が上

がれば、在宅や病院、ひいては地域の看取りの質

も上げられるのではということをお伝えしようと思い

ます。

　簡単に、私が勤めている施設ですけれども、

2005年４月に横浜市で初めての全室個室ユニット

ケアの特養として、ショートステイを含めて135床で

オープンしております。そして、2006年に看取り介

護加算、重度化対応加算というものが制定されまし

たが、看取り介護ができるようになったのは2008年

で、開所から約３年かかりました。その翌年には、

ターミナルケアの対象者の中にがんの方も含まれる

ようになってきて、年によってばらつきはありますが、

大体年間20名前後の方を施設の中で最期までお世

話をしております。

　勤務職員は、いわゆる一般的な特養と同じような

職員構成で、特に医療的に厚いこともありません。
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医師は嘱託の非常勤ですし、看護職員の夜勤もやっ

ておりません。あと、施設オーナーも地主さんでし

て、特に医療法人等のバックアップもありません。

　こちらが施設の外観です。横浜ということで、皆

さんとてもおしゃれな港町というイメージを持たれて

いるかもしれないですけれども、施設の周りはこの

ように田園風景が広がっております。結構酪農とか

も盛んに行われておりまして、排泄介助の後で窓を

あけたら、今度は外から動物のにおいが入ってくる

ということもあります。

　そんな中で看取りを始めるまでの障壁、ハードル

ですけれども、やはり死亡診断をしていただける医

師の確保が一番問題となりました。配置医師で入っ

てきている先生が病院の勤務医でしたので、時間

的制約があるということ。あと、看護師も夜勤をし

ていない。その不安を介護職員も感じておりました。

新しい施設ですし、スキルもありません。夜勤が怖

いですとか、亡くなる方に接するのがショックである

とか、介護職員は何もできないとかという恐怖心が

あったかと思います。あと、事務的諸手続の不足と

いうことで、各種書類の整備も苦労しました。

　それでも看取りを始めた理由ですが、医療制度、

診療報酬制度も変わってまいりまして、長期入院が

困難になってくる中で、医療機関と良好な関係を保

つためには看取りがどうしても必要であると考えまし

た。それと、介護保険改正による看取り介護加算

等が始まりまして、佐藤さんみたいな新聞でもいろ

いろとそのような記事が出てくると、ご家族からの

要望等、やるんでしょうみたいな声が上がってきまし

た。あと、本人、家族からのニーズの高まりです。

　あと、一番私が動かされた理由ですけれども、

勤務している職員からの「最後の最後になって救急

車で病院に行って、わけのわからないうちに退所に

なって、お部屋があいていたというよりは、最期どう

いうふうにその方がお亡くなりになったかというのを

見たい」という声が、やはり大きかったと思います。

　実際に準備したことですけれども、まず死亡診

断をしていただける医師を探すということで、配置

医師とは別に在宅療養支援診療所のドクターに１軒

１軒挨拶回りをして、協力していただけないかという

直談判をしていきました。中にはストーカー呼ばわり

をされてしまったというケースもありました。

　そして、所轄行政機関への問い合わせですが、

消防や警察にも問い合わせてみて、救急搬送時の、

先ほど奥本先生が言われた扱いについても学びまし

た。そこで、警察、消防ともに、医師法第20条の

死亡診断に関しての誤った認識があるということも

わかりました。

　あと、各種書類等をつくりました。こちらは、イ

ンターネットはほんとうに便利だなと改めて思いまし

た。ただし、書類の文面に関しては、全部自分で

一つ一つ言葉を選ぶようにして、説明のときに自分

の気持ちを伝えられるように工夫しました。

　あとは書いてあるとおりですけれども、協力業者

との関係というのでは、葬儀業者さんと仲よくなっ

て、ほかの病院ではどうなのとか、ほかの施設では

どうしているのというアドバイスをいただいたり、急

に必要になった医療機器をレンタルできるかどうか

という形で、レンタル業者さんとも契約を結びまし

た。

　また、「内部へのコンセンサスを得る」と格好いい

ことが書いてあるのですが、平たく言えば、根回し

をいかにするかです。「今日は看護師さん機嫌が悪

いから、明日ちょっと相談してみなよ」と言ったり、

「今日は巨人が勝ったから、施設長、今日だったら

いいよ。言ってみな」という根回しですね。

　実際に看取り介護を始めてみました。そうすると、

やはり大きな変化が一つ一つあらわれました。まず、

介護職員から、怖かったけれども最期に立ち会えて

よかったというような発言が出てきたり、新しい医

療処置の内容を知ることができたり、他の機関との

連携ができました。あと、こちらが大きいかと思う

のですが、ターミナルケアを経験して、職員がなれ

てくると、今まで断ってきたであろう対象の方が入所

されたり、ショートステイの受け入れができたりとい

うような変化が起きました。格好よく言えば、経験

値が上がるんですけれども、言いかえると麻痺して

きたという感じですかね。
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　そして、看取りを通じて地域との連携も生まれま

した。後のシンポジウムでも触れると思うのですが、

介護施設と病院との合同研修を行ったり、病院以外

にも診療所、在宅サービス、施設サービス等が合同

で、人生の最終段階にどうやって対応するかという

のを考えるプロジェクトを進めたり、おもしろいとこ

ろでは、県立がんセンターとも協力をして、介護職

員が緩和ケア病棟で１日実習で働かせてもらったり

ということを交渉して行いました。あと、専門学校

の生徒に対する看取りの出張授業など、こういう形

で地域のほうにも広がりが出てきました。人生の最

終段階に対応できる地域医療として、各施設、各事

業所等も連携して行っております。人生の最終段階、

終末期において、看取りについてみんなが相談でき

る体制を、医療職、介護職で構築しようというよう

なことを現在、横浜の一部のエリアで行っておりま

す。

　救急医療との関係性の変化も生まれました。看取

りを行わない施設では、死亡診断のために望まれな

いのに最期を救急搬送してしまうということがあっ

たのですが、これは３次救急のマンパワーやベッド

を浪費してしまうということで、施設で看取りが最期

まで行われれば、これらを少しでも助けられること

ができるのではと思いました。

　なおかつ、入居者の背景には、同居はしていなく

ても、多くの親類の方々がいらっしゃいます。この

方々にも救急医療に対しての説明を行うことで、市

民に対する救急医療についての教育効果もあるの

ではと思います。

　あと、在宅医療にも変化が与えられたと思います。

特養のほうで技術、スキルが構築されたことで、ま

だまだ大変課題は多いのですが、少しはターミナル

ケア中の方のショートステイ受け入れができるように

なってくると、レスパイトのショートステイで、在宅

で疲弊してしまった家族のサポートができるように

なったかと思います。

　もう一点、特養という社会福祉法人の性格上、地

域の在宅のヘルパーさんに対する教育の場の提供も

できるのではと思います。現に個人情報使用同意書

では、実習生の教育機関としての特養の使命も明記

しております。

　また、一般市民、国民への影響もあるかと思いま

す。入居者さんの裏側には多くの親類者がおりまし

て、その方々が看取りを経験することで、自分たち

のほかの家族を看取るときの参考になると思います。

あと、報道等にのって広く皆さんに伝え渡ることで、

市民に対するデス・エデュケーション効果も上がるの

ではないかと思います。

　これらのことを踏まえると、在宅の医師、病院等

との協力によって特養の技術やレベルが上がること

で、在宅もまたレベルが上がってきて、イコールフッ

ティングとして同じようにいい関係性が結ばれるん

じゃないかなと思っております。なので、在宅サービ

ス、施設、病院、往診医、企業等が連携をするこ

とで、地域の可能性というのはこのように大きくなり

まして、この可能性を広げるためにも、より連携が

必要であると思っております。

　ただ、実際、制度上の課題は多くありまして、特

養入所者に対して、配置医師の制度として、まだと

れない診療報酬の問題があります。あと、医療行為

です。医療のデバイスが上がってきて、いろいろな

医療が在宅に入ってきても、まだまだ介護職員には

できない医療行為が多くあります。なおかつ、現在

の喀たん吸引制度は、特養等では介護職員を看護

助手とする扱いが増えてきたのではないかと思いま

す。

　あと、リビングウイルで尊厳死を希望されていた

としても、医師の診断を受けていない状況では、救

急搬送を頼まざるを得ないという状況もあります。

ただ、特養にはすぐにでも心臓がとまりそうな方が

多くいらっしゃいます。100歳を超えた方は、死の前

兆がなくても「お休みなさい」と言って、ほんとうに

永遠にお休みになる方も非常に多くいらっしゃいま

す。その中で最期を救急搬送もせずに看取るという

のは、大きなストレスもありますし、訴訟リスクもあ

ります。

　仮にこれをやったとしても、看取り介護加算の報

酬を考えると、これだと加算がとれない状況なので、
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リスクが高いわりにコストがかかってしまうという状

況です。なので、今後の展望として、看取り介護に

対する正当な加算評価、こちらは看取った最期だけ

ではなく、体制を整えておくというだけでも看取りの

加算評価をしていただけたらと思います。

　あと、リビングウイルや尊厳死に対する法的整備、

こちらはガイドラインがいろいろありますが、どれも

法的拘束力はないということで、どれに従ったらい

いのか、どれをガイドとしていいのか、非常に混沌

としております。

　また、クラウド上にカルテをアップすることによる

看取り医師の輪番制度の提案は、特養等、一定の

施設であれば常に記録等がきちんとありますので、

終末期という診断を医師から下されたら、クラウド上

にカルテをアップして、配置医師が死亡診断をでき

ないときには、地域で輪番制で看取り死亡診断をし

ていただける医師の体制を確保する。これは特区対

応等でできるのではないかと考えております。

　では、短くなりましたが、私の発表はこれで終了

したいと思います。ありがとうございました。（拍手）

佐藤：小山さん、ありがとうございました。

　実は、私は小山さんの施設には多分10回以上取

材にお邪魔して、いろいろとお話を聞いています。

ほんとうにすごくオープンな施設で、もちろんマスコ

ミだけでなく、地域に対して開かれた施設だという

印象を受けました。

　それでは、竹熊さんのホームホスピスについて、

よろしくお願いします。

竹熊：皆さん、こんにちは。熊本でホームホスピス

という活動を行っております「われもこう」の竹熊で

す。

　今日、午前中にもしかして見に来てくださった方も

おられるのではないかと思いますが、正式名称は、

ＮＰＯ法人老いと病いの文化研究所われもこうとい

います。私たちは制度上の施設ではありません。な

ので、この介護保険推進の全国サミットに、よく私

たちを呼んでくださったなと熊本市の懐の深さに非

常に感銘を受けております。今日は、私たちが今

やっているホームホスピスの活動を、具体的にどん

なケアを行っているのか、どんな看取りを行ってい

るのか、そのことがどんなふうに影響を及ぼしてい

くのかということを、簡単にお話ができればと思っ

ています。

　私は写真をいっぱいつけています。この中に用い

ている写真は全て、ご本人はもう亡くなっています

ので許可が得られないのですが、ご家族にこのよう

な場で使わせてもらうということの許可は得ておりま

す。発表の場になると、目を隠したり、色をぼかし

たりということがありますが、それだと、私たちを

今利用されている方たちの表情とかが全くわからな

くなってしまいます。それはご家族も望んでおられ

ることではありませんので、そのままの状態の写真

を使わせていただきたいと思います。

　ちなみにこれは、名前の由来のワレモコウという

花ですが、これは阿蘇の山野に咲いている小指ぐ

らいの小さい赤い花で、お茶の花などに使われてい

ます。われもこうありたいとか、私も赤い花なんです

よという、自己主張する意味があって名づけられた

花だそうです。その意味がとても好きで、私たちは

ホームホスピス「われもこう」として、この花の名前

を使っています。

　これを最初にお見せします。これは死後２時間

経っています。「われもこう」の一番最初の入居者の

方で、脳外科の先生でした。うちには病院から来ら

れたのですが、私たちのところで、最期はどんな洋

服を着ていようかとか、葬式はどんなふうにしようか

とか、遺影はどうしようかとか、どんな音楽をかけ

ようかとか、いろいろな話をご家族としていました。
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亡くなった後にも先生らしく、やっぱり白衣を着てい

ようねと言うので、白衣を着せたら、とてもいい表

情だったものですから、もったいないと思って、奥

様と最後のツーショットという形で写真を撮らせてい

ただきました。

　この写真は、ほんとうに私のところの結論でもあ

るのですが、お通夜と葬儀をおうちでされましたと

きに、葬儀の喪主であられたこの奥様がご挨拶で

言われたのが、先生はインフルエンザ脳症で気管切

開とマーゲンチューブをつけておられたんですけれ

ども、そういう介護の重い状態になったのは夫の本

意ではなかったかもしれないと。だけれども、そう

ならなかったら出会うことがなかった人に私は出会

うことができました、ありがとうございましたという

ことを、最後の最後に言われました。

　私たちがどんなふうな活動を行っているのかとい

うことを、この住まい方、暮らしということ、看取り

ということ、もう一つ、地域との連携ということも交

えて、写真をもとにしてお話をしたいと思います。

　これは全国の病院死と在宅死の推移で、よくごら

んになっていると思いますけれども、今病院で亡く

なる方が８割、ご自宅というのは１割で、施設が残

りの１割、２割ぐらいと言われています。この状態

はおそらく変わらないだろうと言われているのです

が、社会の状態としてどうかということは、さっき

の基調講演でもありましたけれども、人口は減って

いく、子供は減っていきますから、高齢者は同じ割

合ですが高齢化率は上がってくると言われています。

それと、熊本でもそうですけれども、単独世帯と高

齢者の老夫婦世帯というのは増えております。特に

地方都市においては老老夫婦世帯がものすごく増加

しております。

　そんな中で、これから先、看取りの場所がどんな

ふうになっていくのか。これは厚労省が将来推計と

して出しているものですけれども、病院のベッド数

は変わらない。独居や老老夫婦２人世帯で、自宅

で看取っていけるかというと、なかなかそれは増え

ていかないだろうと思われます。それから介護施設、

小山さんのところなどの施設もお金がかかりますか

ら、もちろんそんなに大きくは増えていかないだろう

と。じゃあ、その他のこの47万人の人たちがどこで

どんなふうに亡くなっていくのか、今大きな問題に

なっていると言われています。

　私たちが考える看取り、平穏な死というのは、命

の長さとか介護の期間だけでは決してなくて、本人

がもう十分生きたと思えることでしょうし、家族が

満足できる介護だったとか納得できる生き方だった

ということでしょう。その人が生きたことに納得で

きる、家族が満足できることだと思っています。私

たちはホームホスピスを行っていますけれども、そ

れは決して、死に場所、看取りの場所ということだ

けではなくて、死ぬときまで生きていく場所なので、

その中で生活をしていくということが一番大事なの

ではないかと思っています。

　何でこのホームホスピス「われもこう」をつくった

のかといいますと、私たちの名称にもありますよう

に、老いることとか病を持つこと、障害を持つこと

というのは、誰にでも与えられることです。そういう

状態になったときに、どんな場所や人、システムが

あったら、その人らしく人生を全うすることができる

のだろうかということを考えながら、その選択肢の

一つとして、ホームホスピスということを行っていま

す。

　このホームホスピスがあることで、今まで活動を

５年近くしていますけれども、どんなふうに変わって

きたのかということも少しお話をしたいと思います。

　まず、ホームホスピス、これは私たちがつくった

造語です。始まりは、宮崎に「母さんの家」という
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ホームホスピスがありますが、10年経ちました。そ

こでは、宮崎にまず緩和ケア病棟、ホスピス病棟を

つくろうという動きから、「宮崎にホスピス病棟」で

はなく「宮崎をホスピスにしたい」というまちづくり

の中で、みんなでそこで亡くなっていくことができれ

ばいいなという考え方、理念のもとに行われていた

活動です。私たちはそこへ見学に行き、その活動を

ちょっとまねしながら熊本の地でやっているわけで

す。

　「ホーム」は、単に家や地域を意味するだけでは

なくて、その人が安心できる居場所として用いていま

す。それから、「ホスピス」というのは、おもてなし

という意味で、その人が安心して、望む場所で望む

ように生を全うできるように、いろいろな医療や介

護と連携して最期の看取りを行っていこうという活動

です。

　ここから、少し写真に入ります。ほんとうの自宅

ではありませんが、住みなれた我が家のような、介

護が必要な人にとって最期のときまで安心して過ご

せるもう一つの家、もう一つの居場所というふうに、

私たちはホームホスピスを定義しています。このホー

ムホスピスは、望めば最後までいることができます

し、１軒に大体５ないし６人で、普通の家ですから

ほんとうに小規模です。ほんとうの自宅ではないで

すが、ケアつきの居場所。

　それから、「2.5人称の関係」と書いていますけれ

ども、私のことではない、家族のあなたのことでも

ない、だけど３人称の他人のことでもない、2.5人称

という家族のような関係で、近所の人のボランティア

だけでもない、ケアのプロだけでもないようなかか

わり方を行っています。それから、普通の家ですか

ら、普通の家の音やにおいがします。そういう家の

中で、その人らしい生活を整えていくことができま

す。

　これは、熊本市の校区単位の高齢化率です。赤

いところが高いところですが、熊本市だけを見てみ

ても、こんなふうにして高齢化率の高いところと低

いところがあります。西区に「われもこう薬師」が

最初にできまして、城山地区というここら辺ですが、

この辺は高齢化率が平均的な23％ぐらいのところで

す。こっちの大江のほうは高齢化率14％で、この青

いところです。だけど、この黄色い城山地区という

ところで「われもこう薬師」をしていますが、私たち

の集落、生活圏域として高齢者、お年寄りが歩いて

いけるだけの範囲を見てみると、高齢化率は50％超

えています。薬師のところの集落は57％でした。

　どんなシステムになっているかといいますと、普

通の家があって、そこからデイサービスにも行きます

し、主治医の先生がそれぞれにおられまして、ケア

マネジャーもそれぞれにいます。訪看が来て、訪問

入浴が来てというように、いろいろな職種の方がか

かわっています。昨日調べてみたら、１軒の家に20

カ所ぐらいの事業所がかかわっていました。

　ここが玄関です。ほんとうに普通の家です。母屋

があって、小屋が２軒ありまして、その裏に畑があ

ります。畑も最初はスタッフがしようかと思っていた

のですが、技術的にできなかったものですから、近

所の人が見るに見かねて畑の仕事を手伝ってくれて、

そのうち近所の人たちが全部畑のことは担ってくれ

ています。ケアのほうは、家の中でスタッフが行って

いて、それから家族もここにやってくるというような

感じです。

　ほんとに普通の家ですけれども、空き家でした。

今、熊本が一番持ち家率と空き家率が高いというの

がこの間ニュースで出ていましたが、空き家って人

が住まないとどんどん古くなってくるんですよね。こ

の家も７年ぐらい空き家でしたから、雨漏りはする

わ、床は抜けそうになっているところもあるわでし

た。でも、その補修、改修をして、こんなふうにし

て住むようになりました。人が住むと家は生きてきま

す。これはそのまま茶の間ですが、畳はかえました。

風呂だけは昔の家でしたので、段差はあるし、暗い

し、ナメクジがいるようなところでしたから、ユニッ

トバスに改修をしています。これは台所です。水屋

や食器などはそのままお借りしています。最初こうい

う施設を建てようと思ったら、この什器にかかる費

用とか、それこそ何千万単位でかかると思いますが、

最初の初期投資というのは、この家の改修だけで済
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んでいます。

　これは、「われもこう」に入居されたおばあちゃん

ですけれども、グループホームで脳梗塞を起こされ

て、救急病院に搬送されて、救急病院でもう亡くな

りそうになっていたのですが、そこで亡くなるのは

あんまりだということで、うちの「われもこう」に連

れてこられました。この状態で、脳梗塞で右が麻痺

だと言われていたんですけれども、これほんとうは

動画だったのですが、お孫さんが送ってきたプリン

を右手でさじを持って食べています。皮をむくのは難

しかったですけれども、こんなふうにして食べるこ

とができるようになっています。

　この方も認知症のひどかったおばあちゃんです。

娘さんがうちに来られてお母さんを預けていくときに

「お母さん、ここにおってね」と言いながら、でもほ

んとうは自分が見たかったものだから、涙、涙だっ

たんですけれども、この認知症のひどいおばあちゃ

んが娘に向かって「何とかなる」と大きな声で言わ

れました。私たちも心配しながらだったのですが、

翌朝目が覚めたら仏壇の前に座って、「こら、よか

仏壇なあ」と言いながら、手を合わせておられたと

ころです。

　横の写真はデイサービスを待っていたときに撮っ

たのですが、これは亡くなる10日ぐらい前の写真で

す。これは亡くなる前日の写真です。97歳ぐらいで

したから、息子さんも70を超えていらしたんですけ

れども、息子さんに肩もみをされて、うれしそうにさ

れておられるところです。小さいおばあちゃんでした

から、畳の上に布団を敷いて、その中にみんなが添

い寝したり、こたつみたいに足を突っ込んで、孫や

らひ孫やらがわあわあ言いながら、ここで最期は静

かに亡くなっていかれました。

　先ほど最初にお見せした先生のお写真ですけれ

ども、病院ではマーゲンチューブをして、気管カ

ニューレというカテーテルが入っていましたから、拘

束のミトン、手袋をつけておられたんです。病院か

ら来て最初にしたことは、その手袋を外しました。

私たちは普通の小さい家ですから、動かれる気配

でわかります。なので、この手袋を外した後に何さ

れるかなと思って見ていたら、管が入っているからも

ぞもぞしますよね。だから、鼻くそをほじって、ベッ

ドのそばにぽんぽんと捨てられたり、頭をかかれた

り、目頭をこうしてかかれたりと、それだけで済みま

した。２カ月後、息子さんがピアニストだったので、

ピアノのコンサートを近くでしたんですけれども、そ

のときにびっくりしたのが、曲と曲の合い間に拍手

をしておられました。そういうふうになられました。

　これは、デイサービスに出かける前に撮った写真

です。

　これは「一緒に撮りたい」と言って、うちのスタッ

フ、独身の女性３人が、先生と一緒に撮っています。

４年半うちにおられましたので、スタッフが最後の申

し送りのときに「私たちは先生の最終講義を受ける

ことができました」と言ってくれました。そんなふう

にして、ホームホスピスでみんなでケアをしていくと、

そこからみんなでまた学んでいくことも多くなってく

るかなと思います。

　何でこのホームホスピスで笑顔が増えていくのか

ということを考えますと、一つは高齢の認知症など

の人は特に、リロケーションダメージが非常に小さい

のではないかと思われます。それと、私たちは看取

りの主役は家族だと思っています。その家族を支援

するということに力を入れています。そうすると、人

間関係とか、家族との関係性が保たれてきます。高

齢であればあるほど、それまでの嫁姑の関係、兄

弟の関係、夫婦のいざこざなど、いろいろなことが

ありますが、そのことが介護する期間に許されてく

るというようなことも生まれてきます。それと、家族
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のきずなが非常に強くなってきます。

　暮らしの中では、それまでのその人の暮らし方と

いうのを整えやすいということもあります。これは地

域のことですけれども、今日来られた方は見られた

と思いますが、これはうちの「われもこう」に来る角

の道です。ここはほんとうは角張っていたのですが、

ここから訪問入浴の車やデイの車が来ますので、車

が通りにくかろうとここを丸く隅切りをしてくださった

んですよ。こんなふうにして、地域の中でも気遣い

が生まれてきます。看取っていく中で、このような関

係性が生まれてきます。家族の力、それから地域の

力というのが、このホームホスピスを行っていくこと

で強くなっていくのではないかなと思います。

　これは、近くのデイサービスでしたお花見の写真

ですが、この中には入居者さん、スタッフ、ご家族、

それから地域の人たちも含めて皆さんで。ここのデイ

の人たちは遠くにバスに乗って花見に行かれるので

すが、私たちはここに車椅子を押して、ほんとうに

お花だけ見に行っています。

　これが、今全国にあるホームホスピスでして、だ

いぶ増えました。全国に今17カ所ぐらいと言われて

いまして、それぞれのホームホスピスが、その地域

の中で２軒、３軒とつくっているところもあります。

だけれども、それぞれの地域の特色によって、ホー

ムホスピスの活動の内容というのは少しずつ変わっ

ています。少しずつ増えているところです。

　以上です。ありがとうございました。（拍手）

佐藤：竹熊さん、ありがとうございました。

　私も今日午前中に「われもこう」さんにお邪魔しま

した。ほんとうに地域の中にすごく溶け込んでいて、

ホームホスピスという言葉から来るイメージと全然

違って、ほんとうに民家の中で、看取りが地域の中

でされているという印象を受けました。また、その

辺の話はディスカッションのほうで詳しくお聞きした

いと思います。

　それでは、最後にオブザーバーでいらっしゃって

います厚生労働省の佐々木さんから、国の政策の現

状あたりを中心に、10分程度でよろしくお願いいた

します。

佐々木：ただいまご紹介いただきました厚生労働省

の佐々木でございます。

　今日はオブザーバーということでしたけれども、

せっかくなので私からもプレゼンをしたいと思って、

皆さんの資料は白黒になってしまいましたけれども、

用意いたしました。

　今、佐藤さんを含めて４名の方からお話がありま

した。改めてほんとうにさまざまな死の迎え方があ

るということを痛感いたしました。ここには今200人

余りの方がいらっしゃいますが、必ず共通して言え

ることが三つあります。一つ目、皆さんは必ず亡く

なります。二つ目、皆さんには必ず２人の実の父親、

実の母親があります。生物である以上、そうです。

そして、三つ目、皆さんには必ず４人の実の祖父母

がいらっしゃいます。既に家族、肉親の死を迎えら

れた方、そういう場面に立ち会われた方がほとんど

だと思います。

　私は昔、内科の臨床医をしておりましたので、そ

のときに34名の方の最期をご家族の方とともに迎え

ることがありました。ですので、今は行政官をして

おりますけれども、さっきのご家族がそろうまで一

生懸命心臓マッサージをしたりというのは、非常に

我がこととして痛感いたしました。そうした経験も

あわせて、「看取りのあるべき姿～あなたはどこで最

期を迎えますか～」に関連する今の厚生労働省の話

もご紹介したいと思います。

　厚生労働省では、昭和のころから終末期医療に

ついて、今は「人生の最終段階における医療」とい

う言い方をしていますが、これだけの検討を重ねて
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まいりました。平成12年度からは介護保険が始まり、

その中で、先ほどの小山さんのような取り組みも進

んでまいりましたし、また今は介護保険制度だけで

は不十分ではないかということで、先ほどの竹熊さ

んの取り組みが始まったものと思います。

　こうした中で厚生労働省は、このような検討を５

年に１度進めるだけではなく、人生の最終段階にお

ける医療で、どうやって自分自身が意思決定をして

いくのか。この場合は基本的に医療機関を対象にし

ていますが、医療従事者がどうやって本人のお気持

ちを引き出すのかということを、７年前にガイドライ

ンの形でまとめました。

　ここは重要なのでご説明します。まず、ご本人の

意思が確認できる場合、基本的にその方のご意思

に従って医療をすべきではないかということです。

このガイドライン上は、ご家族の意思は基本的には

関係しません。もちろんご家族との丁寧なコミュニ

ケーションを築き上げるというのは大事ですけれど

も、あくまでもご本人の意思が前提で、そのご本人

の意思が確認できない場合に限り、ご家族がご本

人の意思を推定するという役割になっております。こ

こが非常に重要なポイントとなります。

　参考までに申し上げますが、昨年来、国会議員

の中で、俗に尊厳死法案という言い方をしますけれ

ども、ご本人の意思を尊重する形で、書面に残した

場合はそれを尊重し、刑事・民事の責任を問われな

いという法案をつくる動きがありますが、その中で

規定されているのはここだけで、ご本人の意思が確

認できない場合のご家族によるご本人の意思の推定

というのは入っておりません。参考までに紹介してお

きます。

　こうした中で、先ほど奥本先生の話に法的な位置

づけはどうかというのがありましたけれども、実は

あんまり法的な位置づけを明確に解釈する場面はあ

りません。ただ、平成19年にこの厚生労働省のガイ

ドラインができて以降、こうした形で本人の意思に

沿って治療をそもそも行わない、またはその治療を

ご本人の意思に従って中止したというので、逮捕、

起訴された事例はないという状況です。

　今申し上げたガイドラインについては、厚生労働

省がお示ししただけではなく、多くの医師会や病院

団体、さらには学会も基本的には同じ考え方です。

まず、昭和のころからの議論だったというのがポイ

ントの一つ目で、ガイドラインというものをつくった

というのが二つ目です。

　先ほどポイントの一つ目で、５年に１度、厚生労

働省が検討を重ねているということを申し上げまし

たが、直近では今年の３月に検討報告がまとまりま

した。このメンバーでご議論いただきました。その

間、昨年３月に国民の皆さんに調査をさせていただ

きました。その中で明らかになったことは、「ご家族

と話し合ったことがあるか」「ない」。ただ、別の見

方をすれば、自分が亡くなる場面を家族と話し合っ

たことがある人が、逆に４割はいると。こういう見方

もできると思います。正直私は、４割もいたのかと

いう感想でした。書面で残すということについては、

約７割の方が賛成をしておられる一方で、３％ほど

の方しか実際には書面を作成していないということ

もわかりました。それを法律で定めるか、先ほど国

会議員の間での立法の話がありましたが、これは定

めになくてもよいのではないかという方が４割から５

割近くいるという結果もわかりました。また、さまざ

まな場面に応じてどういう治療を受けるのか、これ

も認知症や末期がんだとか、四つのケースについて

まとめています。そして、患者さんや介護保険施設

の話し合いの実態や、平成19年にできたガイドライ

ンをどれだけ医療者の方は使っていらっしゃるのか

という結果もまとめております。

　今申し上げたことを含めて、この報告書にまとめ

ていただきましたけれども、その中でまず、考える

ことができる機会をできるだけ多く確保しようと。

これは先ほどの佐藤さんから始まる４名のいずれの

方にも共通したメッセージでしたが、私どもも同じ

ことの提言を受けております。また、現実的にはや

はり医療機関で亡くなる方が多いわけですから、医

療の提供体制、もっと言うと、亡くなる場面が病院、

医療機関でなくとも、それまでの期間にかかってい

るとき、そこでどうご本人、ご家族にそのことを考
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えていただけるのか、そのことも含めての提言にな

ります。

　それを受けて、今年度全国10カ所で、どうやった

らご本人のお気持ちを引き出すことができるのか、

そのモデル事業を進めているところです。10カ所

ですが７倍以上の申し込みがありました。採点など

していただいた結果10カ所に行っていただくことに

なったわけですが、７倍以上の倍率だったというこ

とも私からすれば、今これだけ少なくとも医療の現

場の方は、そのことに強い関心、直面しているとい

うことを感じました。この結果は年度末にまとめて、

皆さんに還元できると思います。

　これは先ほどのモデル事業の目的です。今申し上

げてきたことはさまざまな形で厚生労働省、行政が

取り組みますが、それはあくまでもご本人の意思、

そしてそれを支える家族との関係の上に成り立って

いるので、それをどうやって、制度の形にするのが

よいのか、それとも、こうしてできるだけ多くお知ら

せするという形がよいのか。それは、今後時代とと

もに変わってくるでしょうし、個々のケースによって

も違うわけですから、そのためには多くの議論をさ

らに広めていくことが必要だと思っております。

　これは事業内容とか、先ほどの繰り返しになるの

で省略いたしますけれども、全てモデル事業の資料

になっております。こうしてディスカッションをした内

容などもあります。ご興味があれば、このモデル事

業名で情報発信をその都度しておりますので、ご参

考にしていただければと思います。

　以上、私のほうから、同じ思いでいるということ、

そしてそれに対して今厚生労働省が取り組んでいる

こと、これまでの議論の経過をご紹介申し上げまし

て、私からのプレゼンといたします。どうもありがと

うございました。（拍手）

佐藤：佐々木さん、ありがとうございました。そして、

４人の先生方、改めてありがとうございました。

　それでは次に、この４人の先生方を交えてパネ

ルディスカッションに移りたいと思います。大きなポ

イントとして四つほど論点を考えました。まず初め

に、地域での看取りを広げていくという意味におい

ては、いわゆる望まれない救急搬送というものを減

らしていかないといけないということで、望まれな

い救急搬送を防ぐにはという点。２点目に、それに

関連してリビングウイル、事前指定書の制度化につ

いて、今、佐々木さんからもお話がありましたけれ

ども、どう考えたらいいのかという問題。３点目に、

地域での看取りを広げていく上での苦労ですね。何

が課題なのか。小山さんとか竹熊さんを中心に議論

を深めたいと思います。最後の４点目は、地域連携

や医療と介護の連携は看取りを広めていく上で大事

だと思いますが、それをしていくにはどうしたらいい

のか。大きく四つ考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

　それでは、最初の救急搬送の問題ですが、いわ

ゆる自宅での看取りということを決めた場合でも、

例えばご家族が慌ててしまい救急車を呼んでしまっ

て、在宅の先生がいらっしゃるのに救急病院で亡く

なられたというケースも、私も実際、取材で聞いた

ことがあります。もちろんそういうときには、一般市

民はパニックになってしまってということもあるとは

思いますが、やっぱり一般市民が地域で看取る、自

宅で看取る、あるいは施設で看取るという覚悟を持

つということも大事なのかなと思います。

　それと同時に、小山さんのグリーンヒルさんの取

り組みを教えていただきたいのですが、入所された

方に対して救命措置についての希望確認をされてい

るとお聞きしたんですけれども、その辺の中身とか、

されていく上でのご苦労などの話をしていただけま

すでしょうか。

小山：当施設の場合ですけれども、高齢者をお預か

りしているということで、いつ何時容体が変わられ

るか非常にわからない、急展開で状況が変わるとい

うことを踏まえまして、入所してすぐに、救急搬送

が必要な状況になったときに、どこまでの医療を望

まれているかというのを、事前に書類に起こして残

しておくようにしております。これに関しては随時見

直しができるようにしています。

　その際、最初に所轄の消防署の救急隊員等と相

談をしたときに、心肺蘇生は救急車を呼んだら有無
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を言わせずやりますよということだったので、それは

ご家族にきちんと説明をしております。ただ、今は

救急救命士の資格を持った隊員であれば、送管を

してアンビを使っての人工呼吸、また、ルートを確

保しての昇圧剤、アドレナリン等の投与というもの

に関しては医師と相談の上、実行するということで、

こちらを希望されているかどうかは事前に聞いてお

いてくださいというお話があったので、それをきちん

とご家族に説明をし、救急医療に関する用語説明

等の資料集もつくった上で、また別の書類に記入を

してもらっております。

　そして、救急搬送された後、病院に着いてからど

こまでの医療行為を望むのかということに関しても

書類を起こしているのですが、このような取り組み

がだんだんと周知されてくると、今度は横浜市消防

局本局の消防司令補の方が施設に来られて、市で

統一したそういう書式ができるかどうかという検討

段階に入っております。ある程度地域で共通した書

式をつくって、救急医療に対してどのように介護施

設から情報のパスができるかというのを検討してい

きましょうという動きが今だんだんと大きくなってき

ております。

佐藤：小山さん、ありがとうございました。

　それに対して、奥本先生にお聞きしたいのです

が、例えばそういう気管内送管をしないでほしいと

かいった希望を書いた書式が来た場合、奥本先生

は救急救命センターとして、どこまで考慮をされて

治療をされるのか、その辺の具体的な実例を交えて

お話をお願いします。

奥本：そうですね。これはそこで対応した医師の裁

量になってしまいます。明確にそういう規定された

書式があるわけでもないですし、我々受ける側も、

規定されたものがない以上は、それをその場でどう

解釈するのかというのも、なかなかルールとして決

められない。１施設でさえそういうふうに決められ

ない状況ですので、ほかの施設はどうしているかと

いうと、それぞれの病院で、その場その場で対応し

ているというのが現状です。

　ただ、今、小山さんが言われたみたいに、かなり

侵襲的な処置、心肺蘇生に伴い喉に管を通したりと

かいう行為に関しては、やはり救急隊の方が勝手に

することではなく、必ず所轄というか、コントロール

している病院にお伺いを立ててからやるということ

になっているので、そのときに救急隊のほうから例

えば、こういうことは望まれていないんですけれど

呼ばれたみたいですというような情報があると、心

肺蘇生はもちろんしないといけないんですけれども、

病院によっては、そういった侵襲な処置はせずに、

形式だけでもいいですから、そういうような形で運

んでくださいというアドバイスをした実例は確かにあ

ります。

　ただ、先ほどのカリフォルニアの娘ではないです

が、そういう人たちから、なぜそういう侵襲的、積

極的な治療ができるのにしなかったのかと言われて

しまうと、またそれは個別に考えないといけないの

で、その辺はなかなか難しい問題かなと思っていま

す。

佐藤：その辺は先生のご判断によっても違いますし、

あと施設によっても全く違うと。

奥本：調査をしたこともないので、実際どういうふう

にそれに対応しているのかというのはわからないと

いうのが、おそらく実情だと思います。

竹熊：小山さんに、私も質問していいですか。

佐藤：はい。竹熊さん、どうぞ。

竹熊：うちは書面では全然していません。というの

は、介護をしていると家族が非常に揺れ動かれる

んですよね。書面にする必要ももちろんあるのです

が、どんどんよくなっていくとなおさら、やっぱりも

うちょっと助かってほしいとか、もうちょっと生きて

ほしいという希望も出てくるものだから、それは家

族が変化され、揺れ動かれることに対応しないとい

けないと思っています。その都度、家族にどれだけ

説明してもし切れない部分もありますし、どんなふ

うにしようかという話し合いがものすごく大事だなと

いうことを痛感しています。

　うちに来られる方は、ホームホスピスですから、

ほんとうは穏やかに亡くなりたいと思っていられる方

が多いのですが、それでもやっぱり見ておれない状
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況になってこられるご家族の気持ちもわかるから、

救急搬送をして、やっぱりこうじゃなかったと思われ

たりすることもあるんですよ。そういう書面にとられ

るときにどんなふうにされていたり、また変化があっ

たときはどんなふうにされているんですか。

佐藤：小山さん、どうぞお願いします。

小山：まず大前提として、入所されたらすぐ１回書き

ます。そこの段階での書面を起こしておくのですが、

その際に、人の心というのは必ず変わると思います

し、変わられたのにそのまま黙ってぐじゅぐじゅとし

ていると、その間に何かあったら絶対に後悔するの

で、もし今のお気持ちから少しでも変化があるよう

な場合、ちょっと違うかなということがあったら必ず、

遅れずにこちらに申し出てくださいというのを最初に

お伝えしております。

　そのようにお伝えしているので、常にその書類と

いうのは見直しがかかります。入院されたり体調が

崩れたりすると「ちょっと確認しておきなさいよ」と

看護職員につつかれることもありますし、逆にあん

まりころころと変わっていると、今度は「私たちは

どっちに従えばいいのよ」ということもあるのです

が。ただ、相談を受ける窓口のソーシャルワーカー

業務をしている者としては、人が悩むのは当たり前

というのをご家族様にお伝えをした上で、「少しでも

迷っているとか、気持ちの変化があったら、すぐに

声をかけてくださいね」とお伝えして、またこちら

のほうからも「最近のお気持ちに変化はないですか」

と小まめにチェックするようにして対応しております。

佐藤：竹熊さん、そんな感じで、やはり頻繁に意思

確認を職員さんがされているということですね。

竹熊：幸いうちは小規模ですから、五、六人の入居

者で、かかわるのは10人ぐらいのスタッフです。い

ろいろな事業所も入ってくるのですが、主にかかわ

るスタッフたちがいつも一緒にケアを行っています

から、そういう本人の気持ちはあんまりわからない

ときが多いのですが、ご家族の気持ちというのは、

その都度いろいろ話ができるようにはしております。

だから、今のところ書面はあんまり必要がなかった

ということです。

佐藤：小山さん、その意思確認を最初入居のときに

されるときは、ご本人というか、ご家族が本人の意

思を代弁されるというケースが多いわけですよね。

小山：まず、ご本人様の意思が一番大事かとは思い

ますが、特養の入所において、ご本人の意思で契

約を結びたいと言って入ってくる方より、現状はほと

んどご家族様の意思が優先されているかと思いま

す。ご家族様によってケース・バイ・ケースですけれ

ども、ご本人様を交えてその意思確認をされる方も

いらっしゃれば、ご本人様とは別に親類だけで話を

されてというケースもあります。

　ただ、注意しているのは、必ず記入していただく

際に、こういうことは今まで手は出してくれなかった

遠くの親戚が、最後になって、手は出さないけれど

口は出してくることが多いから、必ず遠い親戚まで

どうしようかと相談してくださいというのをお願いし

ています。なおかつ、我々がキーパーソンと便宜上

言っているご家族様が、なかなか親類の方とお話

ができないときには、説明がしづらいようだったら、

こちらからしますのでと言って、電話をかけたり、会

いに行ったりということをして、家族間の意思を確認

するようにしております。

佐藤：では、その話の流れの中で、リビングウイル、

事前指定書の制度化ということについて、話を進め

ていきたいと思います。

　奥本先生にお聞きしたいのですけれども、実際

日々、基本的にはもちろん救命されるということだ

と思いますが、いろいろ心の中では悩まれてやって

いる部分があると思います。さっきの佐々木さんの

お話にありましたけれども、リビングウイルの法制

化、制度化はすべきだとお考えですか。もしすべき

だとすれば、どの程度までしたらいいとお考えでしょ

うか。

奥本：非常に難しい問題だと思います。現状をお話

しますと、施設やご自宅から明確にリビングウイルだ

と思われるものを家族が持参されて救急搬送されて

くる事例というのは、ほかの施設はわかりませんが、

我々の施設ではほぼ皆無です。施設の方がカルテ的

なものを持ってこられて、いつ入所したかわからな
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いぐらい昔に書かれた、このときにはこうだったみた

いですねというようなものをリビングウイルというの

かどうかわかりませんが、そういうのはよくあります。

けれども、現時点で、この方もしくはこの方のご家

族は皆さん総意で、「こういう処置まではしますが、

ここまではしません」というような形で明確に意思

表示をされるというケースはほぼないというのが実

情です。

　あと、病院に入院してしまうと、かなり我々医療

者は、そこは敏感になっていますので、先ほど小山

さんが言われたように、日 ご々家族のお気持ちは変

わってももちろん構いませんし、その都度電子カル

テの表に「この方は、何月何日の時点ではこういうと

ころまではしますけれども、ここまではしません」と

いうようなことを明示すると。これが病院の中での

リビングウイルというものになるのかどうかわかりま

せんが、施設内ではそういうふうにしているという

現状です。

　ですから、まだそういうものにお目にかかってい

ないので、いきなり法でどうのこうのということもど

うなのかと思います。現状としては、おそらくそれぞ

れの病院内もしくは施設内で、そういったリビング

ウイル的なものの運用も始めておられるところもある

と思いますので、法云々は別として、まずはそれを、

その地域の中である程度統一した書式にできると、

みんなが共通認識できるものになるのかなという気

はします。あまり法で縛ってしまうと、そのリビン

グウイルをとることがすごくプレッシャーになってし

まったり、それがないといけないんだというようなこ

とになってしまうと、本末転倒のような気がします。

佐藤：例えば、熊本県とか、熊本市みたいな地域と

して、何かそういう書式を統一するとかいうイメージ

ですか。

奥本：そうですね。どうせつくるのであれば、地域

で統一したものをつくって、それが法的な根拠があ

るかどうかは、また次の問題ですけれども、まず同

じ書式を常に見ることができると、みんなで共通認

識ができると。だから、全国で統一しなくても、ま

ず地域で統一するということはトライしてもいいので

はないかなという気はします。

佐藤：竹熊さん、そのあたりでどうでしょう。先ほど

そういった書面は、人の気持ちは変わるからという

ようなことをおっしゃっていましたが、そのリビング

ウイル、事前指定を制度化するということについて

はどんなご意見でしょうか。

竹熊：書面が、ケアする側を守るためのものであっ

たら、決してうまくいかないと思います。それが、コ

ミュニケーションのツールとして、よい看取りができ

るための一つの手段として使われて、本人にとって

の最善、ご家族にとっての最善ということが考えて

いけるのであれば、制度というよりも、一つの書式

として用いることは非常に大事だと思います。

　それから、これから独居の方が増えてこられます

から、その独居の方を、その地域の中の周りの方

がみんな知っているということも大事になってくるの

かなと思っています。

佐藤：小山さんは、リビングウイルについて法的整

備すべきだとおっしゃられていますけれども、その

あたりは具体的にはどういうようなイメージを考えて

いらっしゃるのでしょうか。

小山：法的整備と書きましたが、必ず法律で定めて

ほしいというわけではなくて、法で定めるものでは

ないというのであれば、そのことを明確にしていた

だけたらいいなというのが一つあります。

　学会ですとか、いろいろなところからのガイドライ

ンがあるのですが、全てそれらは法的な意味はなさ

ないということになっておりますので、逆にご家族様

がリビングウイルをやりたいと言われたとしても、そ

れが法的に効力がないという部分をお互い認識して

いかなければいけないと思いますし、その辺を法律

で定めるか定めないのかというのもはっきりしていた

だいて、割り切りたいというのが正直なところです。

　あと、私どもがつくっている書類に関しても大きく

注意書きとして、説明する際にも、この書類に関し

ては救急搬送等をされた際に担当の救急医の方に

参考としてお伝えをするという内容のものであって、

最終的にはそのとき対応された先生の医学的な判断

にお任せしていますと。逆に、いろんな救命処置を
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希望したいと申し出てあったとしても、その救命処

置が無駄であるとか該当しないということがあった

ら、そのとき担当された先生によって行われないこ

ともありますよと。あくまで、参考にはなるけれども、

これが絶対ではなく、最終的にはドクターの医学的

な判断にお任せしていますというのを伝えるようにし

ております。

佐藤：ぜひ佐々木さんにお伺いしたいのですが、先

ほどもお話がありましたように、これは議員立法で

今、尊厳死法案の審議が続いていると思いますが、

おっしゃったのは本人の意思確認という部分だけ

だったので、現状を差し支えない部分でもう一度そ

の辺の中身についてお話いただけますでしょうか。

佐々木：まず、超党派の議員、政党を超えた議員で

構成される議連があり、そしてそれぞれの政党が持

ち帰って、例えば与党でいうと、自民党のプロジェク

トチームでは昨年から今年の６月までに９回議論を

重ねられています。ただ、この超党派議連による議

論というのは10年ほど前から行われていますが、大

きな流れの中で、盛り上がったり鎮静化したりして

いるというのがこれまでの経緯です。

　そして、現在法案として議論されているものは、

実は二つ案があります。一つは不開始、しない、ま

ず治療を始めないということまでを決めたもの、も

う一つは、始めないだけではなくて、治療を既に行っ

ているものの中止まで含めているものです。今年６

月の自民党のＰＴの例を取り上げると、始めないだ

けではなく中止まで含めた案がよいだろうというのが

２つの案の紹介と状況です。

　中身で申し上げますと、実はガイドラインにかなり

近いです。先ほど申し上げたご家族の意思の推定と

いうのは含まれないというのが違うのと、あと、あ

ちらの法案では「終末期」という言葉を使っている

ので「終末期」と言いますが、終末期の判断を２名

以上の医師がしなければならない。今は歯学部附

属病院のようなところで亡くなる方もいらっしゃいま

すので、医師または歯科医師という案も出ています

が、わかりやすく言うと、２名以上の医師がまず終

末期と判断しなければいけない。この前提がついて

いるというのが特徴になります。

　今のを整理しますと、ポイントの１点目が「２人

以上の医師が終末期と判断し」、ポイントの２点目が

「本人の意思が書面で確認されている場合に限り」、

ポイントの３点目が「刑事・民事を免責する」という

ものです。

　この議論を進める中で、本人が望まなくてもこれ

に当てはまるんじゃないかという懸念を持つ方もい

らっしゃいますが、それは先ほど言った、本人の意

思が書面で確認できる限りという条件がつきます。

　もう一つよく懸念されるのは、先ほどの話のよう

に、そうは言っても本人の意思が変わる場合もあり

ますし、ほんとうにまれなケースかもしれませんが、

本人が、家族の見ている前で本人の意思に反してそ

れを書かされるという場合もあるのではという指摘

もあります。それについては、これは多分法案とい

うよりは、その本人の意思の確認方法という運用面

でカバーすべきではないかという議論が行われたと

聞いています。以上が、法案の概要と今の状況です。

　それで、法案として提出されるか否かについては、

そればかりはさすがに何とも。わかりません。

佐藤：佐々木さんのお立場からはコメントしづらいで

すね。済みません。

　そういうことで、法制化が確かにいいのかどうか

というのは、多分会場にいる皆さんもほんとうに意

見が分かれるところだと思いますけれども、やはり

何らかの制度化というものは必要なのかなというの

は、多分皆さんその辺の認識は一致しているところ

かなと思っています。

　ちょっと時間も押しているので、次の論点に移ら

せていただきます。

　グリーンヒルさんと「われもこう」さんの地域での

看取り、これまでされてきた中でのご苦労とか、あ

るいは今日は佐々木さんがいらっしゃるので、こうい

うところをちょっと何とかしてほしいというような国

への要望をお聞きできればと思います。

　それでは、竹熊さんから。「われもこう」を運営さ

れてきて、基本的に何かの制度のもとでされている

というわけではなく、ほんとうに一民間の施設として
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されていると思いますが、その辺のご苦労や、また

その辺のよさもあると思うんですけれども、主にどっ

ちかというとご苦労の部分、課題というところをおっ

しゃっていただいてよろしいでしょうか。

竹熊：私たちはこのホームホスピスを今熊本でやっ

ていますけれども、全国各地のホームホスピスはみ

んな空き家を使っています。空き家を使ってやるとき

に、反対されるところがほとんどなんです。なぜか

というと、そんな救急車がいっぱい来るところ、そ

んな死人が出るようなところというような理由で反対

される地域もあります。

　幸いなことに熊本では、自治会の総会の中でご

挨拶に行ったり、隣保組にご挨拶に行ったりしたと

き、拍手で賛成していただきました。よくよく調べて

みると、あそこは高齢化率が57％で、みんながこの

先どうなるんだろうかという不安を持っていた地域

でもありました。地域によって、やはりその受けとめ

方はものすごく違うんだなと感じました。

　それで、私たちは空き家を利用しているのは、も

ちろんお金のことが一番最初にあったのですが、そ

のよさは、先ほどお見せしたように普通の家なので、

お年寄りにとってはものすごく安心できるみたいで

す。ただ、スタッフはおそらく、段差はあるし、寒

いし、暑いし、空調は効いていないし、ケアはしに

くいだろうと思います。それが一つの問題です。

　それともう一つが、やはりＮＰＯでやっていまし

て、小山さんところの社会福祉法人のように大きくな

いものですから、お金ははっきり言って、もうかりま

せん。いろんな利用料をいただいていますけれども、

ほとんど人件費に賄われます。制度にないというこ

とは、その運営をどんなふうにしていくのかという厳

しさがあります。

　厳しさはあるんですけれども、今やっていること

のよさもありまして、それをすることによって地域の

人が何となく優しくなるんですよね。隅切りの人がい

い事例ですけれども、例えばうちで避難訓練をする

ときに、近所のうるさいおばちゃんが「そのときは呼

んでね。どのばあちゃんば私が連れていかなんか、

見とかなんけん」と言ってくださったり、そんなふう

に気遣いが生まれてくるというか。それはあの家の

持ついろいろな今までの関係性がずっと続いている

ということで、地域の中でケアを行ったり看取りを行

うということは、非常によい点もあるというのが現

状です。

佐藤：やはりこれからの課題は、ホームホスピスが

増えていったときの、失礼ですが質の担保というか、

その辺の基準づくりみたいなことは団体でされてい

るんですよね。

竹熊：はい、そうです。ホームホスピスの理念として

は、みんなが同じ気持ちで、いろいろなところで立

ち上がっているのですが、今度はホームホスピスを

かたったいろいろなものが出てきてしまったものだか

ら、宮崎で「ホームホスピス」の商標登録を取りま

した。

　それと同時に、今やっているホームホスピスのみ

んなで推進委員会を持ちまして、基準づくりを行って

いるところです。「ホームホスピス」というのをどん

な定義にして、どんな基準を持ったものがこの「ホー

ムホスピス」であるのかということをやはり定めてお

かないと、質の低下になったら元も子もありませんか

ら。そういうことを今やっているところです。

　ただ、制度にないということは、なかなか増えて

いくのには難しいものもあるというのが現実ですね。

佐藤：制度の下にないことのよさと、いろいろ財政

的な面とかその辺のデメリットと、両方ありますけれ

ども、やっぱりよさの部分で広げていらっしゃると

いうところですね。

　逆に、国とか自治体に対して、こういう制度を入

れてほしいとかというのはあまりないですか。

竹熊：うちはそれこそ、ご家族が一緒に住んで、う

ちから仕事に出ていって帰ってこられる方とか、家

に出入りも自由ですので、いろいろな人が来られた

りとか、介護度の条件なども全くありませんから、

ものすごく自由度が高いというのがよさなんです。い

ろいろなやり方ができるというのがものすごくいいと

ころです。制度になってしまったら、おそらくその自

由度というのがなくなってしまうと思うんです。今、

ホームホスピスでやっている、いろいろその人にとっ
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ていいことを自由に考えていけるというところのよさ

がなくなってしまうので、制度になることは望んでい

ません。

　ただ、今、宮崎の場合は、宮崎市議が議決をし

て家賃保障をしてくださったり、兵庫県が県議会で

いろんな改修の補助をしてくださったりというのが始

まっています。だから、制度にはならなくてもいい

ですけれども、何らかのこの活動が続けていける支

援というのはいただきたいと思っています。

佐藤：一方、小山さんのグリーンヒルさんは制度で、

ある意味がちがちに固められているというか、守ら

れている面もありますけれども、融通がきかない面

もあると。その辺のご苦労や看取り介護加算に対

する使いにくい部分等、その辺の話をいただけます

か。

小山：まず、制度と地域の中での看取りということで

すが、地域の中で看取るというか、施設の中の看取

りを地域に開放していって、地域に貢献するという

のが大事じゃないかなと思っております。

　現在もうやっていますけれども、地域で看取りが

できている施設、在宅のサービス、診療所の有志

で、今できていない人たちにアドバイスができるよう

に、研修を企画して定期的にしています。看取りを

やりたいと思っているけれどもできないところにコン

サルテーションができるようにという形で、実際まだ

行政からの援助は受けていないのですが、やり始

めております。

　その中で、より地域に貢献するということで、先

ほど私のスライドにもあったショートステイです

が、在宅のターミナルケア中の方をレスパイトとして

ショートステイでお預かりするときに、やはり在宅に

は在宅のお医者様がついています。本来であれば、

我々特養のような人間が地域にある診療所の先生方

と情報交換をして仲よくなり、いろいろとサポートを

し合ったりして、それを社会資源として活用すること

で、より施設の看取りができるかと思うのですけれ

ども、特養の場合は配置医師の制度がありまして、

これがちょっと邪魔をしてきます。

　私の資料にも載せているのですが、まず、特養

の配置医師の仕事というのは健康管理と療養上の

指導を行うものであって、治療行為を行うとは一言

も書いていないんです。その中で、配置医師の先生

は、初診料、再診料等は一切取れないという状況

です。また、外部の先生が協力して診察をしていた

だいたとしても、いわゆる管理料的なものに関して

は、それは施設の医者がやるものだから取れないと

いうような診療報酬制度に今はなっております。

　このような状況の中で、外部の先生に協力をして

いただくというのは費用負担的にも大変ですし、皆

さんのお手元にある私が出した資料２の81ページに

「保険医が配置医師でない場合については、緊急の

場合または患者の疾病が当該配置医師の専門外に

わたるものであるため、特に診療を必要とする場合

を除き、それぞれの施設でみだりに診療を行っては

ならない」とあります。この最後の「みだり」って何

ですかという感じです。制度として、ドクターを配置

するだけの十分な介護報酬がない中で、週１回程

度の勤務の中、健康管理をしていただいている先生

が、毎回診察できるのかといったら、できないに決

まっているんです。だけど、外部の医師に協力して

いただくことをみだりに行ってはいけないというよう

なことが書いてあったり、診療報酬上、それが担保

されないということがあると、やはり地域の社会資

源としての診療所の先生と仲よく協力体制を組むと

いうのは難しいのかなと思っております。

佐藤：佐々木さん、その辺の直接のご担当ではない

と思いますが、厚労省として何かコメントできること

があればお願いします。

佐々木：この診療報酬、介護報酬、それぞれ共通
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していることですし、介護の場合は特に医療外づけ

論という伝統的な議論があります。私も平成11年か

ら15年まで老健局でしたので、そうした議論がある

ことは承知しています。

　その中で、例えば診療報酬でいうと２年に１度、

介護報酬でいくと３年に１度、役所が決めていそう

な印象がありますけれども、実際は診療報酬でい

くと中医協、介護報酬でいくと社会保障審議会の

介護給付費分科会で、ほんとうに議論を尽くしてい

ただいているので、その意味では、その時々におけ

るベストの社会保険料を活用した結果が今のもの

になっているということです。例えば、介護報酬は

既に27年改定の議論が大分佳境に入っていますし、

一方の診療報酬もこの前の26年改定が終わったば

かりですので、こういうことが議論された結果が診

療報酬であり介護報酬で、そこはさっきの法案と同

じようにもぞもぞした言い方ですけれども、結局今

合意できているのはここだということですので、そ

れでご理解いただくしかないんですね。

　いろいろあります。例えば診療報酬のほうでも２

名以上看取らなければとれないものがありますが、

ほんとうに完璧に治療していて、１年間誰も亡くなら

なかったら看取り２名なんてクリアできるわけがない

だとか、看取りに関してはさまざまな論点がありま

す。しかし、何よりもこうした議論を通じて世論が

喚起されていき、ある程度コンセンサスが得られて、

社会規範ができれば、それが結果として、さっきの

法律も含めて、法規範である法律が要らないという

結論になるかもしれません。いずれにしろ、今の時

点での議論の状況としては、結局はこれが一番落ち

つくところなので、81ページのルールになっていると

いうことです。

佐藤：佐々木さん、済みません。むちゃ振りをしてし

まいました。

　確かに、その医療保険と介護保険の整合性は難

しいところがあるというのは、私も感じています。

　小山さん、どうですか。その辺の制度的な面でも

う少し佐々木さんにお聞きしたいことがあれば。

小山：先ほどの資料２の後に、実は資料３というの

が厚労省からの通達で出ているのですが、「緊急の

場合や専門外にわたる場合に入所者からの求め、

入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求め

による場合に応じ、配置医師ではない保険医が往

診を行うことを妨げるものではない」というところに

関して、一応私は、嘱託医が常に常駐していない部

分で状況が変わったら、これは緊急の場合ではな

いかということで、ご家族からも事前に、そういう

ときに外部の先生にかかりたいですかというのをき

ちんと意思確認をしておいて、では、これは緊急時

の家族、本人の求めに応じて配置医師以外の先生

に診療していただこうという形に解釈して自分を納

得させているのですが、いかがでしょうか。

佐藤：済みません、佐々木さん。一言で構わないの

で。

佐々木：これは３月31日に上のものが出て、４月１日

に人事異動があり、４月24日にこの通知が出ている

というわけですけれども、いろいろなご指摘がこの

３月31日の通知を踏まえての４月24日のものですの

で、今言われた緊急の場合や云 と々いう解釈の中

で、診療報酬請求を返せと言われているとは聞いて

いないということは、おおむね今の解釈で正しいと

いうことだと思います。

佐藤：では、最後の論点ですが、地域連携と、医

療・介護の連携ということに移りたいと思います。

　地域連携の話は、さっき小山さんと竹熊さんのほ

うからも出ていましたが、やはり看取りを進める上

で、医療と介護の連携というのは一つ大きな課題と

思うので、その辺について竹熊さんから。竹熊さん

は保健師であり、看護師でいらっしゃるということ

で、そういった医療と介護の連携ということについ

て何か課題を実際現場で感じていらっしゃる部分が

あるのか。そのあたりをお話いただいてよろしいで

しょうか。

竹熊：これは言っていいのかどうかわからないです

が、看護師さんだけだと小さい規模なので病棟の

ナースステーションみたいになります。そこに介護職

も適度な割合でいると、生活、暮らしというところ

の視点が出てきます。医療モデルと生活モデルの考
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え方の違いでしょうけれども、どうしても看護師さ

んは健康上の問題点を見つけて、そこを直そうとす

るものだからなかなか難しい。どちらかというと介

護職の人のほうが、この病気はあるのだけれども、

どうやって生活させようか、どうやって食べさせよう

か、どうやっておしっこさせようかとかいう視点に

なってくるものですから、ちょうどいいバランスです。

でも、看護師がいないと、やはりきちんと根拠を

持ったケアというのができないので、そこら辺のバラ

ンスが非常に大切だと思います。

　看取りにしても、かえって看護師さんのほうが、

これは先生に報告をしなきゃとか、モニターがない

のでわかりませんとか、急変しましたというようなこ

とになるんですけど、介護職のほうは、看取りを重

ねていくと、看護師が急変と言っている状態が自然

な経過なんだと見ていくことができるようになるとい

うのも事実です。

　それをできるのが多分小山さんのところの施設で

あったり、私たちのところでも、それを一緒にやっ

ていくことで連携ができていくのかなと思います。い

かがですか。

佐藤：小山さん、看護師さんと介護職員の方との連

携という部分ではいろいろ考えていらっしゃること

があると思いますが、その辺をどういうふうに改善し

ていっているかというお話も含めてお願いします。

小山：まず施設の看護師と介護職員の関係ですけれ

ども、少し介護職員に対する医療行為が一部できる

ようになってきたあたりから、大分パワーバランスが

変わってきたのかなと実感しております。

　特養は経過措置で、外部に研修に行った看護師

が施設に戻ってきて、介護職員に指導をすれば、

口腔内の吸引や胃ろうの一部が行えるようになりま

した。現状は法律が変わって、今度は50時間程度

の研修をやれば、いわゆる一番大事な部分の吸引

であるとか、胃ろうそのものの行為を行えるように

なったのですが、まだまだ施設の場合だとその研修

に介護職員を出すことができないので、経過措置の

中で、一部看護師の業務を補助しているという行為

が非常に多くなってきております。その中で、準備

や後片づけ、掃除は介護職員がやって、一番肝の

ところは看護師がやるというような状態が出てきまし

た。そうなってくると、今まで介護職員と看護師が、

生活モデルと医療モデルである程度対等で位置する

ものであったのが、どうしても看護師の下に介護職

員がいるというような雰囲気が出てきているのでは

ないかと思っております。

　その中で、やはりケアマネジャーや生活相談員と

いったソーシャルワークを担当する職員が、いかに

その間に入って、上下関係だけでなく、どうやった

ら円滑に連携できるのかという、のり代というか、

潤滑油となり、うまく立ち回ってくれたらいいなと

思っております。

　実際、看取り介護をやり始めると、結構施設に

看取り介護についてのアンケート調査依頼が来るの

ですが、医療と介護の連携についてのアンケートに

は必ず看護師の方と介護職員に聞いてくださいとい

うのがあるのに、相談員に聞いてくださいというアン

ケートは受けたことがないです。今、特に人生の最

終段階の医療の体制において、国のほうは相談員

に研修を積ませて、コーディネートをする相談体制

をやりましょうというふうになっているのに、まだ世

間は看護師と介護職員というような二つの職種につ

いてアンケート調査をやっているという現状がある

んです。

　施設のソーシャルワークを担っている相談員、ケ

アマネジャー等が、いかに他の職種の間を取り持つ

か。家族と施設側、医療機関と介護側の間に立って、

意思疎通を図れるようにいわば通訳となって、お互
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いの文化を理解し合い、情報のやりとりができるか

というのが肝じゃないかなと思っております。なの

で、人生の最終段階における相談員の養成を、ぜ

ひ今度は医療機関だけではなくて介護施設の職員

のほうにも広げていただいて、全国の施設の相談

員、ケアマネジャーに頑張っていただきたいと思っ

ております。

　私も在宅の近所の方からもありますので、年間で

50ケースぐらい、人生の最終段階における相談とい

うのは随時受けておりますので、やはりそちらのほ

うにも国に力を入れていただけたらと思っておりま

す。

佐藤：医療と介護の接着剤としての相談員さんの役

割は非常に大事だということですね。わかりました。

　奥本先生は救命センターでいらっしゃいますが、

医療と介護の連携という部分について、看取りの現

場とは少し離れた形になるかもしれないですけれど

も、どういうふうにお考えでしょうか。

奥本：僕に振られると思いませんでしたけれども。

　僕もこのセッションに出るということで、実は数日

前に在宅医療を考えるみたいな研修会に参加した

のですが、不勉強の中ですごく実感したのは、実

際に在宅医療をされているドクターや看護師さんは、

自分たち１人でやるとかなり負担が多いという中で、

介護される方もそうですけれども、そういった多職

種の連携をしっかりやっていかないと、これは立ち

行かないという話をされて、なるほどなというふうに

思ったレベルで、実際に医療と介護どうのこうのと

いう話はなかなか、自分としての意見はまだないと

いうのが現状です。

佐藤：ありがとうございます。

　それでは、時間が残り少なくなってきました。せっ

かくなのでフロアから、時間がないのでお１人だけ

ですが、質問をどうしてもという方はいらっしゃいま

せんでしょうか。

　お願いいたします。ご所属とお名前と、済みませ

んが簡潔にご質問をお願いします。

田島：熊本で開業しており、訪問診療をやっている

医師ですが、このテーマが「看取りのあるべき姿～

あなたはどこで最期を迎えますか～」です。よろし

ければ、皆さん方が今の時点でどこで過ごしたいの

かというご意見をお聞かせいただければと思います。

　私自身は、ひとり暮らしになったとしても、病院

ではなくて、特養でもなくて、施設でもなくて、自

分の家で死にたいと思っております。皆さん方、特

に竹熊さん、小山さん以外の方はどう思っていらっ

しゃるかというのをお聞かせいただければと思いま

す。

佐藤：わかりました。では、私からお答えします。

　私もずっとこういう取材をしていまして、正直迷っ

ています。例えば小山さんのところもすばらしい特

養ですし、竹熊さんのホームホスピス「われもこう」

もすばらしいところですけれども、ただ、やはり僕

自身は、かなうならば自宅で死にたいなというのが

あります。言葉がなかなかうまく出てこないですけ

れども、やはり自分の家族がいるところ、自分の親

しんだ空間で死にたいと私は思っていますが、妻と

か娘がどう考えるかはわかりません。

　済みません、答えになっていないですね。

竹熊：次に私が言っていいですか。

佐藤：はい、どうぞ。

竹熊：私は今、医師との連携のことを言わなくてよ

かったと思っています。今、訪問診療に来てくださっ

ている、うちの入居者の主治医の先生ですので、ほ

んとうに医師との連携の問題点とか言わなくてよ

かったと思っているところでした。（笑）

佐藤：よかったですね。（笑）

竹熊：私は、自分が死にたいところをつくりました。

あと、親を入れたいところをつくりました。私が要
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介護になったら、うちの「われもこう」の台所の横の、

みんなが通り、みんなの話が聞こえるところに置い

てほしいと今、言っています。

佐藤：なるほど。それこそリビングウイルではないで

すが、事前に言っていると。

竹熊：その際にはぜひ田島先生に主治医になってい

ただきたいなと思っておりますのでどうぞよろしくお

願いします。（笑）

佐藤：では、佐々木さんは。ご自身はどこで最期を

迎えられたいですか。

佐々木：私は家庭崩壊していませんから家で死ねた

らと。私は、まだ子供が４年生、２年生、幼稚園

年長で、仮に今死ぬとしても、その死ぬところもま

た子供への教育だと思うので、自宅で、苦しむとこ

ろも含めて家族と一緒に過ごしたいです。

佐藤：では、奥本先生。

奥本：僕も決して救命センターに来てくださいと推奨

しているわけではなくて、私自身も当然家族に見守

られながら、なおかつ家族に迷惑がかからないの

であれば、自宅で死にたいと。また、その次の選

択肢として、竹熊さんのところ、ああいうところで自

然に亡くなれるのであれば、それにこしたことはな

いというのは本音ではあります。

　ただ、自分がそういう仕事をしているからという

こともあるのでしょうが、望まれない医療とか、望

まれない搬送とよく言われますけれども、それは結

果論ですよね。例えば、結果的にその人がちょっと

した処置ですごく症状がよくなったり、状態がよく

なったら、「ああ、病院に行ってよかったね」という

ことに結果としてはなりますし、そうではなく、望ま

れない心肺蘇生をされて結局助かりませんでしたと

いうときは、「何で救命センターで死んじゃったんだ」

と。それは望まれないことになるので、そういう意

味では結果論なのかなという気はしています。

　ただ、ふだんから、どういうふうになりたいのか

をご本人、ご家族含めて、やはり話し合っておく必

要は絶対にあるでしょうし、なおかつ、今日僕がお

話ししたみたいに、救急車で搬送するというのはこ

ういうことだ、救命センターに運ばれたらこんなこと

をされて、亡くなった後はこういう流れだということ

は、知識として知っておくべきではないかなと思いま

す。

　それで最終的にどういうふうな選択をするかとい

うのはそれぞれが考えるべきでしょうし、自分の家

族がもしそういう状態になっても、苦しんでいる状

態でそのまま放置するわけにはいかないから、やは

りそういう意味では病院に運ぶという手段もあるん

だよということは皆さんに思っておいていただかない

と。どうも世の中の風潮として、平穏死と対極にあ

るので、そこに行ってはいけないんだとなってしまう

といけないのかなとは思います。

　自分は家で死にたいです。

佐藤：最後に、小山さんはやっぱり特養ですか。

（笑）

小山：私の場合、自分の家族と、施設に入っている

入居者さんのお話を先にしたいのですが、私の親も

もういい年で、何度か入退院をしたりという状況で

す。私がこういう仕事をしているということもあって、

家族間で最後はどういう介護を受けたいか、もしく

は最期どういう亡くなり方をしたいか、救急車を呼

んだときにどういうことまでを望んでいるか等を、奥

本先生が事前に家族で話し合ったほうがいいでしょ

うという、まさにそのとおりに話し合おうとして親に

言ったのですが、「縁起でもないことを言わないで。

あなたはその仕事をやってから冷たくなったわね」

みたいな感じで言われるんです。

　それで、１回ぐらいではだめかと思って、会うごと

に、実家に帰ったときに、どういう死に方をしたい

のというような話をすると、「縁起でもないことを言

わないで」という繰り返しですけれども、実際、日

本人はそういう部分があるのかなと。仕事でほかの

ご家族様によく話し合ってくださいとは言っているの

ですが、自分の親ですら、そういう話はまだしたく

ないという気持ちもあるんだなというのをつくづく思

いました。

　あと、入居者さんでわりとしっかりされた方だと、

家族に迷惑をかけたくないから施設で死にたいとい

う方も、やはり一定の数いらっしゃいます。つい先
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日も、在宅でターミナルケアを受けている方が、な

かなかご家族に甘えることができなくて、結局家族

のほうが参ってしまっていたので、施設で一時レス

パイトとしてショートステイで預かったのですけれど

も、「ナースコールしたら、職員がすぐ駆けつけて、

いろいろお手伝いしてくれるから呼んでね」と言っ

たら、いや、呼んでくれるんですね。在宅のときは、

お父さんに迷惑をかけられない、嫁に迷惑をかけら

れないとか、あの嫁にはお世話してもらいたくない

とか、それが逆にちょっと関係性が薄い施設職員に

ならば、素直に甘えられるという部分もあるみたい

なんですよ。それで、ナースコールを押すこと、押す

こと、１時間に何回も押して。でも、そのおかげで、

家ではほんとうに何もできなかった方が、ポータブ

ルトイレに座って排泄ができたりとか、点滴でしか

水分がとれなかった方が、口から経口補水液を飲

まれたりというような変化もあり、逆にご家族と面

会のときにいい顔をされたりというケースもあります。

一概に自分がどこで死にたいか、自分だけではなく、

家族の存在も大きいなというのを実感しました。

　それで、自分はどこで死にたいかということです

が、現状は実家を出て、まだ独身なんです。なので、

自分の家で死にたいというのは全く思っていないで

すね。孤独死になってしまいますし、あと賃貸なの

で、後 こ々の請求とかどうしようかということを考え

ると、やはり特養や「われもこう」さんみたいなホー

ムホスピスのように、誰かがいるところで死にたいな

と思っています。これがまた先、縁があって誰かと

結婚をして家族ができたのであれば家で死にたくな

るのかなと、今はそう思っております。

佐藤：ありがとうございます。非常に的確なご質問

をありがとうございました。

　時間がもう参ってしまいました。それで、まとめと

いうほどではないですが、ほんとうに不慣れな進行

につき合っていただき、ありがとうございました。今

日の議論で何か答えが出るという話ではないのです

が、やはり先ほど皆さんがおっしゃっていたように、

こうしたディスカッション、話し合いを、ご家庭、職

場、あるいはこういうシンポジウム、いろいろなとこ

ろでしていくということが必要なのかなと思います。

その上で、例えばリビングウイルの法制化が必要な

のかどうなのかという話も、国民的な議論の中で必

然的に決まっていくというものなのかなと、個人的

には思います。

　今日いらっしゃった皆さんは地域で活動されてい

て、ほんとうに先進的に情熱を持ってやっていらっ

しゃる方々ですけれども、少しでもそういう方々を

増やすために、佐々木さんをはじめとして国の方々、

今日いらっしゃった自治体の方々も、支援や仕組み

づくりを。なかなかこういった情熱を持たれている方

ばかりではないので、参入しやすいように、例えば、

私も今日の資料につけましたように、在宅医は24時

間往診の求めがあれば往診しなきゃいけないという

要件がありますが、もう少しそういう要件を、24時

間でなくてもいいとかいうのをつくるとか、何からの

そういう仕組みづくりでの後押しというのは必要な

のかなと思います。

　あと、「われもこう」さんもグリーンヒルさんも、

地域の医療機関なり、地域の住民の方 と々一緒に

協力してやっていらっしゃるので、そういう取り組み

をほんとうにじわりじわりと、地道な作業ですがそ

ういうことをしていく。それを地域の人たちが見守っ

て、時には支援をするというようなことが必要なの

かなと思います。

　あと、最後に一言だけ、小山さんがご実家で死ぬ

ときにどうするかという話をしたら「縁起でもない」

と言われたという話ですけれども、日本は欧米など

と違って、そういうのが確かにあると思います。私

も前から思っているのは、死ということについてもう

少し普通にと言ったら難しいかもしれませんが、もっ

とフランクに語り合えるような環境を、学校教育の

段階からつくっていったほうがいいのかなと思ってお

ります。

　ということで、どうも今日は皆さんお忙しい中、

この分科会に参加していただきましてありがとうご

ざいました。４人のパネリストの方々に大きな拍手を

お願いいたします。（拍手）
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第３分科会
日 時

会 場

10月30日（木）15：30〜 17：30

市民会館崇城大学ホール

認知症の初期発見からケア推進まで
～認知症独居高齢者をどう支えるか～

福祉ジャーナリスト　村田　幸子　氏

厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長　水谷　忠由　氏

熊本大学大学院生命科学研究部　神経精神医学分野教授　池田　　学　氏

砂川市立病院認知症疾患医療センター長　内海久美子　氏

埼玉県和光市保健福祉部長　東内　京一　氏

コーディネーター

オブザーバー

パネリスト



第３分科会
10月30日（木）15：30〜 17：30

コーディネーター

福祉ジャーナリスト　村田　幸子　氏

パネリスト

熊本大学大学院生命科学研究部　神経精神医学分野教授　池田　　学　氏

砂川市立病院認知症疾患医療センター長　内海久美子　氏

埼玉県和光市保健福祉部長　東内　京一　氏

オブザーバー

厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長　水谷　忠由　氏
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村田：皆様、こんにちは。第３分科会のコーディネー

ターを務めます村田幸子です。どうぞよろしくお願

いいたします。

　私はＮＨＫの解説員として、高齢者、障害者の福

祉の問題を中心に担当してまいりました。随分前に

組織は離れましたが、現在もフリーの立場で取材活

動をし、月に１回ほど放送に携わっております。ま

た、「ラジオ深夜便」という番組がありますが、そ

の月刊誌が出ているんですね。そこに毎月、高齢者

や障害者の情報を記事として載せております。また、

個人的には、私の母が97歳で健在でおります。身

体的にはかなり元気なんですが、やはり認知機能の

衰えは大変なものでして、見当識障害、それから短

期記憶障害といったものに日々悩まされております。

「今言ったじゃないの」の繰り返しで、言うまいと思

えど、ついつい言ってしまう。このように97歳の母と

も闘っております。そんな立場で、今日のこの認知

症の分科会のコーディネーターを務めさせていただ

きたいと思います。

　今日は三つ分科会がありますが、この第３分科会

に参加を希望された方が536名と伺っております。三

つの分科会の中で一番ご希望が多かった分科会で

す。それだけ関係者の皆様が、認知症の人たちを

地域でどう支えていったらいいんだろうか、その仕

組みをどうやってつくったらいいんだろうか、大変心

を悩ませておられることがよくわかります。でも、そ

れは言いかえれば、自分たちの工夫や知恵、努力

で、それぞれの地域社会にふさわしい仕組みをつ

くり上げることができるということになるわけですか

ら、今日のこの分科会から、何か一つでも結構で

すので、自分たちの地域に生かしてみよう、やって

みようというヒントを得て、それぞれの地域にお持

ち帰りいただければと願っております。

　皆様もご存じのように、認知症に関しては、最近

大きく考え方が変わりました。今までは、在宅で支

えるのは無理だ、病院とか施設に入って認知症の

方々をお世話するのが当たり前だというような考え

方が中心でしたけれども、そうではないんだと、ど

んな状況になっても地域社会みんなで温かく支えて

いこう、そういう仕組みをつくり上げていこうと、大

きく方針が転換されております。そのために、ケア

の流れを変えようと。どういうことかといいますと、

今までのように何か事が起こってから対処するので

はなくて、できるだけ早く発見して、そして対応して、

必要なサービスを提供していくということが提唱され

ているわけです。

　2025年を目指した地域包括ケアシステムの中で、

どう認知症の人を支える仕組みをつくり上げること

ができるか、今、各市町村が一番頭を悩ませている

ところではないかなと思います。今日のこの分科会

では、そういった取り組みについて、医療、介護、

それから行政のお立場からそれぞれ発表いただきな

がら、また厚生労働省のほうからは、国の施策、あ

るいはアドバイスなどを頂戴しながら、地域で認知

症の高齢者を支えていく仕組みを考えていきたいと

思います。

　今日のテーマは「認知症独居高齢者をどう支える

か」となっておりますが、ここでは独居――ひとり

暮らしの方に限らず、広く認知症の方々を支えるとい

うことで考えていきたいと思います。

　それでは、パネリストの皆様方、どうぞよろしくお

願いいたします。

　最初に、皆様方それぞれのお立場から、今、認

知症の人たちが抱える最大の問題、乗り越えていか

なければならない壁についてどのように考えておら

れるか、一言ずつ伺っていきたいと思います。

　池田さんからお願いいたします。

池田：皆さん、こんにちは。熊本大学の神経精神

科の池田と申します。この中では唯一地元から参加
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させていただいておりますので、今日は地元のいろ

いろな取り組みをご紹介させていただこうと思いま

す。

　一言でというのは非常に難しいのですが、医療の

立場からいいますと、最新の調査に基づく推計値に

よると認知症の方の数が予想されていたよりもはる

かに多かったものですから、認知症の患者さんの数

と専門職――医師だけではなくて認知症にかかわる

さまざまな医療・介護の専門職の数のバランスがま

だ非常に悪いことが改めて確認されました。そのあ

たりの専門職の人材育成をどうしていくかということ

が、地域で認知症の方やご家族を支えていくための

最大のポイントだと思います。今日はよろしくお願い

いたします。

村田：ありがとうございました。認知症は、軽度の

人を含めると800万人と言われておりますよね。この

数だけでもびっくりしてしまいますけれども、認知

症の場合は、これまで介護に大変力が入れられてお

りまして、いいケアを提供すればいいんだというこ

とで、医療のことがちょっと置き去りにされてきた感

があります。そういったことがアンバランスを生み出

しているんでしょうか。

池田：ご指摘のとおりだと思います。医療と介護の

両輪が必要ですけれども、もちろん両方一遍にとい

うのは難しいので、日本の施策として介護から入っ

たのは非常によかったと思います。しかし、さっき

おっしゃったように、早期からの予防的な介入とい

うことになりますと、どうしても早期の診断というの

が必要になりますし、節目節目で医療の介入がない

と在宅で長くというのは難しくなりますので、これか

らは医療の役割も大きいかなと思っています。

村田：ありがとうございました。

　それでは、お隣、内海さん。内海さんは北海道

からおいでくださいました。今朝早く出て、やっと先

ほど３時過ぎにお着きになりました。よろしくお願い

いたします。

内海：北海道の砂川市立病院の内海でございます。

　介護という立場から一言で言えば、全国各地、介

護職の方たちといろいろお話しさせていただいてい

ますけれども、介護職の方たちはほんとうに毎日、

日々現場で苦悩している。そして、自分たちは医療

と手をつなぎたいんだけれども、なかなか医療、医

師とうまく連携できないというお声を聞いて、私は医

師の立場なんですけれども、非常に申しわけないな

と思っています。

　もう一つ、支えていくという部分でいえば、ケア

スタッフの方たちはもちろんのこと、住民がいかに

支えていくかということで、住民も大きなメンバーで

あることが大切なのかなと思います。

村田：ありがとうございました。介護側がどうも医療

とうまく連携できないというのは、どのあたりに原因

があるんでしょうか。医療のほうに理解がないと見

てよろしいんでしょうか。

内海：私はそのように考えています。

村田：内海さんもお医者さんでいらっしゃいますけ

ど。

内海：かかりつけ医の先生などにケア職の方がアプ

ローチしたくても、まず、すごく敷居が高くて相談

しにくいということ、そして、相談しても、ある意味
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ではわからないとかという形で、けんもほろろに対

応されるので、ちょっと難しいなという、そこら辺の

悩みがケアスタッフの方たちには非常に多うござい

ます。

村田：ありがとうございました。

　それでは、行政のお立場から東内さん、お願いい

たします。

東内：皆様、こんにちは。和光市の東内と申します。

　この会議の前にコーディネーターの村田さんから

言われたんですが、今、認知症で一番課題だと思っ

ていることは何だと。私が今思っている課題は、今

日の発表にもあるんですが、いわゆる認知症の人の

数だとか、例えば、医療と介護の連携とかは、まだ

まだですけど始まってきたと。でも、Ａさんを見たと

きに、低所得者であったり、住まいの問題があった

り、バックグラウンドにいろいろな課題があるケース

があるんですね。そういった課題を包括してケアマ

ネジメントしていく、支援していく。それに対して、

例えば、体制とかカリキュラムとか人材などを早急に

整備する必要があると思っています。

　和光市では、地域包括ケアシステムを早目に構築

して、介護予防とか要介護４、５でも在宅で暮らし

ていけるところは、私たちとしては大分構築できた

かなと考えております。その中で、今後は今申したよ

うな認知症の新たな対応に邁進していきたいと考え

ています。

村田：ありがとうございました。症状とかそんなこと

ばっかりで、バックグラウンドにほとんど目が向けら

れていないなということですか。

東内：バックグランドは、多分わかってはいるんです

ね。ただ、そのバックグラウンドの課題を解決する

際、例えば、法的なサービスでできるもの、もしく

は市役所の独自のサービスでできるもの、住民のご

助力でできるものがあるんですが、そういうことが

市全体として整っていないと、Ａさんはきちんとケア

されているのにＢさんはそこが漏れているという状

況になるので、そういったものを市全体で構築する

必要があると考えています。

村田：今はばらつきがあるということでしょうか。

東内：正直あると思います。

村田：わかりました。ありがとうございました。

　それでは、厚生労働省から水谷さん、お願いいた

します。

水谷：厚生労働省の認知症・虐待防止対策推進室

長の水谷と申します。私はこの７月からこの職につい

ておりまして、まだこの世界では新米ということにな

りますが、今から10年ぐらい前に老健局におりまし

た。その当時は認知症対策室なるものはなく、認知

症という言葉もなく、痴呆という言葉で行政が行わ

れておりました。10年たって戻ってきて、認知症の

問題というのが非常に大きくなっているなと感じてい

ます。

　10年前を振り返ってみますと、例えば、私が国会

答弁を書いているときに、そういう問題にどう対応

するのかと問われたら、グループホームの整備を進

めていきますとだけ書いていた気がします。そのと

きは、グループホームをつくれば何とかなるんだと言

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

83

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、ある意味、

そんな思考停止の世界があったかもしれません。

　ただ、今回戻ってきて、厚生労働省が進める地

域包括ケアを見たときに、認知症を地域包括ケアで

支えられるかどうかというのが、この地域包括ケア

の一丁目一番地だなと思います。そういった意味で、

医療が大事、介護が大事じゃなくて、医療も介護も

どっちも大事ということだと思うんですが、昔から言

われているように、それをいかにうまく連携させてい

くかといったことが課題なのかなと思います。今日こ

こにいらしているお三方のところは、まさにそういう

意味で先進的な取り組みをされているところだと思

います。

　一方で、私が国の立場として思うのは、認知症の

問題に対応していくためには、全国でそういったこ

とが進んでいかなければいけないということです。

できているところができていればそれでいいというこ

とではなくて、全国でそういった取り組みが広がっ

ていくにはどうしたらいいか。地域ごとに回答があ

るはずなので、ここにいらしている方のところのまね

をするのではなくて、ここからヒントを得て、地域ご

とに考えていく。私ども国の立場としては、どうやっ

たらその手助けをすることができるかということにな

るので、今日はそういった観点から皆様のお話をお

伺いできたらと思います。よろしくお願いします。

村田：ありがとうございました。地域包括ケアシス

テムの中に認知症の人たちを支える仕組みができれ

ば、地域包括ケアはまあ成功だと、完成できると考

えてよろしいんでしょうか。

水谷：この地域包括ケアという言葉をどう捉まえる

かというのは、いろいろなお考えがあると思います。

私個人の理解として申し上げれば、昔から言われて

いる保健・医療・福祉の連携という言葉と同じなの

かもしれません。ただ、地域包括ケアという新しい

冠のもとで、改めて地域の中で医療・介護・福祉、

あるいは行政、住民といった主体がその体制を考

えることが、この言葉の持つ一番大きな意味ではな

いかと思っていまして、認知症の問題に地域でどう

対応していくかというのは、それを考える非常に大

きないいきっかけになるのではないかと考えておりま

す。

村田：ありがとうございました。

　４人の方々にそれぞれの問題意識を伺いました。

皆様方、今のことをちょっと念頭に置きながら、個

別の発表を聞いていただけたらと思います。

　それでは、医療のお立場から池田先生にお願い

したいと思います。先ほどの蒲島知事のお話では、

ほんとうに一生懸命そういう制度をつくり上げ、ハー

ドをつくり上げ、ソフトを考え、力を入れてこられた

ことのあかしの一つが、熊本県における医療の取り

組みではないかなと感じましたが、その実際例をお

話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

池田：改めまして、よろしくお願いいたします。

　地元のことをご紹介すると先ほど申し上げました

けれども、熊本の場合、先ほど知事さんもおっしゃ

いましたように、熊本県、それから熊本市の行政の

方々もさまざまな工夫をしてくださっています。また、

介護の方々も非常に多彩な支援を試みておられます

けれども、今日は時間の関係もありますし、後で介

護、それから行政のほうからすばらしい先進地のお

話もありますので、私自身は自分の持ち場でありま

す医療を中心にお話ししたいと思います。

　限られた時間ですけれども、せっかく全国から来

てくださいましたので、ちょっと地元の宣伝をさせて

ください。これは私ども熊本大学の本部にあります、

旧制第五高等学校の校舎です。どこかで見たなと思

われる方がいらっしゃるかもしれませんが、これはＮ

ＨＫの「坂の上の雲」の海軍兵学校の校舎として使

われました。ここで教壇に立った一番有名な教授は、

皆さんご存じの夏目漱石さんです。６年間ここで教

壇に立っておられます。その当時の教室も再現され

ていますし、明治時代の国の重要文化財です。もし

週末も熊本にいらっしゃる方は、無料で開放しており

ますので、お立ち寄りいただければと思います。

　それでは、本題に入っていきたいと思います。

　私は、認知症医療に求められている今の課題は、

次の７項目程度かなと思っています。
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　先ほど村田さんがおっしゃいましたように、正確

な早期からの介入というのが、一番の大もとだと

思っています。きちんとした介護をするためにも、早

くから正しい診断がついているというのが大もとだ

と思いますので、月並みですけれども、これが一番

重要かと思います。

　そして、２番目は、正確な診断に基づいて、いか

に的確な治療・介護の計画が立案できていくかで

す。要するに、早期の対応ですね。ここで医療と介

護の連携ができる。医療の立場でいえば、この10

年でここの部分が一番進歩していると思っています。

すなわち、さまざまな認知症の原因疾患別に、治療

法や介護の方法がわかってきたということです。

　３番目は、そうはいっても、認知症の方の長い経

過の中で、ところどころで精神症状や行動の障害が

出てまいります。いわゆるＢＰＳＤと言われる症状で

すけれども、この部分が家族の方、あるいはプロ

の介護者の方にとっても一番大きな負担になってい

ることがわかっていますので、在宅を地域で支えて

いくためには、このＢＰＳＤにいかにきちんと対応す

るかということが大きな課題です。

　それから、若年性の認知症の方ももちろんたくさ

んいらっしゃいますけれども、大部分の認知症の方

は高齢者です。ですから、身体合併症が、一定の

確率で必然的に出てまいります。認知症があって身

体合併症の治療が必要な方の受け皿が少ない。特

に３番、４番の合併ですね。認知症があって、さま

ざまな精神症状が出ていて、そして身体合併症の治

療が必要な方の受け皿が非常に少ない。ここを確保

していくことが世界的な課題になっています。

　そして、今日のテーマの一つである、医療も加わっ

て、地域連携の構築です。まさにこれらが、厚生

労働省が今全国につくっておられる認知症疾患医療

センターという公的なセンターの目標でもあるわけで

す。熊本県の場合は、たまたま私どもの熊本大学の

神経精神科にこの疾患センターができました。大学

は教育機関ですから、これにプラスして、人材育成

に力を入れようという新たな目標をつけ加えました。

　もう一つは、公的機関ですから、専門医療の地

域偏在をなくそうということです。今回来ていただ

いて、地図を見て気づかれた方も多いと思うんです

が、熊本県は結構大きな県でございます。縦長の大

きな県で、天草の島のあたりから阿蘇のカルデラま

でさまざまな地形の地域における、専門医療機関の

偏在をなくそうということですね。先ほど和光市の

ご紹介もありましたが、公的機関ですので、ある地

域では充実した医療や介護が受けられるけれども、

隣では受けられないということでは、住民の方に対

してエクスキューズできませんので、そこを目標にし

ています。

　熊本県は現在、人口が180万人で、あまり有名で

はないですが、大変な長寿県です。男性も女性も平

均寿命は全国４位でございます。古い統計では、こ

の中に認知症の方が５万人余りいらっしゃるというこ

とだったんですが、最新の厚生労働省の推計でいく

と、10万人ぐらいがお住まいということです。

　当初、認知症疾患医療センターは、全国180カ所

を目標につくろうということになりました。現在、増

えて250カ所になっていますが、最初の180カ所の時

点では、熊本県の人口でいきますと、せいぜい２カ

所の設置ということでした。ただ、熊本県から相談

があったときに、私自身は、先ほどの地域偏在をな

くすことが認知症の医療の一つの課題だと思ってい

ましたので、２カ所じゃどうにもならないと考えまし

た。例えば、天草にお住まいの方が熊本市内の総

合病院に来られるには、２時間、３時間車を飛ばし

てこないといけない。それでは、実際の医療として

は、成り立ちません。

　水谷さんのお友達の厚生労働省の方が熊本県の
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責任者として来られたときに、初対面で非常に失礼

だったと思いますが、私はこれだったらやめたほう

がいいとはっきり言ったのを覚えています。そした

ら、じゃあ、あんたは何カ所あったらいいと思うん

だという、思わぬ問いが返ってきました。熊本には

二次医療圏が11カ所ございますので、10カ所前後

あったら何とかなるのではないか、ほとんどの方が

マイカーで通院されますので、30分以内である程度

のレベルの医療が提供できたら合格なのではないで

しょうかとお伝えしました。

　それから半年間、その方は非常に頑張ってくだ

さって、厚生労働省と私の間を行ったり来たりしな

がら調整してくださって、何とか熊本だけは８カ所で

スタートしていいという許可が出ました。ただ、予算

は２カ所分でやりなさいという落ちがついていたん

ですけど、それはこちらから言い始めたことなので、

頑張ってやりましょうということでスタートしました。

そうしたら、１年目が非常にうまくいったので、そ

れからは全てのセンターに対してきちんと予算をくだ

さっています。

　この８カ所が今10カ所になっているのですが、も

う一つの熊本の特徴は、数だけではなくて、全て

のセンターが一緒にやっていくということです。一緒

に勉強しながら、自分たちのスキルアップもしていく

し、隣合ったセンターが助け合う。例えば、病院で

すので、当然自分の病院が満床で、緊急入院が必

要でも受け入れられないときがあるわけです。そう

すると、隣のセンターが必ず助けましょうということ

で、10カ所が一体となってやっているのが特徴です。

　もう一つは分業です。私どもの熊本大学にあるの

は基幹型のセンターといいます。先ほどの人材育成

のお世話をしたり、診断の難しい方や身体合併症の

重い方をお引き受けするようなバックアップ機関です

ね。そして、実際の最前線の認知症医療は地域拠

点型で行います。今、九つの精神科病院に設置され

ていますけれども、ここが担う。それぞれのセンター

が、地域のかかりつけ医の先生やそのほかの総合

病院や精神科の先生方、あるいは地域包括支援セ

ンターの皆さん、介護職の皆さんと一緒に、地域ご

とに特徴のあるネットワークをつくっています。です

から、ユニークな地域連携のシステムが九つあって、

それが全体で一緒にやっているというのが熊本県の

特徴です。

　これは２年ぐらい前、アンケートで、１週間に来

られた800人余りの患者さんの平均通院時間を調べ

た結果です。熊本大学の場合は、東京や大阪から
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も患者さんがいらっしゃいますので、なかなか30分

ではおさまらないんですけれども、ごらんいただけ

ますように、800人全体の平均通院時間が22分です。

ですから、通院時間としては、ある程度合格点だと

思っています。

　これが最近の医療統計の実績で、１カ月に10カ

所のセンターに来られた患者さんの合計です。相談

件数が600件余りです。これにはご自宅まで訪問す

るようなケースも含まれています。それから、新たに

初めて来られた患者さんが200人ちょっとです。繰り

返し来られる方も含めますと、4,200人です。ですか

ら、１カ月に4,000人ぐらいの方をこの10カ所のセン

ターで担当している。これが多いのか少ないのか、

正しいのか正しくないのか、私はよくわかりません。

ただ、認知症の方が熊本県に10万人いらっしゃると

すると、4,000人というのは４％です。私自身はこん

なものかなと思っています。

　要するに、専門の認知症医療が必要なのは、ご

く初期の正しい診断を受けるときと、先ほどお示し

した精神症状が出たときと、それから身体合併症

の受け皿をつくるときと、この三つぐらいです。あと

は地域のかかりつけ医の先生と介護職の皆さんで、

しっかりと地域に密着したケアをしていただくこと

が必要になるので、4,000人というのはそこそこだと

思っています。

　相談件数が600件というのは比較的少ないのでは

ないかと思われた方もいらっしゃると思うんですが、

これにはからくりがあります。認知症の相談業務と

いうのは、皆さんご存じのように、大変です。初め

てご家族がご相談くださるときには、ほんとうにせっ

ぱ詰まっていらっしゃいますので、30分、１時間の

電話はざらです。そういう電話が１日５本も６本も

かかってきますと、疾患センターにはソーシャルワー

カーなどの連携担当者は専従が一人しかおりません

ので、電話相談で仕事が終わってしまう。それを大

変心配していましたところ、熊本県が熊本市の中心

部にコールセンターをつくってくださいました。

　認知症の家族の会をサポートしてくださっている

社会福祉法人のスタッフの皆さんと、家族の会のＯ

Ｂの皆さんが中心になって、電話相談に乗ってくだ

さる。介護の相談も多いです。それについては、彼

女たち、彼らたちの専門分野ですから、そこで受け

てしまう。介護保険の相談であれば、相談された方

の最寄りの地域包括支援センターにおつなぎする。

医療相談に限って、その方のお住まいに一番近い認

知症疾患医療センターにつなぐというトリアージをし

てくださっているので、何とかなっているという現状

です。

　今日はひとり暮らしの方をどう支えるかということ

もテーマですので、我々の大学病院でやっているこ

とを少しご紹介したいと思います。大学病院では、

先ほどの９カ所の地域拠点型に来られた方で、認知

症の軽い方にも検査入院をしていただいています。

若年性の方で診断を迷う方、鬱病なのか認知症な

のかまだ非常にわかりにくい方、あるいはひとり暮ら

しの方で、ほんとうにその方を安全にサポートでき

るのかどうかという判断が必要な方などが、基幹型

の大学病院に集まってこられます。

　これはここ数年のデータなんですけれども、合わ

せて40名の認知症の患者さんに対して、退院前に訪

問をしています。例えば、認知症専門の看護師、そ

れから精神保健福祉士――ケースワーカーですね、

臨床心理士、それから作業療法士などの２人以上

の多職種からなる訪問チームを大学の中につくって、

退院前１週間ぐらいのときに、患者さんのご自宅を

訪問します。そして、さらに安全に充実した生活が

送れるように、ご家族やケアマネージャーと支援体

制を整えさせていただいています。見ていただけま

すように、40名の中で17名の方がおひとり暮らしで

す。ひとり暮らしの方を優先的にこのシステムに乗

せているということです。

　私の患者さんを少しご紹介します。この方はレ

ビー小体型認知症というパーキンソン症状に認知

症が重なっている方で、比較的軽い認知症の方で

す。熊本市内のマンションにお一人でお住まいでし

た。入院してからご本人の意思を確かめますと、ま

だまだ住みなれた熊本市内で住んでみたい。一人で

やれそうだ、やりたいと。大阪に離れて暮らしてい
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る娘さんの意見を聞いても、いずれ引き取りたいけ

れども、お母さんがそう言うんだったら何とかサポー

トを考えてほしいということでしたので、まず入院し

ていただいて、主治医と担当の看護師とで、いろい

ろ工夫をすれば安全に暮らしていけるかどうかを評

価してもらいます。この方の場合、何とかできそうだ

ということでしたので、このときはたしか作業療法

士と看護師だったと思いますが、退院前にご本人と

一緒にご自宅を訪問させていただきました。娘さん

にも大阪から帰ってきてもらって、それからケアマネ

ジャーさんにも同席してもらって、みんなでこの方の

おうちを訪れました。そして、マンションの部屋の中

を点検していくわけです。

　例えば、お風呂です。パーキンソン症は非常に転

びやすいんですけれども、手すりがこんなところに

ある。こんな離れたところに横向きにあったのでは

どうしようもないから浴槽の近くに縦向きに直しま

しょうということになって、直ちに介護保険を使って、

退院前にこれを直してもらいました。

　それから、椅子が低くて不安定だということで、

ケアマネジャーさんと娘さんがホームセンターに行って

もらい、高い、安定性のある椅子に変えられました。

　また、足が上がりにくい病気なのに、お風呂のふ

ちが高いということでしたが、こればっかりは退院

前にはどうしようもないということになって、大学病

院のリハビリ部に頼んで、退院前に一生懸命足上げ

訓練をしていただきました。

　こういうことをして帰っていただくわけです。それ

によって、この方は、その後３年以上になりますけ

れども、大きな事故もなく、ほとんど認知症も進ま

ずに、おうちでお一人で暮らしておられます。３カ月

に一度はケアマネジャーさんと一緒に私の外来に来

てくださって、１年に１回、娘さんが大阪から帰って

きて、病気の状況を私に尋ねるために同席してくだ

さる。こういうことをすれば、認知症の方がお一人

で地域で暮らしていくことも十分可能だという実感

がございます。

　次に大学に設置された基幹型センターの地域拠

点型センターへのサポートを紹介します。大学病院

は教育機関ですので、１週間に一度、必ず専門医

を地域拠点型の病院に派遣しています。ここで地元

の病院の先生と、それから大学から連れていく若い

ドクターと、その病院のコメディカルの方 と々一緒に

なって専門外来を行って、お互いにスキルアップをし

ていくということをやっています。実は、私は今日の

午前中も地域拠点型センターの一つで診療をしてき

ました。今、九つのセンターのうち４カ所は常勤医

を派遣できるようになったので、あと５カ所、週１回

行っているのが常勤になれば、この点での大学病院

の役目も終わりかなと思っています。

　スキルアップについて、今、一番力を入れている

ことの一つが事例検討会です。２カ月に一遍、この

５年間ずっと続けています。ですから30回を超えま

す。これは、10カ所のセンターの担当職員が一堂に

会して、その２カ月で一番対応の困難だった事例に

対して勉強を重ねるという会です。医師とソーシャル

ワーカー全員には出席を義務づけています。私自身

も今まで休んだことはありません。なぜかといいま

すと、毎回事例の内容が変わるわけです。先ほど

和光市の事例が出てきましたけれども、事例によっ

て対応のポイントが全く変わります。ですから、あ

る事例は勉強していても、他の事例を勉強していな

かったら、それは二度と研修できない可能性もあり

ますので、原則として出席を義務づけています。

　例えば、ドクターが非常に認知症の軽い方で診

断が難しいといって鑑別診断を求めて事例を挙げら

れることもありますし、臨床心理士の方が家族の介

護者の鬱に関して事例を挙げられることもあります。

それから、ワーカーさんが虐待の事例を挙げられる

こともあります。

　もう一つの事例検討会は、地域拠点型の力もど

んどんついてきましたので、２年前から地域拠点型

が主宰で開催している地域に根ざした事例検討会

です。熊本県内全体で、年間大体30回から40回開

かれています。これは我々のスキルアップというより

は、まさに認知症の方と家族の方を支えるための事

例検討会でして、その地域で今一番リスクが高いと

思われる方にかかわっているあらゆる職種の方が、
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この事例検討会に参加されます。ごらんいただけま

すように、民生委員さんや警官など非常に多彩な職

種の方々が参加してくださっています。

　先ほど内海先生も少し言われましたけれども、か

かりつけ医の先生にこそ認知症医療に積極的にか

かわっていただくことが重要です。熊本県では、認

知症のことをもっと深く勉強してかかわりたいとい

うドクターたちに、介護保険のかかりつけ医の認知

症対応向上研修にプラスアルファして、我々疾患セ

ンターが準備をして、ステップアップ講習というの

を提供しています。毎年２回やっていて、150人ぐ

らいのドクターが繰り返し参加してくださっています。

修了された方には蒲島知事が修了証をお渡しして、

熊本県のホームページに名前も載せております。

　それから、専門医も全く足りないので、厚生労働

省のサポート医研修を受けられたドクターに、プラ

スアルファで地域連携の研修会を我々が準備して、

その両方を受けてくださった方を地域の準専門医と

して、これも熊本県知事が修了証を渡して、熊本県

のホームページに載せています。これだけではなく

て、本研修を受けられた先生は、年に数回、必ず

先ほどの地域拠点型の事例検討会に専門医のコメ

ンテーターとして参加していただくという義務があり

ます。また、専門医講習も毎年受けていただくとい

う義務があります。この研修を始めたところ、熊本

県のサポート医は136名に増えまして、人口当たりで

は全国で一番多くなっています。

　また、ソーシャルワーカー、看護師、保健師、介

護職など、各専門職を対象とした講習会も実施して

います。

　最後に、少しだけ地元の宣伝をさせていただきま

すと、知事も言われたと思いますが、人口当たりの

認知症のサポーターの数は全国一です。ただ、数

が多ければいいというものではなくて、この方々は

認知症の方を深く理解したい、何か手伝いたいとい

う住民の方ですから、この方たちに一緒に参加して

もらって、地域の活動に巻き込んで、認知症の方や

家族をサポートするシステムを行政の方々が支援され

ています。

　これは、宮崎県と熊本県の県境のある町の傾聴

ボランティアという試みです。それから、これは熊

本市のある校区の試みで、徘徊模擬訓練を熱心に

やられています。それから、これは都会でいえば認

知症カフェになるんでしょうけれども、田舎ですの

で、「茶飲ん場」というシステムを地元のご婦人たち

が実践しておられます。このような認知症サポーター

による地域の活動も少しずつ広がってきています。

　今後の課題としては、医療の場合、今日ご紹介し

た熊本モデルというのは、むしろ田舎の地域にフィッ

トしたものですので、多くのひとり暮らしの方がマン

ションに住まわれているような都市型のモデルをどう

考えていくかということがあると思います。

　もう一つは、医療も介護も経済的なことも考えな

いといけないと思います。地域で認知症の方を支

えるというのはもちろん大事なことなんですが、質

の高い医療や介護を提供して一人ずつサポートして

いくためにはかなりの費用がかかります。施設で大

勢で暮らす場合と同じ質のケアをしようと思ったら、

もっと費用がかかりますので、そのあたりをどう解決

していくか。

　最後に、いろいろなサービスを用意できるかどう

かもこれからの課題だと思います。住民の皆さんに

はいろいろな価値感をお持ちです。確かに、地域で

暮らしたい、自分の家で暮らしたいという方もいらっ

しゃいますが、地域の中では暮らしたいけれども、

地域の安全な施設で暮らしたいという方も数多くい

らっしゃいますので、多様な価値観に合ったサービ

スを用意するということもこれからの課題だと思いま

す。

　以上です。ありがとうございました。

村田：ありがとうございました。

　医療の立場からですけれども、ほんとうに県全

体に認知症の人を支える仕組みを張りめぐらせてい

る。先生、これは何年くらいで今のような状況になっ

たのですか。

池田：今が５年目です。

村田：５年目でどの程度の構築度だと思っておられ

ますか。
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池田：50％ぐらいだと思っています。

村田：これで50％。一番足りないのは何ですか。

池田：まだ専門医もかかりつけ医の先生も全然足り

ないと思っています。

村田：そうですか。とにかくちょっと言葉も出ないく

らいすごいなと思ったんですけれども、水谷さん、

これをどうごらんになりましたか。

水谷：認知症疾患医療センターの整備は、厚生労働

省として推進をしておりまして、オレンジプランの中

で、平成29年度末までに500カ所という目標を掲げ

ております。直近で申しますと、今280カ所ございま

す。マクロでいうとそういう数字になるわけですが、

一方で、疾患医療センターは、今おっしゃっていた

だきました基幹型、それから地域型、それから診

療所型という３類型を国として持っております。それ

で、今あえて申し上げれば、基幹型という役割が最

もフィットしているのは熊本の例というか、逆に言う

と、熊本のために基幹型がある――どっちが先か

わかりませんが、そういうことだと思います。

　今、私がお話を聞いていて思ったのは、単に地域

に任せるのではなくて、人材育成とかまで含めて、

基幹型が県全体のことを考える役割を担っていると

いうことで、まさに基幹型としての役割を果たして

いただいているんだと思います。一方で、こういっ

た役割の医療機関が現にないところもあると思うん

ですね。

　ですから、数というよりは、都道府県全体をカ

バーするときに、自分たちのところは認知症疾患医

療センターのどういう体制でカバーしようかと。熊本

みたいに、それぞれの地域ごとは地域型がカバーす

るんだけど、全体をオーバーシーする基幹型がある

形がいいのか。そうではなく、例えば、東京なんか

はもっと都市型で大変だから、それ全体をオーバー

シーするというのはちょっと現実的ではなくて、むし

ろエリアに分けた上で、エリアでのプチ基幹型みた

いな機能があって、それに個別の診療所型とかいっ

たものを組み合わせるとか、多分地域ごとにいろい

ろな解があるんだと思うんですね。

　さっき私の友達のことをおっしゃられましたが、

私の同期が熊本に出向したときに、この取り組みを

池田さんと一緒に進めたということでした。でも、

それは行政と医療側とが話をして、県全体の認知

症医療をどうしようかという体制を考えたということ

だと思うんです。ですから、そういったことをこれか

ら平成29年度までの間にどうやって後押ししていく

のか。単に、国が何型、何型、何型と言っているか

ら、二次医療圏に１カ所と言っているから、それを

つくらなければというよりは、もうちょっと現に今あ

る医療のリソースと実力を考えた上で、それをどう

いうふうに機能立てていくというか、そういったこと

が重要なのではないかと感じました。

村田：ありがとうございました。

　池田さん、認知症の初期発見からケア推進までと

いう大きなテーマがありますが、熊本県全体では、

できたら知られたくないとか、病院なんかかかりたく

ない、自分は大丈夫だとか、そういう意識というの

はあんまりないんですか。わりあい気軽に病院を訪

ねたりする傾向があるんですか。

池田：村田さんがご指摘のように、まだまだござい

ます。ただ、例えば、私は今日の午前中ずっと、地

域の疾患センターで診療をさせていただいたんです

けど、そこは精神科病院です。そこには認知症の前

駆段階ぐらいの軽い方までたくさん来てくださるよう

になっていますので、地域できちんとした医療をや

れば、そういうスティグマみたいなものはどんどん

減ってくると思っています。

村田：それは今まで５年間やってこられた一つの成

果になってきている。

池田：明らかに早期に受診される方が増えていらっ
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しゃいます。

村田：そうですか。なるほどね。ありがとうございま

した。

　ということで、まず、池田さんから熊本県の例を

ご紹介いただきました。

　それでは、続きまして、内海さん、お願いいたし

ます。

内海：それでは、北海道のほんとうに小さな地方都

市の取り組みについてご紹介したいと思います。

　私どもの地域では、10年前からＮＰＯで中空知・

地域で認知症を支える会という会をつくりまして、い

ろいろなシステムづくり、連携を進めてまいりました。

今日はその中で、まず、一般市民の方々によるボラ

ンティアの会、それから行政が始めました高齢者見

守り事業、そして認知症疾患医療センターと地域包

括支援センターとのコラボレーションであります初期

集中支援チームについてお話ししたいと思います。

　以前、介護者からボランティアに対するニーズ調

査を行ってみました。そうしたところ、話し合い相

手や玄関挨拶だけでもいいから来てほしいとか、買

い物、受診の付き添いをしてほしい、あるいは安否

確認をしてほしいと、独居の方が非常に多いので、

離れたご家族からこういう要請がございました。ま

た、家事手伝いをしてほしいということです。

　まず、上の二つは介護保険ではサポートされない

ので、このすき間の支援を何とかボランティアが提

供できないかと考えました。また、安否確認に関し

てはボランティアの域を脱しておりますので、見守

り・声かけは、地域住民の協力が不可欠と考えて、

次のような活動を始めました。

　まず、平成21年でございますけれども、ボランティ

ア養成講座という形で、砂川市で38名の市民の方を

対象に、どちらかというと中年の方が多いわけです

が、計５回の講座を開きました。翌年から毎年やっ

ておりますが、平成24年度からは近隣の市町村に

出向いてやっております。

　その結果、認知症支援ボランティアの会「ぽっけ」

というものを平成22年に立ち上げました。この「ぽっ

け」の名前の由来ですが、実は、ドラえもんの「ぽっ

け」からきております。何でも夢はかなうよ、頼ま

れればどこにでも行くよ、そういう意味合いです。

　最初の総会のときには、30名弱ぐらいの市民の方

が参加してくださいました。その結果、昨年度まで

の４年間の「ぽっけ」の活動時間数が右側にござい

ます。初年度は230時間と少のうございますけれど

も、次年度からはうなぎ登りで、昨年度は2,000時

間を超えております。今年度につきましては、９月の

段階で1,500時間いっていますので、おそらく3,000

時間を超えるのではないかと考えております。

　有料ボランティアでございまして、１時間600円、

ボランティアさんには350円支払っております。

　一番多いのは受診の付き添いです。認知症の方

を受診させるとき、付き添っていかなければならな

い。だけれども、働いているご家族は、なかなか

仕事を休んでは行けないということがあって、４分

の３以上が受診付き添いの依頼です。

　また、この「ぽっけ」にどなたがアクセスしてくる

かといいますと、実は、ケアマネジャーさんだったり、

あるいは訪問看護ステーションだったり、そういうと

ころからのアクセスが多いんです。

　活動のエピソードを幾つかご紹介いたしますと、

例えば、喪主をしなければならない息子さんが、認

知症の母親を通夜の一晩、葬儀会場で出棺まで見

守ってほしいと。あるいは、息子さんが亡くなって一

人きりになってしまったお母さんが、毎晩息子の亡

霊が見えて恐ろしいと。入所するまでの短期間、１

週間ぐらいだったんですが、だけでいいから、夜泊

まってほしいということで、ボランティアの方は主婦

が多いので、私が泊まりに行きました。

　また、介護者自身も高齢な方が多うございますの

で、高齢な介護者自身がぐあいが悪くなって、急に

受診しなければならなくなった、でも、連れ合いを

一緒に病院に連れていくわけにはいかないから、す

ぐに見守りに来てほしいと。

　いかに「今、すぐに」に対応するかということなん

です。こういう「今、すぐに」に対応するときに、ケ

アマネジャーさんのところに家族から一報が行って、

ケアマネジャーの方は、どうしよう、困った、そうだ、
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「ぽっけ」があるという形で、「ぽっけ」のほうにどん

どん依頼が来ているという実情があります。

　一例、「ぽっけ」に支えられた事例をご紹介いた

します。

　恐れ入ります。ハンドアウトの順番が一部違って

おります。申しわけございません。

　10年前に夫を亡くして独居だったわけですけれど

も、74歳時、自宅の向かいにマージャン荘ができて

から、自分の家をのぞかれていると非常に不安がっ

て、娘さんが東京に連れていったんです。当地の精

神科を受診したところ、長谷川式23点で、どういう

わけか統合失調症という診断がつきまして、向精神

薬の処方を受けます。ところが、ご本人は都会に

行ってとても落ちつかなくて、家に帰ると言って、娘

さんを振り切って地元に戻ってきて、独居になりま

す。

　75歳のとき、不安が強いため、当院内科から当科

に紹介になりました。前述した妄想を繰り返し語り、

不安と妄想が顕著でございました。長谷川式20点な

んです。そして、ＭＲＩスペック等画像検査の結果、

この方は、アルツハイマー型認知症でした。ドネペ

ジル開始と同時に、まず介護申請しましょうという

ことで介護申請をしたんですが、何と要支援１しか

つかないんです。ヘルパーを週に２回利用して、一

緒に炊事をしてもらう。掃除と洗濯は不十分ながら

何とかやっていましたが、デイサービスはかたくなに

拒否しています。内服は、毎朝娘さんが電話で「さ

あ、お母さん、飲んでね」という形で促してくれます。

東京から娘さんが来道して、月に１回、内科と当科

の受診に付き添うという形で独居が継続されており

ました。

　77歳のとき、非常に不安が強いため、ボランティ

ア「ぽっけ」に頼もうということで、週に１回の訪問

を依頼しました。買い物に一緒に行ったり、話し合

い相手になってもらう。ときには、ひどく落ち込ん

でいて、なかなか口のあかないこともありましたけ

れども、次第に訪問を楽しみに待つようになります。

また、受診の付き添いも担当してもらうことによっ

て、遠方からの娘さんの頻回な来道が解消されまし

た。

　私は施設入所をしばしば勧めていたんですけれど

も、本人と娘さんの決心がつかず、在宅を続けてい

たため、再検査によって、長谷川式12点まで下がっ

て、認知症が高度になっていることを娘さんにご説

明いたしました。とにかく入所するためには要介護

１をとらなければいけないので、介護区分の変更を

かけて、ようやく要介護１となり、これを機に78歳

のときに高齢者住宅に入所しました。

　入所しても、環境が変わると、当初は不安が強

かったため、「ぽっけ」の訪問を同様に続けており

ましたけれども、数カ月後には施設にもなれて穏や

かに暮らし始め、「ぽっけ」の利用も終了したという

ケースでございます。

　もう一方で、独居の方の見守りをどうしようかと考

えたときに、何といっても民生委員さんを活用しな

ければだめだなと思いまして、民生委員さんなど市

民に向けての認知症基礎講座を平成23年から毎年

１回開催しております。

　その結果、砂川市におきましては、平成25年の４

月に高齢者いきいき支え合い条例をつくって、町内

会に情報をお渡しすることができるようにしました。

そして、この条例をもとに、地域高齢者見守り事業

を始めました。65歳以上の世帯名簿をもとに、問題

が予測される独居や高齢者のみの世帯に地域包括

支援センターの看護師と高齢者福祉課職員が訪問

して、まず支援の必要性をアセスメントします。そし

て、地域包括支援センター・町内会・民生委員・行

政の４者で、町内会や民生委員のサポートが必要か

どうか、あるいは適切な医療や福祉につなげること

ができるかということを話し合います。

　この見守り事業につきまして、今年の１月、北海

道のＮＨＫの「クローズアップ北海道」で放映されま

したので、その一部をご紹介いたします。お願いい

たします。

（ビデオ上映開始）

　ナレーション：砂川市は新たな条例を制定しまし

た。高齢者いきいき支え合い条例。これまで個人

情報保護法で守ってきた高齢者の情報を見守りのた
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めに提供できるようにしたのです。

　新たな条例では、市の職員がひとり暮らしを中心

に高齢者の家を訪問します。健康状態や社会とのか

かわりなど、見守りに必要な個人情報を集めます。

　先週の金曜日、砂川市では高齢者の情報を初め

て町内会に伝えました。砂川市では、高齢者の状

況に応じて、週１回、月１回、３カ月に１回の３段階

に分けて、見守りを促しています。

（ビデオ上映終了）

内海：このように、町内会を含め、民生委員さんも

含めて、見守りがどれだけ必要かということをアセス

メントしてやっているわけでございますが、高齢者

の見守り活動の手引きというものを作成して、関係

者に配っております。

　今年の８月29日現在、砂川市における65歳以上

の高齢者は約6,000人なんですけれども、6,000人近

くが登録しております。90の町内会がございますが、

そのうち83の町内会で高齢者を把握する協議が終

わっております。実際、砂川市におきまして、独居

の方、そして特に見守りが必要と判断した高齢者が

950名いて、これまで760名を訪問いたしました。そ

の結果、認知症が疑われる高齢者が四、五名ござ

いました。独居でありますので、ご自身の自覚もあ

まりなくて、そして家族も気づいていなくて、介護保

険にも医療にもつながっていないという四、五名が

見つけられました。

　この高齢者見守り事業の訪問によって認知症の方

を早期発見した場合、その情報をどういう形で医療

と介護につなげるかということが重要です。そのた

めに、砂川市におきましては、本年の９月から、認

知症疾患医療センターの看護師と医師、そして地域

包括支援センターの介護福祉士の３人１組で初期

集中支援チームをつくりました。まず、発見された

情報をこちらに渡してもらって、そして、看護師と介

護福祉士が訪問してアセスメントする。何回も行く

わけです。そして、それを持ち帰って、私を含めて、

この人は認知症だぞということになれば、何とか受

診、そして介護サービスへつなげる。すなわち、こ

こで発見して、そしてここでまた訪問して、何とか医

療と介護につなげていくという両車輪で行っており

ます。

　当地域におきましては、ボランティア「ぽっけ」が

あって、そして高齢者見守り事業があって、そして

初期集中支援チームがある。この三つによって、地

域で高齢者を見守るとともに、何とかみずから生き

生きと暮らし続けられる地域社会をつくっていけた

らなと思いまして、このような取り組みをしておりま

す。

　以上です。ご清聴ありがとうございました。

村田：ありがとうございました。

　見守りするときに、どれだけ地域に情報が出て

いるか、これは個人情報保護との関係で、どの地

域社会も悩んでいるところだと思うんですけれども、

砂川市の場合は、条例をつくってそういうことを可

能にしたわけですね。

内海：そうです。

村田：その条例はすんなり通ったんですか。

内海：すんなり通りました。そういうニーズがあるん

だということを皆さんわかっておられましたので、見

守りのためならということで、条例はすんなり通りま

した。

村田：そういうことを支えようというボランティアさん

も、手を挙げてやってみようとおっしゃる方が結構

いらっしゃるんですか。

内海：そうです。この「ぽっけ」のボランティアさん

はどんなメンバーかといいますと、元ケアスタッフを

やっていて退職した方だとか、あるいは認知症の家

族の会の方たちが大半を占めておりますが、それ以

外にも、60歳になって定年退職したから何かお手
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伝いできないかといって入ってくださる男性もいらっ

しゃいます。

村田：そうすると、ボランティアの募集にはあまり困

らないんですか。

内海：ボランティアの募集のために、毎年毎年ボラ

ンティア養成講座というものをやっています。そこに

20名ぐらいはいらっしゃってくれます。そして、年に

数名が新たな仲間として入ってくれます。北海道は

広うございますので、遠いところから依頼があった

場合には、ボランティアさんの居住地から車で行っ

ても、優に30分はかかってしまうんです。ですから、

砂川市だけではなくて、近隣の市町村にも何人かボ

ランティアさんをつくろうということで、近隣の市町

村にも出向いていってボランティアを育成していると

ころです。

村田：ボランティア養成講座などは市が行っているん

ですか。

内海：いえ、私どものＮＰＯ法人、認知症を支える

会というのがやっておりましたが、自立してもらいた

いということで、２年前からは、ボランティア「ぽっ

け」が主催するようにしております。

村田：なるほど。その中で、内海先生はどういうお

役目を果たしておられるんでしょうか。

内海：その養成講座におきましては、当センターの

私のような医師だとか精神保健福祉士だとか看護師

だとか、あるいは地域包括支援センターの方で５回

の講座をやります。各分野、多職種にわたっていて、

もちろん無料です。

　もう一つは、つくるのは勢いがあったら意外と簡

単なんですけれども、維持するほうが難しいので、

月に１回例会を開きます。当院のＰＳＷは必ず参加し

ますが、私も時間のあるときは参加して、彼女たち、

彼らたちの活動にほんとうに頭の下がる思いだとい

うことをお伝えします。そうすると、ボランティアさ

んたちがもっと頑張ろうというふうになる。需要がこ

んなふうに増えてきて、どんどん増やさなければい

けない、じゃあ、自分たちでももっとボランティアを

増やしていこうと前進しているといいますか、成長し

ています。

村田：ただ講座をやるだけではなくて、アフターケア

が大事。

内海：アフターケアのほうがうんと大切です。認知症

の方というのは、ボランティアさんが来ても、「あん

た誰？」と言って拒絶される場合があります。せっ

かく行ったのに拒絶されたら、普通の主婦の方は傷

ついてしまうわけです。先ほど事例でボランティア

「ぽっけ」から訪問した方は、実は、昔ながらのご

近所さんで顔見知りだったんです。ですから、向こ

うもすごく抵抗がありましたし、本人も私ではないほ

うがいいのではないだろうかということを言っていた

んですけれども、回を重ねるごとに、昔話を共有で

きるということで、ほんとうにその方がずっと行って、

見守って、傾聴してくれたんです。

村田：個人情報のことも含めて条例で定めて、みん

な開示して、どこに誰がいるとわかるようにした。

そういうことに対して、例えば、訪問したいと言って

も、余計なことをしてくれるなとか、市民からそんな

反応はありませんでしたか。

内海：実際の見守り事業で、地域包括支援センター

の看護師さんや介護福祉課の職員が、先ほどのビ

デオのように訪問するわけですけれども、何で来た

んだという形でけんもほろろにというのはあまりない

ようです。ただ、65歳以上の独居なので、65歳、あ

るいは70歳ぐらいのすごく元気な方たちも含まれて

います。そういう方においては、まだまだ私はそこ

までいっていないから大丈夫だよ、情報を町内会に

渡さないでくださいと言われる方がいらっしゃいま

す。

村田：こういうことをやって、何か地域が変わりまし

たか。

内海：まだ１年とちょっとですから、地域住民そのも

のが、こういう活動をやっているというのをあんまり

知らないのではないでしょうか。今は、まず独居の

方たちを回っているところなので、こういう活動があ

るんだということはＮＨＫでも放映されましたけれど

も、砂川市の住民はまだあまりよく知らないかもしれ

ません。

村田：じゃあ、これからさらにボランティアさんの
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数を増やしたり、独居だけを回るのではなく広げて

いったりということも考えておられるんでしょうか。

内海：そうです。独居が1,000名近くですので、それ

が終わったら、今度は高齢者のみの世帯を回ること

になっております。多分来年になったら高齢者のみ

の世帯を回れるのではないかと思います。

村田：そうですか。ありがとうございました。

　水谷さん、この活動をどういうふうにごらんになり

ましたか。

水谷：厚生労働省は、認知症初期集中支援事業を

推進するんだ、早期診断・早期対応が重要だという

ことでやっておりまして、平成30年度からは全市町

村で実施することが法律で決まっています。

　私は７月にこのポジションについたときに部下から

説明を受けたわけですけど、「初期の人はどうやって

見つけるんだ」と聞くと、「うーん、それはかかりつ

け医の人が変だと思ったら……」ということなんで

す。つまり、私なりに理解する初期集中支援のコン

セプトというのは、あえて言えば、認知症になるか

ならないかぐらいのところから早期に気づいて、必

要な診断を受けて、適切なサービスを受けることに

よって、進行をおくらせたり、その結果、地域でより

生活できたりということだと思うんですが、一番重

要なのは、それに早く気づくことだと思うんです。

　かかりつけ医が異常に気づけばということだけが

初期の人を発見するすべだとはちょっと思えなくて、

そういった意味で、今おっしゃっていただいたよう

な地域で独居の方を見守るという、ある意味、ちょっ

とパターナリスティックに入っていく中でそういった

ことを発見することが初期の人を掘り出すことにつな

がって、それが初期集中をほんとうに意味あるもの

にしていくのではないかと感じました。

　ただ一方で、今、認知症の方に地域で初期集中

支援事業をやろうとすると、現実には、その初期の

方に対応する前に、まさに困難事例と申しますか、

とにかく困っている人がいるので何とかしなければ

ということが多い。それは決して初期ではなくて、

中重度の方もいらっしゃいます。今はその対応に追

われてしまっているのかもしれませんが、目指すべ

き姿はそういうところにあるのかというのは、今日の

話を聞いて思いました。

　役所は初期集中支援チームをつくってくださいと

お願いしているだけなんですが、それと、初期の人

を見つける仕組みをどうやってつくっていくかという

ことを両輪で考えていくことによって、初めて初期集

中がほんとうに意味あるものになっていくということ

を感じました。

村田：ありがとうございました。

　内海さんのほうに戻りますが、内海さんご自身、

こういうボランティアを養成して、「ぽっけ」という組

織が発足することにご尽力されたわけですが、どう

してお医者さんの立場からこういうことをされようと

思われたんですか。

内海：地域で長く暮らしていくためには、家族の負

担をいかに減らしていくかということが大切なんだな

と思ったんです。最初にボランティアさんへのニーズ

を聞いたときに、声かけだけでいいとか、玄関挨拶

だけでもいいから来てほしいと、まずそこに私自身

は衝撃を受けました。ああ、一緒に住んでいる家族

も、ほんとうは話を聞いてあげたくてもできないんだ

な、そこに苦悩があるなと思いました。

　また、受診の付き添いは、介護保険の中では現

実的にできないものです。付き添いというのはとて

も大切なことなのに、家族が仕事を休んでいかなけ

ればいけないとなると、もう無理という形で、施設

に預けようということが起きてくるのではないかと思

いました。

　それで、高齢社会を支えるのは元気な高齢者で

あると思いまして、60歳過ぎの元気な奥様たちに声

をかけていきました。

村田：女性がほとんどですか。

内海：女性がほとんどです。

村田：別に男性がいけないわけではないんですよね。

内海：いけないわけではないんですけど、男性は今

のところ４名です。

村田：そうですか。なかなか入ってこないですかね。

内海：そうです。でも、男性でしかできない役割と

いうのもあって、ああ、男性がいてくれてよかったな

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

95

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



と思いました。

村田：そうですか。ありがとうございました。

　それでは、３人目、行政の立場から、和光市の東

内さん、お願いいたします。

東内：私は行政の立場からお話しいたします。いつ

も使う資料に少しプラスしてあるんですが、冒頭申

し上げた地域包括ケアシステムというのは、どうして

も理念とかが先行していて、どういう結果に我が町

を持っていくんだという最終的な着地点が見えない

ままに進められているような気がします。そういう中

で、今日は認知症に特化してお話をいたします。

　これは認知症の方の地域包括ケアの研究会の報

告書ですけど、冒頭から申していますように、ケア

のニーズが拡大していくんだよと、これから単独世

帯もやって、特に認知症を有する高齢者が多くなっ

てくるというのが全国の問題で、特に都市部の問題

が大きいという認識です。

　私は、行政もお医者さんも市民の方も、互助とい

う市民ご近所力の関係、共助という医療と介護、あ

とは自助で、例えば、本人の経済力や身体機能、そ

ういった自助・互助・共助という意味をいま一度再

認識することが重要だと思います。

　今日は室長も来られておりますが、認知症に関し

ては、冒頭、村田コーディネーターが申しましたの

で、この辺は少し割愛させていただきます。

　昨年、一昨年来ですか、認知症ケアパスという

言葉が唐突に出てきました。多分皆さん、今まで医

療連携パスとかいうような認識はあったと思います。

私は認知症ケアパス作成のための検討委員会の委

員長まで務めたんですけど、認知症ケアパスという

のはなかなかなじまない名前ですよね。簡単に言う

と、介護保険事業計画の中に認知症のことを特出し

して、その対策とかをきちんとやっていくという関係

だとまずは思ったほうがいいです。認知症ケアパス

というものはないんですよ。認知症のＭＣＩという軽

度からＢＰＳＤの重度まで、レベルごとに地域にお

いてそれを解決できるような仕組みがきちんと整っ

ている、その地域の環境のことです。でも、そうい

うことをうたったとしても、実際グループホームが少

ないとか、疾患センターがないとか、認知症サポー

ターがいないという状況になっては全く意味もあり

ませんので、そういうものをしっかりつくっていかな

ければいけないという課題を有しています。

　この辺は、どういう状態でもきちんと認知症の方

とその家族にケアパスを提示してねという言い方を

しているんですが、私は、これこそがケアマネジメ

ントなので、多制度、多職種共同で認知症の方とそ

の家族の方をきちんと支援していくことが重要だと

思っています。

　この辺は資源の概念なの割愛します。

　これは和光市役所の体制なんですが、保健福祉

部に福祉政策課という新しい課をつくり、そこに、

総合相談支援担当という、専門職を置いた、認知

症もそうだし、障がい関係でも、全ての多制度多職

種が連携するような担当を、ひとつの新しい課とし

てつくりました。そこに認知症の初期支援チームの

基幹性を持たせています。

　部の構成です。これは後で見てください。

　高齢者でやってきた地域包括ケアの概念を、子ど

もとか障害でもずっとやっているんですが、例えば、

世帯としては、認知症のおばあちゃんがいて、発達

障害の子どもさんがいて、ママがいてというケース

なんかもありますから、認知症の場合も、高齢者だ

けを見ていないで、ライフステージ全般で世帯を見

ていくという視点を常に持っておかないと、なかな

かケアを支援することはできないと感じています。

　では、この辺から具体的に和光市の体制につい

てです。

　今、砂川市のほうでもありましたが、まず、ニー

ズ調査をやらないということはあり得ないと私は

思っています。我が町の課題もわからずに介護保険

事業計画はつくれないし、認知症の施策もつくれな

いと思います。現象・事象として出てきた認知症の

方に対応するだけで、それでは全然早期発見にはな

らないんです。だからこそニーズ調査みたいなのが

あって、認知症に関する我が町の課題を知っていく。

その課題を解決するために、事業計画をどうする

のか、もしくは医療との連携をどうやっていくのか、
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住民の活動をどうやっていくのかを考える。そして、

真ん中のところで、介護保険や住まいとか、その他

の生活支援とか、医療系サービス、福祉・権利擁

護、そういったものについて、我が町はどういうも

のが必要で、どういう体制を組んでいくのか。それ

で初めて認知症に対応できるような体制が組めるわ

けです。

　そこを下に落としていくんですけど、先ほどから出

ている連携というのは、連携する場所がないと絶対

できるわけがないんですよ。だから、地域ケア会議、

和光市ではコミュニティーケア会議ですが、認知症

に関して、例えば、ＢＰＳＤになってケアマネジャー

が困ったときにここに上がってきて、どういったドク

ターにつなげてとかいうチームを編成する。いわゆ

る多職種・多制度の連結調整を行うんです。ケアマ

ネジメントの調整とか治療計画と介護計画の連動と

かですね。それを初期支援チームなんかの段階でも

ここでやっていくし、重度化していったときにも、こ

の中で応援をしていく。その中で人材が育って、こ

ういう場に持ってこなくても、自分で連携ができる

ような体制がつくられていきます。

　今日のキーワードになるのかと思うんですが、日

常生活圏域ニーズ調査はどこの市町村でもやれます

が、いまだに無記名式でアンケートみたいなことを

やって総量だけをカバーするというのは、ちょっと

遅れているのかと私は思います。今の砂川市の例で

は、個人情報の関係までクリアする条例をつくって

いるわけです。和光市も記名式のニーズ調査を高齢

者全員に送りました。それには同意書もあって、こ

の調査は何と何と何に使われますという中に地域ケ

ア会議に上程することまで書かれています。

　そういうことをやって、例えば、このグラフでいく

と、真ん中の棒グラフで、高齢者人口のうちＭＣＩ

レベルの軽度認知症が地区に何人いるんだろうとい

うことがわかるわけです。先ほど申しましたが、記

名式でやっているから、個人台帳ができ上がってい

て、それを積み上げたものがこのグラフです。

　その個人台帳は保険者と地域包括支援センター

が共有をして、そこからリスクの高い順に訪問をし

ていく。調査票を送って、回収して、未回収のとこ

ろは全戸訪問する。未回収のところには、和光市で

いう介護サポーターの研修を受けた民生委員とかサ

ポーターの方が訪問するから、そこで早期発見とか、

あかずの扉とか、接近困難の方ということが判明す

るわけです。そういうふうにやらなければ、医療機

関だけで初期的な対応が必要な方を見つけ出すこと

は絶対に無理でしょうし、逆に言えば、これで量が

わかるわけです。例えば、今日冒頭申し上げた、認

知症で、おひとり暮らしで、借家住まいで、低所得

者の人が、この地域には何人いるんだということが

わかるわけです。

　対象を間違って介護の基盤整備をしたら、家賃の

高いグループホームなんかつくったって誰も入れな

いわけです。そういう意味で、認知症ケアパスとい

うのは、介護保険事業計画をきちんと認知症の方に

対して機能させるためにつくっていく。その基礎とし

て、ニーズ調査みたいなものが重要なんです。そこ

で見守りが必要だといったら、砂川市みたいに情報

関係から見守りチームみたいなのをつくって、その

高齢者のところに行くというシステムなので、先ほど

から言っているように、低所得者の認知症の方が我

が町に何人ぐらいいるんだということも把握しないで

介護保険事業計画をつくって、勝手に事業者が参入

して、そこで市場原理のもとにやっていくというスタ

イルだけではだめだということです。我が町に必要

なものをつくるという原点に返らないと、今回はな

かなか厳しいと思います。

　ちなみに、和光市では、これは自慢とかではな

いですよ、今回の１回目の保険料のワークシートの
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試算関係では、市内に特養が60ベッドしかないとい

う状況や、あと介護予防がきいていることもあって、

必然的に要介護４、５とかが少なくて、保険料が50

円ぐらいマイナスになるんです。

　私が言いたいのは、認知症施策をやっていった

ら、何を評価して成果のインパクトを見るのかもそ

ろそろ発信をしていかないと、こういうことをやって

も効果がほんとうに生まれているのかということに

なっていく。全体の政策の中で、介護保険でこうい

う状況にあった何百人の認知症の方がこういう状況

に変わっているんだということも示していかないと、

そういうことをやっていくんだと叫んでも、なかなか

全般的な理解は得られないと思います。

　高齢化の日本で認知症対策が遅れるというのは、

先進国の中では恥ずかしいことだと私は思うので、

そこは今日の池田先生の話、内海先生の話を聞いて

すばらしいなと感じました。

　ニーズ調査をやって個人の台帳とかもつくったん

ですが、例えば、ブルーが健常者だとしたら、赤

が要介護認定の人で、そこが仮に認知症だとしま

しょう。和光市は小さい市だからとか都市部だから

ということではなくて、自分の町の中学校区とか日

常生活圏域にそういう方が何人いるかということな

んです。じゃあ、そういう方がいたら、我が町は特

別養護老人ホームをつくって全て対応していく方針

なのか、それとも、小規模多機能型居宅介護とか

認知症サポート医等を整備して、在宅での認知症の

方の限界点を高めるのか。この辺はもう自治体の政

策と首長の覚悟ですよね。和光市は、この図にある

ように、在宅の限界点を高めていくことを選びまし

た。だから、小規模多機能型居宅介護とグループ

ホームを連動してつくるというような地域密着のサー

ビスをつくって、認知症の方の対応を行っています。

　これは方針です。いつも言うんですけど、介護保

険事業計画には、「青さみなぎる文化都市に高齢者

の笑顔が集う」とか、何か標語みたいなことを書い

てしまうことが多いんです。それでは何をやってい

いかわからないんです。先ほど言ったように、自治

体の覚悟と官民共同で、例えば、私が和光市で、

池田先生が病院長で、内海さんがサポート医とかで

いたら、スーパーコラボになると思います。その官

民共同の中で、例えば、和光市は介護予防をやって

いくんだとはっきりと言っているんです。青さみなぎ

る文化がどうこうとは言っていません。

　そして、基本方針の最後にも、認知症を有する高

齢者がどんな状態でも地域で対応していくんだとい

うことを明記しているから、市内の介護事業者も市

民も行政も医療機関も同じ方向を向くわけです。最

近の言い方で規範的統合というんですけど、その同

じ目的に向かって医療職・介護職は連携するんで

す。目的が連携されていないんです。目的は統合さ

れていないといけないんです。そこが認知症には一

番重要だと思います。

　今言った、和光市の保険料が前期同様か、50円、

100円落ちるレベルというのは、認定率の関係です。

高齢者人口が増える中、要介護認定者は減少もし

くは鈍化ですから、認定率は落ちるわけです。だか

ら、保険料はおのずと低減されるという構造で、こ

れは介護予防のインパクトによるアウトカムです。

　この辺は、砂川市であったように、要支援１とか

２とかにはいかない認知症の方なんかにいろいろな

地域支援事業をやっていますと。運動機能と能力

アップをあわせてこんなふうにやっているんですが、

アミロイドベータとタウがたまるということが解明さ

れ、長寿医療研究センターが行っているコグニサイ

ズというプログラムを教わって、踏み台昇降をしな

がら100から３を引いていく体操とかをやったりして

います。カジノとかもやっているんですけど、マネー

ディーラーは介護職の方で、Ａさんはアルツハイマー

で答えが言える人とかいう参加している人の状態を

全部把握した中でゲームをやっていきます。

　この少しぽっちゃりのお母さんなんですけど、こ

の方は両膝の変形性皮質関節症から復活した介護

予防サポーターのボスをやっている方で、その方た

ちが認知症カフェなんかを全部仕切ってくれている

んです。

　この辺が医療連携です。独立病院機構が市内に

ありまして、そこが認知症を一部診ています。そこ
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と市内の精神科とが、垂直統合といって、カルナコ

ネクトというＩＣＴでつながっていて、在宅のケアプ

ラン情報が、Ａさんが入院したときには病院に行っ

て、病院で治療計画が終わると、今度はそれが在

宅に戻ってくる。和光市は、そのデータを地域ケア

会議で共有して、医療・介護の連携をやっています。

　最後に、いつも見せるんですが、これは和光市内

の整備計画です。特養が60ベッドしかないという状

況で、大きいデイサービスセンターも今四つしかない

んです。この図を見ていただけると、和光市の人口

からいったら、小規模多機能型居宅介護とグループ

ホームの数がかなりあるということがわかると思いま

す。これは、ニーズ調査と要介護３以上の給付分析

をやって、そこから認知症の出現率等も勘案した中

で整備を進めたんです。例えば、認知症になったら

どこか遠くの施設に入ってしまうとかいうことではな

くて、いわゆる面的な医療・介護の連携と垂直統合

という入院と在宅の連携を強化した結果、今このよ

うな基盤整備が進んで、認知症の方に対しては、い

わゆるケアパスみたいなものが成立しているという

状況になっています。

　以上です。

村田：ありがとうございました。

　この資料を見ても、私老眼が進んでいるもので、

今の図なんかはなかなか判読するのが容易ではな

いんですけれども、今の東内さんのご報告で印象

に残ったのは、とにかくニーズ調査をしないとだめ

だよということ。全ての施策は実態調査から始まる

という言葉があるように、どんな施策をつくるにも、

実態はどうか、何を求めているのかがわからなけれ

ば、机上の空論になってしまう。机上のプランをつ

くっても何にもならない。ニーズを把握するための

実態調査に非常に力を入れておられて、和光市はそ

こからスタートしているんだということですね。

東内：そうです。スケールはいろいろあるんですが、

一番簡易スケールでニーズ調査をやって、そこから

初期対応が必要な箇所が出てきたら、家族がいる

方にはＣＤＲというのをやったりします。認知症には

スケールというのがあって、そういうのをやると、ど

んな状態なのかというのがわかります。

　もう１点言いたいんですが、医療と介護の連携と

いうのは、暮らしの場ということがぶれないことが

基本にないとだめなんです。暮らしの場において、

医療で何が必要かとか、介護で何が必要かという

ことになるわけですよね。だから、池田先生とかは

違うけど、例えば、病院の先生というのは、診療で

検査値などを見ますよね。でも、在宅でのその人の

いろいろな情報は、家族からのあまり専門的ではな

い情報ではないですか。認知症の方が在宅でどん

な生活で、どんなふうなときに調子が悪くなってとい

うことを介護側がきちんと医療につなげるから、お

医者さんのほうも、例えば、お薬の出し方とか治療

の方針みたいなのがもっとより鮮明になるわけです。

それが私は一番の医療と介護の連携だと思っている

んです。その前段として、ニーズ調査みたいなもの

で、意向調査じゃなくて、課題を見つけることが必

要だと。

村田：そのときに、記名式でやるのが大事というこ

とですか。

東内：和光市も個人情報の関係をやっているんです

が、記名式で同意をもらってしまうということです。

自治体の方は、個人情報保護条例がどうだというふ

うに、すぐできない理由見つけるんです。そうじゃな

くて、できるようにしていくには同意をもらえばいい

わけです。同意をもらったら、条例をつくらなくたっ

て、そこに書いてある事項はできるわけです。それ

をやったと。今では和光市も健康づくり基本条例を

つくって、いろいろな意味で個人情報をクリアできる

んですが、まず同意のために記名をもらうと。

村田：なるほど。その実態調査をした後どうするか

というのを、もう一度ちょっとゆっくり詳しくお話し

いただけませんか。早口だったので、私ちょっとの

み込みが悪くて。

東内：まず、委託のセンターとかがあるんですが、

入力をして、Ａさん、Ｂさんの個人台帳ができ上が

ります。その個人台帳には基本チェックリストも入っ

ていまして、Ａさんのリスクが全部スケール化されま

す。それを市役所のデータベースに入れて、地域包
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括支援センターと共有するわけです。その共有する

ことに対しても同意をもらっているわけです。それ

で、包括支援センターは、そこから順位づけをして、

アウトリーチに入るわけです。

村田：訪問は誰がするんですか。

東内：地域包括支援センターの職員です。ハイリス

クな方とかが対象です。データを集めるため、未回

収の方に訪問に行っていますよね。そのとき、既に

要介護２レベルのおばあちゃんに会うこともあります

よね。孤立死対応もできるし、早期発見もできるか

ら、ニーズ調査の未回収訪問は絶対重要なんです。

それで全部のデータを集めるから、地域包括支援

センターも、さらにそのデータを分析した後に、優

先度を持って訪問ができる。

　一方で、行政は地域的に全部数字を積み上げて、

先ほど言ったように、この地域には認知症で、おひ

とり暮らしで、低所得者で、借家住まいの方は何人

いるんだろうとか、脳卒中で日中独居の人はどのく

らいいるんだろうというのを調べて、私たちはそれ

を地図の上に表で出して見える化します。だからこ

こに低額なグループホームをつくるんですとか、絶

対ここに認知症サポート医の研修を終えた先生にい

てもらいたいんですということを、政策できちんと示

していくわけです。

村田：記名式でやれば、余計なお世話だとか、うち

はそんなことに入り込んでもらいたくないとか言って

拒否する人たちを防ぐことができて、その人たちも

ちゃんとキャッチできるということにつながるんです

かね。

東内：そこがすごく重要です。先ほど内海さんも言っ

ていたんですけど、要は、回収率が高くて、記名式

でも60％、70％いくんです。残りの30％を訪問した

ときに、８割は元気な人なので、「こんな調査票を

よこして、ばかにするな」と怒られます。

村田：なるほど。

東内：ただ、残りの２割の方は、既にＭＣＩか、進

んだ人は介護２レベルぐらいになっている。訪問調

査も暑い夏と寒い冬にやるんです。だから、私はサ

ポーターに「厳しい」と言われていて、人気がない

です。でも、それをやるから、いろいろなリスクの

ときにも対応できるんです。だから、怒られること

は当たり前として行かないとだめです。

村田：なるほどね。

　さあ、水谷さん、この和光市の取り組み、いかが

でしょうか。

水谷：厚生労働省は、認知症ケアパスというのを地

域ごとに作成して、それを反映した形で来年度から

の第６期の介護保険事業計画を作成してくださいと

お願いしています。ただ、「してください」と言って

いっているだけで、今おっしゃっていただいた和光

市のような取り組みを現実にやった上で、ちゃんと自

治体で今その作業が進んでいるかというと、そうで

はないなと正直感じました。

　そういった意味で、国としても、具体的にこうやっ

ているんだということを逆に示してあげないと、なか

なか自治体のほうも動きづらいのかということを私も

反省しているところです。

　もう一つ、医療と介護を連携しなさいと言うのは

非常に簡単です。そして、規範的統合のためには

目的を共有しなければいけないというのも、まさに

おっしゃるとおりだと思います。しかし、それを達

成するための手段として、共有する情報の言語が医

療と介護で共有されていないと、いかに連携しなさ

いといってもうまくいかないような気がしています。

早期対応の地域で暮らす医療・介護連携をつくる

場面で、医療側に必要な情報は何なのか、介護側

に必要な情報は何なのか、そういうことを医療・介

護の従事者が話し合って、そのフォーマットがある。
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そういう共通言語ができれば、おのずと連携が進む

し、その共通言語をつくる過程で、医療・介護の

顔の見える関係ができ、連携が進む。

　その早期診断・早期対応の場面と、あとは急性

増悪――ＢＰＳＤとか身体合併症でどうしても医療

が必要だというときでも、必ずまた地域に戻ってく

ることが前提になります。そこの場面でも、今まで

どういうふうに暮らしてきて、どういう医療を受けて

きたという情報と、それが今回入院して、また戻っ

てくるときにどうなるか、そういった医療と介護の

連携を具体的にやるためには、まさに規範を示した

上で、じゃあ、どういう情報を共有していれば、そ

れがうまくスムーズにいくのかということを話し合う。

地域ケア会議とか認知症地域支援推進員とかいろ

いろなツールは今ありますが、そういうものができ

ていくことが、より具体的に連携を進めていく一つ

の道かなと感じた次第です。

村田：ありがとうございました。お三方からそれぞ

れの取り組み事例をお話しいただきました。

　それでは、残り時間が少なくなりましたけれども、

今、最後に水谷室長からお話がありました連携で

す。いかにして連携していったらいいか。この言葉

は随分長く言われておりますけれども、なかなか形

が見えてこない。行政、それから医療や福祉、介

護の専門職、地域住民、いろいろな方々が一緒に

なって、地域社会で認知症の、特に独居の方、あ

るいはご家族を支えていく仕組みをつくり上げる上

で、どうやったらお互い手を結び合えるだろうかと

いうことを最後に少し議論したいと思います。

　例えば、池田先生のところは、連携はこれだけで

はないんですけれども、医療と介護の連携というの

はどういう形でやっておられるんでしょうか。

池田：例えば、地域拠点型センターの精神科病院で

の外来の紹介をしますと、その地域は、私自身が８

年間、週１回行っているところなので、かかりつけ

医の先生方や介護職の皆さんとも、お互いほとんど

顔が見えます。ひとり暮らしの方は、ほぼ100％ケア

マネさんが受診についてこられます。これは私自身

が頼んだわけではないです。けれども、同伴してく

ださり、意見交換もできるので、非常に助かります。

　先ほどお話がありましたように、実際に家族ある

いは介護職の方から情報を得ることが認知症医療の

スタートですので、ひとり暮らしの方の初めての診察

で、実際にふだんそばにおられるケアマネさん、あ

るいはヘルパーさんが同席してくださると、非常にス

ムーズに診察が進みます。逆に言うと、そういう方

がおられずに、年に１回東京から帰ってこられる娘

さんが一人ついてこられても、１回の診察ではなか

なか核心の部分に迫れません。

　診断がついて治療計画ができますと、私自身がお

薬を出す場合も、かかりつけ医の先生に戻っていか

れるわけです。そのときに、もちろん手紙は書きま

す。何の目的でこの薬を出したのか、あるいは、か

かりつけ医の先生には申しわけないけど、この薬は

やめてほしい、ということを書くわけですけれども、

微妙なニュアンスがありますので、マネジャーさんが

ついてくださっていて、かかりつけ医の先生の受診

にもついていかれたときに、私が言ったことを伝えて

くださると、手紙の10倍ぐらいスムーズに話がつな

がります。そういった意味での人を介した連携とい

うのが非常に大事かと思います。

村田：ケアマネさんが必ずついてこられるというの

は、熊本県のケアマネ協会か何かがそんな決まりで

もつくっているんですか。それとも自主的にやってく

ださっているんですか。

池田：全く自発的だと思います。ただ、申しわけな

いですけど、大学病院の場合は待ち時間が長くて、

とてもふだんの業務の中では難しいので、同伴の率

は下がります。地域拠点型のほうは比較的外来の待

ち時間も短くて、ケアマネさんも大体私の外来がど

のくらい混んでいるのかご存じなので、時間をうまく

合わせて同伴してくださいます。

村田：なるほど。そうですか。

　内海さんは、介護、医療、それから地域住民、

行政、これらの連携をどういうふうにしてつくってい

くべきだと思われますか。

内海：まず、ケアスタッフとの連携という部分では、

先ほどのＮＰＯの支える会が、ケアスタッフ向けの
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講演会や研修会を年に数回開いております。それ

以外に事例検討会も２カ月に１回やっておりますが、

実は、私と精神保健福祉士の二人が、グループホー

ムとかデイサービスとか特養とかに平日のアフター

ファイブに出かけていって、ケアスタッフの方たちと

膝を交えて２時間ばかり話し合っています。

　そうやってしょっちゅうケアスタッフの方たちと顔

を合わせていて、何に一番効果があるのかといいま

すと、例えば、グループホームの人が私の外来に利

用者さんを連れてきた場合に、私自身、下手な診療

はできないぞと、もう顔を知っているわけで、ぞん

ざいにぱっぱっぱっとはできないぞと自分にたがが

はまるんです。そして、ついてきたケアスタッフの方

も、この先生の前では下手なケアはできないぞと、

お互いいい意味の縛りといいますか、そういうのが

あると思っています。非常に小さい地域ですので、

どこどこのケアマネさんがとかいうように、大体顔を

知っているという形で連携をしています。

村田：それは先生の業務として行かれるんですか、

それともボランティアとして行かれるんですか。

内海：ボランティアです。

村田：全然お金にならないわけですね。

内海：ええ、もちろん。車を運転していきますけれ

ども、ガソリン代も出ないです。

村田：なるほど。まさに情熱で支えているわけです

ね。でも、情熱に頼っていたら、限界がありますよ

ね。ある程度組織化するかとか、何か考えていかな

いと、なかなか普及しないのではないかと思うんで

すが。

内海：先ほどのＮＰＯ法人の支える会などに参加し

ているメンバーには、私のように公立の医師だった

り、保健師さんだったり、公務員もいるわけです。

でも、その活動は、大体土日だったり、平日の５時

過ぎだったり、話し合うのもそういう形でしか集ま

れないんです。職種としては保健師だけれども、個

人として出てもらってるということです。出張の判

こをもらわない形で動こうと。なぜならば、制度化

した形でやると、どうしても硬直化してしまうという

か。ネットワークはフットワークだと思うんです。こ

れをやろうと言って、ぱっと号令をかければ、ぱっと

集まってきてやれるという自由度がとても大切だなと

思っているんです。全くのボランティアなんですけれ

ども、予算がつくとなると、いろいろな制約もあり

ますので、それぐらいだったら、自分勝手に、勝手

連のように、まずゲリラ的にやっていこうみたいな感

じでやってきた10年間です。

村田：ああ、10年間やっておられる。

内海：はい。

村田：ネットワークはフットワークだというのは大変

いい言葉だと思うですけれども、そういうところだ

けに任せておくと、地域によって、そういう情熱と志

のある方がいらっしゃるところは大変よくなるけど、

全然それと関係ないというところはできない。こう

いうのは全国津々浦々に張りめぐらされなければい

けないわけでして、どこかに限界があると思うんで

す。でも一方で、制度的にやってしまうと、硬直化

してしまって、何か決まりきったものになってしまう。

そのあんばいというのが非常に難しいですね。

内海：そうです。ジレンマです。

村田：ジレンマですね。

　水谷さん、熱意だけに任せておくわけにはいかな

いと思うんですけれども、厚生労働省としてはどう

いうことを考えておられるのか、何かありますでしょ

うか。

水谷：最初にも申し上げましたが、答えは一つでは

ないと思うんです。こうやってやれば必ずうまくいく

という全国に通用するような形があるとは正直思っ

ていなくて、地域の資源の中でどう組み合わせてい

くか、何が足りないからこれを増やしていくとかとい

うことを地域ごとに考えていただく必要があると思う

んです。

　そういった意味で、制度化というより、我々はどっ

ちかというと制度のツールを準備している。初期集

中支援チームというのをやりなさいよ、地域支援推

進員というのを置いてくださいよ、地域ケア会議で

認知症のこともちゃんとやってくださいよ、認知症ケ

アパスをつくって考えてくださいよという、考えるきっ

かけになる場面を政策のメニューとして幾つか用意
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しているつもりで、その中で、この地域にフィットす

るこの形でこれをやっていくとかということは、それ

ぞれの形があるのではないかと思います。そういっ

た意味で、答えが一つというよりは、地域に見合っ

た答えを探していただく。

　それと、もう一つ、今日私が思ったのは、その答

えを出すには、行政のパターンもあれば、医療側の

パターンもあれば、ＮＰＯなんかを巻き込んだパター

ンもあれば、いろいろなパターンがある。

　今ふと思い浮かんだのは企画力という言葉で、結

局、認知症の問題が、よくも悪くもこれだけ盛り上

がっているという言い方がいいかどうかわかりませ

んが、世間からも注目を集め、実際に困っている方

がたくさんいる中で、それを解決しようとして企画す

る声というのは、多分どこから上げてもよくて、しか

も答えがないわけですから、どのツールを使ってそ

の企画の声を上げてもいい。それがうまくフィットす

れば、それが地域の形になっていくと思うので、今、

ご家族の立場、本人の立場、行政の立場、医療の

立場、介護の立場、それぞれが認知症の問題で困っ

ているわけですから、何かを企画する声を上げるこ

とは、決して「いつやるの、今でしょ」ではないで

すけれども、ほんとうに今そういうタイミングになっ

ているのではないか。そういった中で、こういう取

り組みにインスパイアされて、地域ごとに議論が進

んでいけばいいのではないかと考えました。

村田：そうですね。盛り上がっているというよりも、

むしろやまれない、もうどうしようもない、にっちも

さっちもいかないで、とにかくやらなければという思

いが全国的に充満していると感じるんです。この分

科会に一番参加者が多かったということも、そのあ

たりにあるのではないかと思うんですが、内海さん

のところのような、要するに、個人のボランティアで

やっている方たちが燃え尽きないように、何かできっ

ちりと支えることも考えていかなければいけないな

と思うんです。

　東内さんのところは、ほんとうに和光市全域にい

ろいろなネットワークを張りめぐらせて、うまくいっ

ているようなんですけれども、そのあたりはどのよう

にしてつくり上げてきたんですか。

東内：今室長が言われたように、企画力というのは

重要ですよね。行政は、市民の方から、事業者の

方からの企画提案を聞く耳を持つことが重要です。

当たり前なんですけど、私は市役所だから官とは言

えませんが、公民共同の視点というのがあって、どっ

ちかにやる気が絶対あると思います。両方ないとき

は誰かがつくるしかないですよね。その中でつくり

上げるかですよね。

　私はお話を聞いていて、ボランティアで行く部分

も多少はあるかと思いますけれども、行政政策で

やったら、この部分は公費投入で、この部分は地域

のものでとかいうことが重要ではないかと思います。

　発表のときにも言ったんですが、今日私がお示し

した126ページのところに、「保険者（自治体）の底

力を市民のために発揮する」と書いてあります。サ

ミットに来ている首長さんは多いですから、来年の

３月の議会には施政方針に認知症対策を入れるぐら

いのことをやって、それで、役所がやる部分、さら

には住民がやる部分、あとはＮＰＯを育てるところ

とか市民協働推進課なんていうのが行政の中にあり

ますから、そういったところの連携をやっていけば、

私はどんどん市内全体に、チームケアというか、ネッ

トワークを張っていけると考えています。

村田：和光市の場合、まずは、行政が主導して地域

にいろいろ働きかけて、地域住民の意識を掘り起こ

して、協働できるような体制をつくっていったんです

か。

東内：そうです。和光市の場合、その核として、先

ほど村田さんが見えなかった、小規模多機能型居
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宅介護とかグループホームが地域にたくさんあるわ

けです。25名の認知症の方が小規模多機能に行く

んだけど、そこに必ず100平米ぐらいのパブリックス

ペースという地域交流スペースをつくってあるんで

す。そこで地域の高齢者の事業をやっていて、地域

で育成したサポーターが来ているんです。私は「シ

ステム化された互助」と呼んでいるんですけど、そ

ういうふうにやって地域力のネットワークをつけて

いったんです。だから、私は、手法はいろいろある

と思います。一例です。

村田：小規模多機能、グループホームに地域交流ス

ペースをつける。

東内：そうです。いわゆる保険給付を使う要介護認

定者の方たちが来ていないわけですよね。

村田：はい。

東内：そこを整備するときにパブリックスペースとい

う交流スペースをつくって、そこで、例えば、和光

市だったら地域支援事業で一次予防とか二次予防

の事業を委託したり、さらに、事業者にいろいろな

地域の高齢者の集まる事業とかを独自にやってもら

う。その事業で集まるところに市が養成した地域の

サポーターが協力する。市と民の両方が主導して地

域をつくり上げていくわけです。その輪を広げていっ

ているんです。

村田：そのお金を出すのは、一方は事業者であり、

一方は行政なわけですか。

東内：そうです。地域支援事業の経費で行っていま

す。

村田：なるほど。わかりました。

　地域包括ケアシステムという大きなくくりでいうと、

その中で認知症をどう支えていくか、市町村行政の

役割というのはとても大きいと思うんですが、市町

村行政にどういうことを望むのか、池田さんと内海

さんのお二方から聞かせていただけますか。

池田：ありがとうございます。今日は東内さんと水谷

さんから行政のお話も聞けたのでよくわかったので

すが、ニーズ調査が重要だということが改めてわか

りました。

　和光市のようにきちんとはできていないかもしれ

ませんが、熊本県の九つの地域型の疾患センターと

いうのは、さまざまな独自のネットワークをつくって

います。今日話題に出たように、確かに行政が引っ

張っておられる地域もあります。医師会が全面的に

出ておられる地域もあるし、どこもそれほど活発で

はなかったので、疾患センターが前面に出ていると

ころもある。私はそれでいいと思っています。それ

ぞれの地域に存在する資源をいかに上手に使ってい

くかというのが一つのポイントで、行政がそれをき

ちんと把握して、その地域にある資源をうまく結び

つけていただきたいということが一つです。

　もう一つは、ある意味では、むしろ我々の現場

を厳しく見ていただきたい。要するに、独自にいろ

いろなことをやるのはいいとは思うんですけれども、

前半ちょっと話題になったように、医療や介護の質

に大きな地域差があってはいけません。取り組みは

多様でも、ある水準のサービスをきちんと提供する

ということは非常に大事なので、きちんとアウトカム

を見ていただきたいと思います。

　熊本の場合は、今日ご紹介した２カ月に１回の事

例検討会の前に、１時間、各センターの連携担当

者と、行政だけの集まりがあります。私たち医師に

もその内容はよくわかりません。10の疾患センター

が何人の患者さんを訪問したかとか、何人の患者さ

んを治療したかという数字が全部出ています。それ

をきちんと査定していただいて、あなたのところは

ちょっとアクティビティが少ないのではないかとか、

ちょっと入院が多過ぎるのではないかという指摘を

する。あるいは、疾患センター同士も、隣の疾患

センターは活発だなということを２カ月に一遍は知っ

て、互いに刺激し合っています。そういう厳しいアウ

トカムの評価が必要です。

　ですから、地域に合わせて柔軟に企画していくと

いうことと、ある水準できちんと実現できているか

どうかを査定するという、その両方が要ると思いま

す。

村田：では、内海さん。

内海：地域包括ケアという観点からすれば、住居の

問題とかさまざまあると思うんです。確かに、先ほ
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どの和光市の取り組みを聞いていて、その地域で何

が必要なのかというニーズをつかまえるということ

は、すごく大切だなと思ったんですけれども、ちょっ

とお聞きしていいですか。

村田：どうぞ。

内海：小規模多機能プラスグループホームが各地域

にものすごくたくさんあったんですけれども、あれは

民間なんですね。私自身は、現在の介護システムの

施設としては、グループホームで穏やかに暮らして

いけることが理想的で、一番いいなと思っています。

我々の地域でも、市の行政として、ああいう形で多

くのグループホームを点在させていくという視点がま

だ足りなくて、じゃあ、特養をあと何床増やせばい

いんだねという形です。

　今後、地域ごとのニーズを捉えてグループホーム

をつくっていくべきなのか、あるいは、こういうサー

ビスは当然もう提供されているわけですけれども、

24時間の訪問介護のためのヘルパーさんの派遣、も

う一つ、今私自身は、デイサービスを365日やっても

らいたいと考えています。日曜日にデイサービスが

休みとなると、多様に働いている家族にとってみた

ら、なかなか難しい。そして、４時半ぐらいに帰っ

てこられても、まだ仕事から帰ってこられない。そ

ういう形で考えていけば、もう少しデイサービスの時

間を延長したり、ずらしたり、365日やってもらえる

ようにしていただくことによって、より長く在宅をやっ

てもらえると思っています。

　ほんとうに地域でというのであれば、行政はそう

いうビジョンを立てて、市が運営していないというこ

とですので、民間業者にそこまで踏み込んだ指導を

していただければと思います。

村田：ありがとうございました。

　そろそろ終了時間になりますけれども、どうして

もこの場でこの４人の方々にこれだけ聞いておきたい

という方がいらっしゃいましたら、一つ二つお受けし

たいと思いますが、いらっしゃいますでしょうか。こ
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の際、このことについてこの方にどうしても伺ってお

きたいという方はいらっしゃいませんか。こちらはマ

イクの用意があるということです。お一方手が挙が

りました。どうぞ。どなたに何かということを簡潔に

お願いいたします。

臼杵：私は東京の日野市から参りました、認知症高

齢者のグループホーム「ぷあそん」の代表の臼杵と

申します。

　いろいろ４人のお話をお伺いさせていただきまし

た。東京でも、日野市というのは非常におくれてい

る市です。その中で、まず、内海さんからありまし

た24時間365日のデイサービス、これは認知症だけ

ではないんですよね。いわゆる一般型デイサービス

の重度の高齢者の方に関しても、ご家族の方から

要望があって、私も日野市役所、あるいは近隣の府

中市役所等に話したことがあります。

　それから、グループホームがあって、どうしてグ

ループハウスがないんだろうという観点もありまして、

認知症も確かに大事なんですけれども、要介護者

のいわゆる一般型のグループハウスがあってもいい

のではないか。確かに、うちにも、じい様、ばあ様

たちがおります。１ユニットですけれども……。

村田：済みません、ご質問を簡潔に。

臼杵：済みません。かいつまんでお話しします。

　まず、内海さんに質問させていただきます。

　認知症の方のデイサービスを24時間365日やって

いただきたいというのは確かにあるんですが、内海

さんが働く職員の側の立場として見たときにどう思

われるかということに関して、ちょっと質問をさせて

いただきたいと思います。

村田：お願いいたします。

内海：デイサービスを24時間というのはないかと思っ

ているんです。もう少し時間を延長したり変更した

りすることで、もう少しニーズに合わせていただきた

いということです。

　そうしますと、そこに働いているケアスタッフの方

たちも、帰りが９時だったり、あるいは出勤が朝の

６時だったりということになって、２交代制みたいな

形になって大変かとは思うんですが、これだけ在宅

を進めていこうというのであれば、そして本人さんも

望んでいるのであれば、そういう柔軟なデイサービ

スが要るのではないかと私は考えております。

村田：ありがとうございました。

　それでは、最後になりましたが、今日は全国から

会場にお越しになっています。今後の認知症高齢者

をどう支えていくか、特に独居の人たちを中心にど

う支えるかに関して、厚生労働省側から一言よろし

くお願いいたします。

水谷：私、先ほど企画力と申し上げました。進んで

いるところは確かにありますが、一方で、できてい

ないところはたくさんあるわけです。そこについて

は、誰かがやってくれるではなくて、どんな立場で

あっても、みんながそれぞれこの問題について考え

て、何か言っていくということ、地域の中でどういう

形をつくっていくか、それぞれの立場から企画の声

を上げることが、ほんとうにこの問題に日本の社会

として向き合っていくことなのではないかと感じまし

た。

村田：どうもありがとうございました。

　２時間にわたりまして、お三方の事例を伺って、

地域社会で認知症の高齢者とそのご家族をどう支え

るかについて考えてまいりました。十分な議論は尽

くせませんでしたけれども、さまざまなヒントがあっ

たのではないかと思います。

　地域の中で誰もが当たり前に暮らせるようにする、

これはごく真っ当な、当たり前のことだと思います。

今日の取り組みの事例から、皆様方が少しでもヒン

トをお持ち帰りになり、地域社会で生かしていただ

く、そして、安心して暮らせる地域社会をつくるた

めにご尽力いただけたらと思います。

　時間が少々延びてしまいました。これで認知症を

テーマにした第３分科会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。
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分科会まとめ
日 時

会 場

10月31日（金）9：00〜 9：40

市民会館崇城大学ホール

東京大学名誉教授　大森　　彌　氏

第１分科会（代役） ▼  介護予防・生活支援～脳卒中予防から今後の介護予防を考える～

厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　氏

第2分科会 ▼  看取りのあるべき姿～あなたはどこで最期を迎えますか～

朝日新聞横浜総局記者　佐藤　　陽　氏

第3分科会 ▼  認知症の初期発見からケア推進まで～認知症独居高齢者をどう支えるか～

福祉ジャーナリスト　村田　幸子　氏

分科会まとめコーディネーター

分科会コーディネーター



分科会まとめ
10月31日（金）9：00〜 9：40

分科会まとめコーディネーター

東京大学名誉教授　大森　　彌　氏

分科会コーディネーター

第１分科会（代役） ▼  介護予防・生活支援～脳卒中予防から今後の介護予防を考える～

厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　氏
第2分科会 ▼  看取りのあるべき姿～あなたはどこで最期を迎えますか～

朝日新聞横浜総局記者　佐藤　　陽　氏
第3分科会 ▼ 認知症の初期発見からケア推進まで～認知症独居高齢者をどう支えるか～

福祉ジャーナリスト　村田　幸子　氏

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

108

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



大森：おはようございます。皆さん方、熊本の夜を

楽しまれましたでしょうか。私はちょっと所用があっ

て夕べ11時にここに着いたものですから特段に楽し

みがなくて、今日の朝、演壇に立っているんですけ

れども。この後、パネルディスカッションがございま

して、そこで司会をやるという都合上、この最初の

報告会の司会も務めることになっています。よろしく

お願いいたします。

　昨日の分科会はそれぞれに盛り上がったそうでし

て、その雰囲気なども含めまして、お三人からご報

告いただくことになっています。それでは、お一人

10分以内で、第１分科会からお願い申し上げます。

　では、迫井さんからお願いします。

迫井：第１分科会コーディネーターの川越部長は所

用があり、私、オブザーバーでございましたが、か

わりにご報告をさせていただきます。

　私、第１分科会のこの冊子の資料は非常によくで

きていますので、これも適宜参照していただきなが

らと思います。テーマといたしましては「介護予防・

生活支援」でございまして、まず最初に、パネリス

トの皆様方が一通りご説明をされています。

　繰り返しになりますが、資料が非常によくできて

おりまして、最初の今中雄一先生だけが残念ながら

どうしても資料が間に合わなかったということもあっ

て冊子はなかったのですけれども、今中先生のほう

からは、これは一貫してテーマとして議論の中でも

出てきましたが、医療から介護にどう橋渡しをして

いくのかということが根底に流れていました。医療

サイド、特に病院医療の情報の共有、標準化という

ことで、ＤＰＣのデータを活用した診療の内容とか

標準化、それからその情報を整理することで医療機

関がそれぞれどういったことを考えていかなきゃい

けないのかという気づきにつながっていく、そういう

話がございました。

　それから、それを受ける形で橋本部長、熊本市

民病院で臨床を実際にやっておられる方であります

けれども、冊子でいきますと28ページから29ページ

以降にスライドがございます。これは非常によくで

きていると私は思いますが、実際に診療、リハビリ

テーションを担当されている立場から、現場の話を

交えながら非常にわかりやすいプレゼンテーション

をしていただきました。

　それから引き続きまして、川越部長に、コーディ

ネーターではありますけれども、プレゼンをしてい

ただきました。医療から介護につながる話というこ

とで、17ページから、これも非常にわかりやすい説

明をいただきました。医療での脳卒中関係の診療が

実際には退院調整という形で、介護の現場、地域

におりていくという、その課題、問題点をひもとい

ていただきました。

　その後、最後に、「夢のみずうみ村」というデイ

サービスを実際にやっておられるお立場の藤原理事

長から、これもまた非常にパンチのきいたわかりや

すいプレゼンで、お聞きになった方にはわかってい

ただけると思います。今日、藤原理事長がおられな

いのは非常に残念です。資料でいきますと39ページ

からのプレゼンでございました。39ページは写真入

りで、それから40ページ、41ページあたりは藤原理

事長の解説とともに見ていただくとほんとうにわかる

んですが、基本的には、過介護を防いで生活の場
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を見ていくのが重要だというお話でした。

　議論といたしましては、主に四つの項目でしてい

ただいたように思います。全体の流れから見ていた

だいたらわかると思います。医療・介護の提供体

制、そこの中でのつなぎといいますか、在宅医療・

介護の連携をどう進めていくのか。その話の中で私

のほうからも国の取り組みをご紹介させていただき

ました。それから、もう二つ、三つ、共通する話に

なりますけれども、医療サイドの予防の話、これは

主には橋本先生、それから、生活機能に着目した

いわゆる介護予防、これは藤原理事長中心の話で

ございましたが、そういう視点でさまざまな議論を

していただきました。

　第１分科会で聞かれた方はもちろんわかっておら

れると思いますが、残念ながら他の分科会で聞け

なかったという方もおられると思いますので、印象

に残る部分だけを幾つかかいつまんでご紹介させて

いただきます。

　医療から介護にどうつないでいくのかという連携

の話は、今までも議論がありましたし、永遠のテー

マだろうと思いますが、橋本部長のお話の中で私が

非常に印象を受けたのは、結局、連携というのはお

互い相手の土俵を知らないことが問題なんだとご自

身が気づいたと。そこで、いろいろな他の施設を見

に行って気づいたことがあったと。それは、それぞ

れの考え方が違う、見ているものが違う。そうする

と結局、連携というのは妥協の産物なんだと。妥協

しなければいけないんだ、価値観が違うということ

を受け入れなきゃいけないんだと。こういうお話が

私は非常に印象的でした。

　それから、データの話にも一部つながりました。

ＤＰＣの話ですけれども、もともと今中教授からの

医療の情報をまとめて、それが診療内容の見える化

につながるという話でございました。橋本部長には

熊本での取り組みをご紹介いただきながら、やはり

データをしっかり集めていくことは大事だけれども、

概して時間をかけないと、特にネガティブな情報は

出てこないと。大体データをまとめて論文を書き始

めると、初期にはいいデータしか出てこない。そこ

で論文を書きがちだけれども、そこはみんな我慢を

して、ある程度情報が集まったときに、ネガティブ

のデータが出てくるのを待って、きちんと評価をする

と。これはなかなかフェアな視点だなと思って、私

は大変感銘を受けました。

　それから、藤原理事長の話は、他の分科会を聞

かれた方は機会を見つけてぜひライブで聞かれたら

いいと思うんですけれども、やはり直接、生活行為

を見て実践するということが非常に重要だと。そう

いう実際の生活がスライドで幾つかございまして、

特にこれはぜひご紹介しておきたいんですが、ペー

ジでいきますと40ページ、あるいは41ページの写真

です。介護でありがちなのは、すぐ手を出して、す

ぐお手伝いしてということだけれども、40ページの

写真は、何ができるのか何ができないのかをずっと

我慢をして見て、そこで初めて介護として何ができる

か考えると。あるいは、41ページの写真で、不便さ

はあっても生活に支障がないと。脳卒中の方はどん

なに重度であっても、最終的には生活に支障がな

いという形に持っていけるんだと。こういう生活に

着目、生活行為を見るということが特に作業療法士

として大事なんだと熱弁を振るっておられましたのを

あわせてお伝えしておきたいと思っております。

　もう一言だけ追加でまとめさせていただくと、最

後に川越コーディネーターがまとめられた中には、

医療・介護の連携をまとめていくと、結局、個別の

マネジメントをいかにうまくやっていくのかという部分

と、それから地域のマネジメントをどうやっていくの

かという部分に最後は突き当たると。

　個別のマネジメントというのは、何がうまくいって

いないのかということを煎じ詰めて、それでリハビ

リテーションとかケアとかにつないでいくんだけれど

も、その際、医療ニーズとかリスクがどうあるのか

ということを考えたら、やはり主治医のコミットメン

トが重要ではないのかというお話でございました。

それから、システムづくりとしてそういったことを地

域でどうマネジメントしていくのかという話に突き当

たると。制度改正で今回、国が地域ケア会議という

のを位置づけましたけれども、それは場が用意さ
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れただけなのであって、実際にどう動かしていくの

かはやっぱり地域なんだということですので、今日、

今からディスカッションされるであろうシンポジウム

の話にもつながるんだろうなと。

　もう一つ最後に、私が非常に印象に残ったのは、

橋本部長がおっしゃったんですが、急性期医療、回

復期、それから居宅というふうになって、ともすれ

ば川上川下、上下という印象だけれども、実際は横

なんだと。医療中心の世界から生活中心の世界に

いかに持っていくのかが大事なんだという視点、こ

のご紹介は私も非常に印象に残りました。

　他の分科会をごらんになっていた方々のために参

考になればと思ってご紹介いたしました。以上でご

ざいます。（拍手）

大森：どうもありがとうございました。

　それでは次に、第２分科会の佐藤さん、お願いし

ます。

佐藤：第２分科会のコーディネーターを務めさせて

いただきました佐藤と申します。よろしくお願いいた

します。

　第２分科会は、資料にもあるとおり、「看取りのあ

るべき姿～あなたはどこで最期を迎えますか～」と

いう、どう考えても答えの出ない非常に壮大なテー

マでございまして、どのように進行していこうかと非

常に悩みましたが、パネリストの皆さんのおかげで

何とか無事終了しました。

　テーマは「看取りのあるべき姿」ですけれども、

あるべき姿というのは人それぞれ、個人個人の価値

観によって違うものでありまして、これは当然、一つ

の答えを出せるものではないので、ディスカッション

のメインとしては、どういう施策、あるいは医療者、

あるいは介護者、あるいは一般市民が何をしていけ

ば地域での看取りが広がっていくかという視点で議

論を進めました。

　パネリストの方は、まず救命救急医の奥本先生、

看取りを積極的に施設で進めていらっしゃる横浜の

特養、グリーンヒル泉の小山さん、皆さんご存じの

熊本のホームホスピス「われもこう」の代表でいらっ

しゃる竹熊千晶さん、オブザーバーで厚労省の在宅

医療推進室長の佐々木さん、このメンバーで議論を

進めました。

　資料をごらんになれば大体わかると思うので、そ

れぞれの発表をかいつまんで言わせていただきま

す。

　まず、奥本先生は救命救急センターにずっとい

らっしゃって、看取りとの関係で言いますと、自宅

で看取とうと思っていた方が、ご家族が慌てて119

番をしてしまって、救命救急センターに救急車で搬

送されて、最後は心臓マッサージ、気管挿管をされ

て、結局、ある意味、本人の望んでいない亡くなり

方をするというケースも幾つかあると聞きます。そう

いう意味で、望まれない救命、救急搬送という視点

からちょっとお話しいただきました。あと、救命救

急センターに行ったら何をされるのか、心臓マッサー

ジ、気管挿管、人工呼吸、薬剤投与ということをお

話しいただいて、当然ですけれども、運ばれてきた

からには治療に対して全力を尽くさざるを得ないとい

う救命救急医としての使命、ただ同時に、老衰に

近いような方も運ばれてきて、そういう方に心臓マッ

サージをやり続けるということに対して非常にいろい

ろな思いが実は心の中にあるというお話もいただき

ました。

　あと、看取りということから言うと、救命救急セン

ターに搬送されるということはどちらかというとネガ

ティブな印象で語られがちなんですけれども、救命

救急センターで亡くなるということが全てネガティブ

なのではなくて、ご家族の中にはもちろん、救命救

急センターに運ばれることでドクターが最後までで
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きるところまでやってくれたと。また、突然倒れて亡

くなるまでの間に、最後に家族に死を受け入れる時

間を救命救急センターでつくるというようなポジティ

ブな役割もあるんだということをおっしゃっていまし

た。

　なので、結論としては、救命救急センターに運ば

れると当然、ドクターの使命として全力で治療しな

きゃいけないという救命救急センターの役割を一般

の人に知っていただいて、例えば、どんな薬を飲ん

でいるかのお薬手帳とか持病とか、あるいはリビ

ングウィルみたいなのを持っているのであれば日ご

ろからそれをきっちり整理しておいてほしいとおっ

しゃっていました。

　次が、特別養護老人ホームグリーンヒル泉の小山

さんの発表です。小山さんは特養施設の中で積極

的に看取りを進めていっていらっしゃる方です。な

ぜ看取りを開始したのかというお話の中で、最終的

に亡くなるときにはそれこそ救命救急センターに運

ばれてしまう、それはやっぱり介護職員のすごいス

トレスになっていると。看取りを開始した理由はほ

かにもいろいろあるんですけれども、長い人だと何

年、少なくとも何カ月、ずっとその入居者の方をケア

してきて、最期のときだけ病院に運ばれて病院で亡

くなってしまうということは職員としても非常にむな

しいというか、やっぱり最期を看取りたいという思

いが職員さんの中にあったというのが一番大きいと

おっしゃっていました。

　看取りを実際に始める上でのいろいろな苦労、書

類作成の苦労とか、あと、配置医は看取りができ

ないということで、外部の協力医師を探していろい

ろ奔走された話とかをお話しされていました。あと、

施設の中での看取りだけにとどまらず、その看取り

の経験を地域に還元するような努力もされていると

いうことで、病院やほかの介護施設との勉強会でも

そういった取り組みを発表されたりとか、あと、施

設にももちろんいつでも見学に来てくださいというよ

うな形で地域に開かれた看取りをされていました。

　特養でいろいろな法律や縛りみたいなのがありま

して、その中で、例えば看取り介護同意書をとって

いない段階で突然亡くなるというようなケースがあっ

たりして、ただ、その方がリビングウイルを持ってい

るケースだとその看取り介護加算がつかないという

ようなこととか、その辺の制度上の問題も小山さん

は幾つか指摘されていました。

　なので、結論としては、施設の看取りということ

ではあるんですけれども、それは結局、在宅の看

取りにもつながるし、病院の看取りにもつながるとい

うことで、施設の中にとどまらずに地域に広げてい

くということを一つ、ポイントとしておっしゃっていま

した。

　それで、３人目が「われもこう」の竹熊さんです。

竹熊さんはいわゆるホームホスピスということで、私

も昨日お邪魔したんですけれども、いわゆる普通の

民家の中に５人から６人ぐらいの入居者の方が住ま

われているというような形です。地域の中にほんとう

に溶け込んでいて、地域の人がそれこそ野菜がとれ

たと持ってきたりとか、イベントを一緒にやったりと

か、あと、訪問者が通りやすいように角のところを

ちょっと丸く削ってくれたとか、地域の人のいろいろ

な気遣いが広がったということをすごくおっしゃって

いました。

　これも小山さんの特養と一緒なんですけれども、

施設の中にとどまっているということではなくて、そ

れを地域に広げていく、地域の中のホームホスピス

というようなことをすごく意識されて自然にやってい

らっしゃるということでした。

　ホームホスピスのよさということで言いますと、い

わゆる一軒家なので、通常の在宅での看取りに非常

に近い環境であるということと、あと、ご家族もい

つでも出入りできるということで、ご家族との関係

性、ずっと在宅だとやっぱり息が詰まってしまうこと

もあるんですけれども、ちょっと離れて距離ができ

ることによって逆に家族のきずなが強まることもある

とおっしゃっていました。

　一つおっしゃっていたのは、いわゆるホームホス

ピスというのは、例えば特養とかグループホームみ

たいな制度上の枠組みに入っていないんですね。完

全な民間でやっていらっしゃるのでやっぱり正直、
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財政的には厳しいとおっしゃっていました。ただ、

逆に制度の枠組みがないからこそ、いろいろ自由に

できると。その辺のメリット、デメリットとおっしゃっ

ていましたけれども、やっぱり制度に入っちゃうと逆

にいろいろ縛りが出てきちゃうので、できれば今の

制度がない中でと。ただ、施設の基準づくりはホー

ムホスピスの協議会の中で今やっていらっしゃるし、

あと、「ホームホスピス」という言葉も商標登録され

たということで、制度のない中でもホームホスピスの

質を高めるために努力をされているとおっしゃってい

ました。

　あと、最後に厚生労働省の在宅医療推進室の佐々

木さんが、厚労省でされた終末期医療の検討会、

ガイドラインの話、あと、リビングウイルに対する意

識調査の結果とか、そういったものをいろいろ発表

されました。

　それで、議論についてですけれども、幾つか論

点がありまして、大きく四つを論点にして話しました。

まず１点目は、望まれない救急搬送を防ぐにはどう

したらいいかということと、２点目がリビングウイル

の制度化についてどう考えるか、３点目が地域での

看取りを広げていく上での苦労、４点目が地域連携

とか医療・介護の連携ということで議論を進めまし

た。

　ちょっと時間がないのでかいつまんで言いますと、

リビングウイルについてはやっぱりなかなか、法制

化というところまではどうなのかと。少し法制化に

はちょっとなじまない、つまり、例えば熊本県とか

熊本市で統一の書式をつくるとか、そういうのが一

つの手なのではないかというのが大体の皆さんのコ

ンセンサスでした。

　それと、地域連携の話ですね。さっきの小山さ

んの話とか、介護と医療の話になったときに、介

護職員が喀たん吸引とかいろいろできるようになっ

て、介護者が看護師の下の看護助手みたいな役割

になっているんじゃないかということを小山さんは問

題提起されていて、その辺の医療と介護の関係の難

しさみたいなことも最後に提示されました。

　私も議論を最終的にまとめることがちょっとでき

なかったんですが、やっぱり地域での看取りをじわ

りじわりと少しずつ広げていく、こういった場で看取

りについてのディスカッションをするとか、あるいは

ご家庭とか学校教育の場、いろいろなところでそう

いった看取りについて話し合うことが大事なんじゃ

ないかということでまとめさせていただきました。

大森：ちなみに、突然ですけれども、佐藤さんは最

期はどこで迎えられるんですか。

佐藤：実は分科会でも最後にドクターの先生からま

さにその質問が出まして、私とパネリストの方は皆さ

ん答えたんですけれども、私は取材をしている経験

から、やっぱり自宅で亡くなりたい。ただ、それに

は条件がありまして、私の妻と娘がそれに同意すれ

ば自宅で亡くなりたいと思っていますが、難しけれ

ば、もちろんホームホスピスみたいなところがあれ

ば、ホームホスピスなり……。

大森：それは日ごろから仲のいい関係であればそう

ならないですから、どうぞご随意になさっていただ

ければ。（笑）

　それでは、第３分科会の村田さん、お願いします。

村田：第３分科会を担当いたしました村田幸子です。

佐藤さんは妻より先に亡くなるということを決めつけ

ておられるようですけれども、そうとは限りませんの

で。

　テーマは認知症で、「認知症独居高齢者をどう支

えるか」と副題についておりますけれども、独居高

齢者に限らず、広く認知症の方、それからそのご家

族をどう地域で支えていくかという観点から話し合

いをいたしました。参加者が536名と、三つの分科

会の中では一番多いと伺いました。つまり、地域包

括ケアシステムをつくる上で、やはりどの地域も認知

症の方々をどう支えていったらいいのかということに

大変苦悩し模索しておられる、そのあかしとしてこ

のテーマの分科会に関心が集まったのではないかと

感じました。

　パネリストは３人、熊本大学教授の池田学さん、

精神医学の先生です。それから、北海道砂川市立

病院から内海久美子さん、内海さんもやはり精神科

のお医者さんです、そして、埼玉県和光市の保健福
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祉部長の東内京一さん、行政のお立場です。それか

ら、オブザーバーとして、厚生労働省の認知症・虐

待防止対策推進室長の水谷忠由さん、この４人の

議論です。

　まず、熊本大学教授の池田学さんからのお話で

すが、熊本県の認知症高齢者を支える仕組みを県

内全域に張りめぐらせてネットワークを構築してきた

様子をお話しくださいました。その特徴は二層構造

にあると言うんですね。どういうことかというと、一

番中心となる基幹型の認知症医療疾患センターを熊

本大学の中に置く、そして、全域９カ所に認知症を

支援する拠点型の病院を置く。これは各地域の精

神病院が担っているということで、基幹型が中心と

なって地域の拠点型の病院を支援していく仕組みを

つくり上げておられます。認知症医療を、ある地域

では受けられるけれども、ある地域では受けられな

いということがあってはならないということで、拠点

型を満遍なく全県に張りめぐらされました。地域格

差をなくそうというお考えからのようです。

　先生ご自身の認知症に関する問題意識として、認

知症の患者さんを支える医療と介護の専門職の割

合があまりにも介護職に偏っていて、医療を担う専

門家の人材育成が大変おくれている、これが急務

であるという意識をお持ちのようで、基幹型の疾患

センターが拠点型の医師を支援するために、１週

間に１回、基幹型から拠点型に専門医を派遣して、

勉強会などを開いて人材育成を支援しているとおっ

しゃっていました。つまり、地域拠点型スタッフのス

キルアップを図ることが大変大事であるというお考え

を持っておられます。

　県内全域にこうした認知症医療を担うネットワー

クを構築することは、今のところ５年たっているわけ

ですけれども、その間の取り組みで地域住民が積

極的に医療機関を訪れるようになったということで

す。ただ、先生ご自身の認識としては、構築あるい

は人材育成ということで言うと50％のできで、まだ

まだこれからだと。

　熊本県内は認知症を支える仕組みがほんとうに

全県に張りめぐらされて、住民が気軽に病院を訪

れ、早期に診察を受けて、そしてその診察に基づい

てケアを提供されるという仕組みが着 と々構築され

ている大変うらやましい県であるということがよくわ

かりました。

　これが池田先生のご報告です。

　それから、お二人目の北海道からおいでください

ました砂川病院の内海久美子さんも精神科の先生

でいらっしゃいますけれども、精神科の医師である

と同時に、地域で認知症の方々を支えるＮＰＯ法人

をつくられて、暮らしの面から支援していく活動をな

さっておられます。

　その発端は、アンケート調査をしてみたら介護保

険では埋められない支援を必要としている人たちが

たくさんいるということがわかって、家族の負担を減

らすためにもボランティア活動が必要だ、したがっ

て、ボランティアを養成して制度では埋められない

ところを支援していこうということで、認知症専門の

ボランティアを組織されました。そのためには、先

生をはじめ、医療職、介護の専門家が無料でボラ

ンティアの養成講座を開いてこられました。

　どんなことをボランティアの方々がやるかというと、

制度にはない病院への付き添いとか安否確認、話

し相手、買い物といった生活支援のようなことを中

心にやっておられます。平成22年当初は230件ぐら

いの依頼だったそうですが、平成25年度は2,087件

と、右肩上がりに利用が増えている、ボランティア

さんに来てほしいという依頼が増えている、そのぐ

らい当てにされる活動となっているようです。このご

報告が１点。

　もう一つは、行政がやっている砂川市独自の見守
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り事業をお話しくださいました。見守り事業をする

ためには、やはりどうしても個人情報等がかかわっ

てきます。見守りをする方 と々行政とが同じような情

報を共有していかなければいけないということで、

砂川市では「高齢者いきいき支え合い条例」という

条例をつくったんですね。高齢者の個人情報を地域

におろしていく、そして確実に見守りをしていくとい

うことをなさっておられます。つまり、個人情報の壁

をいかに乗り越えていくかということで、どこでもこ

うしたことを悩んでおりますけれども、それを条例

を定めて支援しているということです。

　認知症を取り巻くいろいろな問題のある中で、先

生ご自身の問題意識としては、介護職の人たちが現

場で大変苦しんでいると。その苦しんでいるものは

何かというと、医療の方々、つまり医師との連携が

非常にうまくいかない。医療の敷居が高いとか、相

談しにくいとか、そういうようなことで悩んでいると

いう現状を訴えられました。連携が大事だ、医療と

介護の相互乗り入れで連携していこうということが

言われて随分久しいんですけれども、相も変わらず

いまだに介護側が医療職の壁が厚いということで悩

んでいるという実態が出てきています。やはり医療

サイドがもう少し自分たちの垣根を取っ払って、ヒエ

ラルキーの中で仕事をするのではなくて、横並びで

対等の仕事ができるような意識改革をしてほしいと

強く思ったことです。

　内海先生を中心とした砂川市の活動は、今は独

居の認知症高齢者を中心にしているわけですけれど

も、来年からは高齢者世帯全体に広げていきたい

とおっしゃっていました。

　これが内海久美子さんのご報告です。

　それから、最後は埼玉県和光市の保健福祉部長、

東内京一さん、行政側からの発表です。

　東内さんは、来年度から新たに３カ年の介護保

険事業計画をつくりますが、その中に認知症を支え

る仕組みを特出しにして、きちんと支えることが大

事だとおっしゃいました。資料で言いますと、126

ページに「最後に」と書いてありますが、この中に、

介護保険事業計画の策定年で、市の施政方針に位

置づけるような強い我がまちの認知症対策の発信

が必要不可欠と書いてありますけれども、ここに力

を込められました。保険者の底力を市民のために発

揮する、それが行政の大きな役目だと強調されてお

られます。

　和光市は、ご存じの方も多いと思いますが、認

知症の方に限らず、さまざまな状態にある高齢者あ

るいは市民を支える仕組みをまさに市全体に張りめ

ぐらせているわけですが、そういうことができた根

底にあるのがニーズ調査であるということがわかりま

した。東内さんが強調されたのは、単なる無記名の

アンケート調査をちょこっとやったくらいでは自分の

まちに必要な制度とか課題というものは浮かび上が

らない、ニーズ調査というのはきちんと記名式でや

ることが大事だと。そのことによって初めて我がま

ちの課題、それから必要な施策が見えてくるんだと

おっしゃっていました。ほんとうにそうだと思います。

全ての施策は実態調査から始まる、実態調査をして

こそ初めて効力のある施策を打ち出すことができる

んだということを改めて感じさせられる報告でした。

　それから、厚生労働省の水谷室長は、この三つ

の取り組み事例というのは全国的に見てもほんとう

にすばらしい先進的な事例だと思うと。それはあの

まちだからできたんだ、自分のところではとても無

理だと思うものではないし、また、その三つの取り

組みのような形だけをよしとするのでは決してなく、

こうしたことを参考にしながら、どこかからヒントを

得て、全国でそれぞれのまちにふさわしい取り組み

を生み出してほしいと。いろいろな取り組みがあっ

ていい、それを実現するためのツールとしての制度

はきっちりと国として用意するけれども、我がまちに

ふさわしい独自の支える仕組みを構築してほしいと

強調されました。

　以上が第３分科会の報告です。

大森：ちょうど予定の40分であります。これは３分

科会のご報告をいただくだけになっていまして、会

場からご質問があるかもしれませんが、恐縮ですけ

れども以上をもってご報告会は終わることになりま

す。お三人、ありがとうございました。（拍手）

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

115

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

116

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回

パネルディスカッション
日 時

会 場

10月31日（金）9：50〜 11：50

市民会館崇城大学ホール

新たな介護保険制度の実施に向けて

東京大学名誉教授　大森　　彌　氏

厚生労働省大臣官房審議官　苧谷　秀信　氏

三重県名張市長　亀井　利克　氏

武蔵野市健康福祉部長　笹井　　肇　氏

慶應義塾大学名誉教授　田中　　滋　氏

新地域支援構想会議発起人　堀田　　力　氏

コーディネーター

オブザーバー

パネリスト



パネルディスカッション
10月31日（金）9：50〜 11：50

コーディネーター

東京大学名誉教授　大森　　彌　氏

パネリスト

三重県名張市長　亀井　利克　氏

武蔵野市健康福祉部長　笹井　　肇　氏

慶應義塾大学名誉教授　田中　　滋　氏

新地域支援構想会議発起人　堀田　　力　氏

オブザーバー

厚生労働省大臣官房審議官　苧谷　秀信　氏
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大森：このパネルディスカッションは「新たな介護保

険制度の実施に向けて」というタイトルで、11時50

分までということでございます。

　どうして我が国で介護保険制度が創設されたか

というのは少し古い話でございますけれども、諸

外国にないようなスピードで急速な高齢化がやって

きたんですね。従来の制度は市町村が福祉の対象

者を決め、あなたはこういうサービスを受けなさい

と、しかもそれを予算主義でやっていた。そんな仕

組みではとても追いつかない。家族形態がどんどん

変わっていく。ひとり家族が増える、老々家族も増

えるんですね。どうやったらこの新しく生まれてくる

ニーズに応じられるか、そう考えて新しい介護保険

制度を創設したというのがいきさつでございました。

　それで、我が国の介護保険制度は国際社会の中

で非常に高い評価を受けていまして、最近の認知症

に対する認知症サポーターのようなことも非常に評

価が高い。国内でこうやって制度の運用をいろいろ

見ていますと、あれやこれや気になりますし、改革

すべきことはいっぱいあるんですけれども、大きく

見ると日本の基本的な社会のあり方を変えた介護保

険制度でありますし、私は個人的にこの制度は我が

国が誇っていいものだと。

　この制度がどうやって出発したか、どういう理念

に基づいているか。基本的に言うと、介護保険法

に結集して、この理念が書き込まれています。どん

なふうに改革しようが当初の理念を逸脱してはなら

ない、この理念を実現するために改革を行うんだ。

このことが忘れられない限り、日本の介護保険制度

は世界に冠たる制度として維持できますし、発展で

きると思っています。繰り返しそのことが大事では

ないかと私自身としては考えています。

　私はゆえあって介護保険制度の創設期にかかわり

ました。もともと行政学とか地方自治をやっていまし

て、この領域の専門家では全くないんですけれども、

人生さまざまでして、介護保険制度に若干コミットし

たものですから、それで今日もここにいるということ

でございます。

　介護のあり方は他人事ではなくて自分の問題でし

て、自分はどうありたいか、どういうケアを受けた

いか、あるいは受けなくて済むか、そのことが何よ

りも重要であります。したがって、必ず自立から出

発していて、どうしても自立は無理の場合は周辺の

方々が手を差し伸べる、それでもどうしても難しい

問題についてはやっぱり市町村を基盤にしてきちん

とサービスを組んでいく、それでも大変だったら都

道府県が頑張れ、それでもどうしてもだめなことは

国がやれ、そういう構想になっています。もともと

そういうふうにして自立、互助、共助、公助、そう

いう考え方が打ち込まれた制度でございます。日数

がたつとそういうことを忘れがちになるんですけれ

ども、繰り返しそのことを確認しながら、今日行わ

れようとしている制度改革についても私どもはきちっ

と理解すべきではないかと私自身は考えています。

　本日、これからパネルディスカッションをさせてい

ただきますけれども、これだけの方々ですから最初

のご発言を10分以内におさめろというのは大変でご

ざいますが、テレビ感覚でいっていただいて。テレ

ビで10分しゃべれたら相当の時間でございます。し

たがって、絶対に10分を超えないということでお願

いしたいと思っています。私が時間の管理をいたし

ますので、恐縮です。先ほどちょっとご相談申し上

げまして、次の順番でいきたいと思います。まず田

中さん、笹井さん、それから堀田さん、亀井さん、

そして苧谷さんという順番で最初に10分間のプレゼ

ンテーションをしていただくことにしたいと思います。

　それでは最初に、田中先生からお願いします。

田中：おはようございます。今、大森先生が言われ

ましたけれども、介護保険は理念があり、さらに途
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中で尊厳ある自立などという理念を広げつつ進化し

てきました。今からちょうど20年前、介護保険制度

をつくる議論をしていたときに、大森先生が座長で

した。介護保険発足直後、実は世の中の要介護者

の過半に認知症があることがわかり、介護保険制

度の将来を考える高齢者介護研究会が2003年に行

われました。そのときの座長が堀田先生です。その

後、そのお二人の先輩を引き継いで介護保険の将

来を考えるために地域包括ケア研究会を行ってまい

りました。つまり、介護保険は理念があるだけでは

なくて、常に10年ぐらい前から先取りしてプランをつ

くってきました。

　もう一つ、この介護保険のすごさは、今年で第

15回になるこのサミットですね。ほかの医療保険の

世界や年金保険の世界で、保険者、被保険者、市

民、提供者、みんなが集まってこの世界をよくしよう

などという大会は存在していません。介護だけはこ

うやってたくさんの自治体の方、提供者、市民の方

がおられて、昨日今日、日本の介護をよくしていこう

と熱く語り合う、こういうのがあることはすばらしい

と感じています。

　最後は飛行機の中で書いてきたのでタイトルから

してお手元の資料とはちょっと違うんですけれども、

これを使ってまいります。

　今、大森先生が言われたように、介護保険制度

をつくった根幹の理由は、健康寿命後を生きる人た

ちが発生してきたからです。それまでの家族モデル、

それから措置モデル、医療モデル、いずれも対応で

きませんでした。そこで、介護保険制度の特徴は、

提供体制整備を先にしたことです。保険制度は突き

詰めると、誰から保険料を取って、誰に保険を給付

するかというお金側の仕組みですが、介護保険制度

は医療と違って、お金の仕組みだけではなくて提供

体制整備を常に先行させている点です。

　このまま人口が変わらなければ介護保険制度の

サービスのクオリティーだけを上げていけば済みま

す。新幹線は50年たっても車両が進化し、通信シス

テムが進化し、レールも変わる、だけど新幹線は新

幹線なんですね。ところが、介護の場合には人口

の大きな変化があります。もう一つ、消滅可能性自

治体の話もあるので、新しいモデルが必要かもしれ

ません。

　２番目のほう、旧来の形の介護保険だけではな

ぜいけないか。人口の年齢構成の話は皆さんご存

じですが、もう一つ、医療が変わっているんです

ね。それは、かつてのように単発のエピソードベー

スで、病院で完結していた医療というのはほとんど

なくなって、急性期医療、地域包括ケア病棟、回復

期病棟、療養病棟、老健、在宅というように、工

業で言えば連続工程化してきた点です。そして、そ

れが普遍的なあらわれ方をすることです。分科会の

報告にもありましたように、医療と介護もまた連続

工程化であり、重度者についてはかつてのように介

護だけでは不可能で、疾患管理が入らなくてはいけ

ない。

　日本の介護はお医者さんも深くかかわっているこ

とが特徴です。この点が不可分であり、進んだ介護

事業者は疾患管理をベースにしておられます。軽度

者は、今度は生活支援と介護は不可分であるという

点です。介護にかかわるプロの介入だけではなくて、

まちづくりが伴わなければ軽度者の生活は維持でき

ないということも意識されています。どちらについて

も介護給付はかつてのようなお世話型ではなくて、

本質的な目標は悪化予防であると。東内さんのモデ

ルによれば要支援者の場合、改善する事例も多いで

しょうが、要介護が重くなった場合に、改善はなか

なか難しいとしても悪化予防は可能です。日常的な

お世話をするにしても、上位目的は悪化予防である

というように介護保険制度の目的も変わってきてい
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ます。

　そして、サービス提供体制はこれまでの介護事業

者による提供体制だけでは不可能で、もう少し広い

スコープが不可欠であるということが意識されまし

た。そのための研究会で最初に出したのがこの図

です。この図自体が、高齢者の生活とは介護だけ

ではない、その一言に尽きます。介護を真ん中に置

きながらも、医療と生活支援と住まいと予防がかか

わらなくては高齢者の生活は維持できないという図

を2008年に発表しました。

　５年間の研究会を経ると図は複雑化しまして、三

つのプロフェッショナルサービス、つまり介護、医

療、保健・予防の葉っぱが育つためには豊かな土

壌が必要である、それが生活支援であり、社会福

祉サービスです。土が流れないためにはしっかりと

した箱が必要だから「すまいとすまい方」という植

木鉢があり、植木鉢が欠けないためには「本人・家

族の選択と心構え」というお皿が必要である。この

葉っぱを育てるためには、地域ケア会議、それを支

える地域包括支援センターが水やりをし、この葉っ

ぱの使い方については、ケアマネジャーがケアマネ

ジメントの土台に立って支援する。自治体は地域マ

ネジメントに基づいてケアつきコミュニティーを構築

していく、こういう図にしました。

　今年、医療介護総合確保推進法、とても長い名

前の法律ですが、短く言って推進法が通りました。

第１条に「地域包括ケアシステムを構築」と書いて

あります。これは画期的なことです。今年国会を通っ

た一番大きな、そして一番分厚い法律案の中の第１

条に「地域包括ケアシステム」と書かれました。こ

れは介護の発展形ですね。さらに第２条には、地

域で医療、介護、予防がセットになって、住まいと

生活支援がベースであると。まさに先ほどの植木鉢

図をそのまま文章化して書かれています。これが日

本国の国策になったわけですね。

　飛ばしまして、介護保険制度の将来です。介護保

険制度はかつて、2000年のときにはどうしてもそれ

まで手おくれであった身体介護、寝たきり、褥瘡だ

らけ老人への手当てから始まりました。それはやむ

を得ないことですけれども、現在は悪化防止とリハ

ビリテーションをメーンに変えていかなくてはなりま

せん。

　２番目、福祉人材ですね。医療と違って介護の

分野の人材というのはこれまで何となく一通りで語

られてきましたけれども、福祉も中核人材とそれを

支える人材、介護分野ではあるけれども介護をしな

い、わかりやすい例で言えば、例えば特養で配膳、

下膳をする人が介護福祉士である必要は全くない

わけですね。そこはボランティアでもいいかもしれ

ないし、団塊の世代でちょっと働きたい人が手伝っ

たっていい。そういう福祉人材問題についても現在、

社会保障審議会福祉部会で議論が進んでおります。

コア人材の専門性を発揮させていくという科学性が

求められます。

　それから、多職種協働と言われてきましたけれ

ども、これは多職種が介護職だけではなくて本人、

家族も含めた協働に変わっていくでしょう。それに

対する介護保険からの支払いは、今までのような個

別の支払いから、だんだん圏域を支える事業、ある

いは機能に応じた支払いという方向に変わっていか

なくては、介護事業所もやっていけないし、利用者

もわかりにくいです。

　わかりやすい例でいくと、私たちは病院に入ると

きに、病院の看護部局、看護師、薬局、麻酔医、

外科医と契約しません。病院との一括契約です。と

ころが介護だと、なぜかたくさんの事業者と契約し

なくてはいけないんですね。これでは事業側もやり

にくいし、利用者側もわかりにくいので、そういう方

向に集約していくモデルを掲載しています。

　もう一つは、介護はイノベーションできます。イノ

ベーションしていかないと人材は足りなくなります。

それを助ける保険制度にしていくべきです。

　もう一枚で終わります。最後のページ。これから

皆さんもお話しになりますが、まさにビジョンを共有

することによって、このサミットに集まっているような

地域を活性化していく。介護は自立支援から始まり

ましたけれども、互助を支援し、さらにまちの中の

住民の共生支援に進化していくでしょう。どういう
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ふうに発達していくかは今日は語りませんが、地域

ごとに違います。ローカルルールです。

　最後、覚悟。2025年から2040年に向かって今、

制度設計をしているところです。そこでのかなめは、

今日も市長がいらしていますけれども、首長の覚悟

だと思います。統合のかなめは首長です。こういう

サミットに来ない市長は落としてしまっていいと思っ

ています。（笑）それから、事業経営者の方々は事

業管理だけではだめで、経営者としての意識が必要

ですし、何よりも対象となる団塊の世代は、もちろ

ん元気なときは遊んでいてもいいけれども、これか

ら10年間、地域のために月に１回でも貢献していく。

それによって地域を活性化してまいりましょう。

　以上でございます。ありがとうございました。（拍手）

大森：ありがとうございました。池田省三さんという

亡くなった人がいるんですけれども、彼が野武士風

とすると、田中先生は紳士なんですが、たまにきつ

いことをああやっておっしゃるんですね。パンチがき

いたご発言をいただきました。大きなテーマ全体で

ございますので、ある種、私どもが議論する文脈と

いうか、どういうコンテクストで議論すればいいかと

いう問題提起であったと思います。

　それでは、次は笹井さんですけれども、実は介

護保険実施に入ったときに、全国の自治体職員の中

から、後にカリスマ職員と言われるようなタイプの職

員が生まれました。介護保険制度は当時の福祉畑

の人たちだけではなくて、それまで関係なかった人

たちが、どうやって自分たちで介護保険を実施に向

かってきちっと段取りを整えるかということを一生懸

命やって、そのことが地方自治の試金石だと言われ

ました。そのことに応えられるような職員をどうやっ

て生み出すかということが持続的な課題であり続け

ています。したがって、市町村の現場では、きちん

と介護保険について理解をし、これをうまく運営す

る職員がいれば、そこの首長さんはとても助かるは

ずなんです。笹井さんは私から見たらそういうタイプ

の人でして、相当な人だと思います。この人が笹井さ

んです。よろしくお願いします。

笹井：おはようございます。過分なご紹介をありがと

うございました。時間がありませんので早速、発表

に移らせていただきたいと思います。

　多くの市町村の皆さんがいらっしゃると思います

が、ちょうど今、介護保険事業計画の策定の真っ

最中だと思います。この第６期介護保険事業計画は

今までの事業計画の策定と大きく違うことが二つあ

ります。単に今後３年間のサービスの提供量の見込

みや保険料の推計をするということだけではなくて、

2025年の、先ほど田中先生におっしゃっていただい

たような地域包括ケアシステムの構築をどうやってい

くかという課題が一つ目、そして二つ目は、おそら

く介護保険制度発足以来の大幅な制度改正が今回

出されておりますので、その制度改正にどう対応し

ていくか。そういう意味では、事業計画と地域包括

ケアと制度改正への対応を三位一体的に取り組まな

ければならないというのが今の市町村の課題であろ

うと思っています。

　そのためには、やはり現在の我がまちの給付の

状況であるとかの分析をきっちりした上で、市民の

皆さんと一緒に、2025年の我がまちの高齢者、あ

るいは我がまちの高齢者を取り巻く環境をどうして

いくかという将来像を検討する必要があるでしょう。

その分析の一環として、先ほど大森先生がお話しに

なりましたが、昨年４月に亡くなられた池田省三先

生を中心としてつくられた介護保険政策評価分析シ

ステムによる分析があります。これは厚生労働省か

ら全ての市町村に配信されており、武蔵野市だけが

こういう分析をしているわけではございません。各

保険者は毎月、月報というのを出しておりますが、

それに基づいて全ての自治体で分析ができるもので
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ございます。

　さて、地域包括ケアシステムでございます。武蔵

野市は介護保険が導入された平成12年に介護保険

条例を制定しました。どこの自治体さんも２月議会、

３月議会で制定されたと思います。それと同時に、

高齢者福祉総合条例を制定いたしました。介護保

険制度だけでは高齢者の介護の全てを担うことが

できないだろう、むしろ介護保険を補完し、それを

取り巻くまちづくりの姿や目標といったものを体系的

に整理すべきだろうという、そのころの問題意識で

つくったのが高齢者福祉総合条例でございます。

　そこに第２条に書かれている基本理念を書いてお

きましたが、まさに今、田中先生たちにご議論いた

だいている地域包括ケアシステムの理念と重なり合

うものだろうと認識しているところでございます。概

念図としてはこういうことでございまして、一番左の

隅に介護保険条例がありますが、住まいであるとか

健康増進、移送、そういう形でまちづくりの方向性

と体系化を考えているところでございます。時間の

関係がございますので、幾つか特徴的なことだけお

話しいたします。

　テンミリオンハウス。年間1,000万円を上限として地

域での見守りや社会とのつながりが必要な方の生活

を支援するミニデイサービスや緊急ショートステイで

す。これは空き家対策でもあります。空き家になっ

ていた民家を市が借り上げたり、あるいは寄附して

いただいて、運営を住民の皆さんにお願いしている

ということです。①「川路さんち」と書いてあるのは、

ほんとうに川路さんという庭つきのお宅だったんで

す。放っておけば空き家になって防犯上も防災上も

問題になるところを、市がちょっと床を直して地域の

グループに運営をお願いしている。運営をしていた

だいているヤングオールドの皆さんもこの活動によっ

て元気で長生きしていただいている、もちろん利用

者もそこに来れば生きがいや社会参加ができる、空

き家対策にもなるという、一石三鳥のような事業に

平成11年から取り組んでいるところでございます。

　次に、レモンキャブでございますが、これも地域

の皆さんのお力をおかりしました。車椅子でも乗れ

るレモン色の車両は武蔵野市で用意をいたしまして、

運行はまちのお米屋さん、酒屋さんにお願いしてい

ます。なぜか。お米屋さん、酒屋さんは高齢者には

お米を届けないといけない。ということは、外出が

困難なお年寄りを地域で一番把握していらっしゃる

のがお米屋さんや酒屋さんだったからでございます。

　さて、認知症の取り組みと医療連携の話はそれぞ

れ分科会で昨日、議論がされましたので飛ばさせて

いただきます。

　次に、制度改正について、幾つかポイントの課題

だけお話をさせていただきたいと思います。この後、

堀田先生のほうから地域住民の皆さんの互助の取り

組みについてお話しされると思いますが、今回の制

度改正の大きなキーワードの一つは、地域の多様な

主体をいかに活用するかということが大きな課題に

なってまいります。ただ、その場合、保険者として

注意しなければいけないことが１点ございます。総

合事業の財源の上限設定という問題でございます。

　従来の地域支援事業は、皆さんご案内のように、

介護給付費全体の３％以内で市町村がある程度自由

にメニューを組み込むことができましたけれども、今

回からその算定式が変わります。ここに書いてありま

すように、前年の予防訪問介護、予防通所介護、予

防ケアプランと予防事業に後期高齢者人口の伸びを

掛ける、これが総合事業の基本的な上限設定になり

ます。ただし、例外的に、初年度だけは②のところ

が10％まで認められるという話になっております。

　武蔵野市の後期高齢者の伸びを見ますと、そこ

に書いてありますように、２％台や１％台。逆に、予

防の伸びは５％から７％ぐらいでございます。そうい

う意味では、ここで問題なのは、その財源の問題も

考慮しながら単価の設定や事業を選定していかなけ

ればならない。後期高齢者は人数としてはたくさん

増えてきますけれども、新たに75歳になる方が少な

いので２％、１％なんです。なぜか。昭和13年、14

年、15年、16年にお生まれになった方が今、75歳

到達をされているからです。太平洋戦争直前あるい

は太平洋戦争中にお生まれになって、栄養失調にも

ならず、戦火もかいくぐってこられた方たちが今、75

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

123

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



歳に到達されようとしています。これが昭和21年以

降になるとどっと団塊の世代になりますが、その前

の段階はこういう数字になるというのが武蔵野市の

現状でございます。

　今、私どもがやっているのは、現在の介護予防

事業あるいは地域支援事業を全部棚卸しといいま

すか、対象者と事業内容を見直しています。サービ

ス類型は７月28日の課長会議資料でいろいろ出され

ました。訪問型ＡサービスだとかＢサービス、それ

のどれに該当するかを検討しながら、予算規模も検

討して、今後これは地域支援事業でいけるだろう、

これは市町村の一般会計事業に振り分けようとか、

そういう検討をやっていく必要があるということでご

ざいます。

　次に、２割負担の問題です。２割負担を導入する

ことの是非についてはいろいろ意見がありますけれ

ども、ここではあえて触れません。来年の８月から

導入されますが、このポイントは、サービスを受け

ていらっしゃる方の全員に、１割負担割合証と２割

負担割合証を発行することになります。サービス提

供事業者は被保険者証だけではなくて、その負担

割合証に基づいてサービスの提供を行うということ

になります。

　私どもが12月にした実態調査の結果がそこの丸い

円グラフでございます。２割になったらどうしますか

と。「今までと変わらず利用する」が37.6％。しかし、

「利用する回数を減らす」23.8％、「複数利用してい

るサービスの種類を減らす」2.7％、「介護保険サー

ビスの利用をやめる」2.1％、合計約３割の方が何ら

かの形でサービスの見直しをされる可能性がある。

そのためには事前にいろいろな周知が必要ですし、

ケアマネジャーさんたちも来年の８月、９月はケアプ

ランの修正が必要になってくるかもしれません。そう

いう課題がございます。武蔵野市はそういった制度

改正についてこういう形で一つ一つ対応方針を検討

しているところでございます。

　今後の課題ですが、時間がなくなりましたので一

つだけ申し上げますと、限られた財源と人材を、い

かにして優先順位をつけて効果的に選択と集中を

行っていくかということだろうと思っています。

　最後でございます。地域包括ケアシステムについ

て、私どもも市民説明会や、民生委員さん、介護サー

ビス事業者さんに説明して歩いておりますけれども、

なかなかわかっていただけない。そこで武蔵野市は

翻訳をすることにいたしました。法律には「地域包

括ケアシステム」と書いてありますが、「地域」を「ま

ち」、「包括」を「ぐるみ」、「ケアシステム」を「支え

合いの仕組み」と訳します。ですから、2025年に

向けた武蔵野市の「まちぐるみの支え合いの仕組み」

を市民の皆さんや事業者の皆さん、医療職の皆さ

ん、みんなで考えていきましょうということです。課

題山積でございますが、英知を出し合ってよりよい

まちづくりを進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

　どうもありがとうございました。（拍手）

大森：田中先生、地域包括ケアシステムですけれど

も、今、武蔵野市では普通の人がわかる言葉に翻

訳しているんですね。これは私はアイデアだと思う

んですけれども、先生からごらんになるとどんなふ

うに見えますか。

田中：大学の成績ではＡクラスの翻訳ですね。（笑）

大森：ですよね。「まちぐるみの支え合いの仕組み」、

こちらのほうが絶対わかりやすい。だから、これを

公の言い方に変えられると一番いいんですね。「地

域包括ケアシステム」はとてもわかりにくいんです。

普通の人が聞いてもわからない。こちらのほうが

ずっとわかりやすいですね。これは笹井さんが考え

たんですか。

笹井：いろいろと皆さんに議論してもらって。

大森：ああ、そうですか。いいアイデアだと僕は思

います。ありがとうございました。

　それでは、次は堀田先生にお願いしましょう。

堀田：さわやか福祉財団の堀田でございます。

　今日は要支援者に対する生活支援を助け合いで

やるということを中心に話します。まず、その助け合

いで支えるということが、地域包括ケア、わかりにく

いんですけど、この中でどういう位置づけを占める

のか。その点を前提として私の考えを申し上げます。
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　地域包括ケアというのは、介護を中心にサービス

を組み合わせれば、田中先生の五つの葉っぱ、そう

いう形になるんですけれども、これを目的という観

点からすれば、やはり全ての人が尊厳を持って、そ

の人らしく自立して生きていく、それをみんなで支え

るシステムということになるだろうと。そういう目的

から考えると、いろいろな要素が５つありますけれ

ども、一つ大きなのはやはり医療と介護の連携。こ

れが連携して最後までおうちで、住みなれた場所で

過ごせるように支えていく。尊厳を支えるというのは

やはりその人らしく生きる、それは住みなれたところ

で最後まで暮らすということが絶対条件になります。

それを実現する、そういう意味で医療と介護の連携

が一つ大きな要素を持ちます。

　それから、もう一つは生活支援だろうと。いかに

体が支えられても、その人が自分らしく生きるため

には、いろいろな生活の支援が入り精神的に支え

る。ご近所の仲間とかそういう方も入って、いろい

ろなことをして楽しむ、自分の貢献できることはや

る、そういう生き方を最後まですることが大切だろ

うと。それにはやはり生活を支え、精神的に支える

仕組みがしっかりでき上がるということが大切な要

素だろうと。

　そういう意味では、これは専門家ではありません

が、仲間の助け合い、ご近所の助け合い、ＮＰＯ

の助け合い、社協さんの助け合い、いろいろな助け

合いがどんな状態になられた方のところにも入って、

特にいろいろなことをやれる段階の方にはしっかり

その部分が入って、その人らしい生き方、生活を楽

しんで暮らせる、それを実現することが大切だろう

と。そういう意味で、助け合いというのは地域包括

ケアの中で大切な役割を果たすだろうという前提で

あります。

　前提で３分かかったんですが、では、助け合いに

ついて何を申し上げたいか。今度、要支援者の生

活支援、助け合いを中核としてやろうという仕組み

になりました。いきさつはご存じのとおりです。今日

はすばらしい首長さん方、そして自治体の方々にご

参加いただいていますが、これはやはり自治体、市

町村の担当者の強い覚悟が要るだろうと、このこと

を申し上げたい。

　規範的統合という覚悟の基本が田中先生からご

披露がありました。助け合いの関係で言えば、助け

合い活動をやる人たちの力をうまく引き出していかな

きゃいけない。ところが、助け合いというのは、事

業者にやってもらうお金の給付の仕組みと違って、

志でやるものですから、こうやりましょう、こういう

仕組みになりましたと言ったって、決してそのとおり

には動かない。動かないけれども、その気持ちに

なればすばらしいサービスを実現する。それが実現

するように、上手に助け合い活動を引き出していか

なきゃいけない。

　そこで覚悟が要るのは、助け合い活動というのは

志でやるもので、主体的に、自分がやりたい、こう

したいという気持ちが起こって初めてやるものですか

ら、その気持ちを尊重しないとやれないということ

です。そこが仕組みをつくってすっと動くほかの今ま

での仕組みと決定的に違う。中には「行政がやれ。

そっちが言うならやらないよ」なんてかえってひねく

れちゃうような、おへその曲がったうるさい人ももち

ろん地域にはいます。でも、そういう人たちもやる気

になればすばらしい力を発揮するから、上手に彼ら

のやる気を引き出す仕組みをつくり、立ててやってい

くことが必要で、その覚悟が要るということです。

　これはあまり行政の方はやりなれていないという

か、これまであまりやったことがない。特に助け合

いを中核に置くなんていう仕組みは、介護、福祉に

限らず、おそらく初めての仕組みだと思います。な

ぜなら、これは行政から見れば、頼りない、当てに
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できない。何年までにやれと言ったって、そういうふ

うにはできません。やってもらうしかないわけです

から、そこが非常に難しい。行政責任が簡単には

果たせないから、そういう頼れないものに中核任せ

なんていうことは従来やっていませんでした。だけ

ど、お金がなくなってきて、サービスをある程度削っ

ていかなきゃいけない、しかし後退させてはいけな

い。助け合いでもっとやれる分野はどこなのか、そ

れはやっぱり生活を支えるということだろうと。なぜ

なら、心を支える、相手のいいところを引き出すと

いう、給付と違って、そういう志が非常に必要なの

が助け合いだからです。助け合いのほうがいいサー

ビスができる。その分野の支援が生活支援で、こ

れを中核に任せようという仕組みになったわけです。

これはお金では動かないので、これをうまく引き出

す、そこのところが大切です。そういう仕組みにな

ります。

　173ページは厚生労働省の資料です。その仕組み

として、生活支援コーディネーターというのをまず第

１層の市町村レベルで１人、中学校区域、地域包

括レベルでまたそれぞれ１人、行政の費用で置いて、

この方々に助け合いを広めてもらおうと。そういう

仕組みがつくられています。そして、協議体という

のは誰が入ってもいいけれども、地域の助け合いで

主体となっているリーダー、大事なのは地縁関係で、

自治会、町内会、あるいは新しいいろいろな地縁

協議会、それらのリーダーが入る。地縁組織が助

け合いの基本です。それに、それよりもう少し深い

テーマ型のサービスをやるＮＰＯとか、社協さんの

有償ボランティアとか、そういったリーダーが入り、

この方々が生活支援コーディネーターを支えて幅広

い助け合い活動を広めていく。こういう仕組みが今

度つくられましたので、覚悟を持った市町村はそう

いう生活支援コーディネーター及び協議体にどれだ

け適任の人を選ぶか、これが当面の最大の課題にな

ります。

　これを上から目線で見て、あの人はこういう経歴だ

から、福祉が長い行政官だからあのＯＢにやっても

らおうとか、社協の会長をしておられたからやっても

らおうとか、そういう発想ではこれは絶対にうまくい

かない。実際に地域活動をやっている人たち、地縁

活動の人もＮＰＯの人も、そういう人たちが集まって、

あの人にやってもらおうと自然に浮かび上がってきま

す。そういう人を任命する、これが非常に大事な決

め手です。ですから、これは29年４月までとなって

いますけれども、今も任意事業でやれるとなってい

ますので、なるべく早く手を挙げて、そういう方を選

ぶ、勉強会を始める、そこに取りかかることが最大

の任務になるだろうということであります。

　そういう基本精神をいろいろ考えるために助け合

い側で協議をしました。その協議は174ページにあ

るように、民間団体が集まって新地域支援構想会議

をつくり、175ページ、176ページにあるような基本

的な考えをまず最初に申しました。これはぜひお読

みいただきたい。この中には、助け合い活動は志で

やるものだから縦割りではできない、高齢者だけと

か、子供はだめとか、障害者はだめとか、そういう

助け合いはやりません、困っている方がおられたら

誰でも助けると。ここの特徴をしっかり認めて柔軟

な仕組みをつくらないと、助け合い活動はうまく動

かすことはできないといったような基本的なことを書

いております。

　177ページは、そういった考え方を全国の担当行

政官や社協の方々、そういった方 と々一緒に勉強す

るためにやりました、さわやか福祉財団のフォーラ

ムです。今年３月からやり出しまして現在37回までや

りましたけれども、皆さん、基本のところはご理解

いただいたと。動いているなという感じがいたしてお

ります。

　178ページは、その後、コーディネーターの方々に

助け合いの本質を理解していただくためにつくりまし

た私どものテキストブックで、さわやか福祉財団ホー

ムページで上梓しております。ご自由にお使いいた

だいて結構です。いろいろご活用いただければと思

います。

　ということで、新しい覚悟を持って、新しい事業

を。これはほんとうに画期的です。住民の力を使っ

て新しいまちをつくっていくという、新しい事業に新
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しいやり方で取り組む第一歩であります。そういう

認識で、みんなでしっかり取り組んでいきたいと願っ

ております。

　以上でございます。（拍手）

大森：ありがとうございました。

　私も今、堀田さんが言われたようなことが全国的

に行われればとてもいいと思うんですけれども、仮

に今おっしゃったような覚悟を持たない自治体が出

てきたときは、その自治体はどういうふうに考えれ

ばいいでしょうか。

堀田：これはやっぱり民主主義で、周りにいいモデ

ルができて、そこの自治体の職員が生き生きとやり、

そこの住民の方々にすばらしいことをやってもらって

いる、幸せだと、そういう姿がこれから出てきます

から、それを見たら、首長さんにも「うちのまちはこ

んな状態でいいのか」と思っていただきたいし、そ

う思わないならば落としていただいて、いい首長を

選んでいただくということが大事かと思います。（笑）

大森：住民の皆さん方はそこから簡単に流出できま

せんからね。やっぱり先生おっしゃっているように、

これほど世の中全体で新しい仕組みについて注目し

て頑張ったらどうですかとお誘いしているにもかか

わらず、鈍感でほとんどそういうことに対応しなかっ

たら、絶対に次の選挙で落とすべきですよね。

堀田：そうですね。

大森：私も賛成します。皆さん方もご賛同いただけ

れば、必ず地域はよくなるということだと思います。

ちょっと今、言い過ぎています。済みません。（笑）

　それでは、亀井市長さん、お願いします。

亀井：先ほどから首長の覚悟について全ての先生方

から申されましたが、日々、覚悟を持って仕事をい

たしております三重県名張市長でございます。時間

がございませんので早速お話をさせていただきます

が、まず名張市のＰＲ、置かれている環境について

だけ一、二分、お話を申し上げたいと存じ上げます。

　1,300年前、奈良に都が置かれていたその当時、

名張までが首都圏、畿内で、東大寺領に黒田荘と

いう荘園が置かれておりました。古くからそういう首

都との関係が深うございましたので、歴史、あるい

はまた文化資源が大変豊富なまちでございます。一

方におきまして、赤目四十八滝という滝がございま

すけれども、山紫水明の地でございまして、奈良、

京都、大阪に水を提供する水源の都市でもありま

す。さらには伊賀米コシヒカリ、そしてその上質の米

からできる上質のお酒、世界のコンクールにおいて

も金賞をとるような「而今」、あるいは「瀧自慢」と

かいう酒も名張でつくられています。伊賀牛等もご

ざいますし、ぜひ機会がございましたらお運びをい

ただければと思ってございます。

　昭和40年代に入りまして住宅開発がどんどん進

められました。そして、大阪のベッドタウンとして、

３万人口が一挙に８万を超える人口となったわけで

ございます。人口のピークが平成12年、それ以降、

微減をしてきております。その一挙に入居いただい

た方というのは実は団塊の世代の方が大変多いです

ので、もう既にリタイアされています。これから一挙

に高齢化が進んでいく、そんなまちでもございます。

今、高齢化率が約26％ですので国の平均とほぼニア

リーであるわけですけれども、国はこれから大体15

年かけて33％、２人で１人を支える社会になってく

るわけですが、実は名張市はあと７年ぐらいすれば

33％になるんです。ですので、全国平均の倍のスピー

ドで高齢化が進んでいる、そんなまちでございます。

よって、大きく二つのテーマが出てまいりました。

　一つは、人生90年時代を迎えて、健康で活力に

満ちた、そんな一生涯を送っていただく、そのため

の生涯現役のまちづくり「名張ばりばり現役プロジェ

クト」を進めております。もう一つが、やはり支える

人口がこれから極端に減ってくるわけでございます
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から、出生率等も上げていかなければならないとい

うことで、「産み育てるにやさしいまちづくり」、この

二つの柱をもって今日まで取り組みをいたしてきたわ

けでございます。

　健康づくり等につきましては実績もできてきていま

す。実は、介護保険の認定の伸びもかなり抑制され

てきております。あるいはまた、国民健康保険の給

付の額もどっと伸びていたんですけれども、これも

かなり抑制されています。そして何よりも数字であら

われてきたのは健康寿命です。今、全国平均の健

康寿命は男性が70歳、女性が74歳です。平均寿命

との差が、男性で10年間あって、女性で12年間ある

わけですけれども、名張市民の健康寿命は今、男

性で78歳、女性で80歳です。これを平均寿命に重

ねていこうと、それを今、一生懸命やらせていただ

いています。

　私が覚悟を持ったのは、平成12年に社会福祉法

が改正になったんです。そのときに新たにこんな言

葉が入りました。「地域福祉の推進」。今まで法律の

中で「地域福祉」という言葉は出てきませんでした。

これは何か。共助、互助、支え合いによる地域福

祉を推進していくということで、先ほどから先生方

もおっしゃっていますけれども、いろいろな地域資

源が協働して、そういう福祉のまちをつくっていこう

ということでございました。私はこのときはまだ県会

議員だったんですが、平成３年から県会議員をやら

せていただいて、福祉をずっとテーマとしてやってき

ました。そのときに平成12年のこれが出たので、こ

れは覚悟を持たないといけないなと。これは国のほ

うからもあるメッセージを発せられているんです。そ

れで、これから２年後、平成14年に市長にしていた

だいて、今、４期目ですけれども、その覚悟を持っ

て今日までやってきたということでございます。

　その覚悟というのは何かといいますと、少子高齢

社会はどんどん進行しています。支える人口が減っ

てきて、支えられる人口がどんどん増えてきている

わけでございますので、いずれこの日本の社会保障

制度というのは限界が来ます。10％にしても15％にし

ても限界が来ると思っています。経済福祉というの

は限界が来ます。その限界を感じさせない、それを

カバーしていくものは、何か。それは環境福祉です。

この体制を強化していく。

　「亀井市長、経済福祉とか環境福祉とか言うてる

けども、辞書を見ても、ネットを調べてもこんな言

葉あらへんわ」と言うんです。それは、ないです、

これは私だけが使っているんですから。まだこれは

認められておりませんので、私だけが言っているん

ですが、環境福祉というのは、地域社会の中で多

様な主体が助け合ってお互いに協力してやっていく

ことで醸成されてくるような力で、そういうものでカ

バーをしていくと。それはどうしてできてくるか。こ

れは住民自治の熟度を高めて、そしてコミュニティー

を再生させる、そういう中で醸成されてくるものでご

ざいます。

　共助、互助、支え合いの社会の創造ということで

ございまして、この地域づくりを土台に、ここへ社

会福祉であったり、防災であったり、防犯であった

り、消費者保護であったりをのせていこうというこ

とです。

　それで、私、平成14年に名張市長にしていただい

て、平成15年からこのコミュニティーを再生させると

いう取り組みをやってきました。ここに「ゆめづくり

地域交付金」とありますが、私が市長にしていただ

いたのはあと２年か３年で財政破綻を来すというと

きだったんです。実は貧乏だったから、こんな取り

組みもできたんです。お金があったらできなかったと

も思っています。今でもまだ低空飛行をしています。

開発公社がどえらい借金を抱えていて、こんなに小

さな自治体でも１億円ほど金利がある、これは何だ

ということだったんですが、何とか一昨年に解散す

ることができたんです。大きな山は越えたとは思っ

ているんですが、まだまだ安心できません。

　それがゆえに、住民の皆さんにこんな状況なんで

すよとお見せして、頑張ってくださいと補助金を全廃

したんです。そして、交付金に変えて、これだけし

かないから、これで自己決定して、自己責任で事業

を起こして、そして自己実現を図ってくださいと。「市

長、丸投げか」と言われました。「そうですね、済
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いません」と言っているんですが。そんなのでこれ

がずうっと進化、発展してきているんです。この部

分をちょっと今からお話しします。

　この部分をつくってきたんですよ。今まで区長制

度とか自治会制度だったんですが、これを解散して

もらいました。「市長、むちゃするな。解散しろって

か」と言われたんですが、解散してもらいました。

そして、地域が15地域あるんですが、この15地域と

いうのは小学校区単位で、公民館単位と言いかえて

もよろしいんですが、そこでこういう制度をつくって

もらいました。これで一つの役所ができたみたいな

ものです。ここでいろいろな取り組みをやっていた

だくということでございまして、いろいろな団体があ

りましたが、これは各部会へ入っていただいていま

す。この土台、プラットホームをつくるのに、今まで

10年ぐらいかけてやってきたんですが、今かなりの

部分ができてきております。

　ここに健康福祉部会とあります。いろいろ言い方

は違うんですが、「まちの保健室」というのがある

んです。15地域の公民館へ設置されていますが、

「まちの保健室」とここが連携をして、今までいろ

いろな事業をしていただいています。例えば、地域

によっては「ライフサポートチーム」であったり、「ね

この手」とか「ポパイ」、「おたがいさん」とか、そ

ういうふうな名称で生活支援とかもやっていただい

ています。これはあと10ぐらいの地域で、そういう

ものをつくっていただく準備を今していただいている

ところでございます。

　「まちの保健室、それ何だ？」となります。平成

16年に厚生労働省老健局の総務課長が「亀井市長、

モデルになるような何かいいアイデアないか」と。

「私、いいアイデアを持ってる。」「ちょっと聞かせて

くれるか。」「私、行けないので――議会中だった

んですよ――ちょっと部長に行かせるから」と。「こ

れはおもしろいな。よし、モデルでやってみて」と

言われてやったんですが、この「まちの保健室」と

いうのは実は地域包括のブランチです。地域包括は

私のところは１カ所しかなく、市役所に置いてある

んです。ブランチとして、この「まちの保健室」を

身近なところ、15カ所へ置かせていただきました。

資格は看護師であったり、社会福祉士であったり、

ケアマネ、介護福祉士です。それをここへ２名から

３名置いています。大きい地域は３名置いています。

それで、この「まちの保健室」が地域づくりと連携

したり、ボランティアと連携したりして、いろいろな

事業をやってきたということです。

　これが今、子育てでものすごく注目されているん

ですよ。フィンランドでネウボラという子育て相談室

みたいなのを使って、出生率を上げたりしている実

績が出ているんですが、先般、当時の森少子化担

当大臣が見えて、「亀井市長、フィンランドのネウボ

ラはこれから高齢者をやると言ってるんですよ」と。

名張市は、これから子育てもこの「まちの保健室」

でやっていくというふうにしているんです。それで、

今もうしているんですが、市で研修会をして、チャイ

ルドパートナーという資格を与えています。それでこ

こがいろいろな団体と連携しながらやっているとい

うことでございます。

　しかしながら、我々は何で二、三人でこんな大き

な事業ができているかといいますと、まさに住民の

皆さんの自発的な活動をサポートしていくという状

況になってきているからでもあるわけで、これがか

なり今、効果を発揮してきております。

　それから、今年の６月18日、国会の場におきまし

て、地域医療・介護総合確保推進法という法律が

成立を見ました。30年前から保健、医療、福祉の

連携による地域医療、そして介護を推進していくん

だということで、特に国診協の関係の方々が一生懸

命やってこられたんですが、いよいよ法律で、より

それを促進していくということです。それがこの法

律でございます。介護にしても、地域医療にしても、

新たなるステージを迎えたと私どもは思っているわ

けでございますが、今までつくってきた土台を使っ

て、いろいろな展開をしていきたいと思っています。

　それと、介護保険というものは今どんなことをし

ているかというと、要するに傾斜配分をどのようにし

ていくかという作業であるわけですね。これだけ対

象者が増えてきたら、やっぱり軽度から重度にシフ
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トしていかざるを得ない。そして、病院から在宅へ、

あるいはまた、施設から在宅へという流れをより確

かなものにしていかざるを得ないというか、それこ

そがまたそれぞれのご本人の希望でもあるから、そ

ういうことで進めているわけでございます。

　普遍のものというのはどんなものかということで

すが、平成18年にスタートした障害者自立支援法、

私はあのときの政府の委員をさせていただいており

ましたけれども、やはり将来的には介護と障害とい

うのは合体していかなければならない。我々基礎自

治体からしますと、年齢で分けていくというのはお

かしいんですよ。やはり子供さんでも支援が必要な

ら、一つの法律できっちりサポートしていく。若者

が単車事故を起こして半身不随になったらサポート

していく、そういうことも一つの法律でかなっていく

ような、基礎自治体としてはそういう思いを強く持っ

ているわけでございます。それで、第３被保険者と

いうことも出てくるわけですが、こういう方のご理解

をいただくためには、やっぱり子供もそういう交付

の対象にしていかなければならないと。こんなふう

にも思っているところでございます。

　ちょっとこれは蛇足ですが、実は先進国の高齢者

に対する給付をちょっと調べてみたんですが、日本

はこれが突出して多いわけでございまして、48％で

す。アメリカは自己責任の国ですから比較になりま

せんが、例えばフランスが頑張っていると言っても

が38％ぐらい、そしてスウェーデン、北欧はかなり

進んでいると言われているのに33％ぐらいです。そ

れに比較しますと、支える人口をどうか頑張ってやっ

ていこうと思っているんでしょうけれども、日本は子

育て、家族支援というのは４％程度です。これをもっ

と強化していかないと、高齢者を支える人口ができ

てこないということにもなります。そこは、フランス

が９％ぐらい、スウェーデンは12％ということでござ

いまして、こういう部分もこれからより強化をしてい

かなければ、この部分が大変な状況になると思って

おります。これは同時にやっていかなければならな

いと思っております。

　以上です。（拍手）

大森：ありがとうございました。全体としてニーズの

ある人たちは年齢で区別しないで、全体普遍的な

制度をつくるべきだという議論は最初の出発点から

あったんですけれども、なかなかそう思うようにいっ

ていません。大きな、将来的な制度構想の一端が

述べられたと思います。非常に大事な問題提起だと

思います。

　名張市について悪口を言う人は「名張は名ばかり」

と言うんですけれども、実はそうではないんですね。

今日、市長さんのお話を聞いていたら、実にいろい

ろなことを試みられていて、特に「まちの保健室」

はいいですね。おそらく今後の新しい仕組みとして

いろいろな方々が注目しているんですけれども、ほ

んとうにいい内容のご報告でした。ありがとうござ

いました。

　以上、４人の方からご報告でありました。今日は

厚労省から審議官がお見えで、お聞きくださいまし

たので、現に今、制度改正で実施に入らなきゃいけ

ないものですから、いろいろなことがおありかもし

れませんけれども、少しご発言いただきましょうか。

苧谷：本来ですと三浦局長がここでご説明するはず

だったんですけれども、国会業務等でちょっと来ら

れませんので、私、審議官がかわりにお話をいたし

ます。

　その前に、この本の182ページに三浦局長の略歴

がございます。平成11年に厚生省で介護保険制度実

施推進本部の事務局次長をやられまして、まさに介

護保険制度の創設期に携われたわけでございます。

そのときに私は何をしていたかというと、ドイツの大
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使館におりました。当時はドイツの制度を勉強しに

行こうということで、厚生省、あるいはいろいろな介

護の支援団体の方がいっぱいドイツに来られた時期

でございます。私どもはそれをちょっと横目で見てい

て、多少お手伝いをしたということでございます。

　私自身は、どちらかというと労働関係のほうにい

たものですから、介護とは直接関係していなかった

んですが、昨年、国交省のほうで、離島ですとか僻

地、中山間地域の地域おこしの担当をさせていただ

き、いろいろな地域を回らせていただきました。そ

ういう中、地域包括ケアシステムというのも聞いてお

りましたけれども、地域によってはこれをうまく地域

おこしに使われているところもあるというような感じ

がしておりました。それからこっちに来るとは思って

いなかったんですけれども、皆さん、地域の方たち

とこういう話をするのが、そういう意味では少し関

係があるのかなと思っているところであります。

　それで、いろいろなパネラーの方がお話になられ

ましたので詳しいことはもう言うほどのことはないん

ですけれども、まずおさらいでございますが……。

大森：済みません、おさらいはしなくて大丈夫です。

今、この制度が新しい実施に入ろうとしているから、

政策当局としては一番何が肝心で、どういうことに

今、問題点を感じているかというのに絞ってください

ますか。

苧谷：はい。狙いは、この2025年という意味ですけ

れども、ここに書いてあります、団塊の世代の方全

員が75歳以上になるということですが、実は2025年

で人数がほぼ横ばいになると。ところが一方で、40

歳以上の方はどんどん減っていくというところがポ

イントでございます。2025年以降のことまで考えて、

たくさん施設をつくってしまいますと、それは過剰に

なると同時に、支え手が減ってしまうということで、

保険料はどんどん上がってしまうと。現在、月平均

の保険料は約5,000円でありますけれども、2050年

には8,200円、かなりいろいろな努力をした結果で

も、そうなると。

　それからもう一つ、少子化が非常に激しくなりま

して、介護専門職の不足が今、100万人とか80万人

とか言われていますけれども、その辺の対処もして

いかないといけないと。そういう中で、地域の中で

重度要介護者となってもちゃんと住み続けられると

いうことで地域包括ケアシステムを導入しようされま

した。ここがポイントかと思います。その概念図は

こちらに書いてあるとおりでございます。

　それから、先ほどいろいろな方がご説明されまし

たけれども、この制度の改正で唯一ちょっとご説明

しておきたいのは、このサービスの中で要支援の方

を介護給付からこういう事業のほうに移すという中

で、ポイントはボランティアをうまく使えるようになる

という話です。これは先ほど田中先生もおっしゃい

ましたが、身体介護はあくまでも介護専門職の方に

やっていただきますが、例えば買い物支援ですとか

通院の支援、あるいはごみ出し等、そういうところ

はボランティアの方でも十分できるだろうという趣旨

でございますので、そこはご理解いただきたいと。

　それからもう一つ。先ほど負担が２割になったと

きに利用を控える方が増えるという話がございまし

たけれども、特に重度の方は月額上限がございます

ので、見直しの方全員が負担増になる、あるいは２

倍になるわけではなくて、特に要介護度５の方です

とあまり変わらないということもあります。この辺の

ところも制度全体を見ていただいて、うまく制度を

使っていただければと思うところでございます。

　それから、次に行きまして、こちらのポイントは、

今後は在宅医療、介護を進めていかなきゃいけない

という中で、郡市区医師会の方の協力がやっぱり非

常に必要になってきます。特に医療と介護ですから、

病院に行かれてから介護施設に行かれたり、自宅に

戻られる。また病院に戻ることもあります。時系列

的に言いますと、まず病院に入られるということで

すので、ＩＴ等を活用しまして、その情報をリハ職

の方ですとか介護職の方、看護師の方と共有するこ

とが重要でございます。そのポイントを押さえられる

のはどうしても病院からということになりますので、

そこをうまくやっていくと。これは先進地域でかなり

実施されているところがございますので、そこをぜ

ひ参考にしていただいて各市町村で実施していただ
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ければと思います。

　もう一つ。特に僻地ですとか離島、中山間地の方

だと、担当の課が国民健康保険と介護保険の両方

を担当して二人しか職員がいない、こういうところで

どうやってやるのかという話もございます。それは非

常に厳しいのはわかりますけれども、外部のいろい

ろなサポートもございます。例えば、総務省ですと

地域おこし関係の事業等もございます。地域おこし

協力隊で若者を呼んできて、ボランティア、それか

ら組織づくり、こういうのをそういう若い人にも一緒

に入ってもらって、よく勉強してもらってやっていた

だくということもできます。そういうことも含めて私

どものほうがいろいろ全面的に協力をいたします。

　特に今回のこういう事業は部分的にも実施できま

す。例えば、地域を全体ではなく部分にするとか、

あるいは今、要支援で予防給付を受けている人の中

で希望する人だけ総合事業のほうに移るとか、ある

いは今、介護給付を受けている人はそのままにする

とか、いろいろな形で最初は小さくスタートができ

ます。それで試行的に実施をしていただいて、３年

の間に拡大していただくと。こういう工夫もございま

すので、そういうのを活用して進めていただければ

と思うところでございます。

　できれば各都道府県で三つか四つぐらいは来年４

月から実施していただければほんとうはありがたい

ので、私どもとしては、そういう市町村に関しまして

は、ご相談いただければ職員を派遣したりなどして

直接ご相談に乗るということも考えておりますから、

ご検討いただければと思います。

　以上でございます。（拍手）

大森：ありがとうございました。ひとあたりざっとお

話しいただきましたので、あと残っている時間で少

しディスカッションをさせていただきたいと思います。

　介護保険法第２条には、「介護保険は、被保険

者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保

険給付を行うものとする」と書いてあります。今回

の制度改革で、この条文は変えていませんので、依

然として要支援状態にある被保険者に対して保険

給付は行われるんですけれども、その要支援状態

にある方の一部を基本的には保険給付の外に出し

ているんです。これがすぐには皆さん方の腑に落ち

ない可能性が非常にあります。厚労省はいろいろ理

屈をつけて、何とかしてみんなに納得してもらいたい

と言っているんですけれども。

　どういう話かさくっと言うと、もともと日本の介護

保険制度が出発する前に「虚弱老人」と呼ばれてい

る方々がいて、ある種のサービスが行われていたん

です。そして、この虚弱老人の方々を介護保険の対

象にしないで済むだろうかと悩み悩んで、入れたん

ですね。入れたから保険給付になっているんです。

しかし、そういう国は日本しかありません。虚弱老

人、今で言う要支援の人たちを介護給付の対象にし

ている国は日本しかないんですね。これがずっと懸

案事項でした。

　はっきり言うと、将来は明確に、今、要支援と言っ

ている方々をきちっと精査した上で、これを全部、

介護給付の外に出すというのが本筋なはずなんです

けれども、そう簡単にはできないんですね。それで、

現場からするとわかりにくいんだけれども、一部を

出したんですね。しかし、保険法第２条には手をか

けない。このことがわかりにくいのではないかと私

は思っています。

　まずこの点について皆さんで議論したいと思いま

す。笹井さんからお願いします。

笹井：先生おっしゃるとおりでございます。資料

の159ページのちょうど私のパワポの中の「介護保

険法施行時の思想・哲学を再確認する！」という

スライドの下のほうでございます。そもそも介護保

険は何かというところですよね。要介護状態、要

支援状態になった場合のリスクヘッジとして保険

料を払って、認定を受けることによって保険給付

を受ける、それが社会保険のインシュアランスの

原則でございますが、先生ご指摘のように、要

支援状態という形の要介護認定の結果は市町村

長が決定通知を行政処分として出すにもかかわらず、

保険給付ではなくて、税金を主体とする、あるいは

市町村のコントロールによる市町村事業になるという

ことは、おそらく介護保険制度が非常にドラスチッ
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クに変わってくる思想的な転換を今回はらんでいる

だろうと思います。

　ただし、今回の改正の流れとしては、限られた人

材や財源を、今後増大するであろう中・重度の皆さ

んにシフトしていく、これはやむを得ない現実でご

ざいます。専門職、プロ職は中・重度の専門的なケ

アに、そして、軽度の皆さんについては、自分自身

のご努力と地域の支え合いという形で軽い装いの中

で展開をせざるを得ないという流れに、今、直面し

ているんだろうと思います。

　ただし、平成18年の介護保険制度の改正で、新

しい予防給付という形で「自立支援」という言葉を

全面的に出されましたが、どうも今回の改正で腑に

落ちないのは、多様な主体だとか住民参加と強調さ

れますが、総合事業の中では自立支援ということが

あまり強調されていないんですね。おそらく地域包

括支援センターの方は、要支援１、２の方のプラン

には、その方の自立に資するような協働的なサービ

スの提供みたいなものを一緒に組み立ててお考えい

ただいていたと思うんですが、総合事業になった途

端、その方の自立支援だとか潜在的な能力を引き出

すとかということはあまり強調されないで、住民の

皆さんが家事援助をできます、買い物をできますと

いうことで、そこら辺が今回の制度のもう一つの質

的な課題になっているのではないかと思います。

大森：亀井市長さん、この点は、保険者としては大

事な論点ですけれども、どんなふうにお考えですか。

亀井：この３年のうちにみんな一斉にスタートできた

らいいんですが、地域間格差が出てきたりするのは

非常に残念なことでございます。今、３％のお話が

ございましたけれども、総合事業を含め、弾力ある

対応を一定期間とっていただいたほうがいいのでは

ないかなと思っています。専門職に多くを委ねなけ

ればならないという地域もまたありますし、コミュニ

ティーを再生させて、みんなで支えていこうという醸

成ができにくい地域もあるわけでございます。しか

し、そっちのほうへ持っていかざるを得ないわけで

すので、ある一定期間は弾力ある対応のでき得るよ

うな制度にしておいてほしいとは思っています。

大森：笹井さんがおっしゃっていることは、要する

に、今まで介護給付の中に入れ込まれた介護支援

のサービスが、ほんとうに自立支援に役立っている

だろうかと。そのことが問われたんですね。そうい

うことが実現していないのに、どうして介護給付で

やり続けるのかということが、きちっと物を考えて

いる自治体の職員の人たちから議論として出てきた。

だから、これは一方的に国が外したのではなくて、

本来、自立支援に役立たないような在宅の介護予防

の介護とか、あるいはデイサービスが行われている

じゃないか、これを放置できないじゃないかという

のが基本的な論点だったと私は思っています。

　これは田中先生はどんなふうに。お立場がござい

ますので、お立場の範囲の中で。

田中：いや、おっしゃるとおりです。先ほど笹井さ

んがお示しになった159ページの介護保険法の第２

条の一番下に何が書いてあるかというと、要介護に

なっても、あるいは要支援も含まれるんでしょうけ

れども、自分の能力を使えと書いてあるんですね。

この場合の能力とは、国際標準で言うと「残存能力」

という言葉だと思うんですが、言葉の響きから「能

力」となっています。あるいは最近、「自己能力」と

いう言葉も使います。すごくわかりやすく言うと、右

麻痺になって、医学的にその右麻痺は治らないとし

たら、その時点で100％のお世話に移るのではなく

て、左手で壁を使って歩く力、左手で自分の排せつ

の処理をする力を、プロの支援を経て使えるように

する。そういう支援の入ったモデルが要支援者につ

いて足りなかったという意識が、もう少し地域支援

事業に移していくもとになったという大森先生のご

指摘はそのとおりです。

　ただし、それに加えて、堀田先生の言われた地

域の助け合いみたいなものを入れていくことはより

大きな広がりを持っていますが、保険給付云々で言

うと、保険給付の本来の目的である自立支援、自分

の能力を使って生きていく力を支援するのではなく、

お世話型給付が多かったから議論し直さなければ

と考えられた、このプロセスは大森先生のおっしゃ

るとおりです。今回も、地域支援事業に移したと
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きに要支援者がかわいそうだからというモデルでつ

くってしまうと、また見直しになってしまうので、要

支援者の自分の力を周りが支えて引き出すという理

念を忘れてはならないと感じます。

大森：堀田先生、今の論点について、ご発言があり

ますか。

堀田：大森先生が要支援を将来的には全部外すの

が筋であるとおっしゃいました。その筋ということか

ら考えてみたいんですけれども、これは介護予防で

すから、介護をするのではなく、介護を予防すると

いう話だから、介護の予防ぐらいは自分たちでやれ

よ、何もみんなのお金や国の税金も入れた仕組みで

やらなくていいだろうと、簡単に言えばそれが筋の

考え方なんだろうと。

　今回の改正で、社会保障制度改革国民会議が

言って外すことになったんですが、大森先生おっしゃ

るように、一部、リハビリとか看護とかを残しまし

た。これはどれだけ移せるか。筋に乗っかって移せ

ば、みんなが介護予防を自分たちでやってくれれば

問題がないんだけれども、やらない。みんながやら

ないから、そこが響いて介護のほうが悪化する、し

ようがないから国の仕組みで介護予防、要支援者を

入れましょうというので、あのときできました。それ

では、今、みんながやれそうなところはどこか。こ

の要支援者に対するサービスのうち、では、看護、

リハビリ、そういった体のことをみんなの助け合い

でやれるのかというと、今の段階では難しいだろう

と。みんなで集まって体操をしたり、いろいろ頑張っ

てはおりますけれども、今、みんなの助け合いでい

きなりそこまでは難しいだろうと。そういう意味で、

リハビリ等々のサービスは要支援の仕組みとして今

回残したというのは、今の段階の措置としては正し

いだろう、状況に合っているだろうと。ただ、生活

支援は頑張ればみんなでやれる。みんなでやった

ほうが、やるほうにもやってもらうほうにもいい。こ

れは当然、今の段階で移すべきだと。そういう意味

での今回の法改正だと思います。

　ですから、みんなの助け合いでやれるということ

をまずはっきり実態をつくっていかなきゃいけない。

そういう社会にしなきゃいけない。そういう社会に

していく過程の中で、リハビリとか、介護とか、虚

弱老人の体のこと、あるいは認知症の方々の対応に

ついても、みんなが少しは専門的な必要な知識を

学んで、そういう部分もやれるようになれば、そち

らに全部移せる時期が来るのではなかろうかと私は

思っております。

大森：もう一カ所。介護保険の目的を実現するため

に、介護保険法は国民について述べているんです

ね。何と言っているかというと、「国民は、自ら要介

護状態となることを予防するため、加齢に伴って生

ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に

努めるとともに、要介護状態となった場合において

も、進んでリハビリテーションその他の適切な保健

医療サービス及び福祉サービスを利用することによ

り、その有する能力の維持向上に努める」と書いて

あるんですね。このことにもうちょっと徹すべきなん

ですね。

　介護保険ができてくると、いろいろなことをやって

くれるというふうに何となく思ってしまう。介護保険

法の明確な理念は自立支援ですから、これは国民

の自立を一生懸命説いているんです。これをさまざ

まな制度の構想及び運用にどうやって生かし切るか

ということになります。

　今、堀田さんがおっしゃっているようなことが多

分、現実的な対応策だと私も思います。しかし、な

おかつ課題が残っていますので、将来の介護保険

制度のあり方との関係で言うと、まだ宿題が残った

かなという感じです。

　もう一つは笹井さんの提起がありました。介護保

険が既にある程度実施に入ろうとしていますので、

私はだめ出しをしているつもりはありません。積極

的に前に進めろという議論をしているんですけれど

も、それでも立ち返って検討すべきは、やっぱり負

担の話だと思うんです。

　私どもが介護保険制度をつくったときに、これは

社会保障全体の基本的な考え方ですけれども、負

担は能力に応じてやろうということですね。これは

正しい。しかし、サービスはニーズに応じて受けら
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れるようにしよう、それを普遍的な仕組みに変えよ

うと。したがって、介護保険の利用料金は、どんな

人でも全員１割と決めたんです。今回はこれを２割に

する人たちが出始めますので、サービスを普遍的に

平等に受けるという、一種の出口に差をつけようとし

ていますから、これは場合によると大きな理念変更

に近いのではないかと。私はだめだと言いませんけ

れども、個人的には依然として釈然としていません。

しかし、１回これをやりましたので。どういう理由

でやっているかというと、金持ちは利用料金も余計

負担しろと。これは介護保険制度の理念に反するな

と思っているんですけれども。

　これはどうしましょうか。亀井市長はこの点につい

てどうお思いでしょうか。

亀井：前段の部分ですけれども、筋論はよくわかる

んですが、その自治体の力量によってサービスの内

容とかが変わってきて、そして要介護の人が増えて

いくということは避けていかなければなりませんの

で、ある一定、弾力ある対応の期間がなければなら

ないと思っています。

　それと、負担の問題ですけれども、これは先生

のおっしゃることもよくわかるんですが、ただ、今の

制度の枠の中で、いかに持続できるものにしていく

のかということでは、これはやむを得ない措置だと

私どもは思っているところでございます。

　今、私も三重県の国保連合会の理事長であり、

中央会の相談役理事をさせていただいておりますけ

れども、三重県は半分の自治体が法定外繰り入れ

をして何とかしのいでいるという状況でもあるわけ

です。第二の国保にしてはならない、そういう強い

思いもあるわけでございますけれども、その場合、

やっぱり負担の部分についてもある一定、能力のあ

る方にはご協力をいただかざるを得ないと、私ども

自治体はそういう意見が多いということでございま

す。

大森：わかりました。これについてあまり深追いする

つもりはないんですけれども、もし財政上の問題が

あるなら、全員２割にすべきですよ。入り口は所得

再分配をやっていますから、一定の所得の人は相当

の保険料を払っています。標準額の倍以上払ってい

るわけです。だから、もし出口でやるんだったら、

全員２割負担にすることによって、介護保険制度を

維持したいというのだったらわかりやすいんですけ

れども、一定の所得がある人についてだけというの

は、どう見ても納得が。

　僕はちょっとこだわっているように見えますので、

笹井さんに発言してもらって、この問題は終わりま

す。

笹井：ありがとうございます。全く同じ意見でござい

ます。保険料は所得に応じた応能負担、サービスを

受けるときには、お金持ちの人だからこういうサービ

ス、低所得だからこういうサービスということではご

ざいませんので、サービスは平等的に応益負担とい

うのが原則だろうと思います。その原則から言うと、

大森先生がおっしゃるように、全ての方を２割負担

にして、低所得者に対しては軽減措置を設ける、こ

れが制度上の本来あるべき姿だったろうと思います。

　合計所得金額160万円以上の方は原則２割という

ことですが、先ほど審議官がおっしゃられたように、

高額介護サービスにぶつかる人がいらっしゃいます

ので、丸 ２々倍ということにはなりませんけれども、

私どものサービス受給者全体で２割負担になる方の

割合が大体24.7％でございます。この２割負担をさ

れたことによって給付費がどれだけ浮くのかというこ

とでございますけれども、2.6％の効果しかございま

せん。全国平均ですると、２割負担を導入すること

で保険料的には約40円安くなります。

　しかし、これがまた厚生労働省さんが、それまで

は合計所得金額160万円以上の方については２割負
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担ですよ、それは個々の状況を見ますよと言ってい

たにもかかわらず、８月27日に、その同一世帯の１

号被保険者の年金収入その他の合計所得金額、合

計所得金額というのは給与収入だとか事業収入か

ら控除を引いた金額が、単身で280万円、あるい

は２人以上で346万円以下の方については１割負担

に戻すと。ですから、市町村は大変ですね。１回、

160万円かどうかを見て、それから世帯のその他の

収入状況を見に行って、今言った、ご夫婦であれば

346万円以下の方は１割にまた戻すという仕組みで、

全然簡素明快ではない制度になってくるわけです。

　そういう意味では、やはり今回の制度改正で原則

に立ち返った議論がきっちりされたのかどうなのか

というのは非常に後悔が残ることだと考えます。

大森：苧谷さん、やっぱり一言反論してもらったほう

がいいと思うんですけど。

苧谷：合計所得金額160万円以上が後からという話

がありました。これは国会でも、配偶者の方が全く

無収入な場合どうするんだとかいう議論がございま

して、そういう方については基礎年金の平均ぐらい

はもらっている方の額までは認めましょうと。だか

ら、２人いらっしゃる場合は三百四十何万円という

話が議論の中でも出てきたと。

　それから、160万円というのはあくまでも年金の

場合の話でございまして、例えば事業収入が160万

円で年金収入があまりないという方ですと不公平に

なりますので、実際収入の280万円で見ていこうとい

うことでやったということです。ちょっとそこはご理

解いただいて。これについては全部、税金のほうで

把握できますので、それほどご負担がかからないよ

うにというつもりでやっているものでございます。

　あともう一つ。そもそものこの負担の話につきまし

ては、申しわけございませんけれども、先ほど申し

上げましたように、負担があまりにも大きくなるとい

う中で、一定の所得のある方についての応能を少し

見ていただきたいということで入れたものでございま

す。

大森：これ以上議論いたしませんので、今後どこか

で念頭に置いてくださればいいというふうにいたしま

しょうか。

　もう一つ、今日の議論で非常に重要で、これは

地域包括ケア全体の話で田中先生がおっしゃった

ことですけれども、今回は地域医療と地域のケア

がほんとうに結びつかなきゃいけない。そうすると、

地域にそういうお医者さんたちがおられることは

知っているんですけれども、なかなかお医者さんも

お忙しくて、この議論をすると自分たちも忙しいから

そう簡単にできないとよくおっしゃる人もおいでにな

ります。医療と介護を地域において結びつけていく

という困難さと、どうしてそれが大事なのかというこ

とをもう一回、ひとあたり繰り返したいと思います。

　田中さんからお話ししていただけますか。

田中：日本の介護保険制度の独自の発達は、何の

かんの言いながら、もともと医療を取り込んでいた

ことです。それがさらに、医療側の変化によって早

く在宅に移ってきたり、早く違う介護の施設、老健

などに移るように変わってきています。当然、医療

側もその意識を持たなくてはなりません。

　今年の診療報酬改定で、地域包括ケア病棟とい

う名前ができました。これまでの急性期医療の人

たちは介護はあまり関係ないと思われていたけれど

も、自分が退院させた先の病院がさらに在宅にどう

帰していくかによって、急性期医療の点数が変わる、

つまり、一連の流れの中の一つが急性期医療という

ことを意識しないと急性期医療もできないというふう

に診療報酬側も変わってきました。そのためには、

急性期医療以外の病棟の人はもちろんだけれども、

在宅側も早目に引き受ける覚悟が必要です。

　在宅医療の医師たちがサービスができるかできな

いかというときに、在宅医療もそうですし、定期巡

回もそうですが、サービスに入ってこない人たちの

一番のおそれは、24時間365日呼ばれてはかなわな

いというのが常にアンケートで一番上に来ます。一

方、現実に在宅医療をなさっているお医者さんや定

期巡回をなさっている介護事業者の方々は、ケアプ

ランがきちんとして、そして１週間のうち適切な介入

をしていると、救急車を呼ぶような事例は別とすれ

ば、普通は24時間365日呼ばれないということが、
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なれてくるとわかってきます。つまり、役所があんま

り24時間365日と言い続けるものだから、この世界

に入ると家族も何も持てないのではないかという誤

解をお医者さんも介護事業者もお持ちですけれど

も、それはケアプランのよしあしという極めて科学

的な介入によっていつでも対応できるという意味で

あって、めったに対応するような事態は起きないとい

うことを広めていくことが一つだと思います。

　それからもう一つは、在宅医療とは医師がするも

のではなくて看護師がするものです。医師はその司

令塔と言うとちょっと偉そうでよくないけれども、あ

くまで後ろで支えて安心させる役割であり、多くの

在宅医療は看護師、歯科衛生士、薬剤師、それか

ら栄養士等々のチームが行うものです。だから、そ

ういうチームづくりを市役所が主導してもいいし、地

域の医師会がつくってもいいけれども、在宅医療に

ついてもまた多職種協働であるということをやって

いかないと、在宅医師だけが一人、孤軍奮闘するよ

うな在宅医療は続かないので、やっぱり仕組みづく

りが大切だと思います。

大森：市長さん、どこの首長さんもご苦労されてい

て、その点についてどんなふうに。

亀井：私どもは医師会がものすごく協力的でして、

４年前に在宅医療支援センターというのを立ち上げ

て、この運営を医師会さんにお任せしています。そ

のときの条件として、在宅でやっていて、もし急変

したとかいろいろなことがあれば、市立病院が24時

間365日ウエルカムしますと。こういう条件のもとで、

今、退院された方と開業医の先生方とのマッチング

を図って進めています。そういう患者さんに対して

は24時間365日ウエルカムできる、きちっとサポート

するその体制ができていなければ非常に難しい。

　ただ、在宅というのはターミナルケアという意味合

いもありますから、急変と言うか、要するに、看取

りもおやりいただかなければならないわけでもござ

いますので、それを病院へというよりも、その判断

は開業の先生に委ねさせていただいているというこ

とです。

大森：武蔵野市では医療、介護の結びつきはどんな

工夫が行われているんですか。

笹井：お手元の資料の150ページ、151ページを

ちょっとお開きいただきたいと思います。先ほど

ちょっと飛ばしましたけれども、特にここでは脳卒

中の地域連携パスの一つの事例を出しております。

医療と介護の連携をするのは当たり前という時代で

ございます。上の図の急性期病院と回復期リハビリ

テーション病院は医療機関同士の話なので全国的

にはどこも進んでいらっしゃると思いますが、回復

期病院から在宅へお戻りになるときの連携をどのよ

うに円滑にしていくか。これは時間軸で考えると非

常にわかりやすいので、下のスライドをごらんくださ

い。

　ちっちゃくてごめんなさい、これは横軸が時間軸

になっています。一番左側が急性期です。急性期の

医療期間はこれだけ短いんです。せいぜい２週間あ

るかどうか。武蔵野赤十字病院という市内の高度急

性期病院の平均在院日数は11.4日です。

　次に、回復期の病院に移ってリハビリをしていた

だくわけですけれども、これが１カ月から３カ月ぐら

いでございます。その間に、ここに書いてあります

が、介護保険の申請をしてください、要介護認定の

調査を受けてください、ケアマネジャーさんと契約し

てください、それから、おうちに戻る直前、入院し

ている間に、バリアフリーの工事が必要であれば住

宅改修をしてくださいということですね。

　在宅にお戻りになりますと、今度はケアマネジャー

を中心にしながら、一番上にかかりつけ医、田中先

生がおっしゃった訪問看護、リハビリ、ベッドやつ

えや車椅子も必要でしょうから福祉用具のレンタル、

もちろんヘルパーも必要です。症状が安定したら身

体障害者手帳の申請も可能ですよと。

　こういうオーバービューを考えると、いや応なく医

療と介護が連携しないと、この脳卒中患者さんの生

活を支えることができないということで、私どもはこ

の医療の連携の仕組みを、平成18年、19年から取

り組んで、平成20年ぐらいに。簡単に医療と介護の

連携と言いますけれども、なかなか難しいです。ま

ず、急性期の先生と維持期の先生は仲が悪いです
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よね。医師会の先生の「おい、君、病院の若い先

生は在宅医療のことを何もわかっていないじゃない

か」というふうな話から始まり、介護と医療の言葉

も、ほとんど共通性がない。整形の先生やＯＴ、Ｐ

Ｔさんは、身体状況についてはＦＩＭの点数をお使

いになりますけれども、介護職はＦＩＭの点数を聞

いても、その人がどういう状態像かイメージができ

ない。それから、在宅におけるサービスをどこまで

提供できるのかとケアマネに聞くと、ケアマネは「い

や、それはサ担を開いて、サ責に聞いてみないとわ

かりません」と言う。医療の先生は「サ担」という

言葉がわからないので、何で悪魔の会議を開かな

きゃいけないんだと。（笑）「サービス担当者会議を

開いて関係者を集めて、サービス提供責任者も交え

た体制をつくらないと在宅での療養体制はできませ

ん」ということをそのケアマネジャーは言いたかった

んですけれども、そこにはまだまだ深くて暗い溝が

あります。

　これは、顔の見える関係と、それから共通の言語、

共通の目標、この人の予後がどうなるかという目的

を関係者がきちっと共有化することが、医療と介護

の連携の基盤ではないかと考えます。

大森：苧谷さん、今のことをどんなふうに。医療と

介護の問題は言うほど簡単なことではないんです

よ。

　あ、堀田さんどうぞ。

堀田：東日本大震災が起こってから、私ども地域包

括ケアのあるまちへの復興という旗印を掲げまして、

九つの地域に入って、最初から地域包括ケアを考え

たまちづくりの設計を含めて働きかけをしているんで

すが、やっぱりこれを一番推進する力を持っておら

れるのはお医者さんなんですね。

　そのお医者さんも地元のお医者さんではなくて、

例えば長野県あたりで緊急時のいろいろな支援活

動をやっているようなお医者さんが現地に入って、

これからは地域包括ケアだから地域包括ケアのある

形の医療を提供していきましょう、だから介護とも

連携しましょうと、そういう形でそのお医者さんが

動いてくれると、介護のほうもそれについていきます

し、介護のほうはもともと連携を拒む体質はそんな

にないですから、介護のほうもついていくし、行政

も非常にやりやすくなります。逆に、お医者さんが、

在宅医療を一切やりません、そんなものは無理です

と言ってしまうと、ほかのほうが頑張っても、なか

なか進行しない。それが地域包括ケアに向けての

連携を進めていての実感です。

　それで、七つの被災地の市町で、在宅介護を

やっているお医者さん方に仙台に集まってもらって、

フォーラムをやりました。何が問題で、どう進めれ

ばいいのか。彼らはもともとは進めている人たちで

すから、片道30分あれば行きます、夜中でも行きま

す、ただ、何人かの体制はやっぱりつくってください

よと。その体制を組もうにも、過疎地ですから、そ

もそも医者がなかなかいないという問題があります。

そこについては行政がしっかり入って、市立病院と

か緊急的な病院もありますし、市立系とか国の系

統とか、いろいろな系統の病院があります。それが

ばらばらにあるからなかなか医者の連携ができない

ので、系統を超えて、病院、在宅を超えて、在宅で

やるんだという体制をしっかり組んで、そしてネット

ワークをつくってくれれば、過疎地でもカバーできま

すと。そういう体制ができれば、その医者をもとに

介護と組んで、医療・介護連携ができるんだと。簡

単に言えば、方向としてはそういう方向が出てきまし

た。

　それと同時に、医療・介護連携で在宅ケア、地

域包括ケアを実現していくには、患者、住民の側に

も覚悟してほしいことがあるということで幾つか出

ました。一番強烈だったのは、死にそうなときに医

者を呼ぶなと。これは在宅ケアをやっている７人の

お医者さんが全員おっしゃいました。看取りが問題

になっていますけれども、看取りに医者は要らんだ

ろう、もうすることはないんだと。危ないからといっ

て、夜中に引き出されてずっと一緒におれというこ

とをされると、疲れてやれなくなる。だから、医者

はほんとうに要るときにしっかり呼んでやってくれと

いうメッセージがありました。ですから、住民側も、

医療体制側も、それをつくる行政側も、同じ目的
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を持って、それぞれの覚悟を持って、力を合わせて

やっていくことが大事かなと感じております。

大森：ということは、死にそうなときは呼ばないで、

死んだら呼べばいいと。死亡診断書を書いてもらわ

ないと不審死になるから困るので、間違いなく死ん

だなと思ったら「お医者さん、来て」と言えばいい

のかな。（笑）

堀田：そうですね。警察も、明白に自然死がわかっ

ているのは、あんなに全部、検死しなくてもいいん

ですね。

大森：そうですね、僕もそう思うんですけど。

堀田：これは法改正で変えていかなきゃいけないと

ころですね。

大森：僕も死ぬときはそうしたいと思います。死亡

診断書が必要だから、死んだらおいでいただく、死

にそうなときは呼ばない。それから、倒れて運ばれ

ていっても生命維持装置は絶対つけない。高齢者

は末期に医療費を高めてはいけないんですよ。どう

せもう治りませんから、そのときは。（笑）それこそ

今日、みんながおっしゃった覚悟です。覚悟を決め

れば大丈夫だと僕は思っています。まあ、私がここ

で倒れたらご迷惑をかけますので、今日は頑張らな

きゃいけないんですけど。（笑）

　医療と介護の連携は難しい、これは大事なことで

すので、苧谷さんに一言。

苧谷：郡市区の医師会にとにかくご協力いただかな

ければいけないんですけれども、幸い医師会の方々

には非常にご理解をいただいておりまして、かなり

協力していただけるということですので、私どもはそ

の方向で頑張りたいと思っております。

　それから、介護専門職の方は確かに医療用語が

わからないと非常に言われていますので、ここにつ

きましては研修をどんどんやっていきたいと考えてお

ります。

大森：堀田先生が新しいタイプの地域支援を組んで

いこうと頑張っておられます。私もそんなにたくさん

回っていませんけれども、実は現場の方々は最近は

みんな地域だ、地域だと言うんですね。基本的に

市町村で、現場というのは地域ですが、地域と言っ

たって、いっぱいあるわけではなくて一つしかない

のにもかかわらず、いろいろなことがあると地域が

受け取るとおっしゃって、地域のほうは生活困窮者

の話も消費者相談の話も来ますので、いっぱいに

なっています。

　だから、名張市がおやりになっているのは、１本

で受け取れるようなタイプの地域づくりが必要だっ

たと思うんですね。先生は実際にこの事業を展開さ

れ始めて、この問題についてはどんなふうにお考え

でしょうか。

堀田：まさに大森先生ご指摘のとおりで、地域は一

つです。その地域に去年から今年にかけて、今回

のこの要支援では苦しいし、子ども・子育てが来ま

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

139

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



した。地域の子育て拠点をつくると。それから、障

害者は自立支援法から総合支援法に去年変わって、

これも第１条、頭から、地域の共助でと地域がしっ

かり頼まれています。認知症のオレンジプランも地

域が七つの項目の中に入っております。それと、おっ

しゃった生活困窮者支援、これもなかなか難しい。

地域が動かないと究極の方、特に引きこもりの方を

上手に引き出すなんていうようなのは行政の力では

できない、民生委員でもできない、ほんとうにやわ

らかい地域の力を使わないとできない。全部、地域

に来ています。

　それぞれが縦割りで、拠点とかコーディネーター

とかができているんですけれども、地域から見れば

みんな困っている方々で、やれることをやりますとい

うのが地域ですから、縦割りで拠点ができたりコー

ディネーターがばらばらにやられたって、地域がそん

なにうまく動くはずがないと思うんですね。だから、

特に地域の助け合いの基盤づくりはどこかで一つに

絞らなきゃいけないと。

　そう見たときに、どこに基盤をつくってもらうのが

一番いいか。これはやっぱり高齢者、今回の介護

保険のこの仕組みだろうと。ほかのところは全部、

貧乏ですけれども、ここは介護保険があるから、ま

あまあちょっとお金があるというのが現実問題であ

りますし、それから、ウイークデーの昼間にバスに

乗っていただくとわかりますが、地域を見たときに

高齢者ばかりですよ。皆さんお元気で、ルンルンお

出かけになっている。地域というのはやっぱり高齢

者が一番たくさん住んでいて、基盤だろうと。その

方々のためのお金で高齢者のための基盤をつくれ

ば、ほかだって全部助け合いですから、全部ひっく

るめてやることになります。今回のこの要支援者の

移管を一つの契機として、縦割りでなく、それこそ

包括的にそういう地域をつくるという方向にこの制

度が進めばいいなと私は願っております。

大森：時間が押してきましたので最後でございます。

　現に今回の改正で現場のほうはいろいろなこと

をやっていかなきゃいけません。それはそれとして

いろいろな問題があることはわかったんですけれど

も、田中先生が少し中長期的な将来展望をお示し

になりましたので、今回のことをきちんとやりつつ、

将来の介護保険制度、もうちょっと広げれば社会保

障の制度について、それぞれのご意見を最後に一言

ずつ簡単にお話しいただきたい。

　亀井市長からお願いします。市長さんは実は普遍

的な制度にしろという非常に大きな提案がございま

すので、それ以外に何かございましたら。

亀井：普遍的な制度にしていくためには、施設を、

年齢で分けるというのもおかしいんですが、地域の

施設にしていかなければならない。これは特養の

方、これは老健の方ということではなく、子供の施

設も含めて、地域の施設として活用できるようなこ

とをしていかなければならない。療育の方も80歳が

いっぱいいらっしゃいますから、特養みたいな機能

を持たさなければならないわけでもございます。

　それからもう一つは、これから広域でいろいろな

運営をしていかなければなりません。都市部と地方

との広域も始まってくるわけですので、そんなことが

かなえられるような普遍の仕組みをこれからつくって

いかなければならないということです。またお知恵

をいただければと思っています。

大森：では、笹井さん、一言お願いします。

笹井：私のペーパーで言うと160ページですが、限ら

れた財源と人材でどういうふうに選択と集中をして

いくかということは日本の社会保障制度全体にかか

わることだと思います。今日の議論で触れられてい

なかった点を２点だけ申し上げたいと思います。

　ひとり暮らし高齢者が今後ますます増加するとい

うことでございます。武蔵野市では65歳以上の４人

に１人がひとり暮らし、2025年の推計で言うと、ひ

とり暮らしと高齢者のみ世帯で約50％から60％ぐら

いの比率になる。そういったまちの中でどうやってひ

とり暮らしの方の安全安心を守っていくか。そこに

ちょっと書いてありますが、おそらく2025年はオート

ロックのマンションが多くなって、一戸建てもセキュ

リティー対策で防犯カメラとかいろいろあって、フェ

イス・ツー・フェイスの見守はなかなか難しくなって

くるのが都市部の実態ではないかと。そういうとこ
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ろで今年から始めたのは、おひとり暮らしの高齢者

に電話で安否確認をするということで、高齢者安心

コール事業だとか高齢者なんでも電話相談を現在

やっていますが、ここは介護保険制度や地域包括ケ

アの大きなポイントになると思います。

　それから２点目は、触れられていませんが、実は

2025年に向けた最大の課題は介護人材と看護人材

の確保だと思います。どんなにすばらしい事業計画

をつくったとしても、それを実際にサービスの現場

で支えていただくような人材を養成しない限り、絵

に描いた餅でございますので、ここはやはり厚生労

働省さんだけではなくて、まちぐるみで。例えば、

介護保険が始まったときには、私は夢と希望を抱い

てこの業界に入ったのに、今はわけがわからないと

思っていらっしゃる現場の方は多くいらっしゃると思

うので、もう一度、介護のすばらしさや看護のすば

らしさを国民みんなで共有できるというキャンペーン

を張りながら、介護人材、看護人材の確保に取り

組むべきだろうと考えています。

大森：田中先生、さっきちらっと人口減少に触れら

れたんですけれども、何かあれば。

田中：それは私自身が政策を考えているというより

は、日本社会は人口減少問題、つまり子供のことに

エネルギーを注がなくてはならない。先ほどの市長

と同じ意見です。そのためには、地域包括ケアシス

テムは大体基本設計はでき上がっているので、あと

はロードマップと工程図です。早く実務の世界にし

てしまいたいと。新幹線は設計段階で、どこに線路

をつくるかとか駅をどこにするかというのが決まって

くると、あとは具体的な運用に入り、試運転をして

動き始めます。そのプロセスで言うと、地域包括ケ

アシステムは大体基本設計はでき上がっているし、

もう少し先まで進んでいるかもしれません。早く基

本設計をして、改めて国を挙げて取り組まなくては

いけないのが人口減少問題、子育て問題だと考えて

いるので、危機（３）と書いておきました。

大森：では、堀田先生も一言どうぞ。

堀田：目の前のことと大きなこととを一言、１分以内

で言いたいと思います。

　まず目の前のことは、新地域支援事業、助け合

いの事業は、サボったほうが楽をしてやっていける

仕組みになっています。ここが最大の欠点です。つ

まり、一生懸命助け合いを広めたところは、それで

それなりにいいサービスができて住民は幸せになり

ますが、やらないところはどうかというと、Ａ型とい

う従来に似たような給付のサービスができて、お金

もたくさん来て、楽をしてやれるという構造になって

います。これはおかしいので、何とか助け合いのＢ

型、あるいは一般予防がしっかり広がるように頑張

ることが当面の課題だろうと。

　それから、大きなことで言えば、この介護保険制

度は選択と集中とかいろいろありますけれども、お

金だけで考えれば選択し、集中して切り捨てていか

なきゃいけない。しかし、切り捨てないで、住民は

みんな力を持っていて力を出しますから、住民のエ

ネルギー、力、ボランティア参加、助け合い、そう

いったものを組み入れて、トータルでよい仕組みに

するように努力していくことが大事だろうと。これが

２点です。

大森：苧谷さん、覚悟のほどをどうぞ。（笑）

苧谷：頑張りますとしか申し上げようがないんです

が。いずれにしましても、この制度は持続可能にし

ていかないといけませんし、今、直した制度で完璧

だと思っているわけでは全くございませんので、皆

さんのご意見をまた承りながら、反省しながら進め

ていきたいと思います。

大森：ちょうど与えられた時間いっぱいでございま

すので、以上でございます。特に私からまとめはご

ざいません。会場でお聞きくださった皆様が、現場

で、あまり混乱が起こらないように今回の改正につ

いて着実に取り組まなきゃいけませんので、国と自

治体が協力しながら一歩でも二歩でも前進させたい

と思ってお聞きしていました。

　会場の皆さん方からの質問が聞けなくて大変ごめ

んなさいと言うしかございませんけれども、以上を

もってパネルディスカッションといたします。ありがと

うございました。（拍手）
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金澤：皆さん、こんにちは。ただいまから、開催地

熊本市からのメッセージということも含めまして、こ

のセッションを開催いたします。

　時間が１時間でございますので、それぞれのパネ

リストの方々に約７分、前半30分ぐらいを費やして、

後半は皆さん方のご意見も含めまして、少しディス

カッションをしたいと思っております。

　テーマは、今後の地域包括ケア。言葉としては非

常によく耳にするようになりましたが、どういうイメー

ジで皆さん方が各地にお戻りいただけるか、それを

熊本市からのメッセージとしてお届けいたします。

　それでは、早速まいりましょう。熊本市の西のほ

うにございます城西校区、高齢化が非常に進んだと

ころですが、その自治協議会事務局長の梅田様か

らご発題いただきます。よろしくお願いします。

梅田：皆様、こんにちは。城西校区は熊本市の西区、

西部にございますが、人口約１万2,500人、約5,800

世帯の小学校区でございます。本日、この城西校区

で実施・展開いたしました二つの事業についてご紹

介したいと思います。

　一つ目は「健康まちづくり事業」、二つ目に「高齢

者見守り支援事業」、私どもでは通称「地域ケア計

画」と呼んでおります。

　皆様のお手元にございます本日の資料では186

ページから196ページまででございますが、特に私

が述べたい内容を詳しくまとめましたものが193ペー

ジから196ページの４ページにわたって書かれており

ます。ここでは、さらに要約した形でご説明したい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

　また、会場の入り口には、本日の説明に有効かと

思いましたので、私どもで年間１回つくっております

自治協議会報を掲示させていただいております。ま

た、後ほど触れますけれども、災害時一時支え合

い避難所の看板も展示しておりますので、ごらんに

なっていただければと思います。

　それでは早速、１番目の「健康まちづくり事業」

について、パワーポイントはございませんが、口頭

で皆様のほうにご紹介したいと思います。

　「健康まちづくり事業」につきましては、城西校区

の働き盛りの30歳代、40歳代の方々を主体に、生

活習慣病対策の一環としまして、平成24年２月に自

治協議会を母体として、小中学校のＰＴＡ、子供

会連合会、社会体育協会、老人クラブ連合会など、

12の団体で部会を設立しまして、健康チェック、ま

た医療講演会などを実施しております。実は、城西

校区地域ケア計画よりも後に発足した団体でござい

ますので、来年から先は、二つを同時進行しながら

進めてまいりたいと思っているところです。

　今年の４月と５月には、がん検診と特定健診の推

進ＰＲを行いました。これにつきましては、がん撲

滅のための検診ということで、今後もさらに展開を

進めてまいりたいと思っております。

　今後の課題といたしましては、城西校区という小

学校区単位では、平成26年10月現在、30歳代から

40歳代の方々は3,100人お住まいで、全体で申します

と24.7％になりますが、こういった行事・企画につき

まして、依然として参加者が不足気味でございます。

なるべく3,000人以上の方々が参加されて、これに対

してのデータが出せれば、城西校区自体でもっと深

い展開ができるものと思っております。あとは、来
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年度につきましても詳しい年次計画を綿密に立てて、

校区で展開してまいりたいと思っております。

　これで、健康まちづくり部会についての概略のご

説明を終わらせていただき、２番目の、城西校区で

取り組みました「高齢者見守り支援事業」、通称「城

西校区３カ年地域ケア計画」についてご説明したい

と思います。

　皆様の資料では187ページからということになって

おります。パワーポイントで説明してまいりたいと思

います。

　この「高齢者見守り支援事業」は、一人でも多い

伝道師、協力者の方々を校区全体でつくり上げてい

くことを目指して取り組んだ事業でございます。よっ

て、下のほうに書いておりますが、「１人で100歩よ

り、100人で１歩」と。一人でも多くの協力者が集ま

ることによって、城西校区に住んでほんとうによかっ

たという校区にしたいということでございます。

　日本が直面しております、まさに高齢化社会問

題。これが城西校区では一体どんな状況であるの

かということをまず調べたかったということで、熊本

県、熊本市、どんどんと狭めてまいりました。平成

25年度のデータで、熊本県では27.2％、熊本市に至

りましては23.1％という率を示しております。熊本市

には５つの区がございますが、西区ではどういった

現状を示しているかというと、27.6％とさらに増えて

まいります。私どもが住んでいる城西校区では、何

と28.5％――皆様のお手元の資料では28.2％と書い

てございますが、28.5％でございます。

　こういった高齢化社会というものが、現に私たち

の目の前にあるということから、城西校区が取り組

むテーマとしては、熊本市包括支援センターの ｢さ

さえりあ井芹｣ と協働で、平成23年度の地域ケア計

画書というものを作成いたしました。こういったデー

タを見ますと、熊本市西区が取り組むべき課題は、

城西校区が取り組むことによって、さらに西区全体

が考えるべき課題ではなかろうかということを狙い

といたしました。住みよい安全・安心な校区づくりを

目指すには、やはり現状を把握し、課題を見つけ、

その解決に取り組むための想像力と判断力と統率力

が校区全体で必要だなということから、これを習得

するために、こういった一連の動きをやらせていた

だきました。

　そのためにまず実施しましたのが、校区全体で統

一された実態調査を行うことです。皆様のお手元の

資料の195ページに町内名簿というものがございま

す。これを完備することによって、自分の町内自治

会では、どれだけ、どんな方が住んでいらっしゃる

のかということを、まず実態調査をしようということ

でございました。

　並行して、校区の幹事会を開きまして、事業計画

を策定し、取り組みやすい、地域住民の目に見える

具体的な方策として、「命のバトン」というものを63

歳の方々の世帯へ配布しようという取り組みを校区

一丸となって行いました。

　これにつきましては、各自治会の役員さん、各町

内の老人会の役員さん、民生委員さんを集めますと

約100名ほどになりますので、私どもでは100人会議

と申し上げておりますが、これを年２回行っていま

す。実績と、それから、上期と下期に分かれますが、

次期――上期であれば、下期にはどういった展開を

していくんだということを報告し合いながら、ほか

の町内とうちはどこが違うんだ、おくれてるな、進ん

でいるなということを認識し合い、次の期に進んで

いくということを取り組ませていただきました。

　そして、次にありますのが、一目でわかる町内高

齢者の実態です。一体、自分の町内にはどれくら

いの高齢者が住んでおられるのかということが一目

でわかる一覧表を作成し、これを校区全体でチェッ

クし合いました。もちろんこれはマル秘資料でござ

います。中身を見ますと、65歳以上のひとり暮らし

の方はどれくらいいらっしゃるのかというのは、お名

前、年齢、性別、どの隣保に住んでいるらっしゃる

方で、65歳のひとり暮らしである方は、ここに丸が

つくわけです。同じようにしていきまして、後期高齢

者の二人暮らし、災害時要援護者として登録が済ん

でいるかどうか、要援護者を介護する方についての

お名前、そして４番目には、認知症サポーターの講

演会を実施いたしましたので、ここに参加されたか
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どうか。また、この方がシルバーヘルパーの有資格

者であるかどうか。そして、高齢者を対象にしてい

る表でございますので、老人クラブに加入している

かどうかということが一目でわかる資料をつくり上げ

ました。

　このほかにも、「命のバトン」に続く具体的な推

進計画を、有識者でもって幹事会で立案いたしまし

た。

　災害時一時支え合い避難所の看板を設置いたし

ました。

　そして、認知症サポーターの養成講座を２年半ほ

ど行いまして、実人数で535名の受講者を記録いた

しました。熊本市ではオレンジリングを配布しており

ますけれども、延べ人数はとても数え切れることで

はございませんが、実人数に直しましたら535名の

受講者がいらっしゃいました。

　また、先ほどの資料にありましたように、シルバー

ヘルパーの見直しを行いました。有資格者が高齢に

達しておられますので、入れかえを行ったり、組織

力を強化するために分析と改善を行いました。

　また、災害時の迅速な情報収集に備えて、熊本

市と、おそらく県でもそうだと思いますが、城西校

区では初めて、トランシーバーを23台備えまして、

定期交信の訓練を毎月行っているところでございま

す。このトランシーバーにつきましては、コーディネー

ターの金澤理事長からも提案がございまして、連絡

や情報の入手が非常に困難であるような状態ではト

ランシーバーが一番有効であろうということで実現

できたものでございます。

　そして、災害時要援護者と支援者を設定し、毎年

開催しております校区合同防災訓練では、安否確認

をするために、安否状況を町内の各代表から発表し

ていただいております。

　いずれも計画期間の３年間を終了いたしましたが、

現在でも継続中でございます。城西校区では、高齢

者対策は当たり前という風土をつくり上げてきたつも

りでございます。

　今後の課題といたしまして、３点ばかり申し上げ

たいと思います。企画力と推進力、推進者づくり、

どうやって啓蒙していくかということ。そして、ただ

単に自治会長さんや自治会の役員さんだけが知って

いればいいというものではなくて、老人会と民生委

員さんを束ねた形での情報の共有化、これをこれか

ら先も一つの課題としてやっていきたいと思っており

ます。

　具体的に申し上げますと、買い物弱者への支援、

ひきこもりをどうしようか、認知症への取り組み、シ

ルバーヘルパーのさらなる活動の拡充、災害時の対

応、こういうものを城西校区のこれからの課題とし

ても残していくつもりでございます。

　最後に、一つのプラン、一つの決断、一つのリー

ダーシップ、これで我々の校区も充実してまいると思

います。

　以上で発表を終わらせていただきます。ありがと

うございました。（拍手）

金澤：ありがとうございました。ご意見、ご質問は

後ほど伺いましょう。

　次に、谷口さんです。地域包括支援センターで長

年努力されている一人として発表していただきます。

地域活動の中身でございます。よろしくお願いしま

す。

谷口：ご紹介いただきました谷口です。よろしくお願

いいたします。

　私の資料は198ページからになります。今日は二

つの大きな事業の内容をスライドでつくっているの

ですが、まとめたスライドを使用いたしますので、

このテキストのほうの資料を参考にしていただけれ

ばと思います。
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　まず、きのう、今日で水前寺公園行かれた方がい

らっしゃるかもしれませんが、その水前寺公園の周

囲の「中央５」という地域を私たちは担当させてい

ただいております。

　高齢化の状況は200ページ以降に資料を載せてお

りますので、そちらをごらんいただきたいと思いま

す。

　現在、３校区、7,465名の高齢者の方を担当して

おります。職員は、事務職員を入れて10名という体

制で活動をしているところです。

　私たちの活動図というのを描かせていただいてお

ります。資料の201ページをごらんいただきたいと思

います。

　まず、地域運営協議会、これは熊本市独自のも

のと聞いております。この地域運営協議会を柱とし

て、専門部会を設置しながら活動しています。地域

運営協議会というのは、市内の全地域包括支援セ

ンターに設置が義務づけられておりますが、私たち

の業務の中立性・公正性を検証する場ということと、

地域ケア会議の場になっているところでございます。

その中で、介護予防支援部会とか、今日お話ししま

す連携会、認知症予防支援部会、地域ケア会議、

地域包括の業務をさせていただいております。

　この地域包括ケアというケアシステムを考えたとき

に、何を目標にしていこうかということで、地域の人

と一緒に、地域の人のための地域包括ケアシステム

を目標に、「15分続けて歩こうプロジェクト」と「連

携会と医療と介護の連携シート」を二つの切り口と

して活動しておりますので、今日はそれをご紹介し

ていきたいと思います。

　まずは、「健康」をキーワードに「地域のつながり・

きずな」を深め、「地域力」を高めることを目標に、

「15分続けて歩こうプロジェクト」を紹介させていた

だきます。

　内容・経過については201ページから詳しく書いて

おりますので、そちらのほうをごらんいただきたいと

思います。

　なぜこのプロジェクトをしようと思ったかというこ

とですが、平成24年度の第１回介護予防支援部会

において話し合いをしました。その中で、地域の老

人クラブの会長さん方から、なかなかサロンのほう

に人が集まらないとか、また、社協長さんのほうか

ら、健康寿命を延ばすためのテーマとして健康づく

りということをしていったらいいんじゃないかという

ようなご意見をいただきました。また、校区の保健

師さんから、熊本市が平成24年度に校区単位の健

康まちづくりというのを提唱されましたので、それを

住民とともに進めようという提案が来まして、そこで、

この「15分続けて歩こうプロジェクト」を始めること

になりました。

　若い世代も含めての生活習慣病の予防、また高

齢者生きがいづくり、地域のつながり・きずなを深

める、健康まちづくりの推進ということを狙いとして、

活動部隊としては、地域の方と関係団体、また校区

の保健師さんと一緒に活動をしております。

　内容としましては、研修会を年２回。３校区を担

当しておりますので、年２回ずつの６回です。あと、

健康づくり支援者研修会は若い世代にも呼びかけて

おります。お互いが支え合う地域のつながりをつく

るということを目的にやっております。それから「江

津湖歩いとランド」は子供と地域の方、高齢者の方

と一緒に世代間交流をしていこうということで、これ

は既存でずっとやっている一つの校区と一緒に活動

しようということになりました。それとグッズの製作、

協賛金。どうしても活動にはお金がかかります。初

年度は助成金をいただきましたので、大々的にいろ

いろできたのですが、次年度はそれがなくなりまし

たので、何とか継続したいということで、医療機関

とか事業所を回りまして、何とか50カ所の協力を得

て、協賛金をいただいて活動を進めたということに

なります。

　一部を紹介していきたいと思います。

　まず、グッズ作製です。今日、何で私がこんなピ

ンクの服を着ているのかなと思っていらっしゃると思

います。ちょっと立たせていただきますが、このＴ

シャツをつくりまして、今日はうちのスタッフも着て、

応援団として来ております。（拍手）失礼いたしまし

た。これは地域の役員さん、また事業所の方にも
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配布をしております。活動を一体化したいという思

いでつくらせていただきました。

　それと「わくわく手帳」というのは、歩いた歩数

や外出した回数を記録する手帳です。これは歩くこ

とを継続する一つのツールとしてつくらせていただい

ております。

　これは研修会の活動風景です。地域の役員の方々

に、このピンクのＴシャツを着ていただいておりま

す。

　これは、民生委員さんや事業所の皆さんに、受

け付けや設営など、いろいろなことを手伝っていた

だいておりますので、そのスライドと、下のほうは、

毎回の研修会のときに事業所のケアマネさんをご紹

介している風景です。

　これは支援者研修会の風景です。体育館でしま

した。昨年度から始めたんですが、100名ぐらいの

方が集まってやっております。

　これは、先ほど言いました「江津湖歩いとランド」

の風景です。子供さん、高齢者の方たちが触れ合

うということで、ハイタッチをしたり、スタンプラリー

をして楽しんだところでございます。

　このプロジェクトの効果を書いております。まずは

生活習慣病の予防を掲げましたが、血圧や血糖値

が安定して体重が減少したというような効果を言っ

ていただいて、若い世代にも健康づくりの意識づけ

ができたかなと思っています。そして住民同士が声

をかけ合うなど、お互いが支え合う環境づくりがで

きてきたと思っております。いろいろな研修会でも声

をかけていただいたり、声をかけ合い、歩く町内が

増えてきております。こういう効果が出てきておりま

す。

　活動の狙いを上げさせていただきましたが、それ

が徐々に達成してきているのではないかなということ

を実感しております。

　次に、地域と他職種が連携する活動として、連携

会と「医療と介護の連携シート」の活動を紹介させ

ていただきたいと思います。

　地域と多職種の連携活動ということで、「医療・

保健と介護・福祉の連携会」というちょっと長い名

前ですが、この会を立ち上げました。企画担当は研

修会等の内容を決めていくんですが、五つの柱をつ

くって、今、進めているところです。

　資料の211ページから、発足会から詳しく書いて

おりますので、お読みいただければと思います。

　私たちが連携会の中で話し合って進めている「医

療と介護の連携シート」について少し説明をしたい

と思います。連携会の会議で、地域の中でその人

を支えるための情報の共有のツールが必要ではない

か、それも簡単なものが必要ではないかというよう

な話が出ました。そこで、２番目に書いております

が、比較的高齢者に普及している「お薬手帳」を活

用し、簡単な医療情報・介護情報などを記載した

シートを作成することになりました。「お薬手帳」に

関しては、本人が管理をするため、個人情報保護条

例には問題がないというのを確認しております。こ

のシートの狙いとしては、地域の方にもこの活用を

勧めています。この連携シートが「お薬手帳」に張っ

てあり、例えば本人がその内容を見せてくだされば、

そこでわかるのではないかということで、地域の方

にも紹介をしております。

　高齢者一人に対して、誰、どこの施設がかかわっ

ているかをみんなが把握することで地域住民の生活

を支援する。医療機関、ケアマネ、事業所だけで

はなく、地域の方も活用できるようにする。連携シー

トを活用し、多職種間で気軽に連絡をとり合える環

境をつくることを狙いとして進めております。

　これが連携シートになります。これも資料の中に

載せております。「お薬手帳」の最後のページにの

りをつけて張ります。これは、ほとんど薬剤師さん

に頑張ってつくっていただいたものです。まずこれを

広めるに当たって、要介護認定を持っていらっしゃ

る方が３校区で1,600人ちょっといらっしゃいますの

で、そこに包括の職員とケアマネと一緒になって進

めてるところでございます。

　この連携会と連携シートの効果をまとめておりま

す。資料としては214ページから215ページに書かせ

ていただいております。

　とても簡潔な共有ツールなので活用しやすいとい
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うお声をいただいております。また、連携の意識づ

けができたということです。それと、関心が高かっ

た自治会連合会の会長さんが、ぜひとも自分のとこ

ろの校区の自治会長さん方に、この連携シートの説

明をしてほしいと言われまして、お伺いしました。地

域への周知ができたと思っております。また、地域

住民と多職種が協働して地域づくりをする意識づけ

ができたと思っております。また、「命のバトン」と

の活用で、緊急時の対応がより可能となり、安心に

つながったというお声をいただいております。

　最後になりますが、「健康」をキーワードに「地域

のつながり・きずな」を深め、「地域力」を高める

活動として「15分続けて歩こうプロジェクト」を進め

ております。また、先ほど言いました地域と多職種

が連携する活動として連携会と「医療と介護の連携

シート」、この両方とも地域の方と一緒に、また事業

所も巻き込んで、事業所も医療機関も一緒に地域の

顔が見える関係づくりということを進めながら、地

域の人のための地域包括ケアシステムの構築を今後

も続けていきたいと思っております。

　以上でございます。（拍手）

金澤：ありがとうございました。ほんとうに顔の見え

る地域活動のご報告でした。

　それでは続きまして、医師の立場から、特に在宅

における医療に長年取り組んでおられる後藤先生、

よろしくお願いいたします。

後藤：後藤といいます。私からは、事前指定書の取

り組みと、看取りをテーマにした多職種連携という

２点をご説明したいと思います。

　熊本には、熊本在宅ドクターネットといいまして、

在宅医療に取り組む医師約60名がつくっているネッ

トワークがあります。その中で、さまざまな問題が

あっていろいろな取り組みをしているんですけれど

も、まず、事前指定書というものに対して、みんな

がどんなふうに思っているんだろうということを、昨

年の１月にアンケート調査しています。そうすると、

９割が必要を感じると言っているけれども、実際、

何か取り組みをしているかというと、80％からしてい

ないという答えが返ってきました。じゃあ、運用し

たいと思いますかという問いには８割の医師が運用

したいと答えました。

　その結果を捉えまして、我 と々しては、やはり何

らかの指針となるものをつくるべきだろうということ

になり、事前指定書の作成部会を昨年の夏、検討

会を計３回開きました。医師だけでつくるのは問題

もあるだろうということで、オブザーバーとして弁護

士の方２名にも加わっていただきまして、いろいろな

ことを検討していきました。

　検討した結果、まず、事前指定書とは一体どうい

うものかという説明が要るであろう。それから、そ

の中身で出てくる語句の説明がないと、一般の方に

はわかりづらいのではないかということと、実際の

記入用紙という構成でつくってみようということにな

りました。

　いろいろ検討をしてでき上がったものは後でお示

ししますが、これは熊本在宅ドクターネットのホーム

ページに公開されています。自由にダウンロードして、

その所々で内容を改変したければ自由に改変してい

ただいて使っていただこうという形で、今、「熊本在

宅ドクターネット」で調べていただければ、ホーム

ページに公開させていただいています。

　内容についての説明ですけれども、「事前指定

書（私の医療についての希望）」という内容にしてい

ます。「どこでどのような終末を迎えたいかを自分で

しっかりと考え、その意志、希望を書いておく書面

を事前指定書といいます。」と載せています。

　それから、心臓マッサージとか気管切開とか、さ

まざまな語句について、できるだけわかりやすくとい
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うことで、それぞれの説明を載せています。

　それから、「私の医療についての希望」の内容

は、こういった形で、終末期を迎えたい場所、その

ほかの希望、終末期になったときの希望として、救

急車での搬送、心臓マッサージ、気管内挿管や人

工呼吸、胃ろうによる栄養、鼻のチューブによる栄

養、点滴、透析、その他自由にというところで記載

をしまして、これは基本的にどういう使い方もできま

すけれども、かかりつけ医の医療者とその患者さん

との間で取り交わすということを基本としています。

　その後に、キーパーソンですね。自分が判断が

できなくなったとき、主治医が誰に相談したらいい

かということをご自身で指定していただくということ

と、かかりつけの先生、それから患者さん自身の署

名、一緒に書いた方の確認者の署名といったものを

書いてでき上がりです。できれば、これは一定の期

間ごとに更新したほうがいいかなというところもあり

ます。

　そういった内容を、ページごとに１ページ、２ペー

ジ、３ページ、４ページと、こういうつくりになって

いまして、これをそれぞれでダウンロードしていただ

いて、それぞれのところで活用していただくという形

をとっています。

　実際、まだ始まってそれほど期間がたっていませ

んが、私のところでは、老人ホームであったり患者

さんであったり、そういったところで、いざ急に何か

様子が変わった場合にどういう選択をしたらいいか

ということを、本人とお話しできる方は本人、ご家

族としかお話ができない方はご家族と、事前にお話

し合いをするという形で、こういったものを活用して

いる途中です。まだ数が十分集まっていませんので、

以後、こういったものの検討も必要かと考えていま

す。

　もう一つは、地域包括支援センターと協働で取り

組んでいる多職種連携についてお話をします。

　地域包括支援センターでは、多職種が連携した

専門部会がつくられていまして、私が所属する地域

包括支援センターの地域でも、こういった冊子の配

布とか、多職種向けの勉強会をやったり、施設とか

スキルアップのための勉強会をやったりといった取り

組みをしているところです。

　その中で、地域ケア会議の③多職種合同カンファ

レンスですけれども、看取りを考えた模擬事例を用

いまして、多職種が集まってカンファレンスを行うと

いうようなことをやってみました。

　皆さんのレジュメの中にはありませんし、簡単に

飛ばしていきますけれども、大腸がんの術後肝転移

という方を想定しまして、奥さんと二人暮らしで子

供は離れている。在宅療養を開始して、介護度はこ

んな感じで、訪問を開始して、だんだん経過を経て

いって、痛みどめを使いながらという感じなんです

けれども、その経過の中で、まず医師が中心になっ

て、病状に関する変化などを予測しながらカンファ

レンスをやる。続いて、ケアマネジャーがいろいろな

ご家族の状況等を踏まえて、ケアの方針について話

し合う。さらに病状が悪化し、進んでいったところ

で、いろいろな思いを聞きながら、看取りの時期が

近くなると、最後、退院するときに、ケアマネジャー

さんは家族の負担軽減策について話し合い、さら

に、看取りまでの意思決定にかかわる支援や治療、

亡くなるまでのケアについて検討を行う。

　なかなか、看取りまで行くというのが難しい現状

にあって、開業医の先生やいろいろな方に参加して

いただいて、亡くなる直前の方の支援をどうしていっ

たらいいかということも、ここで話題に出す形で取

り組みをしてきました。

　これが実際の活動をやっている場面です。

　いずれにしましても、さまざまな活動を通して、

それぞれの地域で、医師も含めた多職種の方――

皆さん方の中には、なかなか先生と垣根があって難

しいというような話もたくさん聞きますけれども、そ

うでない先生たちもたくさんいますので、できるだ

け積極的に出かけていって、地域での連携の輪を

広げていくという取り組みを紹介させていただきま

した。

　以上で私の話を終わります。どうもご清聴ありが

とうございました。（拍手）

金澤：ありがとうございました。

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

151

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



　それでは４番目に、今度は訪問看護の立場で、木

下さんに課題と今後の展望といいますか、夢を語っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

木下：こんにちは。熊本県看護協会の木下と申しま

す。よろしくお願いいたします。

　病気や障害を持っても在宅で生活するためには

在宅医療が重要で、生活者を支える医療には多職

種の連携が必要になります。在宅医療の提供体制

の確保が求められますが、その中で、医療と介護、

在宅での生活がわかる訪問看護は重要となります。

　私のほうからは、訪問看護の現状や熊本県看護

協会での取り組みなどを通して、これからの地域包

括ケアの中の訪問看護のあり方について考えたいと

思います。

　まず、熊本県の訪問看護の現状と課題です。

　訪問看護ステーションは、平成25年10月現在で県

内に136カ所あり、その３割が熊本市内に集中して

います。２点目、訪問看護師が５人未満の小規模ス

テーションが全体の７割を占めています。それから、

県下の訪問看護利用率は、全国平均の9.5％に比べ、

7.8％と低いです。一方では、訪問看護師の確保が

十分ではありません。それから、訪問看護について、

関係者や住民の方の理解が得られておらず、ほんと

うに訪問看護が必要な人の利用がまだ進んでいない

というのも現状です。今後は、要介護認定者の重

度化や認知症高齢者の増加など、ニーズ拡大が予

測されます。

　これは平成25年10月現在の訪問看護の県内の設

置状況です。県内にステーションが136カ所あると言

いましたけれども、その中で熊本市内に46カ所あり

ます。グレーの部分のところが、訪問看護の提供

が困難と言われている地域になります。県の周辺部

に多いと言えます。熊本県では訪問看護、在宅医療

を推進されていますけれども、県下全域で訪問看護

が受けられるよう支援され、数年前に比べましたら、

事業所数も少しずつ増えているところです。

　これは、都道府県別の訪問看護の利用状況と自

宅死亡の割合を見たものです。訪問看護の利用者

数が多いところほど在宅で死亡する人が多い傾向

がわかるグラフになっております。熊本県の場合は、

赤い三角のところに位置していますが、訪問看護利

用者は人口1,000人当たり10.5人で、自宅死亡の割合

は9.3％となっており、全国平均よりも、かなり下回っ

ているほうに位置しています。つまり、熊本県は自

宅死亡も少なく、訪問看護の利用も少ない傾向にあ

るということが言えます。

　これは、訪問看護事業所の規模別に見た年間の

自宅での看取り数の状況です。一番下ですけれど

も、看護職員数が３人未満の小規模のところでは、

年間の看取り数０人が32％で最も多く、一番上の看

護職員数が7.5人以上のところでは、看取り数０人

は８％で最も少なく、逆に年間20人以上の看取りを

行っているというところが11％となっております。事

業所の規模が大きいほど、在宅での看取り数が多

いと言えます。

　次に、熊本県看護協会での多職種連携の取り組

みの主なものです。

　まず、「在宅ケア移行情報シート」をつくっており

ますが、先ほど「介護と看護の連携シート」をつくっ

ているというお話がありましたけれども、こちらの

ほうでは、病院から在宅に移行するときに、在宅に

必要な情報のシートが必要だというところでつくりま

して、医療機関に活用してもらうように進めていると

ころです。

　二つ目が、研修会の開催についてですけれども、

多職種連携や協働を目的に、毎年テーマを変えて

行っており、職種間のお互いの立場の理解を深めて
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いるところです。

　３点目が、医療機関看護職の訪問看護ステーショ

ンの実習を行っておりまして、在宅での生活や訪問

看護の実際を医療機関の看護師さんに見てもらっ

て、意見交換などで顔の見える連携とか、いろいろ

食い違いなどなく、スムーズな連携を図るように行っ

ております。

　このように、まだまだですけれども、地道な活動

をしているところです。

　これは在宅移行情報シートの一例ですけれども、

これは小児版のほうを使っております。退院時に病

院から訪問看護ステーションがもらったものですけ

れども、病状の説明の内容とか、現在の医療処置

はどうか、排せつや食事内容はどうかなど、より具

体的な内容が書かれております。在宅ですぐ使える

ものになっております。

　次に、訪問看護が開始となりまして、入院が回避

できている事例を紹介します。

　訪問看護でフットケアや生活指導などを行って、

合併症が予防できている事例です。糖尿病性腎症

で血液透析をされている方ですけれども、平成18年

２月に糖尿病の合併症で左の下腿を切断して、退

院時に介護認定を受けて、介護保険での訪問看護

が開始になった方です。

　これは、退院されて少し皮膚の状態が改善したと

きに撮ったものです。左下肢を切断されましたけれ

ども、右側の皮膚とか、足の指に陥入爪のひどいも

のがあって、炎症を起こしやすい状態で、足全体

の血行がよくない状態でした。この方は、フットケ

アや生活指導、リハビリなどを中心に行っておりま

す。少しでも変化があったときは、主治医やケアマ

ネジャーと連携をとりまして、一時的に訪問回数を

増やしたりなど、早目の対策・対応をしております。

退院後、現在まで入院はされておりません。その方

もとても感謝されております。

　ただし、私たちとしては、もっと早く訪問看護を

利用していたら、もしかしたら左の足は切断になら

ずに済んだのではないかなと思うところです。糖尿

病や合併症である腎機能障害は増加しております。

合併症を来す前に予防的に訪問看護を使ってもらえ

ると、もっと効果的ではないかなと思います。例え

ば、外来通院のときに、自己管理ができていないよ

うな患者さんがいれば、外来看護師さんから直接訪

問看護に連携がとれるような仕組みがもっと必要で

はないかなと思います。

　次は、平成21年から厚生労働省老健局事業によ

る訪問看護支援事業が開始になっておりまして、そ

の一環で、熊本県からの委託を受け、熊本県看護

協会が訪問看護推進の目的で、訪問看護ステーショ

ンサポートセンターを平成23年９月に開設しておりま

す。

　主に取り組んできた事業は、スライドのとおりで

すけれども、訪問看護に関する相談や県民の方へ

の訪問看護の周知広報などを行っておりまして、訪

問看護ステーションを後方から支援しているところで

す。

　これは、訪問看護をもっと活用してもらうために

サポートセンターでつくったものですけれども、向

かって左側のブルーのものが、病院など関係機関の

方への訪問看護のしおりで、制度などが少し詳しく

載っているものです。右側のほうが一般の方用に作

成したもので、リーフレットになっております。いろ

いろなところに配布しております。

　これは、訪問看護を一般の方に知ってもらうため

に、今年の２月に30分のテレビ番組を放映した後、

ＤＶＤにしたもので、関係機関にかなりたくさん配

布しております。また、熊本県看護協会のホームペー

ジにもアップしておりますので、興味のある方はごら

んいただければと思います。

　これはよく見るものですけれども、熊本県が作成

された地域包括ケアのイメージになります。私たち

住民が地域や施設など、どこに住んでも安心して生

活できる体制や地域づくりが急務だと言われており

ます。それぞれの職種間の役割分担や連携も大事

ですけれども、地域住民の方が、どこに相談したら

いいのかということがわかりやすくて、敷居の低い

相談窓口も必要だと思います。その一端を担ってお

ります訪問看護に今後求められる役割を、最後にま
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とめてみました。

　まず、小規模事業所では訪問看護サービス提供

が十分にできないというところで、大規模化、多機

能化が必要になってきております。

　２点目、今後は、24時間対応や在宅での看取り、

重度な方への対応のための体制が必要となります。

　３点目、多職種の連携のためには、情報の共有

が必要となります。また、訪問看護が医療と介護の

橋渡し役になることが重要です。

　また、どの地域でも在宅医療及び訪問看護が受

けられる体制づくりも必要だと思います。

　以上になります。ご清聴ありがとうございました。

( 拍手 )

金澤：ありがとうございました。

　それでは、残り少ない時間ですけれども、どうで

しょう、今の４人の方々のお話で、それぞれ全国の

自治体、あるいはもっと小さな町内で、こんな活動

をしているんですけれどもというご発題、あるいは

ご質問はございませんでしょうか。

　もしなければ、私のほうから二、三。４人それぞ

れに伺いたいところですけれども、時間も十分ござ

いませんので、まず梅田さんに。谷口さんがいろい

ろな活動をお話しなさいました。梅田さんの自治会

の事務局という立場で、谷口さんに何か教えていた

だきたいこと、つまりリーダーシップとかまとめると

いう意味で、いかがですか。ご苦労のほどを。

梅田：城西校区という私どもが住んでおる校区で、

何か一つ展開をしていこうとプランを立てたときに、

誰がどういうふうにリーダーシップをとって、まとめ

ていって、協力者づくりをどのようにやっていかれた

のか。同じような立場で私もご説明を聞いておりま

したけれども、どのようにすれば、一つの校区――

谷口さんの場合には三つの校区を束ねていらっしゃ

いますので、束ね方の難しさというんですかね。

金澤：いかがでしょう、谷口さん。どうぞ。ご苦労

されている現状でもいいですよ。

谷口：そうですね。３校区を担当しておりますが、

この事業は３校区一緒にやっております。なぜかと

いうと、お互いの校区のいいところをとったり、自分

のところの校区はこうしようということを、現場の話

し合いの中でお互い気づかれて、競争をしていかれ

る。例えば研修会の参加者にしても、自分のところ

頑張ろうという刺激がある、そういう場が一つある

ということだと思います。あとは、ほんとうに足しげ

く、もうスタッフ全員で、自治会長さん方とか医療機

関、事業所に何回も何回も顔を出しながら、私たち

が一生懸命頑張っている姿を地域の方たちに見てい

ただいて、「あ、頼もう」とか「一緒についていこう」

と言っていただくように、何とか頑張っている姿を見

せているというようなことだと思います。

金澤：このお二方の活動は非常に参考になると思い

ました。特に、谷口さんの立場は地域包括支援セ

ンターで、全国の市町村におきまして展開されてい

ますけれども、熊本は「ささえりあ」というニック

ネームをつけて、「ささえりあ何 」々として市内に27

カ所ございます。そして、特徴は、今日もありました

が、一つ一つの包括支援センターに、実は運営協

議会を設けているんです。市町村に１カ所じゃあり

ません。そして、３カ月に１回は必ずミーティングを

行いなさいと。それぞれの包括支援センターで地域

の方々が年に４回は集まって、予算の報告であった

り、あるいはケアマネジャーとのマネジメントのぐあ

いだったり、中身を地域の方々に知っていただくとい

うことも含めまして、地域の方 と々のつながりの担い

手になっているというのが熊本市の包括の特徴かと

思います。今後もお二方の活動をご期待申し上げま

す。

　後半のお二人の先生方、先ほど事前指定という

のがありましたけれども、この事柄というのは、訪

問看護の場面において、例えば訪問看護をなさっ

ていて、やはり急変をしたり、いろいろなぐあいで、

どうしましょうかと悩むことが多いと思うんですけれ

ども、片や訪問診療・往診、片や訪問看護という、

一つのチームですよね。こういった事前指定書とい

うものに対する期待といいますか、実感として、今、

看護ステーションとして何かございますか。あるい

は、まだ普及していないということで、まだまだとい

うことでも結構ですが、いかがでしょう。何かご意
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見ございますか。

木下：今までの経験の中では、もう何もしないよと

言われて、みずからそういうものを書いておきたいと

言われた方が一、二名はおられますが、徐々に悪く

なっていかれる方とかターミナルの方とかは、ご家

族の気持ちとかも変わられるので、段階を追って、

どういうお考えかということを折に触れて確認するよ

うにしております。徐々に悪くなられるような方の場

合は、その都度説明を加えていくようにしております

ので、改めて指定書というのは、訪問看護の現場で

は、まだあまり使っていないです。

金澤：なるほど。自宅療養の場合には、ご家族の

ご苦労ももちろんですけれども、ご家族の気持ちと

ともに、病状が進んでまいりますよね。ですから、

比較的ご自宅で天国に行くという場面に私もよく遭

遇するんですけれども、先ほど先生のほうからおっ

しゃった施設の方 と々か、この辺は、その必要性と

いいますか、どうでしょうか。

後藤：先ほどは時間がなかったのであまり詳しくは

述べませんでしたけれども、この事前指定書の必

要性というのは、今、木下さんがおっしゃったような、

在宅でしっかりとした人間関係を持ちながら、徐々

に変化していく方に対しては、わざわざこの書面をと

らなくても、その都度の説明でいいと思うんですね。

　逆に、外来とかに来ている、まだ要介護状態ま

でなっていない方、そういう方に、特に、自分の将

来を自分で考えていただく一つのツールとして、こう

いったものを、できれば外来の場で考えていただく。

例えば、認知症になって自分でわからないよとか、

あるいは寝たきりになってしまって、もう時間がそん

なにないかもしれないという方たちに対してというこ

とでは、逆にないのかなと思います。

　ただ、施設の場合は、施設に入られて、認知症

もあって、ご自分ではわかられない。家族が離れた

ところにいて、連絡はとれるけれども、しょっちゅう

来てくれるわけでもない。施設の職員としては、な

かなか簡単に、こういうときどうするのか、急な変

化があったときはどうだというような意思確認が常に

タイムリーにとれるわけではないということがありま

すから、逆に老人ホームやいろいろな施設において

は、一番最初に入られるときとか、入られてちょっ

とたって落ちつかれたころに、ご家族に対してこう

いったものを提示して、どうしますかという意思確

認の一つのツールには非常に役に立つものではない

かなと考えています。

金澤：ありがとうございました。

　残り時間はあと一、二分でございますので、まと

めではございませんが、フロアには熊本市あるいは

熊本県内の方々も大勢おられますが、熊本県外の

方々に熊本弁で言いますと、それぞれの病院の先生

方も看護師さん方も介護の現場の方々も、あるいは

ケアマネジャーも包括も、意外と熊本は、いらーん

世話が多かとですよ。つまり、ほっておけない。要

するに見て見ぬふり、知らないふりをできない人々

が結構多うございます。ですから、熊本の特徴に、

一つ、医療の充実というのがありますけれども、実

は救急医療の充実はもちろん、医療・看護・介護も

含めた広い意味での医療が熊本の非常なる特徴で

す。つまり、優しい人たちが非常に多いなと私は実

感しています。つまり、ほっておけない人たちがいら

ん世話をする。

　そのような意味で、今回のサミット、そして11年

後の2025年、つまり超高齢社会がどんどん、どん

どん進んでいく時代に向けてのまちづくり、準備を、

今日ご発題いただいたような地域の方々、そして、

そこで医療を展開する、看護師としてご自宅のご家

族を支えていく人たちが、これから先、もっともっ

と全国で増えていくことを願って、熊本市からの、

現場からのメッセージとして皆さん方にお届けいたし

ました。

　それでは、最後にもう一度４人の方々に温かい拍

手をいただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。（拍手）
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特別講演
日 時

会 場

10月31日（金）14：10〜 15：10

市民会館崇城大学ホール

高齢者の急増に対応した地域づくり

株式会社日本総合研究所調査部主席研究員　藻谷　浩介　氏

講　　師



特 別 講 演
10月31日（金）14：10〜 15：10

講　　師

株式会社日本総合研究所調査部主席研究員　藻谷　浩介　氏
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閉 会 式
日 時

会 場

10月31日（金）15：10〜 15：40

市民会館崇城大学ホール



閉 会 式
10月31日（金）15：10〜 15：40

◆閉会挨拶
熊本市長　幸山　政史

◆次回開催地紹介
鹿児島県日置市介護保険課　牧瀬　裕美

◆「転ばぬ先の杖」引継式

◆次回開催地市長挨拶
日置市長　宮路　高光
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閉会挨拶

熊本市長　幸山　政史

　それでは、閉会に当たりまして、ご挨拶を申し上

げます。

　今回、第15回目のサミットを熊本で開催させて

いただきましたけれども、最初、心配しておりまし

た。といいますのも、担当している職員からのど

れぐらい参加があるのかの報告だと、最初ちょっ

と出足が悪かったものですから。しかし途中か

ら、おかげさまでぐんぐんご応募をいただきまし

て、最後はお断りをするような状況だったと聞いて

おります。改めまして、ご来熊、ご来場いただきま

した皆様方に心から感謝を申し上げたいと存じます。

まことにありがとうございました。（拍手）

　それから、ただいまの藻谷さんの講演、また、き

のうから今日にかけましての講演、分科会、パネル

ディスカッション、そして熊本からのメッセージ等々、

プログラム満載だったわけでありますけれども、ご

登壇いただき、ご協力いただきました皆様方に対

しましても、心から感謝を申し上げたいと存じます。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

（拍手）

　今回のこの15回目のサミット、大変意義深いサミッ

トになったのではないかと感じているところでござい

ます。といいますのも、これまで何度も出ておりま

すけれども、今回は介護保険制度が大幅な見直し

が行われている時期でのサミット開催であったとい

うこと。それからもう一つ、熊本市にとりましては、

熊本からのメッセージでお聞きいただいたかと思い

ますけれども、政令指定都市に移行して３年目を迎

えておりますが、地域における健康づくり、あるい

は地域包括ケアの構築に向けて、さまざまな取り組

みを本格的に進めようとしている時でもあり、熊本

にとりましても、大変意義深いサミットになったと感

じているところでございます。改めまして、この熊本

での開催にご協力いただきました全ての皆様方に心

から感謝を申し上げたいと存じます。

　そして、改めて感じたのは、この介護保険制度を

通して、人の生き方そのものについて考える、そして、

これは地域のまちづくりそのものにも直結するテー

マでもあるんだと。そして、この介護保険制度が抱

えております課題、それを解決に導き、持続可能な

制度にしていくことは、少子高齢化から人口減少な

どが叫ばれておりますけれども、そういう時代背景

なども見据えました上で、やはりこれは全員で取り

組んでいかなければならないものであると感じたと

ころであります。

　冒頭、たしか田中先生だったと思いますけれども、

唯一の場だとおっしゃいましたが、このサミットは、

行政である国、県、市町村、そして介護サービスの

提供をされる方々、あるいは市民、ＮＰＯの皆様方

などなど全ての方々が集まって、この介護保険制度

の問題について考える場です。そして繰り返しです

けれども、地域のまちづくりや人の生き方について

考える場であり、改めまして、大変意義深いサミット

であると感じた次第でございます。

　昨年、南砺市さんから私ども引き継がせていただ

きました。先ほど紹介にもありましたように、次は

お隣の鹿児島県の日置市さんに引き継がせていただ

きたいと思っております。

　この介護保険制度が大きな変革の時を迎えており

ますけれども、着実に定着し、そして人々の暮らし

が少しでも豊かなものになっていきますことを願いな

がら、閉会にあたりましてのご挨拶にかえさせてい

ただきたいと存じます。

　皆様方、まことにありがとうございました。（拍手）

開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

161

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



　
日置市紹介

日置市介護保険課　牧瀬　裕美

　皆さん、こんにちは。鹿児島県日置市から来まし

た日置市役所介護保険課の牧瀬と申します。よろし

くお願いします。（拍手）

　それでは、ここからは、次期開催市であります日

置市のＰＲを、日置市の市民歌のメロディーに乗せ

て、映像に合わせてご紹介してまいりますので、前

の画面をごらんになりながら日置市をイメージしてい

ただけたらと思います。

　まず本市は、熊本の南に位置する鹿児島県にご

ざいます。鹿児島といって有名なのは、桜島、そし

て芋焼酎、黒豚や黒牛、そして黒糖や黒酢など「お

いしい黒」がたくさんございます。そんな鹿児島県

鹿児島市から電車で約20分、車で40分のところにあ

りますのが日置市です。薩摩半島のほぼ中央部にご

ざいます。

　本市は、2005年５月、伊集院町、東市来町、吹

上町、日吉町の４町が合併して誕生した市です。人

口はおよそ５万人、高齢化率は30％ですが、元気で

生き生きとした高齢者が日置市を支えています。

　また、本市の市章は、「ひ・お・き」の頭文字、

平仮名の「ひ」をイメージしたもので、赤色の丸は

南国の太陽を、青色の曲線は豊かな自然と悠久の歴

史や文化を象徴し、本市が歴史や自然との調和を生

かし未来へ羽ばたこうとする躍動感をあらわしてい

ます。

　市章にイメージされているような日置市の魅力を、

本日は少しご紹介いたします。

　まずは、雄大な自然。

　本市の西側は、日本三大砂丘の一つで「日本の

渚百選」にも選ばれた吹上浜を有する東シナ海に面

し、美しい自然、残したい自然が多く広がる町です。

中でも有名な吹上浜は約47キロメートル、日本一の

長さを誇る砂丘海岸であり、一年を通して潮干狩り

や釣り、また、マリンスポーツ、そして新鮮な魚が

とれる漁業も盛んな恵み豊かな浜となっています。

　また、絶滅の危機にあると言われるウミガメの産

卵地としても有名です。ごみなどの障害物のないき

れいな砂浜にしか卵を産まないと言われているこの

ウミガメは、毎年５月から７月、吹上浜へ産卵のた

め訪れます。よい環境のシンボルであるウミガメや、

吹上浜をはじめとする雄大な自然環境を守ろうと、

子供から大人まで、環境意識を高めるための取り組

みも盛んに行われています。

　平成25年には、自然について考える環境自治体

会議「ひおき会議」を開催し、全国から多くの方に

おいでいただきました。自然を守る強い思いを次世

代へつなぐ取り組みも積極的に行っています。

　そして、日置市といえば、欠かせない歴史と文化。

　400年以上の歴史を誇る薩摩焼や、すぐれた泉質

を誇る温泉など、情緒と安らぎに満ちた貴重な資源

を数多く有しています。皆さんがお越しの際は、疲

れた体を、きっと心身ともにいやすことができるかと

思います。

　また、伝統行事には、鹿児島三大行事の一つ「妙

円寺詣り」がございます。関ヶ原の戦いにおいて敵

中突破を敢行した島津義弘公を祭る徳重神社にお

参りする行事です。毎年10月、よろいに身を固めた

勇壮な武者行列のほか、市内を代表する民俗芸能

などが披露され、県内外から多くの観光客でにぎわ

いを見せる行事です。

　では、ここで、歴史・文化をＰＲするＣＭを２本

ごらんいただきます。

（ＣＭ上映）
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　ただいまごらんいただきましたのは、鹿児島県で

毎年１回開催される「ふるさとＣＭ大賞」というイベ

ントにて、本市が準優勝、そして優勝したときの作

品です。鹿児島県内で１年間ＣＭが上映されるため、

よいＰＲの機会だと、日置市の職員を中心に住民と

一緒に毎年出場しています。

　このほかにも、約400年ほど前から地域に伝わる

といわれるお田植え祭りの一つ「せっぺとべ（精いっ

ぱい飛べ）」、地域活性化を目的に手づくりで始まっ

たイベント「やまんかん（山神）の饗炎」、また、薩

摩焼のイベントとしては最大のお祭り「美山窯元祭

り」など、家族連れや多くの観光客でにぎわう多彩

な行事があり、本市のよさを多くの方へ知ってもらえ

るようにと、交流や出会いを大切に、住民と行政が

一体となりＰＲ活動に励んでいます。

　このように、郷土を愛し、資源や伝統を大切にし

ながら、地理的特性と歴史や自然との調和を生か

し、触れ合いあふれる元気で魅力あふれる地域づ

くりを進めている、それが日置市です。

　そんな日置市にて、来年度10月１日、２日、この

介護保険推進全国サミットが開催されます。本市は

決して大きい市ではありませんが、おいでの際は、

市長をはじめ、日置市からの心を込めた精いっぱ

いのおもてなしをさせていただきたいと思っておりま

す。

　では、最後に、これまで本市のＰＲを「からいも

標準語」で話してまいりましたので、最後は鹿児島

弁に戻ってご挨拶をし、次期開催市ＰＲの言葉とか

えさせていただきます。

　それでは。皆さん、おやっとさごわした。今日は

こげんなふっとか会場で宣伝をさせてもろて、ほん

のこて、あいがとさげもした。来年は、鹿児島県日

置市で皆さんとお会いできるのを楽しみにしており

ますので、ぜひ、お気をつけておじゃったもんせ。

　以上、日置市でした。（拍手）

　

「転ばぬ先の杖」引継式

　「転ばぬ先の杖」とは、この介護保険推進全国サ

ミットを開催する自治体に手渡されるリレーバトンで

す。埼玉県松山市で第３回のサミットが開催された

際に住民の方が製作されシンボルとなりました。住

み慣れた地域で生き生きと安心した生活が送れるよ

うにとの願いが、この杖に込められています。熊本

県熊本市幸山政史市長から、次回開催地の鹿児島

県日置市宮路高光市長に引き継ぎが行われました。

　
次回開催地挨拶

日置市長　宮路　高光

　ただいま紹介賜りました日置市長の宮路でござい

ます。

　15回の介護サミット、２日間、皆さんほんとうに

ご苦労さまでございました。大変すばらしい実のあ
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る大会であったと感じております。

　私どもの職員のほうから先ほど日置市のＰＲをさ

せていただきました。来年10月１日、２日、鹿児島

の日置市で開催させていただきます。この熊本は人

口74万、私どものところは５万ということで、ほんと

うに小さい町でございますけれども、介護という仕

事は大きな市も小さいところも一緒であると思ってお

ります。また、皆様方にとっていい思い出の場所に

なりますよう、来年、来ていただければありがたい

と思っております。

　特に来年は、鹿児島県の国民文化祭がございま

して、ちょうどその月間にも入っておりまして、ぜひ

鹿児島のほうにおいでいただき、焼酎もうまかし、

きびなごもおいしいし、さつまあげもあります、食に

も大変凝ったものがいっぱいございますので、介護

保険のサミットもございますけれども、いやしの町

でもございますから、お風呂に入りながら、酒を飲

みながらゆっくりされてください。全国津々浦々から

皆様方がぜひおいでいただき、大層なことはできな

いと思っておりますけれども、心温まるおもてなし、

対応をやっていきたいと思っておりますので、来年

ぜひおいでいただけるよう、心からお願い申し上げ

まして、市長の言葉にかえさせていただきます。

　本日は、どうもありがとうございました。
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会場スナップショット



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

166

開会式前の
風　景

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

167

展示ブース

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

168

受　付

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

169

オープニング

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

170

交流会

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

171

会場風景

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



開

会

式

基
調
講
演

第
１
分
科
会

第
２
分
科
会

第
３
分
科
会

分

科

会

ま

と

め

特
別
講
演

閉

会

式

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

パ

ネ

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

10/

（木）
30

10/

（金）
31

172

昼食風景

次回開催地

介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回



介護保険推進全国サミット in くまもと
る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回 介護保険推進全国サミット in くまもと

る
ま
ご
ひ

ン
モ
ま
く

©2010 熊本県くまモン#15093

これからの『地域包括ケア』が目指すものとは ～誰もがいつまでも自分らしく生きるために～
第15回

第15回介護保険推進全国サミット in くまもと実行委員会名簿
� （敬称略、順不同）

№ 団体名 役職等 氏　　名

1 公益社団法人熊本県精神科協会 会長 相澤　明憲

2 熊本市老人福祉施設協議会 会長 跡部　尚子

3 公益社団法人熊本県栄養士会 会長 石井　孝文

4 一般社団法人熊本県介護福祉士会 会長 石本　淳也

5 一般社団法人熊本県社会福祉士会 会長 甲斐　國英

6 熊本市地域包括支援センター連絡協議会 会長 金澤　知徳

7 公益社団法人熊本県理学療法士協会 会長 北里　堅二

8 熊本県介護支援専門員協会　熊本市支部 支部長 坂本　昌明

9 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 会長 潮谷　愛一

10 一般社団法人熊本県作業療法士会 会長 島崎　一也

11 熊本市民生委員児童委員協議会 会長 城生　昌隆

12 一般社団法人福祉自治体ユニット 事務局長 菅原　弘子

13 熊本市訪問看護ステーション連絡会 会長 園田　　寛

14 公益社団法人熊本県看護協会 会長 高島和歌子

15 熊本在宅ドクターネット 事務局長 田島　和周

16 熊本市老人クラブ連合会 会長 徳永　　悟

17 一般社団法人熊本市医師会 会長 福島　敬祐

18 公益社団法人熊本県歯科衛生士会 会長 福本　厚子
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